
平成２２年第４回（１２月）坂城町議会定例会会期日程 

平成２２年１２月７日 

日次 月  日 曜日 開議時刻 内         容 

１ １２月 ７日 火 午前10時 
○本会議 ・町長招集あいさつ 

・議案上程 

２ １２月 ８日 水  ○休 会（一般質問通告午前１１時まで） 

３ １２月 ９日 木  ○休 会 

４ １２月１０日 金  ○休 会 

５ １２月１１日 土  ○休 会 

６ １２月１２日 日  ○休 会 

７ １２月１３日 月 午前10時 ○本会議 ・一般質問 

８ １２月１４日 火 午前10時 ○本会議 ・一般質問 

９ １２月１５日 水 午前10時 
○本会議 ・一般質問 

○委員会（総務産業、社会文教） 

１０ １２月１６日 木  ○休 会 

１１ １２月１７日 金 午前10時 
○本会議 ・補正予算案等質疑 

討論 採決 

 



付議事件及び審議結果 

１２月７日上程 

報告第 ２号 町長の専決処分事項の報告について １２月 ７日 同意 

議案第５４号 上田地域広域連合規約の変更について １２月１７日 可決 

議案第５５号 上田地域広域連合上田勤労者福祉センター運

営移管に伴う財産処分について 

 

１２月１７日 可決 

議案第５６号 坂城町公の施設の指定管理者の指定について １２月１７日 可決 

議案第５７号 平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第３

号）について 

 

１２月１７日 可決 

議案第５８号 平成２２年度坂城町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について 

 

１２月１７日 可決 

議案第５９号 平成２２年度坂城町下水道事業特別会計補正

予算（第２号）について 

 

１２月１７日 可決 

議案第６０号 平成２２年度坂城町介護保険特別会計補正予

算（第２号）について 

 

１２月１７日 可決 

１２月１７日上程 

議案第６１号 平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第４

号）について 

 

１２月１７日 可決 

発委第 ７号 「義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める

意見書について 

 

１２月１７日 可決 

発委第 ８号 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定に

関する意見書について 

 

１２月１７日 可決 

発委第 ９号 ＩＬＯ看護条約・夜業条約に基づき、医療・

介護労働者の大幅増員と夜勤改善を求める意

見書について 

 

 

１２月１７日 可決 

発委第１０号 保育制度改革に関する意見書提出について １２月１７日 可決 
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平成２２年第４回坂城町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日   平成２２年１２月７日 

２．招集の場所   坂城町議会議場 

３．開   会   １２月７日 午前１０時００分 

４．応 招 議 員   １４名 

 

５．不応招議員   なし 

６．出 席 議 員   １４名 

７．欠 席 議 員   なし 

８．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

町 長  中 沢   一 君 

副 町 長  栁 澤   哲 君 

教 育 長  長谷川   臣 君 

会 計 管 理 者  中 村 忠比古 君 

総 務 課 長  宮 下 和 久 君 

企 画 政 策 課 長  片 桐   有 君 

まちづくり推進室長  塚 田 陽 一 君 

住 民 環 境 課 長  塩 澤 健 一 君 

福 祉 健 康 課 長  中 村 清 子 君 

子 育 て 推 進 室 長  中 沢 恵 三 君 

産 業 振 興 課 長  宮 﨑 義 也 君 

建 設 課 長  荒 川 正 朊 君 

教 育 次 長  塚 田 好 一 君 

収 納 対 策 推 進 幹  春 日 英 次 君 

総 務 課 長 補 佐  
青 木 知 之 君 

総 務 係 長  

総 務 課 長 補 佐  
柳 澤   博 君 

財 政 係 長  

企画政策課長補佐  
山 崎 金 一 君 

企 画 調 整 係 長  

代 表 監 査 委 員  三 井 幸 雄 君 

９．職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  吾 妻 忠 明 君 

議 会 書 記  金 丸 惠 子 君 

１番議員  田 中 邦 義 君  ８番議員  林   春 江 君 

２ 〃  中 嶋   登 君  ９ 〃  宮 島 祐 夫 君 

３ 〃  塚 田   忠 君  10 〃  池 田 博 武 君 

４ 〃  大 森 茂 彦 君  11 〃  円 尾 美津子 君 

５ 〃  山 城 賢 一 君  12 〃  柳 沢 昌 雄 君 

６ 〃  入 日 時 子 君  13 〃  柳 澤   澄 君 

７ 〃  安 島 ふみ子 君  14 〃  春 日   武 君 
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10．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について 

第 ３ 町長招集あいさつ 

第 ４ 諸報告 

第 ５ 報告第 ２号 町長の専決処分事項の報告について 

第 ６ 議案第５４号 上田地域広域連合規約の変更について 

第 ７ 議案第５５号 上田地域広域連合上田勤労者福祉センター運営移管に伴う財産処分

について 

第 ８ 議案第５６号 坂城町公の施設の指定管理者の指定について 

第 ９ 議案第５７号 平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について 

第１０ 議案第５８号 平成２２年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

第１１ 議案第５９号 平成２２年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

第１２ 議案第６０号 平成２２年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 

11．本日の会議に付した事件 

10．議事日程のとおり 

12．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２２年第４回坂城町議会定例会を開会いたし

ます。 

 なお、会議に入る前にカメラ等の使用の届出がなされており、これを許可してあります。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者は、理事者を初め各課等の長でありま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
 
 

◎日程第１「会議録署名議員の指名について」 

議長（春日君） 会議規則第１２０条の規定により、８番 林春江さん、９番 宮島祐夫君、

１０番 池田博武君を、会議録署名議員に指名いたします。 
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◎日程第２「会期の決定について」 

議長（春日君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１７日までの１１日間といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から１２月１７日までの１１日間とすることに決定いたし

ました。 

 なお、一般質問の通告は８日午前１１時までといたします。質問時間は答弁を含め１人１

時間以内とし、発言順位は抽選で行いますのでご承知願います。 
 
 

◎日程第３「町長招集あいさつ」 

議長（春日君） 町長から、招集のあいさつがあります。 

町長（中沢君） おはようございます。 

 本日ここに平成２２年第４回坂城町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には

全員のご出席をいただき、開会できますことを心から御礼申し上げます。 

 記録的とも言える猛暑から涼しい秋となり、りんご・ぶどう・米等、坂城町の農業への影

響も少なからずあった今年であったればこそ、平穏な冬を迎えたいと願う今日このごろでご

ざいます。 

 さて、長野県を取り巻く経済情勢は日銀松本支店の発表によると「穏やかに回復しつつあ

るものの、改善の動きが弱まっている」という観測であり、依然として厳しい状況が続いて

おります。一日も早い景気回復を願っております。 

 また一方、日本を取り巻く国際環境も大変な状況であると言えます。ＴＰＰいわゆる環太

平洋戦略的経済連携協定は、貿易国として国内農業の保護との課題に問題提起されています

し、尖閣諸島沖における中国漁船による海上保安庁巡視船との衝突事件と日本政府の対応、

レアアース問題、その後の映像流失事件、さらには北朝鮮における韓国延坪島への砲撃など

東シナ海での緊張は国民の一人として看過できない問題であり、日本政府の確たる対応が求

められるところであります。 

 さて、町の状況でございます。 

 まず第５次長期総合計画の進捗状況ですが、これまで町内４カ所で地区別懇談会を開催い

たしました。現在、町づくりに係る各団体の皆さんに素案の説明と意見等をお聞きしている

ところであります。今後いただきました意見等を十分反映させ、総合計画審議会の委員の皆
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さんのご意見を伺い、成案にしてまいりたいと考えております。 

 上田市を中心市とする定住自立圏構想の検討が進められています。上田市では来年２月を

目途に「中心市宣言」を行い、その後、参加する市町村ごとに、それぞれの議会においての

議決を経て、連携内容を定めた協定を締結するというものであります。町といたしましては、

産業・医療・交通等の分野を検討をしてまいりたいと考えております。 

 次に産業関係ですが、今年の新たな事業として取り組んでおります。「ＷＡＺＡパワーアッ

プ事業」におきまして、町で培われた技能・技術の継承や、それを尊重する機運を高める取

り組みとして、町の表彰式にあわせまして優秀技能者・卓越技能者、そして新技術や発明に

対する表彰を５名、２グループ６名の表彰をいたしました。とかく厳しい町産業界に明るい

話題、そして未来につながる事業になるよう期待しているものであります。 

 県の元気づくり支援金を活用いたしました「さかき地場産直売所あいさい」が中之条国道

１８号線にオープンし、１カ月が経過いたしました。１日の平均買い物客数は約９０名、お

しぼりうどんの食堂部門とあわせまして、頑張っているなという感じを持っております。出

荷会員のさらなる増、品揃えの充実が期待されるところであります。 

 また、ねずみ大根祭りも今年はＪＡちくまの農業祭とあわせて開催いたしました。インタ

ー線沿いの畑で収穫祭も盛況に行われました。キャラクターの発表もあり、ねずみ大根の地

域ブランド化をさらに推進したいと考えております。 

 本日８時３０分から放送されましたＴＢＳ系の全国放送「はなまるマーケット」で坂城町

の「おしぼりうどん」が紹介されました。司会の薬丸裕英さんや岡江久美子さんもねずみ大

根の辛さを十分味わっていただいたところです。放送を見て坂城町を訪れる皆さんがより増

えるというふうな期待を持っております。 

 福祉関係では、民生・児童委員の改選が行われ、１２月１日から３年間の任期で３８名が

厚生労働大臣から委嘱されました。委員の皆さんには、さまざまな相談や支援、関係機関と

の連携など地域福祉の推進に努めていただきたいと存じます。 

 昨年のこの時期は新型インフルエンザが大流行いたしました。新たなワクチンが製造され、

１０月から接種が開始されております。現在の患者数は全国的にも少ないとはいえ、県・保

健所等関係機関と連絡をとりながら予防喚起に取り組んでまいります。 

 ごみ処理手数料の有料化を４月からスタートいたしました。１１月末までの家庭系可燃ご

みの排出量は、前年に比べ、マイナス５％の９０ｔの減となっており、町民の皆さんのご協

力により一定の成果があったと感謝しておりますが、他市町村では１０％以上の減少状況と

いうことですので、決して高い数値ではございません。長野広域連合のごみ処理施設に係る

計画の見直し作業も進められており、施設建設の負担増にもつながりますので、さらなる減

量化・資源化にご協力をお願いしたいと思っております。 
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 去る１１月２０日、村上の町営住宅若草団地で火災がございました。幸い入居者は軽症で

ありましたが、消火作業中の消防団員が通過した車に消防ホースを引っ張られ、けがをする

という事故がございました。防げる事故でもあったかという思いもあります。このような事

故が二度と起きないよう、消防団の消火時における「行動マニュアル」の再点検を指示した

ところであります。 

 なお、町営住宅につきましては、隣接入居者もおりますので、焼失部分の撤去や修繕を進

め、対応してまいります。 

 さて、江戸時代の坂木宿は多くの旅人で賑わう宿場町で、幕末から明治初期にかけて「和

算」が盛んなところでした。このたび当時の新町の在住した市川佐五左衛門信任さんのご子

孫で京都にお住みの市川信彦さんらから、和算の貴重な資料を寄託いただきました。当時の

県下でも有数なハイレベルの和算資料でございます。今後の調査・研究を通じ、坂城町の新

たな文化の核として活用してまいります。来年２月には、その一部の展示や講演会を企画し

ております。 

 いよいよ予算編成の時期となり、先週３日に編成方針等の説明会を開催いたしました。現

在の経済状況から来年度の財政見通しにつきましては、町の特徴でもある町税収入の先行き

は極めて不透明で依然として増額を見込むことは困難な状況であります。２３年度は第５次

長期総合計画の初年度ではありますが、統一地方選挙を控えることから「骨格予算」として

編成をいたしたいと思いますので、ご理解をいただきます。 

 さて、来春４月には町長・町議会議員の選挙が行われます。 

 私は平成３年、長野県職員から坂城町に迎えられ、助役を２期、町長を３期と２０年間、

町政に携わってまいりました。常に坂城町の潜在力・創造力・地域力を誇りとし、国、県の

施策を見定めながら「平成の大合併」と全国的な合併機運が高まる中、県下市町村でいち早

く“自律のまち”を宣言し、町民の皆様のご協力のもと「自然と人と産業が共生する」「もの

づくりと安らぎ」の個性あるまちづくりに精一杯努力してまいりました。 

 ４月の地方選にあたっては、より若く常に未来を的確に見定めることができる、真に地方

自治を着実に進められる方を期待しております。任期を残す中で、このような発言はいかが

かとも考えましたが、今後残されました私の任期につきましては、その職責を全うしてまい

りますので、皆様のご理解をお願い申し上げます。 

 以上、町政の動向等申し上げましたが、今議会に審議をお願いいたします案件は、専決処

分といたしました一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の報告１件、上田広域連合

に係る規約の変更、財産処分の２件、町の公の施設の指定管理者の指定について１件、一般

会計、特別会計の補正予算４件でございます。よろしくご審議を賜り、ご決定いただきます

ようお願い申し上げまして招集のごあいさつといたします。 
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◎日程第４「諸報告について」 

議長（春日君） 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により定期事務監査が実施され、

意見書の提出が監査委員よりありました。監査委員の監査所見を求めます。 

代表監査委員（三井君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、地方自治法第

１９９条第１項及び第４項の規定により平成２２年度坂城町定期事務監査を実施いたしまし

た。その結果について報告いたします。 

 監査の対象は、坂城町一般会計歳入歳出状況、坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出状況、

坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出状況、坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出状況、坂城町老人保健特別会計歳入歳出状況、坂城町下水道事業特別会計歳入歳

出状況、坂城町介護保険特別会計歳入歳出状況、坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出状

況の一般会計及び７つの特別会計であります。 

 審査方法といたしましては、各課等から今年度計画された事務事業の執行状況について資

料の提出及び説明を求めるなどして監査を実施いたしました。 

 監査の期間は、平成２２年１０月２５日から１１月１日まで実施をいたしました。 

 監査の結果、各所管における財務に関する事務処理及び事業の契約、執行等については関

係法令、条例、規則に準拠して適正に処理されているものと認められました。 

 以下、監査内容について意見を申し述べます。 

 平成２２年度の予算執行は、実施計画に沿って執行されておりました。主要事業の執行状

況については、積極的な取り組みがされています。事務事業の内容及び年間計画とその執行

状況については、全体的に住民福祉の増進に重点を置かれ、執行されておったということで

評価をいたすところであります。 

 平成２２年度の事業の執行状況については、ほぼ予定どおり行われていました。一般会計

の予算執行状況は９月末現在、収入率は予算現額に対し、５５．５％で、前年比１０．０ポ

イントの増、執行率は４０．４％で、前年比１．７ポイントの減となっています。特別会計

全体の収入率は３３．１％で、前年比４．８ポイントの増、執行率は４０．４％で、前年比

５．２ポイントの増、いずれも前年と比較して増となっています。 

 一般会計及び特別会計全体の執行率については、前年度と比較して歳入が７．０ポイント、

歳出が０．９ポイントの増であった。これは事務事業の執行に積極的に取り組まれた成果で

あります。また工事については工程表どおりに執行されていました。 

 次に、町税の徴収状況について、９月末現在の徴収実績は調定額が２５億２，２９１万円、

収入済額は１７億２，０１４万円で、前年比で４．５％の減、金額で約８，０３０万円の減

となっています。個人町民税については、収入済額は３億８２６万円で、前年比２１．０％
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の減、金額で約８，２００万円の減となっています。一昨年来の景気の後退によるものと思

われます。 

 また法人町民税については、若干ではありますが、回復傾向が見られ、収入済額は１億

３，７５５万円で、前年比１３．６％の増となり、金額で約１，６４５万円の増となってい

ます。収入率は前年度と比べて全体で１．５ポイント増加しています。引き続き収入率の向

上に努めてください。 

 主要事業の執行状況については、年間計画に従い、ほぼ計画的に執行されています。今後

も住民福祉の向上のために努力をしてください。 

 工事の執行状況については、おおむね予定どおり執行されていました。別紙工事等検査箇

所調書を参照していただきたいと存じます。 

 なお、工事の施工に際しては、今後も安全な工事に努め、工期内完成を厳守してください。 

 各課等の指摘事項及び特別会計所管事務につきましては、報告書に上げてありますので申

し述べることを省略させていただきます。 

 さて、かつて経験したことのない大変厳しい経済状況が依然として続いています。また先

行きも不透明であります。このような状況下でありますので、財源の確保、事務事業の見直

し、経費の削減など効率的な財政運営に努めてください。また予算執行には特に国、県の動

向を注視され、住民サービスの低下を招くことのない運営に努めてください。 

 以上をもちまして平成２２年度の定期事務監査の報告といたします。 

議長（春日君） 監査所見の報告が終わりました。 

 また、監査委員から例月現金出納検査報告書が提出されております。お手元に配付のとお

りであります。 

 次に、本日までに受理した請願及び陳情は、お手元に配付のとおりであります。所管の常

任委員会に審査を付託いたしましたので報告いたします。 
 
 

◎日程第５「報告第２号 町長の専決処分事項の報告について」 

議長（春日君） 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（春日君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（中沢君） 報告第２号「専決第９号 坂城町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例について」ご説明いたします。 

 本案は、昨年同様に県人事院勧告を尊重する中で改正を行いました。 

 主な改正内容ですが、５５歳を超えた給料表６級職員の給料、手当等の０．５％の引き下
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げ、平均０．０６４％の給料表の引き下げ改定、平成１８年度の給与改定に伴う経過措置対

象職員の月額０．１７％の引き下げ、今回の改定により減額対象となる職員に対し、４月か

ら改定までに支給された給与の０．２２％に相当する額の減額及び４３歳未満で今年１月１

日に昇給抑制を受けている職員に対し、平成２３年４月１日に１号俸上位の号俸への調整を

行ったものであります。 

 なお、本改正は組合の合意も得ており、１１月３０日に専決をいたしたものであります。 

 よろしくご審議を賜り、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議長（春日君） 提案理由の説明が終わりました。 

 議案調査のため暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時２９分～再開 午前１０時４４分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 専決第９号「坂城町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 
 
 

議長（春日君） 日程第６「議案第５４号 上田地域広域連合規約の変更について」から日程

第１２「議案第６０号 平成２２年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

て」までの７件を一括議題とし、提案理由の説明までを行います。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（春日君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（中沢君） 議案第５４号「上田地域広域連合規約の変更について」でございます。 

 本案は、平成２３年４月１日に上田勤労者福祉センターの運営が上田広域連合から上田市

へ移管されることに伴い、労働事務の廃止を行い、当広域連合の規約の変更を行うものであ

ります。 

 議案第５５号「上田地域広域連合上田勤労者福祉センター運営移管に伴う財産処分につい

て」でございますが、本案は、平成２３年４月１日に上田勤労者福祉センターの運営が上田

広域連合から上田市へ移管されることに伴う関連による財産の処分に係る関係市町村の協議

について議会の議決を求めるものであります。 

 議案第５６号「坂城町公の施設の指定管理者の指定について」でございます。 

 本案は、平成１８年４月１日から指定管理者が管理運営を行っている町内８施設に関し、

平成２３年３月３１日をもって指定の期間が満了することに伴い、同年４月１日からの当該

各施設に関する指定管理者を指定することについて議会の議決をお願いするものであります。 
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 議案第５７号「平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について」でございます

が、本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，５７６万５千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を５７億３，０２８万７千円とするものであります。 

 歳入でございますが、道路改良事業の代替地の土地売り払いの収入が２，１５２万２千円、

保証料返還など諸収入で５５２万円、基金の繰り入れで２，０４８万円をそれぞれ追加し、

歳出でございますが、国民健康保険特別会計繰出金１０６万円、介護保険特別会計繰出金

３４０万円、県営灌がい排水事業が３６８万７千円、企業の融資に係る保証料補給金が５００

万円、除雪費が３００万円、都市計画街路事業が２，９１３万８千円をそれぞれ増額するも

のであります。 

 また平成２３年度において一般廃棄物収集運搬等の業務、役場庁舎等の業務を行うための

債務負担行為補正につきましても、あわせてご審議をいただきたいと思います。 

 議案第５８号「平成２２年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」

でございますが、本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６８万１千円を追加し、

歳入歳出の総額を１５億９，１１９万５千円とするものであります。 

 その内容ですが、歳入で国庫支出金８万円、一般会計繰入金１０６万円、基金繰入金５４

万１千円を増額、支出では出産育児一時金１６８万円を増額するものであります。 

 次に、議案第５９号「平成２２年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」でございますが、本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１７６万３千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を８億３，５１１万３千円とするものであります。 

 歳入の主なものですが、受益者負担金が１千万円、平成２１年度千曲川流域の下水道上流

地区でございますが、そこの維持管理費負担金の返還金が２，１８７万４千円それぞれ同額、

そして歳出では、一般管理費で公課費１，３００万円、広域下水道事業費委託費が５，３００

万円を同額、工事費１，４１２万７千円、補償費２，５００万円をそれぞれ減額するもので

あります。 

 また今年度の交付金事業については、適正な事務執行を行うため、国へ翌債承認の申請と

あわせて繰越明許費の計上をしております。 

 議案第６０号「平成２２年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第２号）について」でご

ざいますが、本案は、歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ２，０７２万５千円を追加し、歳入

歳出の総額をそれぞれ１１億４，４８９万５千円とするものであります。 

 内容ですが、歳入の主なるものは、国庫支出金４７３万円、支払基金交付金５９４万円、

県支出金２６９万５千円、一般会計繰入金３４０万円、基金繰入金３９６万円をそれぞれ増

額。 

 歳出ですが、介護サービス等の費用が１，７８０万円、高齢者介護サービス等費が１２０
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万円、特定入所者介護サービス等費が１４０万円をそれぞれ増額するものでございます。 

 以上よろしくご審議を賜り、適切なご決定をいただきますようお願い申し上げます。以上

でございます。 

議長（春日君） 提案理由の説明が終わりました。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日８日から１２月１２日までの５日間は議案調査等のため休会にいたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日８日から１２月１２日までの５日間、議案調査等のため休会とすることに決

定いたしました。 

 次回は１２月１３日、午前１０時より会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午前１１時００分） 
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１２月１３日本会議再開（第２日目） 

 

１．出 席 議 員   １４名 

１番議員  田 中 邦 義 君  ８番議員  林   春 江 君 

２ 〃  中 嶋   登 君  ９ 〃  宮 島 祐 夫 君 

３ 〃  塚 田   忠 君  10 〃  池 田 博 武 君 

４ 〃  大 森 茂 彦 君  11 〃  円 尾 美津子 君 

５ 〃  山 城 賢 一 君  12 〃  柳 沢 昌 雄 君 

６ 〃  入 日 時 子 君  13 〃  柳 澤   澄 君 

７ 〃  安 島 ふみ子 君  14 〃  春 日   武 君 

２．欠 席 議 員   なし 

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

町 長  中 沢   一 君 

副 町 長  栁 澤   哲 君 

教 育 長  長谷川   臣 君 

会 計 管 理 者  中 村 忠比古 君 

総 務 課 長  宮 下 和 久 君 

企 画 政 策 課 長  片 桐   有 君 

まちづくり推進室長  塚 田 陽 一 君 

住 民 環 境 課 長  塩 澤 健 一 君 

福 祉 健 康 課 長  中 村 清 子 君 

子 育 て 推 進 室 長  中 沢 恵 三 君 

産 業 振 興 課 長  宮 﨑 義 也 君 

建 設 課 長  荒 川 正 朊 君 

教 育 次 長  塚 田 好 一 君 

収 納 対 策 推 進 幹  春 日 英 次 君 

総 務 課 長 補 佐  
青 木 知 之 君 

総 務 係 長  

総 務 課 長 補 佐  
柳 澤   博 君 

財 政 係 長  

企画政策課長補佐  
山 崎 金 一 君 

企 画 調 整 係 長  

４．職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  吾 妻 忠 明 君 

議 会 書 記  金 丸 惠 子 君 

５．開   議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

（１）町製造業の活性化対策の取り組みについてほか       田 中 邦 義 議員 

（２）小中学校教育の新たなる方向についてほか         宮 島 祐 夫 議員 

（３）坂城高校についてほか                  安島ふみ子 議員 

（４）長期総合計画についてほか                入 日 時 子 議員 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。 

 なお、会議に入る前に本日から３日間、カメラ等の使用の届出がなされており、これを許

可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
 
 

◎日程第１「一般質問」 

議長（春日君） 質問者は、お手元に配付しましたとおり１０名であります。質問時間は答弁を

含めて１人１時間以内でありますので、理事者等は通告されている案件について、簡明に答

弁されるようお願いします。なお、通告者もこれには格段のご協力をお願いいたします。 

 それでは順番によりまして、最初に１番 田中邦義君の質問を許します。 

１番（田中君） 一般質問に入る前に、去る１２月７日の本定例議会の招集あいさつにおいて、

中沢町長は来春４月の地方選挙には立候補されない旨を表明されました。中沢町長は、助役

２期の後、町長３期の１２年間にわたり町のトップリーダーとして新たな行政手法で町の活

性化に取り組まれ、町の潜在力、創造力、地域力を高めてこられました。さらに広域合併の

機運が全国的に広まった平成の大合併に際しては、いち早く「自律のまち」を宣言し、推進

されてきました。この町とまちづくりに対するご熱意とご尽力ご功績に対し、心から敬意を

申し上げ、１つ目の質問に入ります。 

 １．町製造業の活性化対策の取り組みについて 

 平成２０年９月のリーマン・ショックに端を発した世界同時不況から２年３カ月もが過ぎ

ました。この間、日本を初めアメリカ、ヨーロッパの先進国の回復が思わしくなく、緩やか

なのに対し、中国や東南アジア、インドなどの新興国の経済成長は目覚ましく、グローバル

経済の新たな牽引役となって世界経済を担っております。 
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 こうした状況のもと、我が国から、これら地域へ工場や生産拠点の移転、部品等の現地調

達など海外シフトが加速し、国内の製造業の空洞化、ひいては働く場、雇用の減尐が社会の

重要な課題となっております。わけても夏以降の急激な円高で海外への移転が国内企業の生

き残りの戦略の要とさえなっており、雇用を最も多くかかえる製造業の活性化、国内地域で

の存続・存立は極めて大きな地域の課題となっております。 

 このような中で９月に４人以上の工場・事業所を対象にした平成２１年長野県工業統計の

速報値の発表がありました。２１年は世界同時不況の真っただ中で、急激な景気の落ち込み、

停滞が続いた年でありますから、県内製造業・工業の落ち込みは当然予測しておりましたが、

県全体では売り上げにあたる製造品出荷額、以下「出荷額」と略称いたしますが、これは前

年に対し、７８．３％で２６．２％もの減尐であります。また、この出荷額から原材料費や消

費税などの税金を引いた粗付加価値額、以下「付加価値額」と言いますが、前年の８６．６％

で１３．４％の前年を下回っております。いずれも大きな減尐でありますが、意外と頑張ら

れたと私は感じる数値でもあります。 

 しかし、下請中小企業の町、工業の町である我が坂城町は、出荷額、そして付加価値額など

が全県下を大幅に下回っておりまして、前年に比べ、それぞれ何と出荷額は５０．４％、付加

価値額は４８．３％で前年の半分という低さであります。当然、生産活動の落ち込みで町内

工場、事業所で働く従業者の方も１年間に７７８人も尐なくなっております。町にとっても

当然これが法人町民税にはね返っておりまして、１９年には何と７億７千万円ありました法

人町民税が２１年度は１億７，３００万円、約５分の１に減っております。 

 イ．２１年県工業統計（速報値）に対する町の所見は 

 ９月末に速報値が発表されて２カ月がたちました。世界的な不況で、こういう落ち込みは

当然予想されたと思いますが、県全体の落ち込みよりも倍近い減尐を示している実態に対し

て、町はどう感じ、意識しているのか伺うものであります。 

 世界的な不況だからしかたがないと考えているのか、企業活動のことであり、行政の及ば

ぬところであるという思いなのか、あるいはまた、緊急融資などで行政としてできるだけの

ことはやったと考えておられるのか、こういう実績に対して発表後、ことさら危機感を持っ

て対策・対忚に取り組んだように感じられませんが、町の所見を伺うものであります。 

 ロ．製造品出荷額や粗付加価値等の分析調査の検討は 

 ２１年の県工業統計において、坂城町の工業の出荷額や付加価値額が、なぜ県全体や他の

上位の市や町に比べて大幅に減尐しているのか、とても大きな疑問であり、これからの町の

工業が持続し、発展するためには、この原因や要因を分析調査し、あぶり出しを行うことが

必要であると考えます。町の工業、製造業が特定の企業の城下町であったり、特別な業種に

偏っており、その業種だけが危機的状況に陥ったのであれば納得できる原因・要因が理解で
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きますが、今回の世界同時不況は全県的・全国的に及んだわけであり、どうして町だけがこ

のように県の倍も大きく落ち込んだのか、とても心配であります。対策を立てるには、その

原因や要因などを明確にすることがまず第一歩であります。その分析調査をぜひ行うことを

要望し、町の考えを求めますが、幸い町は信州大学繊維学部や長野大学、埻玉工業大学など

と連携協定を結んでおります。これらの教授や学生の協力を得て、できる限り客観的な分析

調査に取り組まれることを強く要望するものであります。 

 参考までに町の落ち込みに触れますと、出荷額は町が前年の５０．４％に対し、県内上位

の市や町は６７．４％がひとつの市があるものの、ほとんど７０％を超えておりまして、ち

なみに町は前年の１２位から２１年は１８番目に後退しております。また付加価値額は、こ

れが給料の源になるものですが、町の４８．３％前年に対し、上位１７の他の市や町はひと

つの市が６２．７％であるものの、ほかはすべて７０％を超えており、中には８９％とか

９１％と前年とあまり変わらない市もあります。こういう市とどこが、何が、どう違うのか

なども分析することが望まれると思います。 

 ハ．活性化対策の取り組みをすべきであるが 

 町を含め、我が国は尐子高齢の人口減尐期にあり、閉塞社会に陥って元気が萎えておりま

す。人口構造そのものが高齢層が増え、人口が減尐するだけで国や地域の活力を損なうもの

でありますが、こうした中で若い人たちの雇用難が大きな社会問題になっております。この

ためには雇用を支える元気な産業が地域に根づいて培われなければなりません。地域産業の

中でも特に雇用を多くかかえるのが製造業であります。先ほども触れたとおり、この分野の

海外シフトが加速しており、国内の競争力が総じて弱くなっております。国内でなければで

きない分野や、これから成長すると言われる環境や医療、省エネ、航空機など新たな分野へ

アクセスし、受注活動に取り組むなど活性化対策が喫緊の課題ではないかと言えます。従来

の視点や発想を変えて取り組むべきと考えますが、町の考えを求めまして第１回の質問を終

わります。 

産業振興課長（宮﨑君） 私から最初の町製造業の活性化対策の取り組みについてというご質問、

３項目にわたっていただいているわけでございますけれども、項目に沿って順次ご答弁させ

ていただきます。 

 まず最初に、２１年県工業統計に対する所見ということでございますけれども、工業統計

調査は、ご承知のとおり、経済産業省所管によりまして我が国の工業の実態を明らかにする

ということから、毎年１２月３１日を基準日として全国一斉に実施されている統計でござい

ます。 

 この調査によりまして地域の生産力や産業構造などが明らかとなりまして、結果は地域産

業の活性化対策や中小企業対策など国や地方公共団体の行政施策のための基礎資料というこ
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とで信頼のおける統計調査というふうに認識してございます。 

 ご質問の２１年県工業統計速報値に対する所見ということでございますけれども、製造品

出荷額につきましては、２０年、前年が約１，７００億円、平成２１年が８６６億円、過去

最高でございました１９年には１，９００億円ということでございまして、１９年から比較

すれば２年連続の減尐ということで、しかも対２０年度比５０．４％という過去最大の下げ

幅も記録したところでございます。 

 また製造品出荷額から原材料使用額を差し引いてあらわされる粗付加価値額につきまして

も、約３１２億円、前年比４８．３％ということで、こちらも同様に過去最大の下げ幅でご

ざいました。 

 平成２２年の９月２８日に公表されました２１年調査の全国版速報値においても製造品出

荷額、付加価値額は２年連続の減尐で、ともに過去最大の下げ幅ということでございました。 

 これらの結果につきましては、さまざまな要因が言われてございますが、２００８年秋の、

いわゆるリーマン・ショックを景気とした世界同時不況と、それに伴う国内全体における生

産量の急速な減尐、生産拠点の海外展開とアジア諸国における技術力の向上が挙げられると

考えております。 

 町内企業におきましても、このようなことに起因し、特に世界を市場とする町内のメーカ

ー、その協力工場を含めて２１年製造品出荷額等に甚大な影響を与えております。 

 リーマン・ショック後における２１年１月と同年４月において町内企業に対して電話等に

より現況調査を行った際には、生産はいいところでも半減、さらに厳しいところでは３０％

まで落ち込んでいるというお話も伺っております。２１年調査の厳しい結果は、ある程度予

想していたところではございますけれども、実際に製造品出荷額が前年の半分という結果を

見ますと、経営者の皆さんも、かつて経験したことのない厳しい状況であったと言われてい

たことが改めて数字で見せられたという思いでございます。 

 一方で、雇用につきましては、雇用調整助成金をご活用いただくなど企業の皆さんにご努

力をいただく中で従業員は１５％減という状況でございます。 

 ご質問の中に当町の製造品出荷額や粗付加価値額が県全体の平均を大幅に下回っていると

いうご指摘でございました。これは先ほども申し上げましたけれども、業界にとって大変厳

しい状況と言わざるを得ないわけですけれども、しかし、産業構造や産業分類における数値

も変わってまいりますので、一概に比較できるものではないというふうに考えてございます。 

 例えば製造品出荷額を日本標準産業分類の構成比で見た場合、建設機械や射出成形機及び

これらの部品などが含まれる生産用機械器具製造業、これが当町では町全体の６０％を占め

ておりまして、県全体では、これは１０％ということでございます。 

 ちなみに県全体において産業分類の構成比で一番高いのは、パソコンやプリンターなどが
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含まれる情報通信機械器具製造業でございまして、約２３％を占めております。また２１年

調査速報値における県全体の生産用機械器具の前年比は４８．６％でございますが、情報通

信機器器具の前年比は７８．７％でございます。生産用機械器具を県全体で見た場合、前年

と比べて半分以下となっている状況から、この分野が６割を占める当町においては、しかる

べき数字となっているというようなところでございます。 

 いずれにいたしましても、製造品出荷額が前年の半分ということは非常事態でございまし

て、小規模企業におきましては大変深刻な状況であることは理解しているつもりでございま

す。 

 先月開催されました地域経済振興懇話会において町内大手企業の経営者の皆さんから状況

についてお話を伺いましたが、業種によりさまざまではございますが、おおむねリーマン・

ショック前の７割から８割方戻ってきていると。さらにそれを超える分野もあるというお話

もお聞きいたしました。いまだに厳しい状況であることには変わりございませんけれども、

生産量的には持ち直しの兆しも見えてきたのかなという感じでございます。 

 一方で、輸出関連企業において生産量が予想よりも増えているにもかかわらず、円高によ

る為替差損により赤字になっているということで、現在、高値一朋感といいますか、円高の

長期化による影響が懸念されるところでございます。 

 景気対策や円高対策など国レベルで対策を講じなくてはならない課題も山積しております

けれども、今後もより一層危機感を持ちながら関係機関と連携して取り組んでいく必要があ

るというふうに考えているところでございます。 

 次に、ロの製造品出荷額や粗付加価値額等の分析調査の検討はというご質問にお答えいた

します。 

 平成３年における坂城町の事業所数は３７５社あります。これをピークに平成２０年には

２６９社と、年平均６社から７社の減尐が続いております。この多くは家族経営型の企業で

創業者が高齢化し、後継者もなく、事業継続が困難なために廃業される形が多いというふう

に関係のところからお聞きしてございます。 

 その一方で、先ほども申し上げましたが、製造品出荷額は平成１９年がピーク、粗付加価

値は平成９年がピークとなっています。平成１９年の好調さにつきましては、アメリカのバ

ブル景気が最高潮を迎え、同時に翌年の北京オリンピックに向けて中国市場が活発化してい

たことが影響していると言われております。 

 このような中で、坂城町の産業形態は下請中小企業が中心とはいえ、特に数字上で見ると

世界に市場を有する大手企業に製造品出荷額、粗付加価値額とも牽引され、伸びていると考

えております。このような要因を分析して対策を考えていくことは町産業の発展のためには

必要であり、今後より一層精度の高い検証が必要であるというふうに考えております。 
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 一方、工業発達地の作成時や坂城テクノセンター建設時に激化する国際社会での競争力に

対忚して基盤となる技術を高め、どこにもまねできない製品をつくっていくことが重要であ

ると提唱されておりますが、これは現在でも企業の最優先事項として変わらないものと考え

ております。 

 さて、来年２月４日には、坂城テクノセンターと商工会の共催で行う新春経済講演会で東

京大学名誉教授で長野県産業振興戦略会議委員の松島克守先生を講師にお招きする予定がご

ざいます。松島先生は俯瞰工学の専門でございますが、俯瞰工学というのは工学を社会、経

済、文化、国際等の周辺部とあわせて俯瞰し、高いところから見て分析するということのよ

うでございますが、工学の大局的最適化のため方法や形を追求する、そういう学問とされて

おります。これをご縁に現在の坂城町企業の技術分野を確認していただきまして、松島先生

が得意とされる技術のネットワーク、コラボレーションとして次に展開すべき方向をご示唆

いただくことも考えていきたいということでございますので、ご理解いただきたいと存じま

す。 

 次に、ハの活性化対策の取り組みをすべきであるがというご質問でございますが、現在の

町内事業所の状況を見ますと、事業所によってリーマン・ショック前と同等ないしそれを上

回る生産活動を期待するお話を伺う一方で、リーマン・ショックで落ち込んだ受注生産が回

復しないという話もありまして、二極化しているということでございます。また回復基調に

ある事業所においても、グローバル経済の今日、円高が続く中では未来が保証されないとい

う不安の中で競争力をつけて新たな分野に挑戦していきたいと考える企業もございます。 

 このような中で、町が支援している坂城テクノセンターの２２年度事業においては、新規

事業分野として町内事業所の関心が高い環境、省エネ、ロボット等についてのセミナーを展

開し、これら産業への参入の可能性を探るとともに、諏訪、岡谷など他地域で先進的な取り

組みを展開している企業経営者を招き、その企業との結びつきを進める事業も展開している

ところでございます。 

 また昨年度、経済産業省所管により緊急経済対策として実施されたものづくり中小企業の

試作品開発と販路開拓を支援するものづくり中小企業製品開発等支援補助金の第２回公募に

は全国４，８３７社の企業が忚募いたしまして、６２５件が採択されたところですが、約８

倍の難関を乗り越え採択された町内事業所が６社ございます。この事業所による新技術、試

作品を市場に問う機会として１０月２２日、２３日の両日行われた上田地域産業展への出展

も行ったところでございます。この際に作成したパネルについては、長野県工業技術総合セ

ンター、長野県工科短期大学の協力を得る中で各種発表会での展示もさせていただいており

ます。 

 さらに事業所の新製品開発に係る支援として、テクノセンター長を初め３人のコーディネ
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ーターによる随時相談体制を持ち、企業のブラッシュアップ等についてお手伝いをしている

ところでもございます。このほかにも坂城町を含めた上田広域産業活性化協議会の取り組み

の中で、新産業・新技術へのステップアップとして、魅力ある商品開発や技術開発等に対す

る積極的な意識の形成と参加企業同士で考えを高め合う仕組みによる新講座を坂城テクノセ

ンターを中心に７月から展開しているところでございます。また独立行政法人、産業技術総

合研究所と連携し、坂城町を初め地域の中小企業経営者を対象に最新技術を企業経営に生か

す取り組みとすべく始められたＳＡＫＡＫＩものづくりコンソーシアムも３年目となりまし

て、２カ月に１回開催しているイブニングセミナーは来年１月に１５回目を迎えます。ここ

でも徐々にではございますが、産総研の先生との交流も進む中で技術活用の動きも出始めて

きております。 

 失われた５０％の生産量と売り上げ、これを埋めるためには新たな分野に挑戦していくこ

とが大変重要であると考えておりますが、現在、坂城テクノセンターを中心として、これら

地域産業の活性化に向けた事業を進める中で新たな分野へのきっかけをつくること、企業が

元気になることをテーマにセンター長や技術顧問を中心に事業展開を図っているところでご

ざいます。 

 企業の海外展開が止まらない中、企業経営者の皆さんは大変厳しい状況に置かれておりま

すが、テクノセンター初め工業関係支援機関との連携をより強化する中で、ものづくりのま

ち坂城の輝きを失わないよう、最善の努力を続けてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

１番（田中君） ただいま産業振興課長から３項目にわたって答弁をいただいたわけでございま

すけれども、言葉では大変厳しいとか深刻的なニュアンスを持って答弁されているんですけ

れども、県が、例えば６０％近く落ちているという中で４０％とか５０％であればまだわか

るんですけれども、県は７６％ぐらいで止まっているものを我々はその倍の５０％に落ちて

いるんだということの深刻さを、危機感を私はまだ感じておらないなという感じを受けたん

です。 

 この町は建設機械とか、あるいはプラスチックの製造機械というようなことに特化してい

る、その大手の企業の動向が直接町の実績に影響するんだということも確かにそういう面も

ありますけれども、１社、２社だけで落ち込みがそのまま５０％につながっているわけでは

なくて、私はやはりそういう大きな要因もあるけれども、そこにつながっている人たちが国

際競争力に負けたというか、あるいはほかの県内の市町村の企業が頑張っているという中に、

なぜ坂城だけがということが非常に懸念されるわけでございます。 

 そこでちょっと今、私のお聞きした質問のひとつとして、大学を使ってこういうものを分

析したらどうかということが漏れていると思いますので、そこをちょっとお願いしたいと思
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いますし、町長はこの大きな落ち込みに対して、やはり今の産業振興課長と同じ見識なのか

どうか、まず初めに町長の考え、感想をお聞かせいただいて、産業振興課長から大学との連

携を使って、私は何も職員がすべてやるとか、あるいはテクノセンターがすべてやるという

のではなくて、限られた工数、いろいろ制約、予算を含めてありますから、そのために大学

との連携があるわけでございまして、そういうものをまた学生のひとつの教材としても取り

上げて、なぜ、この町だけが大きい落ち込みなのかということを解明することが必要ではな

いかと思いますので、まずその２点ちょっとお願いします。 

町長（中沢君） 坂城町の産業、特に工業が相当落ち込んでいるということのお話が多々あった

わけでございます。そうした中で実態はどうかということ、それなりに考えなければならな

いなと。 

 過日、商工会の主催によりまして中小企業の皆さんと本当に生の話し合いを持ったわけで

ございます。それぞれの皆さんが本当にこの経済不況の中で英知を絞り、そして知恵を絞り

絞って頑張っていると。ようやく海外への進出ということも必要だということの中で、海外

の基地と、そしてまた町にある企業とが連携してやることによってこそ将来に向けて生きら

れるんだというお話もございました。 

 何よりもいろいろ問題になるのは、円高でございます。円高によって町が大きなショック

を受けた。企業によっては９０数％、いや、９８％海外へという企業もあるわけでございま

す。こういった時代の波と、もうひとつ課長が申し上げましたように、産業構造が極めて基

礎的な、あるいは基盤的な工学機械にシフトされているということが、これまた大きな原因

でもあるわけでございます。 

 それをどのように打ち破っていくかということ、これは坂城ならではのひとつの仕組みと

してテクノセンターがあるわけでございます。 

 テクノセンターには、申し上げましたように、長野県の工業試験場の場長を経験するとい

うことは長野県の工業のトップ技術を習得した方々が現在３人もお願いし、坂城へ忚援して

いただける体制もできているわけでございます。それをより生かしていく。 

 さらに産学官の連携、これは信大あるいは埻玉工業大学あるいは長野大学の情報関係等々

もございますが、あわせて海外では上海の復旦大学に本研究センター等々ございます。そう

いうものをフルに活用できるのは坂城ならではの仕組みでもございます。そういったものを、

議員も言われておりましたけれども、いろいろと模索していく必要があるということは緊急

課題でもあり、既にそういった面についてテクノセンターを中心に、いろいろ潜在力、そし

てこれからの創造性を生かしながらの新たなる道筋をどう築いていくかということを検討し

ている次第でございます。 

 一歩一歩知恵を絞りながら、そして坂城として企業がより連携を進め、そしてまた国等の
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補助あるいは技術協力を得ながら進んでいくことが現在求められているというふうに理解し

ているところでもございます。以上でございます。 

産業振興課長（宮﨑君） 私からはご質問の大学を使った分析調査についてご答弁させていただ

きます。 

 分析そのものにつきましては、田中議員さん言われるように大変基礎的な調査をしておく

ということは大事なことであるというふうに認識してございます。そういう意味で今回の製

造品出荷額の落ち込み等についても私ども職員等も分析をしてきていて、産業構造上の今の

部分もあるというようなことも出したわけでございますが、いずれにしても今、私ども、産

学官連携ということで信大繊維学部さん、あるいは埻玉工業大学さん、長野大学さんという

ようなところとつながっておりますけれども、やはりそれぞれの大学にはそれぞれ特徴がご

ざいまして、一番大学の学生を使った分析となりますと、やはりどちらかというと文系に近

いところの方が調査等やっていただけるということでございますが、やはり工業部門の中で

はそれがいいのかどうかという部分もございます。 

 そういう中で、先ほども申し上げましたが、この２月４日の経済講演会の松島先生につき

ましては、ちょっと聞き慣れない言葉でございますが、俯瞰工学ということでございまして、

これは学生も参加するプロジェクトの中でのひとつの学問という部分でありまして、この先

生にも東京大学の名誉教授でもいらっしゃいますので、ちょっとお話もさせていただくのも

いいのかなということで先ほどご答弁させていただいたわけでございます。 

 いずれにしても、全学生さんを使って企業を回ってというところまではなかなか今日的に

は難しいだろうと。ただ、いろいろな情報等を整理したりして分析するというのは、やはり

専門家の方の方がいいのかなというようなことで、ここらの先生にお話もさせていただきた

いということで、過日もテクノセンターにもそのように話してございますので、そんなとこ

ろでの取り組みが、まず最初はいいのかなと。後の部分については順次ということになろう

かと思います。以上でございます。 

１番（田中君） 時間がもう２２分しか残っていないのですけれども、これだけに絞るべきだと

今、残念に思うんですけれども、ひとつだけ、町長も課長も先ほども言いましたけれども、

円高は２１年の、私は今、２１年の落ち込みを取り上げているわけなんですけれども、２１

年は円高ではありませんからね。今年になってですから。 

 そういう中で私が言いたいのは、イブニングセミナーも１５回になるとか、あるいはいろ

いろセミナーをやってきた、そういうことが、なぜこういうときに生きないのかということ

なんですよ。やはりそういうために普段もっと新しい技術や情報を取り込む、もっとそんな

ことよりも私は、例えばさっき先端的な技術開発の助成を８倍の競争力で６社が受けられた

と。じゃあ、なぜそれを売り込みなり市場化を町なりが、あるいはテクノセンターなりが、
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あるいは町でそういうチームをつくって売り込みにいかないのかどうかということなんです

よ。そういう基礎的な本来やるべき努力をしないではないかという思いが非常にするわけな

んですよ。もっと企業の皆さんにお役に立つやり方というのがいくらもあるのではないか。

トップセールスにしろ。 

 ご承知のとおり今月、この月末へ入って阿部知事は日産自動車の方へ４７社県内の企業を

連れてトップセールスに行きますよね。私は大事なことは、前も質問で言ったんですけれど

も、なぜそういうところへ行って開発部門とか設計部門とか、あるいは資材部門とか購買部

門とか、あるいは生産ラインの部門の人たちと自分たちの技術を見てもらっていろいろ意見

を聞く、そういうところに改善したり直していったり、あるいはまだまだこれが相手に使わ

れるにはもうちょっとというような、いろいろなそういうものが、現場のニュースなり現場

の情報が町内のやる気のある企業さんに伝わらなくては意味がないと思うんですね。一般論

はもういいと思うんですよ、私は。一般論ではなくて、一般論の結果がこういう落ち込みに

なっているということを踏まえていただきたいなと思います。 

 結局、今、課長の話で学生を使って、産学官連携と言いながら学生を使って、せっかくこ

こだけなぜ落ちたかという、どうして落ちたか、何がいけないのかということを分析すると

いうことをやるという意思が伝わってこなかったんですけれども、これはもう時間等の関係

もありますので、私はぜひそういう取り組みをしてもらいたい。 

 そして、この町の弱さは何か、強さは何かというものをあぶり出して、そして強いところ

はさらに強く、弱いところは直していくという、基盤技術にしても、もっともっとたくさん

の技術が必要になると思うんですけれども、そういうものをもっと地道に取り組むような、

そういう取り組みを、何も町がやれというのではなくて町がそういう言い出しっぺになって

取り組んでいただくことを願います。 

 答弁を聞いていまして、臣なって国破るという、家臣が出世したけれども、その国は倒れ

ていくのではないかというような、そういう思いを感じた次第でございます。課長に最後そ

ういうものに対して、一忚産業振興という大きな町の命運を握っている分野として課長の決

意をもう１度お聞かせいただきたいと思います。 

産業振興課長（宮﨑君） 私の決意ということでございますが、その前に今、阿部知事のキャラ

バン隊等のお話もありました。 

 ただ、これにつきましては、やはり単に行っているわけではなくて、事前に募集する企業

の中で集められる企業、生産設備の内容、そういうものを綿密に調査される中で出向いてい

っているということでございます。町内の中で、なかなか積極的にこういったところへ参加

できないというような事情もいろいろございますので、そこらもご理解いただければと思い

ます。 
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 それともう１点、中身的に現場のニーズだとかというようなお話をたくさんいただきまし

た。私どもといたしましてもテクノセンターのセンター長初めコーディネーターについても

企業へ出向いたり、あるいはいろいろな活動をしています。ただ、現実的な話として「うち

はそこまでいかないよ」とか「じゃあ、どういうあれが」と、次から次へそういうお話をい

ただけるところについて対忚はさせていただいております。 

 ですから、そういう中で、やはり企業さん自身も今まで受け身の中でやってこれた部分も

あるかもしれませんけれども、やはりそういう中で積極的に出ていくというのも大事でござ

いまして、そんなことでテクノセンターでは、ござるの会をやったり取り組んでいるという

こともご承知おきいただければありがたいと思います。 

 いずれにいたしましても、産業のまち、ものづくりのまちということで、これについては

普遍的なものだというふうに考えておりますので、それに向かって私どもも頑張っていきた

いと考えております。以上でございます。 

１番（田中君） 課長のさらなる決意を期待しております。キャラバンやそういうものの下ごし

らえを行政が担っていただくということでございますので、ひとつぜひかつての充実した企

業さんが群居するような、そういう地域づくりへ皆さんの取り組みを期待しておるわけでご

ざいます。 

 時間等の関係もございますので、２番目の質問に入ります。 

 ２．第５次長期総合計画の住民参画について 

 来年から向こう１０年間の第５次長期総合計画の策定が進められておりまして、１１月に

は素案について町内４地区で説明する懇談会が開かれたようでございます。この長期総合計

画策定に関しての住民参画について２点に絞って質問を行います。 

 イ．地区懇談会の開催状況と住民の関心と反忚は 

 計画素案の基本構想、これは議会の議決案件でありますが、この基本構想では計画の基本

理念として「住民と企業と行政が連携し、それぞれの役割を担う地域主権、住民自治の自律

のまちづくり」を挙げておりまして、このためには住民が地域のあり方を自ら考え、行動し、

責任を持つ住民自治に基づく協働、協力して働くコラボレーションでございますけれども、

協働によるまちづくりを最重要課題と位置づけておられるわけです。 

 住民が主体となって自らの地域や町を自らがつくり合う地域主権の考え方、あり方は成熟

化し、財政の制約が強まる地方自治体や地域にあって時宜を得ておりますが、肝心の住民の

参画、主体性が感じられません。住民が自ら考え、責任を持ってまちづくりを行うことは従

来の、ややもすれば行政にあれをやってほしい、これをやってほしいの依存型からの１８０

度の大転換になるもので、行政がつくった与えられた計画では絵に描いた餅になってしまう

心配があります。 
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 こういう面から地区別懇談会を通して地区の住民の関心や反忚など町はどのように感じて

いるか伺うものであります。 

 ロ．住民参画のあり方は十分か 

 １０年後のこの町をどういうものにするのか、広く住民の意見や考え、要望や希望を取り

込んだ主権者である住民の熱い思いが感じられる計画素案を期待しておりましたが、残念な

ことにあまり伝わってはきません。わけても町内に高齢者だけの世帯や独り暮らし、空家な

どが増えて地域における住民の役割が極めて大きく重要になっている時代でありますから、

住民自らが考えるまちづくりへの新たな方向を期待しておりましただけに何か物足りなさを

感じるところであります。 

 ９月の定例議会の一般質問の答弁で、有識者１３０名にアンケート調査を行い、審議会の

委員数も他の審議会の倍以上の２６名に委嘱し、住民の声を反映したとありましたが、アン

ケートの回収率も約６０％と聞いております。住民自治を推進する計画づくりとしては住民

の参画が尐ないように思います。かつてのＧＯＧＯ機構の人たちが熱い思いをまとめられま

したが、こういう手法はなぜ今回取り入れなかったのか、必要なかった背景は何なのか、住

民の参画は十分と考えておられるのか、町の説明を求めるものであります。 

 また、さらなる住民参画への取り組みについて今後どのように考えているかもあわせて伺

います。 

町長（中沢君） 田中議員の第５次長期計画に対するご質問でございます。初めてのご質問でご

ざいますので、若干長期構想そのものについても申し上げます。 

 お話のように市町村が事務処理をするにあたっては、議会の議決を経て、そして総合的・

計画的な行政を進めていくんだということが地方自治体に決められているわけでございます。

要するに町が計画案を策定し、議会が承認していくと、こういうことであるわけでございま

す。第４次計画が１３年から２２年度までで終わり、いよいよ第５次で２３年度から３２年

度への長期構想ということでございます。 

 私はこの策定にあたって、かつて私が県職員であったころの長期構想で「一人一人の幸せ

を求めて」ということの計画に参画いたしました。市川健夫先生、原田泰治先生等とともに

論議し、作成した経験を持っております。今回は、そういった手法をより生かそうというこ

との中で手法をいろいろ考えてきたわけでございます。手法というか、道筋でございます。 

 先ほどお話のございましたようにＧＯＧＯ機構、５５人の皆さんに３年間にわたって町の

将来を論じていただきました。中嶋聞多先生、今、法政大学の教授でございますが、そのご

指導を受けてすばらしいものの提案があったわけでございます。それをひとつの出発点にし

たいという気持ちを持っております。 

 そういう中で本来の手法として総合計画審議会に諮るということでもございます。審議会
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も普通１０人ぐらいなんですが、２６人をお願いし、なおかつ、その基礎的なものは長野大

学の６人の先生にお願いし、ワーキンググループをつくっていろいろと検討していることで

もございます。特にデルファイ調査を実施いたしました。坂城町で初めてでございます。 

 デルファイ調査というのは、いろいろな面で専門的な知識のある方、知恵をお持ちの方々

によりご意見をいただき、それを集約していくということでございます。 

 そうした中で、いろいろなものを意向を踏まえながらつくっていく。その間にお話のあり

ましたように地域の懇談会、もちろん大事でございます。それ以上に各団体との説明会も進

めております。男女共同の皆さん、あるいは民生委員、あるいは行政の関係者、商工団体等

にもお話をし、提案を得ているわけでございます。そうした中で策定していくことが何より

大事だということでございまして、もちろん残念ながら地区の懇談会には５０名足らずしか

集まりませんが、それ以上に何倍もの皆さんのいろいろな真のお気持ちもお聞きしていると

ころでもございます。 

 要は、行政は責任を持って１０年先、２０年の先を策定し、そのもとにそれを啓発し、実

践していく過程が何よりでございます。ただ何人集まった、何人と言うよりも、この実践す

る過程をより模索していくということではなかろうかと思っております。 

 新しい発想といたしましては、定住人口ということに加えまして交流人口、坂城に皆さん

がどのくらい集まっていただくか、これを伸ばすというようなこと。あるいは広域の中で長

野広域、上田広域のほかに定住自立圏をつくっていくとか、そういった面をいろいろ進めて

いるところでもございます。 

 要は、こういった計画は、できるだけ着実に進むべき方向を見定めるとともに、１０年先、

２０年先の夢を描くということをともに進めてまいりたいと、こんなふうに思う次第でござ

います。以上でございます。 

企画政策課長（片桐君） 住民参画のあり方は十分かという点についてお答え申し上げます。 

 先ほど町長の方からも答弁がありましたが、計画の素案につきましては、有識者に対する

アンケート調査、また素案について地区別懇談会を行い、ご意見ご提言をお聞きしてまいっ

たところでございます。加えてＧＯＧＯ機構の皆さんからの提言につきましても計画に反映

をさせていただいたわけでございます。 

 さらにより広くご意見ご提言をいただくため、現在、商工会あるいは行政・教育委員会、

そのほかまちづくりの団体等々の皆さん、また、過日行われました女と男ふれあいさかきの

中でも素案について皆さん方にお配りをした中でご意見をいただくようお願いをしてきたと

ころでございます。 

 これらのご意見等を生かしながら、また町のホームページにその概要を掲載し、さらに広

く住民の皆さんからご意見を頂だいした中で、それらをさらに反映させて、総合計画審議会
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において、それぞれの分野の専門家でございます委員さん方のご意見を伺った上で成案とし

ていきたいというふうに考えております。 

 この長期総合計画につきましては、今さら申し上げるまでもございませんけれども、将来

の町のビジョンという観点でお考えをいただければというふうに考えております。こういっ

たまちづくりを進めていきますよという、いわゆる行政の最上位の計画でございます。それ

につきまして今後、具体的に実施計画等組む中で住民の皆さん方に基本的にかかわっていた

だく、そういった仕組みづくりを進めながら住民自治をさらに高めていくというふうになろ

うかと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

１番（田中君） 最上位の町の将来のビジョンであるからこそ住民の皆さんにも、できるだけ大

きくかかわっていただいて、そして自分たちの町を自分たちがどうつくっていくか、理念で

も自分たちのまちづくりという方向を示しているわけでございますので、そういう点で、も

う尐し住民の皆さんの参画、わくわくするような参画を本当は醸し出していかなければいけ

ないのではないかなという思いでございます。 

 もっと本当はこの問題について取り組まなければいけないんですけれども、より一層の住

民の皆さんへの関心を高める取り組みを期待して私の終わりに入りたいと思います。 

 議会に議席を与えていただいて任期最後の３年半が過ぎました。今年は桜に雪が積もる春

先の冷え込みと、また夏には記録的な猛暑となる異常気象、自然界の異変が強く印象に残る

年でありました。そして今までの経験したことがない初めての変化が我が国、日本で起きて

いるようにも感じます。日本が置かれている、日本を取り巻く経済的な環境であります。 

 過去においてはオイルショックやプラザ合意の猛烈な円高、バブルの崩壊など大きな試練

がありましたが、それでも１、２年で何とかなるだろう、立ち上がるだろうという無意識の

可能性を感じてまいりました。事実これらのショックを克朋してその後の新たな発展に結び

つけてきたところであります。 

 しかし、現在は尐子高齢社会に加え、人口減尐の我が国に対し、新興国のものづくり、経

済力のもり上がり、高まりが日本に取ってかわろうとしております。工業の町、下請中小企

業の町として、これらの諸国に負けない競争力を磨いていかなければなりません。このため

には現状をしっかりと見据え、住民力を最大限に生かす方法が必要と思います。 

 ２１年県の工業統計は坂城町のみが大きく落ち込んでおり、なぜなのか、どうしてなのか、

この原因・要因をしっかりと分析し、今後の持続する元気な産業へ生かさなければなりませ

ん。住民が主役の元気なまちへ、さらなる取り組みを期待して私の一般質問を終わります。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時００分～再開 午前１１時１１分） 

議長（春日君） 再開いたします。 
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 ９番 宮島祐夫君の質問を許します。 

９番（宮島君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問を

行います。 

 食と農業の農村をめぐる現下の情勢の中でＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）、国は交

渉への参加が検討されているが、ＴＰＰは関税撤廃の例外を認めない完全な貿易自由化を目

指しているわけであります。そういう交渉であり、ＴＰＰへの参加問題をきっかけに農政の

根本的改革が政府の大きな課題であるわけであります。今こそ農業生産が高く、国際競争力

を持つ農業に生まれ変わるような政策展開をすべきであるわけであります。今後、国民的議

論を大いに期待する一人でもあります。 

 地域農村での自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面的機能の発揮によ

るさかき地場産直売所あいさい開設は、農産物販売の拠点として農業の活性化を図るイベン

ト広場としても活用していただきたいと思うわけであります。それが坂城町の名所になるよ

うに開設のことを大いに期待する一人でもあります。 

 １．小・中学校教育の新たなる方向について 

 イ．行政と教育委員会の連携による施策の推進について 

 子どもたちの義務教育は基本的には知識の獲得や人間力強化にあたって最も基本的な学校

教育であるわけであります。重要な役割を果たす場でもあるわけであります。従って、教育

その新たなる可能性への挑戦として、行政と教育委員会との連携による施策の推進は最重要

課題であります。今回の第５次長期総合計画（素案）学校教育の基本的指針について、まず

最初にお伺いをさせていただきます。 

 近年の尐子高齢化の進展、厳しい財政状況や産業の構造の変化等を背景に地域社会に置か

れている地域の再生は重要な課題になっているわけであります。学校教育の総合的な推進を

図るための未来を担う小・中学校の行政と教育委員会との連携による施策の総合的な推進を

どう図っていくかについてもお伺いをさせていただきます。 

 ロ．新たなる学力向上施策の方針は 

 県教委は４月に実施された全国学力テストの県内公立小・中学校の結果分析を公表してい

ただいているわけであります。それによると都道府県別では、長野県の順位もあるわけであ

りますが、そうしていないということは差し控えさせていただきますが、かなり低迷の状況

であるというふうに受け取っているわけであります。学力向上施策が不十分だったと自己反

省と今後の学力対策の強化を検討する方向にどのように考えているか。学力テストの結果分

析と確かな学力向上対策はどのように進めるかについてもお伺いをさせていただきます。 

 また児童生徒の尐子化による現状、３小学校、そして中学校の空き教室利用を学力向上に

どのように生かされているかについても重ねてお伺いをさせていただきます。 
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 ハ．小・中学校の不登校・いじめの問題の対忚について 

 小・中学校の３０日以上の長期欠席者について理由別の判断を病気、不登校、その他何ら

かの要因の背景による生徒が登校しない、できない状況にある不登校の現状といじめの兆候

をいち早く把握し、隠さず家庭と学校での連携をすることが最重要課題であるわけでありま

す。現状の問題点は何か。また起きた場合、迅速に対忚ができているかについてもお伺いを

させていただきます。 

 ニ．教員免許更新制について 

 近年の社会経済状況の急激な変化の多様化する将来を担う小・中学校の教育再生へのため

の教員免許制、また教員免許証更新の目的と講習内容についてもお伺いをいたします。 

 また教員が学ぶ機会により知識、技能の向上を図るための更新制導入により現在学校がか

かえる問題は解決に向かうか、教育委員会の見解についてもお伺いをさせていただきます。

以上であります。 

町長（中沢君） 宮島祐夫議員のご質問にお答えしてまいります。 

 小・中学校教育の新たな方向について、この町といいますか、行政と教育委員会が連携す

ると、そういう中での推進策等のお話もあったわけでございます。 

 申すまでもございませんが、小・中学校教育の新たな方向に対しましては、学校はもとよ

り町、教育委員会、そしてＰＴＡ等がそれぞれの役割を持って対忚するということが基本だ

なという思いが常々ございます。 

 学校教育の基本ですが、社会環境の変化に対忚できる心身ともに健康な児童生徒の育成で

あろうなと、こんな思いもいたします。 

 文部科学省が示している生きる力を育てるということ、これまた同じであろうと思います。 

 具体的な目標としては、教育環境の整備、教育内容の改善、教職員の研修の機会の充実、

学校、地域の連携などが挙げられると考えております。 

 町の第５次長期基本計画構想におきましても、学校教育の基本は文部科学省が示された指

導要領の方向を踏まえながら独自なものを加えているということで、これは教育委員会とも

ども町もバックアップしていかなければならないなと、こんな思いがいたします。 

 行政と教育委員会の連携ということで、どのように総合的な推進体制をとるかということ

でもございます。私が常々口にしておりますように、教育環境の整備につきましては、行政

が真に責任を持って進めると。教育内容、先生方の研修、学校、家庭、地域の連携など、ソ

フトな面についての推進は教育委員会、学校に原則として委ねてまいりたいというのが私が

教育には教育委員会で頑張ってほしいという姿勢であることを示しているところでもござい

ます。行政と教育委員会、ともに行政ではございますが、連携は極めて重要でございます。

教育委員会の事務総括であります教育長を介して町行政と教育委員会の連携を深め、相互の
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意思疎通の上でそれぞれの責任を果たしていくということでもあろうと思っております。現

在、町の財政が大変厳しい状態にはございますけれども、先生方の研修の充実、軽度の発達

障害の児童生徒への補助員の配置、不登校対策等々教育委員会の施策についてはバックアッ

プしているところでもございますが、行政が行うべきものとして学校施設の整備、校舎の耐

震化、大規模改修等々につきましては、精一杯計画的に進めてまいりたいと、こんなふうに

思っております。 

 第５次総合計画で教育の面では「創造性と人間性を育むまちづくり」を挙げております。

こういった問題につきましては、地域の教育力の向上と地域の文化の向上、２つの柱立てを

しております。そういった面では生涯学習の展開、あるいは家庭とつなぐ幼児教育とか生き

る力を育むとか人権教育、あるいは環境教育、そしてまた、いろいろなものが含まれてきて

おります。そして町が文化の向上、地域文化を高める上では地域の文化度の向上、あるいは

青尐年を育む教育、スポーツ活動、国際交流、産学官連携等々幅広いものがございます。こ

ういった面については、時には町が主導でやらなければならないし、やるべきだと理解して

いるところでもございます。行政と教育委員会が本当に意見交換を常に持ちながら連携を深

め、町の子どもたちのより教育の充実に努めてまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

教育長（長谷川君） 宮島議員さんからの小・中学校教育の新たなる方向についてというご質問

の中のロ、学力向上対策の方針はについてお答えを申し上げます。 

 坂城町での学力向上事業は、先生方で構成されています坂城町学校職員会で取り組んでい

ただいております。この事業は毎日の授業を教え込む授業から児童生徒が自分で考えて答え

を見つけていく問題解決の授業へと変えていくことで、今まで以上に、このことによりまし

て思考力を育て、確かな知識を身につけていくことができるのではないかと考え、それを目

指しております。 

 内容としましては、信州大学教育学部教授のご指導をいただきながら、算数、数学の授業

を中心に問題解決学習を進めること、それから学習した内容がどのくらい達成しているかと

いうことを調査して、その結果から指導内容の定着度等を見極めて原因を分析し、改善をし

ていく、この２つのことを柱にして取り組んでおります。 

 この結果としまして、先生方の授業は尐しずつ問題解決の方向に変わってきたかなと思い

ますし、子どもたちの発表力はだんだん力がついてきたなというふうに見ております。県の

指導主事からも同様の評価を頂だいいたしました。しかしまだ途中でありまして、今後しっ

かりと定着するには、まだ数年かかるかなというふうに思っております。 

 全国学力・学習調査の結果についても同じように分析をしまして、こちらの方は学習状況

調査というものと重ね合わせて分析ができるようになっております。個々の児童生徒の家庭
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での学習状況とか生活状況等も調査されておりまして、それと学力調査の結果とを重ね合わ

せて、主に学習状況の改善に、これは生かしてまいりました。こちらもまだ十分進んだとい

う状況ではございません。今後も保護者の皆様方のご理解をいただきながら学習状況の改善

を図っていきたいというふうに考えております。 

 平成２３年度から変わる指導要領の重点は、思考力を育てる、思考した結果を言葉や文章

で表現する、この力を育てるの２つがあります。その面からも今まで取り組んでまいりまし

た学力向上事業を今後も引き続き進めていく必要があるかなと思います。 

 来年度の計画につきましては、現在、校長会、教頭会で検討していただいているところで

あります。教育委員会としましては、坂城町の児童生徒により確かな生きる力を身につけて

いけるような学校教育を進めるという目的のために、先生方のこうした主体的な取り組みを

大いに支援をし、期待をしてまいりたいと思います。 

 空き教室の利用についてでありますが、現在、空き教室、それなりの数があるわけですけ

れども、７～８年前から取り組まれました尐人数学習、これは算数を中心にして行われてい

まして、中学は英語もやっているわけですけれども、これに使うとか、あるいはグループ学

習等で今までは教室の前と後ろでというふうに分かれていたのをＡグループはあちらの教室

へというような形で有効に活用し、特に表現をする力を育てるというような部分で今、活用

を進めております。 

 それから今年度から取り組んでおります読書活動についても、より有効に図書を展示する

部屋として空き教室を利用するなど行っておりますが、今後も子どもたちの学力向上のため

にどのように使えばいいかということを研究してまいりたいと思っております。 

 次に、ハの小・中学校の不登校・いじめ等の問題についてということでございますが、不

登校、いじめ等の現在の状況は、１４名ほどの不登校の児童生徒がおります。数年前に比較

しますと、大体３分の１に減らすことができたかなと思っておりますし、特に中学校での不

登校が大きく減ったわけでありますが、先生方に取り組んでいただいた中１ギャップの解消

に向けての小中の連携とか、あるいは中間教室やフレンドリールーム、この活用がだんだん

と功を奏してきて、引きこもりの子どもが中間教室へ来られるようになり、中間教室からフ

レンドリールーム、さらには学級へ復帰できるというルートが整ってきたかなということが

考えられます。 

 またカウンセラーも入れていただいておりますけれども、これも家庭との相談、特に子ど

もの相談というよりも、おうちの方の相談体制ができて機能してきているかなというふうに

思っております。 

 いじめは、からかいとか冷やかしとか、そういういじめはそれぞれの数起きてはおります

けれども、陰湿な、あるいは継続的ないじめという形では現在のところ事例はございません。
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これも一時的な現象にとまるということは先生方のその素早い発見と解消のためのご努力の

結果というふうに感謝をしているところであります。 

 迅速な対忚がとれているかというご質問でありますが、これは毎年、早期発見、早期対忚

という不可欠な条件を学校で改めて確認し、適切な対忚ができるようにマニュアル化をする

作業を進めていただいております。 

 不登校対策としましては、欠席の状況を常にチェックする、欠席の理由に不審を感じたら

直ちに保護者と連絡をするとか家庭訪問するとか、そういう面で素早い対忚をしますし、ま

ず初期対忚としては、じっくりと本人、親の話を聞くという心のケアから入っていくような

対忚を進めていただいております。 

 不登校、いじめ、この問題は、まずは起きないようにすることが一番の対策でありますの

で、日ごろから人間関係をつくっていく力を子どもたちに育てる、そういうことには力を入

れていただいております。どの学校でも学校重点目標、これは４つか５つ挙げられておりま

すが、そのうちのひとつにはこれを挙げていただいておりまして、先生方が研修を進めたり、

あるいは日ごろあらゆる分野で児童生徒への指導、目配り等を行っていただいております。

児童生徒の心のつながりがだんだん育ってきていると同時に担任を中心として学校や保護者

との心のつながりも円滑になってきているなというふうに感じているところであります。 

 最後に、ニの教員免許更新についてでありますが、これは平成２１年から導入されました。

それまでは教員免許証は終身でありましたけれども、平成２１年以後は１０年ごとに大学等

で行う３０時間の免許更新研修を受けることが義務づけられました。平成２１年前の免許証

についても、これは無効にはなりませんけれども、講習を受けないと教壇に立つことができ

ないというシステムであります。 

 目的については、教員免許更新は、その時々で教員として必要な資質、能力が保持される

よう定期的に最新の知識・技能を身につけることで教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、

社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものですというふうに文部科学省では規定をしてあり

ます。 

 講習内容はというご質問ですけれども、これは該当者はそれぞれが自分で希望する大学に

直接申し込むシステムになっております。２つ大きく講習内容は決められていまして、１つ

は教育の最新事情に関する事項と呼ばれる１２時間の研修、もうひとつは、教科指導、生徒

指導、その他教育の充実に関する事項という１８時間の研修になっております。これを２年

間で受講しなければならないという決まりであります。 

 成果はどうかと、学校のかかえている問題は解決できそうかというご質問でありますが、

今年、町内で該当する先生が５人いらっしゃいますけれども、その方々の感想によりますと、

教育の最新事情に関する事項の講習、これは現在、最新の文部科学省の教育施策の方向であ



 －３１－ 

りますとか、子どもの新たな動きや変化に対する事例や、それに対する対忚、学校と地域と

の連携についても新しい取り組みなどが紹介される等で目新しさがあって有意義だったとい

うふうに感想を聞いております。しかしながら十分効果があるかということについては、ま

だ把握ができておりません。 

 しかしながら、貴重な時間と費用を使っての更新でありますので、有意義なものになるよ

うに研修内容を充実できるよう期待するとともに、また講習を受けた先生方も、それを生か

す努力も今後期待しながら幾つかの問題が解決に役立つようになってほしいと願っていると

ころであります。以上です。 

９番（宮島君） それぞれ町長、教育長からご答弁があったわけですが、最初に町長に１点質問

させていただきます。 

 いろいろ行政との連携についての内容は、取り組み状況についてはおおむね理解をしたわ

けでありますが、そこで、その中で１つ、いわゆる連携による施策の総合的な推進のかかわ

りについて申し上げるわけですが、先ほどもちょっと出ておりますが、行政と教育委員会の

連携による、いわゆる第５次総合計画、素案でございますが、将来の人口は２０２０年の目

標、あと１０年後には人口規模１万５千人と、この数字を私はとやかく言うわけではござい

ません。これを目標にしているわけでございます。 

 こういった中で、やはり現在の実情は１万６千人ほどあるわけですが、そういう中での高

齢化比率というものは非常に高いわけでありまして、将来を担う子どもの、いわゆる若い者

の教育は今後大変重要な課題になるわけでございまして、そういった中で尐子化に対する、

そういうものを含める中での地域の教育のレベルをアップするというねらいの中で、この地

域の若者の特色ある地域教育、この具体像、具体的に先ほどもやっていることは十分わかり

ましたけれども、私も承知はしていますが、今やっていることのおさらいでは今後の計画の

中では若干物足りなさがあるのではないかと思うわけですが、そういった将来の、いわゆる

地域教育の具体像はどう考えているかについて町長にお伺いをさせていただきます。 

町長（中沢君） 宮島議員の質問でございますが、お話のように、今、坂城町は１万５，７００

人ぐらいでございますが、長期計画の中では１万５千人ぐらいということを算出しておりま

す。若干高目かなと思いますけれども、いろいろ住みよいまちづくりをすることによって、

あるいは子育て支援をすることによって何とかそれを維持していきたいなと、こんなふうに

思っているところでもございます。また自律のまちを標榜しております。 

 そうした中で大事なことは、発信力とか地域力とか創造力であろうかなと、こんなふうに

思ってもおります。それを育てる、そしてまた、個々の賑わいを進める行事という中では水

と緑、花いっぱいのまちづくり等々を進め、また地域のものを産出する、より以上に文化の

香るまちづくり、そしてアクセスといいますか、そういった自然をかいま見る、楽しむまち
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づくりを進めることによって子どもらがすくすく育つ、そしてまた、他の地域から「坂城町

は賑わいも、そしてまた教育も一生懸命なところだ」ということで他の地域から入っていた

だける方を何とか増やしていきたい。課題は難しいんですが、そんなふうにさせていただき

たいと、こんなふうに思っております。 

 教育の中においては、学校教育も、あるいは生涯学習教育も、より自分を磨く、生きる力

をより増すということに精一杯努力していくことが大事だなと。坂城は坂城ならではの教育

を志向してまいりたいと、こんなふうに思っておるところでございます。 

９番（宮島君） 町長の言われるとおり、やはり地域力、創造力を生かす坂城ならではという内

容であるわけで、ぜひひとつ、そのような地域の特色ある教育を進めていただきたいと思う

わけであります。 

 次に教育長にご質問をさせていただきますが、いろいろ幾つもの項目を通告してあるわけ

でありますが、そういった中で学力の向上の問題、指導要綱の問題、空き教室、あるいは不

登校の問題、いじめ、教員の免許制についてでありますが、特に不登校やいじめということ

は、私は絶対ないことを願う立場で申し上げるわけです。今の現状はどうであるかというこ

とは別にして、今後そういうことのないようにという観点でご質問をさせていただくわけで

すが、最初に教育長に一問一答ですからひとつ申し上げますが、新たなる学力向上施策の方

針の中で、先ほどもご答弁がございましたが、２０１１年からゆとり教育が特徴だった、い

わゆる学習要綱が全面改正されるというお話がございました。私も若干そういうことを調べ

たわけですが、そういった中で、今までのゆとり教育からそういう学力向上という中で、特

に教科書等も何か増ページをされて、かなり中身の濃いものになるというようなことが報道

されているわけですが、そういった中で、いわゆる今までのゆとり教育から新しい教育要綱

によって学力向上の軌道修正はどのような方向で進めていくかについて、最初にご答弁をい

ただきたいと思います。 

教育長（長谷川君） 今のゆとり教育からどういうふうに変わっていくかということであります

けれども、まず教科書の変化はということについてお答えをいたします。 

 新聞等で報道がありましたように、教科書が随分厚くなったというお話はご存じかと思い

ますし、小学校の教科書につきましては、新しい教科書が既に採択が決まりまして、この教

科書で来年はやっていくというものは決まっております。今までに比べますと、随分厚くな

りました。 

 厚くなった理由としましては２つありまして、１つは先ほど言いましたように自分で考え

たことを表現してあらわす、書きあらわす、話すというようなことが大変重要視されました

ので、今までよりも説明文が長くなっているとか、あるいは書く欄ができたとか、そういう

部分で新しい教科書は厚くなってきているひとつの理由かと思っております。 
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 それからもうひとつは、今までは教科書のほかにドリル帳のようなものを子どもたちは持

っていたんですけれども、その部分も教科書の中に取り込まれていまして、ここのところは

家に帰って学習しようというか、あるいは自分で勉強しましょうというような内容が後ろの

方についている教科書が随分増えております。そういう部分で全体としては教科書が厚くな

ったかなというふうに思います。 

 中身としますと、先ほど申し上げましたように、考えること、それから自分でそれを表現

することということでありますが、これは今まで坂城町が、先生方が取り組んでこられた問

題解決学習という学習の仕方、つまり問題を子どもたちがどうやって解いていけばいいかと

いうことをお互いに話し合ったり自分で考えたりしていく学習と、それをみんなに向かって

発表するという学習と、今度文科省が新たに教科書の中等で取り上げている思考力と表現力

という部分は一致すると思います。ですので、今まで町内の小学校で取り組んできた授業が

大幅に変わるというよりも今までやってきたことをさらにもっと深めていくという研究、そ

れから実践をこれから積んでいくということでありまして、路線といいますか、方向として

は今までの方向であるというふうに理解しております。以上であります。 

９番（宮島君） ただいまの内容で今まで以上の教育を深めるということでわかりました。 

 さて、そこで次に、先ほども第１回目にもご答弁をしていただいていますが、児童生徒の

尐子化による３小学校と中学の空き教室の利用、先ほど尐人数学習というような話が出まし

た。英語、数学。そのことはもちろん今後進めていただくわけですが、私が今回お聞きする

ことは、教育委員会という立場、先ほど行政との連携の中で、町長は経済的な支援、いろい

ろな支援という話も出ましたけれども、そのことは教育委員会として教育の場でどのように

考えているか。検討する必要があるか、あるいはそういうことは今、毛頭考えていないかと

いう問題になろうかと思いますが、ご案内のように長野県の中で小中一貫校はかなり進めら

れているわけでありまして、その中で私は教育者でもなければ何でもないから教育の現場に

ついてはわかりませんけれども、信濃町の小中一貫校は若干ほかの学校との仕組みというか、

何か違うような感じを受けているんですが、そういった中で、先ほども町長から出ておりま

すが、耐震の問題、改修の問題、単純なことを言いますと、当時つくったときの教室が、例

えば１５教室組があったと。現状からいくと約その半分だと私は理解をしているわけですが、

そういった中で、ただいま申し上げたような改修、耐震の面からいって、財政あるいは地域

の問題もございます、そういった中でのそういう教育委員会として検討する余地があるか、

検討することがあってもいいはずだというような状況があるかどうか、それらについて簡単

で結構でございますので、考え方の一端を今回はお聞きをさせていただきたい。以上です。 

教育長（長谷川君） 今、空き教室等の活用という面から小中一貫の問題についてご質問を頂だ

いしたわけであります。 
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 信濃町の例を最初にちょっと紹介させていただきますと、信濃町は平成２４年度から小中

一貫校１校になります。今までは中学が１つで小学校は５つあったかと思いますが。幾つだ

ったか、ちょっと数ははっきりしません。それで、この間新聞等での報道によりますと、１

年生から４年生までは今までと同じように小学校の方法で教育をしていくと。５年生から中

学１年までは今までの中学校と小学校の中間的な扱いをしてやっていくというような構想、

それから中２、中３が、いわゆる中学校並みにというようなことで計画が練られているよう

であります。 

 具体的なことをちょっと聞いてみますと、小学校５年生から幾つかの教科については中学

校並みに専科制、要するに専門の先生が教えるということを取り入れたいと。今まで音楽、

理科等はやってきたわけですが、それをさらに拡大してやっていきたいというようなことを

練っているようであります。 

 坂城町として今、一番力を入れなければいけないなと思っていることのひとつは、先ほど

も申し上げましたが、不登校やいじめ等の問題等に絡んで、特に不登校に絡んでであります

が、中１ギャップというものをどうやって解消するか。小学校までと中学校までの間には大

きなギャップがあるわけです。それまでは担任の先生１人が全部教えてきて中学へ行くと教

科担任制になってころころ先生がかわるとか、あるいは友達がほとんど知らない人になって

しまうとか、いろいろなギャップがあるわけですが、それをどうやって解消していくかとい

うことがひとつ大きな課題であります。そのために空き教室が使えるかどうかということも

含めてでありますが。 

 今、小学校の先生方に検討をお願いしていますのは、５年生、６年生あたりをどういうふ

うに中学レベルの学級経営とか教科指導に近づけていくかということを研究していただいて

おります。それから今年、南条で試行的にやっていただけるようですけれども、４年生から

５年生になるときに学級編成替えをして、そこで５年、６年と、ある程度中学校を見通した

学習活動ができないかということを進めていただくこともちょっと視野に入れながらであり

ます。 

 ただ、今の坂城町の体制、小中一貫という形は非常に難しいかと思いますし、法律的にも

小学校は６年間というふうに決められておりますから簡単に動かすことはできないわけであ

りますが、中身的にどういうふうにつなげていくかということは、これからの大きな課題で

あるというふうに考えております。以上です。 

９番（宮島君） わかりました。確かにそれは難しいと思いますけれども、やはり財政的な問題、

地域のいろいろな状況からいって、ぜひひとつ今後の課題として検討材料に、坂城方式と言

っていいかどうかわかりませんけれども、先ほどから出ている坂城ならではのそういったも

のも、ひとつぜひ進めていただくことを要望をしておきます。 
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 さて、いろいろございますけれども、教員の免許証制の問題の更新等については、やはり

それらを身につけて、いわゆる家庭から尊敬、信頼を受けるようなプライドが図れる教員に

なっていただくことを願うわけであります。そういったことで、ぜひひとつ学力向上を含め

て進めていただきたいというふうに思います。 

 ２．屋代高校附属中高一貫校開校について 

 イ．受験低年齢化と大学受験重視の懸念は 

 県立中高一貫校、２０１２年、屋代高校附属中高一貫校が開設されるわけでありますが、

高校受験をなくし、ゆとりある学校生活を実現されることを目指して、教育が大学受験重視

の懸念があるが、どうかということであります。しかし、現実の問題として保護者の関心は

高く、一貫校を目指す教育方針を確かな学力と豊かな心を育てる中高一貫教育の基本的な考

え方についてお伺いをさせていただきたいというふうに思うわけであります。 

 新聞報道によりますと、一昨日１２月１２日に屋代高校附属中学の適性検査が試行された

わけであります。何と定員２８０名に対して２．６倍、７３２名の予想以上の人員が受験を

されているようであります。これらの受験申し込み等の実態は私にはよくわかりませんけれ

ども、そういった実態と保護者の関心、教育委員会の見解等についての試行状況についてお

伺いをさせていただきたいと思います。以上です。 

教育長（長谷川君） 中高一貫校の開校について、受験低年齢化と大学受験重視の懸念はという

ご質問でございますが、お答えをさせていただきます。 

 今年８月に屋代高校附属中学校の開設大綱が決まりまして、各地で説明会が行われました。

大綱を見てみますと、一番中心になっているのは大学進学を目指しての学力の向上なのかな

というようなふうにも私は読ませていただきました。今ご指摘がありましたように説明会に

もたくさんの人が参加しまして、１，３００人を超えるというような発表もございました。

また適性検査も大変多くの忚募者があったということは新聞で報道されたとおりであります。

多くの皆さんが高い関心を示しているあらわれだと思いますし、そういう動きが加速します

と、ご指摘のような受験低年齢化、大学受験重視という動きは、今までよりも、ここの地域

では広がっていくのかなというふうに懸念もしておるところであります。 

 町内からどのくらいの児童が忚募したかということについては調査をいたしておりません

のではっきりしておりませんが、新聞によりますと、坂城の子どもの感想がありましたので、

何人か行ったのかなというふうに思っております。 

 私立の中高一貫校は既に１０数年前にできておりまして、坂城町から現在通える範囲に既

に３校の中高一貫校が開校しております。今回の場合には、公立ということもあり、あるい

は通う距離が一番近くなったということで今までよりも多尐情勢は違っているかと思います

けれども、子どもたちの視点、あるいは親の視点から言えば、選択の幅が広がったというふ
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うに受けております。 

 いろいろな動きが今後もあらわれるかと思うんですけれども、坂城町としますと、今まで

それぞれの学校できちんと築いてきた教育方針、教育の方向を堅持して、より確かな教育を

進めるようにしていくことが一番大事であるかなと思っております。 

 そういう面で申しますと、教育は学校だけでできるものではありませんで、現在どの学校

も、いずれも地域の皆さんのご理解とご協力、そしてご尽力をいただいて運営しております。

特に心を育てるという教育の面では、まさに地域の皆さんのお力を大きく生かしていただけ

ていると思っているわけであります。坂城の子は坂城で育てる、先ほどの町長さんの言葉で

言えば、坂城は坂城なりにという言葉のように、学校と地域が一体になって地域の子どもを

育てるという機運は、まさに坂城町というこの規模に非常に適した教育活動であると思いま

すし、子どもたちにとっては、我がふるさとという意識を高めていく教育の場であるという

ふうに考え、今後も必要であり、推進してまいりたいと思うわけです。 

 今申し上げた坂城の子は坂城で育てるという信念で、これからの坂城中学校を核とした３

小学校の連携をさらに強めていくことが町民の皆さんの期待に忚えることであり、中高一貫

校のこれからの動きの中でも、その姿勢を堅持してまいりたいと思いますので、ご理解とご

協力をいただければというふうに思います。 

９番（宮島君） いわゆる中高一貫校についての教育長の見解はわかったわけでありますが、ま

さに私もそのとおりだというふうに理解をする一人でありますが、やはり坂城で生まれ育っ

た子どもは坂城で教育を生かすと、それはまさに坂城の地域の特色を生かしながら、いろい

ろな面に地域が心のケアをしながら坂城の子どもの教育をしていくということは、私は大変

重要な問題だというふうに思うわけであります。 

 そういった中で先ほども、繰り返しになりますけれども、坂城らしさということ、決して

現実に可能であるかどうかわかりませんけれども、小中一貫的なことも含める中で学力向上

を図っていくことが私は大事ではないかなと、こんな思いを持っているわけであります。従

って、そういうものも、くどいようですが、ひとつ重ね重ねまた検討するなり内部でいろい

ろまた研究をしていただきたいと、こういうふうに思うわけであります。 

 そこで先ほど適正検査のお話が出ていましたが、昨日も報道されております。前後します

けれども、詳しいことは報道の中では、１月中旪には、いわゆる受験の内容が発表されると、

こういうふうに言っておりますし、県教委には明日１３日にホームページでその状況を公開

をするということで、実は私も昨日、その辺のことをインターネットで調べたのですが、今

日新聞を見ましたら、１３日、今日ですが、今日公開されるようでございます。ぜひひとつ

これらはじっくり学校の校長先生初め、あるいは教育委員会等でもいろいろ重ね重ね検討を

していただきたいというふうに思うわけであります。そのことについても、ひとつお答えを
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いただきたいと思います。これは前後しますけれども。 

 そこで、いわゆるその反忚が出ているわけですが、昨日の新聞に。４年生、５年生の生徒

の意見とすれば、非常に難しかったと。あるいは問題に手忚えがあったと、こういう率直な

坂城の児童からも出ておりました。それから父兄の中では、６年間通うという人間関係が今

後難しいだろうと。そういったことも家庭からすれば選択肢のひとつだと、こんなふうにも

報道されておったわけであります。それから大学受験を見据えるためにも大変魅力的だと、

いいことだというふうな意見も出ていますが、それを含めてお答えをいただく問題は最初に

戻るわけですが、いわゆる大学受験重視という問題の中で現実と理想との折り合いをどうつ

けるかということは大変難しい課題だと思うんですよね。子どもにしても家庭にしても。そ

ういう学ぶ意欲、いわゆる可能性を引き出した一貫校の将来をどういうふうに描いていくか

ということは今後の問題でありますが、そういった中で保護者の期待感と不安感について教

育委員会の見解を、ただいまの現状で結構でございますので、お答えをいただきたいと思い

ます。以上であります。 

教育長（長谷川君） 大学受験重視との折り合いという大変難しいことであります。 

 基本的な姿勢として申し上げるとすれば、小・中学校においては学習指導要領に定められ

た方向に沿って子どもたちを育てていく、文部省の言葉で言えば生きる力を育てるというこ

とであります。それは学力、いわゆるペーパーテストではかれる学力以外にも先ほど申し上

げた心の問題であるとか、あるいは人間関係の問題であるとか、そういうこともみんな含ん

での生きる力であるというふうに私どもは理解し、そして今、小・中学校における学校教育

は、そういう方向で進んでおります。 

 結果として、それが受験にどうつながるかということについては、これはあくまでも結果

としての話でありまして、教育委員会とすれば先ほどから申し上げているように地域の皆様

のご理解とご協力をいただいて一緒に坂城の子どもを育てていくという立場は、これはきち

んと堅持していくべきことであり、それを大学受験があるとか、あるいは中高一貫校があっ

て、その問題にあわせるようにとかというようなことに左右されることではないというふう

に、左右されてはいけないことであるというふうに私は受け止めております。 

 やはり坂城の子どもたちが坂城で育つ中で一番大切なふるさとへの思いとか近隣の皆さん

方との人間関係とか、そういうものをしっかり学んでいくことも生きる力のひとつであると

思いますし、そういう面で私は今までやってきたような坂城町の教育方針を今後もきちんと

堅持し続け、なおかつ、より確かなものにしていくことが当面の大きな課題であるというふ

うに受け止めております。以上であります。 

９番（宮島君） 教育長のお話のとおり、地域の教育ということは大変重要課題だということで

ございます。どうかそういうことを真摯に受け止めまして、新しい方向づけでぜひひとつ頑
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張っていきたいというふうに思います。 

 これは若干情勢として他地域のお話を聞くんですが、我が坂城町は、いわゆる町の実態の

中、今回、長野県も中信の方へ開校の予定もあるようなんですが、そういった中での、いわ

ゆる地域での学力向上というもので学校以外の学習塾とか家庭教師だとかという、そういう

問題もかなり議論の場にあるようでありますが、そういった実態は、お答えは要りませんけ

れども、ぜひつかんでいただいて、ただ学校でつめ込みの教育ではなくて、家に帰ってから

の教育、あるいは家庭教師、あるいはそういう塾等の問題も動きがあるというふうに、私は

そういうふうな若干ニュースを承っているんですが、それらもやはり十分いろいろな情勢を

キャッチする中で、ひとつ方向づけを誤らないように、１月中旪に発表される中でレベルが

低かったと言われないように、そこへ行かなくても学校教育で十分できるようにしてもらい

たいと思います。以上であります。 

 さて最後に申し上げることでございますが、２０１１年の予算編成期に間もなく入るわけ

でございます。これは第５次長期総合計画、素案を基本に協働のまちづくりを最重要課題と

担当課では位置づけているわけであります。２３年度予算は骨格予算という編成であります

ので、通常経費の削減対策、自治体の歳入歳出の均衡を図り、最尐の支出で最大の効果を目

指す予算編成を期待し、以上で私の一般質問を終わります。以上です。 

議長（春日君） ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後１２時０９分～再開 午後１時３０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 ７番 安島ふみ子さんの質問を許します。 

７番（安島さん） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、私の一般

質問を行います。 

 １．坂城高校について 

 イ．創立１００周年を迎えて 

 今年１０月１６日に坂城高校創立１００周年の記念行事が行われました。同校は明治４３

年に長野県組合立埴南農蚕学校として立町に開校、大正９年に長野県埴南農蚕学校と改称、

昭和１７年に現在地に校舎を新築、移転しております。２３年には学制改革により長野県坂

城農業高等学校と改称し、２６年に長野県坂城高等学校に改称されました。２３年には定時

制農業科も設置されましたが、２６年には、かわって定時制普通科が設置され、翌２７年に

は地域の要望から全日制普通科が設置されました。それに伴い、３６年に全日制農業科、

５３年に定時制普通科が募集をやめております。以降、校舎の整備・改築、体育館整備、グ

ラウンド整備など学習環境が整えられ、これまで約１万３千人を超える卒業生を出している

と言われております。 
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 振り返りますと、平成１４年の１２月議会では野球部の育成を願って坂城高校第２グラウ

ンドの整備関連の予算も可決され、県立高校ではありますが、町も何かと貢献をさせていた

だいている経過がございます。そして坂城高校の生徒さんたちには町行事にシネマフェスタ

の進行、また校内のばらの植栽、ばら祭りのボランティアなど地域に根ざした活動を展開し

てくださり、議会報の裏表紙にも生徒さんの原稿を何度も掲載させていただいております。

何といっても町の中にある唯一の公立高校でございます。多くの町民の方が卒業された高校

でもあり、１００年という歴史ある学校でありますから、町とのかかわりも大きく、誇りを

持ってお互いに支え合ってきたと思います。 

 しかし、この学校にも存続の危機が平成１７年ごろありました。県教育委員会は県立高校

再編案を発表し、坂城高校もそのターゲットのひとつになり、多部制、単位制、通信制に転

換するかもしれないという大きな不安と動揺が広がりました。我が議会も存続を願う意見書

を県教育委員会に提出しましたが、あのとき、その統合案が先送りとなった結果は、中沢町

長の尽力が非常に大きかったと再度認識を新たにしております。 

 １００年の歴史を振り返り、坂城高校が町に果たしてきた役割や効果について、また将来

の方向性について町長にご見解を伺います。 

 ロ．「ものづくり講座」の新設について 

 尐子化社会が急激に進行する中、学校を選択する基準も厳しくなり、この先、信濃町で始

まる小中一貫教育や屋代高校が始める中高一貫教育等保護者の関心の高さを見ますと、保護

者が求める学校像はどんどん変化しつつあります。そこで特色ある、魅力ある学校づくりに

力を入れてまいらないと生徒獲得がますます難しい時代になります。 

 来年度から坂城らしさを生かした特別学習の展開「ものづくり講座」が予定されていると

聞いております。その目的、概要についてお答えください。これをもちまして１回目の質問

といたします。 

町長（中沢君） 安島議員さんのご質問にお答えしてまいります。 

 坂城高校に関してでございます。 

 お話のございましたように、１０月１６日に創立１００周年記念行事が行われました。私

もそこで祝辞を述べる機会を得ました。その場における祝辞の内容等も踏まえましてお答え

してまいりたいと考えております。 

 お話のように創立１００周年の坂城高校は、明治４３年、地域産業発展の期待を担って旧

の坂城町、中之条、南条の１町２村により組合立農蚕学校として開校したわけでございます。

その当時を見ますと、この３町村でよくこれだけの経費を算出し、それに対忚できたなと、

こんな思いもいたしております。昭和１９年に長野県坂城農業学校と改称され、２３年の学

制改革により県立の坂城農業高等学校となり、２７年には完全に県立移管できてオール日制
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の普通科にという経過もございます。 

 また建物も１７年に校舎を現在地に移転しておりまして、５４年には校舎の１期改修、

６０年に２期改修が行われております。県のこういった計画の中でも、坂城町は、それ相当

の負担もしてきたところでもございます。平成１５年には、お話のございましたように、高

速道と新幹線の残土を利用して第２グラウンドが完成いたしたわけでございます。そのとき

にチームのキャプテンが私の祝辞に対して「町長、長生きしておくんなや。そうすれば甲子

園へぜひ行ってみるから」と、こんな意気込みもあったことを今でも脳裏に刻んでいるとこ

ろでございます。 

 開校以来、時代の要請を受けて教育内容もいろいろ変遷はしてきておりますけれども、常

に有能な人材を輩出し、ものづくり坂城の基礎を築き上げたと言っても過言ではないと、こ

んなふうに思うわけでございます。坂城町の町史によりますと、開校当時埴南農蚕学校は、

要するに農蚕といいますか、お蚕の産業が盛んなころであったわけでございますけれども、

時の校長の長島先生は既に今後は果樹が大事な時期だということで果樹を奨励し、りんごの

苗を配布したというような事実もございます。今日まで町内製造業の経営者、技術者を本当

に多く輩出し、町の工業発展に貢献してきたということもまた事実でございます。現在はオ

ール日制の普通科１学年１６０名でございまして、上田、千曲、長野市からもいろいろ学生

が参加していただいておりますけれども、また坂城中学の卒業生も頑張っていただいている

ところでもございます。 

 そういう中で現在、坂城高校がまちづくり、また町の関連で頑張っていることは、坂城中

学校生徒との交流、企業との就業体験、保育園との交流、坂城どんどんや子どもフェスティ

バル、千曲川シネマフェスタ等の主体的な運営、坂城駅に見られるギャラリーの絵画、ある

いは書道等の展示等いろいろございまして、本当に地域の一翼を担っているところでもあり

ます。坂城町が産学官連携の橋渡しとして長野大学や埻玉工業大学との連携協定も結び、大

学から講師を派遣してもらう出前授業の実施など産業や地域の振興に貢献できる人材の養成

に現在も力を入れているところでもございます。 

 町は昨年度、今まで学校が主体となっていた坂城高校を育てる会を発展的に解消いたしま

して坂城町自身が坂城高校の発展を願う懇話会をつくりまして何回かいろいろとお話をして

いると。校長先生を初め約３０名の皆さんにご委嘱申し上げ、坂城町の発展に向けての方策、

あり方等を検討しており、過日は委員の３０人全員が一人一人の提案書をつくり、それをま

とめてお伝えしたところでもございます。生徒の個性を発掘して希望者にはテクノセンター

や企業回りなどを体験することによってキャリア教育を充実させる。一人一人の才能を掘り

出して、そして職業を大切にする、そういった子どもたちを育てたいということが、またひ

とつの考え方でもあるわけでございます。 
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 坂城高校が町の唯一の高校であり、産業や地域づくりの担い手を育成、輩出する場である

と。町の発展や賑わいにも本当に貢献していただいているということ、その役割を果たして

いるということに常に期待を申し上げているところでもございます。１７年の坂城高校の多

部制、単位制という指定の中から、いや、そうでなくて坂城高校は普通科ではあるが、工業、

ものづくりに強い生徒を育てたいんだということで、その方向をより求めてきているところ

でもございます。ものづくりのまちとして特色ある坂城高校の発展、そしてまた坂城高校自

身が子どもを育てる上に、いろいろなものづくり講座等を実施するよう要請し、徐々にまと

まってきているところでございます。以上でございます。 

産業振興課長（宮﨑君） 私からは、ロの「ものづくり講座」の新設についてご答弁させていた

だきます。 

 ただいま町長からもご答弁申し上げましたように、坂城高校につきましては、町内に唯一

の高等学校ということで、町の特色を反映した授業体系をということで通年にわたって臨ん

できたところでございます。さらに昨年には町の有識者に参加を願い、坂城高校の発展を願

う懇話会が組織されたところでございますが、参加された皆様から、これからの坂城高校の

あり方について大学、町内企業等との連携を初め中学校及び地域との交流、あるいはカリキ

ュラムやクラブ活動にまで及び、さまざまなご提言をいただいたところでもございます。 

 これに呼忚する形で坂城高校では来年度授業科目として「ものづくり講座」を開設してい

ただくことになりました。坂城高校からお示しいただいている講座の概要は、２年生を対象

とした選択科目として週２時間２単位を設定し、原則として座学、一部実験を交えた展開で

いきたいということでございます。普通科の高校のため現場での実習という形が困難であり、

授業形式は工業技術について町内企業の技術者の皆様に高校に出向いていただいて自らの企

業技術をご教授願う形で考えているということでございます。 

 具体的には、現在、坂城高校と坂城テクノセンターにおいて、この「ものづくり講座」の

方針や詳細の内容について協議をしているところでございますが、テクノセンターでは、い

きなり企業現場での工業技術を説明しても普通科の生徒にはなかなか理解しにくいのではな

いかということから、まずはテクノセンターのコーディネーターや長野県工科短期大学等の

身近な関係機関による工業技術全般に係る知識取得から入り、引き続いて企業からのお話と

いう形での実施をお薦めし、高校側といたしましても、これを忚諾し、これから詳細な準備

を進めていくというところでございます。 

 また「ものづくり講座」のコンセプトとして町内企業や大学、支援機関等との産学官連携

により事業を展開していきたいという思いがございまして、講師の派遣、実験機材等の貸与

など町内企業の協力が不可欠であるということから、これについても詳細をつめる中でお願

いしていく形になるものと考えています。 
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 来年度からスタートする事業として今後早急に内容を固め、ご協力願うべきところに手配

を進めていくことになりますけれども、町を挙げての事業展開となりますので、町内企業及

び支援機関等としっかりした協力体制を構築する中で進めていきたいと考えております。以

上でございます。 

７番（安島さん） 再質問に入りたいと思います。 

 卒業生、また地元企業の皆さん、また町長を初め議員など約３０名の有識者で坂城高校の

発展を願う懇話会というのが発足して高校のこれからの進む道、課題などをしっかりとお話

しされているということをお聞きしました。 

 また１９年には長野大学、２２年、今年ですが、埻玉工業大学との連携に関する議定書を

交わされています。現在は人間形成、職業意識の形成を中心に据えた３Ｃ、コミュニケーシ

ョン、コラボレーション、キャリアを掲げ、明日を目指した教育を進めていると校長先生が

述べられております。しかし、現状は非常に厳しいものがございます。地元坂城中学から同

高校の進学率というのは非常に低下しておりまして、定員割れも危ぶまれる先行きの不安が

ございます。 

 今またもうひとつは、「ものづくり講座」を来年から始めていく中で、今この就職難の時代、

高校生がなかなか就職できない時代に、そういった科目を取り入れていくことで高校生が坂

城の企業に、より就職しやすい体制がとれるのかどうか。その辺があれば、きっと生徒獲得

にもプラスになっていくと思うんですが、その辺の見解はどうでしょうか。 

産業振興課長（宮﨑君） 「ものづくり講座」等をすることによって子どもたちが町内企業に就

職できていくのかという、そういうご質問についてご答弁させていただきますけれども、や

はりひとつは「ものづくり講座」については企業の方たちとより連携を深める中で取り組ん

でいく講座ということでございます。そういう中で子どもたちに企業や町内の技術の状況を

知っていただくということも大事なことでございますが、企業の皆さんにも子どもたちのそ

ういういろいろな技術的な資質ですとか、取り組みの姿勢だとか、そういうのを見ていただ

くということも非常に大事であるというふうに考えております。 

 ですから、そういう意味で双方がいい方に進んでいくように、やはり学校としても真剣に

取り組んでいただかなければいけないですし、企業についてもやはりそれぞれのところで指

導するとなると本気でやっていただけるので、その辺でうまくコミュニケーション等とりな

がら、そういう就職活動等にも結びついていけばいいなという、そんな形で今考えておりま

す。以上であります。 

７番（安島さん） せっかく新しい事業に取り組んでいただくわけでございますから、先ほど課

長から答弁がございましたように、企業にとっても人材発掘のチャンスになる、そういった

講座になることを願っております。 
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 それでは２番目の質問に入ります。 

 ２．産業観光について 

 イ．ねずみ大根による振興策は 

 ねずみ大根を栽培されております大先輩のお話によりますと、今年のねずみ大根は形もよ

く、辛味も多いという、よい出来ばえだと聞いております。昨年１１月１３日、１４日と２

日間にわたりまして地域おこしの薬味である辛味大根にスポットを当て、岩手県や秋田県な

ど遠方から全国１２地域の皆さんをお招きして、ここ坂城の地で「全国辛味大根フォーラ

ム」が盛大に開催されました。フォーラム２１３名、交流会１２９名、全国辛味大根味比べ、

約１，５００名が参加する大きなイベントとなり、大成功で終えることができました。特に

テクノセンターで行われましたフォーラムでは、各産地からの情報発信会という形で、それ

ぞれの大根が紹介され、地元の方々が伝統野菜の継承と特産化に尽力されている姿は非常に

印象的でございました。 

 今年は１１月に大根祭りとしてＡ・コープびんぐし店で行われました。規模は縮小された

ものの盛会に行われたようです。またロゴが発表されまして、このようなロゴ付きのバッグ

も配られたということで、かわいいロゴが完成いたしました。また愛称なども考えていただ

ければなと思っております。 

 そして１２月２８日には県の元気づくり支援金を活用し、中之条にさかき地場産直売所あ

いさいがオープンいたしました。店に入ると、まず目に入るのが白い大根たちでございます。

ねずみ大根は郷土の先人たちが守り、大切に育ててきた伝統野菜で、町が誇る特産物でござ

います。ねずみ大根振興協議会も設立され、さまざまな取り組みに挑戦されております。ね

ずみ大根焼酎もヒットのひとつでございますが、これからの商品開発、またもうかる農業を

目指しての商業化についてお答えください。 

 ロ．おしぼりうどんで集客を 

 私は１１月の末に私用でＪＡＬの国際線に乗りました。そこで飛行機の各シートに配られ

ております雑誌『ＳＫＹＷＡＲＤ』という雑誌を見てびっくりいたしました。まさか太平洋

の上で坂城町のおしぼりうどんの記事が読めるとは本当に夢にも思っていないことで、まさ

におしぼりうどんもインターナショナルになったなという感を持ちました。この記事を読ま

せていただきますと「味のキーワードはあまもっくら、辛味の奥に甘みを知る。また先人た

ちが生み出したおしぼりうどんの奥深さ、クールな辛さが癖になる」などと非常に名文句が

並んでおりました。 

 また本議会開会日７日には朝の人気番組「はなまるマーケット」の火曜日、柴田理恵の

「美食ハンター」まだ知られていない全国のＢ級グルメ、郷土料理、名産品、日本全国にお

いしいものを発掘して紹介するコーナーというところで、おしぼりうどんが紹介されたとい
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うことです。また来年１月２３日にも民放テレビでねずみ大根の紹介があるという予定だそ

うです。このように今、ねずみ大根は、大根を使ったおしぼりうどんというのが非常にマス

コミで注目をされています。 

 Ｂ級ご当地グルメが今、全国で話題沸騰でございます。かつてグランプリに優勝した富士

宮の焼きそばは地元に４３２億円の経済効果をもたらしたそうです。また３位に入賞した岡

山県津山市のホルモンうどんは翌日からうどん屋に行列ができ、１年で４億円の経済効果が

あり、近くにある津山城の入場者も２割増になって相乗効果があったと聞いております。今

年のグランプリも４６団体が参加し、山梨県甲府の鳥もつ煮というのが優勝しました。今、

全国から甲府市に皆さんが食べに行っているそうです。これらの現象を見ても、おいしいも

のを食べるには何時間待っても、どれだけ遠くに行っても食べるという現象が今、起きてお

ります。 

 私は決してグランプリに参加すればということを言っているのではありません。おしぼり

うどんですから、おしぼりということで、もう尐し知恵を絞って食を通じて全国に坂城を発

信し、集客を図っていけないかということをお聞きしたいと思います。町長が最近よく言わ

れます。交流人口を増加できないかということでございます。これにつきましてお答えくだ

さい。 

産業振興課長（宮﨑君） 私からは産業観光について順次ご答弁させていただきます。 

 まず、ねずみ大根による振興策ということでございますが、ねずみ大根の生産につきまし

ては、つい１０年ほど前までは各生産者の皆さんがそれぞれで生産販売を行っていたところ

でございます。このような状況において、ねずみ大根の生産性や品質を高め、加えて栽培技

術の向上や出荷規格の統一、ねずみ大根のＰＲなどを目的として平成１１年にねずみ大根振

興協議会が設立され、その後も活動を継続しているところでございます。１９年には県の信

州伝統野菜伝承地栽培認定を受けるなど現在では町を代表する特産として認知されるまで至

っております。 

 そうした中で、ねずみ大根や全国辛味大根の情報発信などを目的として、昨年開催した全

国辛味大根フォーラムに引き続き、本年度はねずみ大根祭りとして、より一層ねずみ大根の

認知度、向上を図ってきたところでございます。おかげさまで６００名あまりの来場者にお

越しをいただく中で盛大に開催され、ブランドロゴマーク及びキャラクターのお披露目とあ

わせ、さまざまなメディアにも取り上げていただきました。 

 今後のねずみ大根祭りにつきましては、全国への情報発信、消費宣伝効果も期待されるこ

とから、その開催方法等を検討していく中で恒例行事として取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 ねずみ大根の生産体制は、現在、会員２３名の生産者が３～４haあまりを栽培しておりま
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して、ちくま農協の系統販売により主に関西方面の販売のほか通信販売などでも取り扱って

いただいておりまして、青果及び加工用のねずみ大根の需要はますます高まってきておりま

す。これまで味ロッジわくわくさかきの切り干し大根やねずみ大根ドレッシング、漬け物の

ほか町振興公社のねずみ大根を使った焼酎など商品化を手がけているところでありますが、

今後の商品開発、商業展開につきましては、これら商品やおしぼりうどんだけでなく、新た

な需要の創出は必須であると考えております。ねずみ大根振興協議会や味ロッジわくわくさ

かき、町振興公社のほか町内企業など農商工連携を推進する中で、ロゴマーク、キャラクタ

ーを有効に活用し、付加価値を高めた商品開発、商業展開が図れるような仕組みづくりを進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、おしぼりうどんで集客をということでございますが、安島議員さんもご承知のとお

り、おしぼりうどんにつきましては、昔から町民の皆さんに広く親しまれてきた地域の伝統

食でございます。そのような伝統食であったにもかかわらず、約１０年ほど前までは町内に

おしぼりうどんを提供する店舗もない状況でした。そういった中で、地域の代表的な伝統食

であるおしぼりうどんや、その食材となりますねずみ大根を守っていこうとする機運が高ま

り、先ほど申し上げたねずみ大根振興協議会が組織され、現在は同協議会に加盟されている

９店舗において、おしぼりうどんが提供されるようになっております。 

 ご指摘のおしぼりうどんでの集客についてでございますが、ねずみ大根を広くＰＲするこ

とを目的として、本年度開催いたしましたねずみ大根祭りでは全国各地の辛味大根にも参加

をしていただき、県外からも４地区参加していただきました。それら県外の辛味大根の産地

では、それぞれ地元のＪＡなどのホームページ等で取り上げられ、各地においてＰＲがなさ

れるなど波及効果も生まれてきております。また町観光協会、ねずみ大根振興協議会などの

ホームページにおいても、おしぼりうどんやねずみ大根が掲載され、こちらにおいても広く

全国に向けての情報発信を行っているところであります。このような活動もあり、最近では

全国版の雑誌やテレビ番組などの取材が行われるようになりまして、そのひとつとして、た

だいま議員さんからお話がありましたように日本航空の機内用の専門雑誌にも特集記事とし

て取り上げていただいたところであります。 

 しかし、おしぼりうどんなどの情報発信は、まだまだ十分とは言えない状況であることも

事実でございます。今後もねずみ大根関連の事業を展開している各種団体や町が加盟してい

る観光団体、さらには雑誌編集者やテレビ局などマスコミの協力をいただく中で広くＰＲ活

動を行い、集客に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上であります。 

７番（安島さん） 大根祭りを恒例の行事にしていくというふうに課長から答弁がございました。 

 町の農業支援センターが担い手育成総合支援部会と耕作放棄地対策部会という２つを新た

に設置しましてメンバーの編成替えもなされました。今、毎年大根祭りをやっていくために
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は、ねずみ大根の生産ということが必要になってくるわけでございますが、耕作放棄地の解

消のために、ねずみ大根をどういうふうに活用していくかということ、もし決まっているこ

とがありましたら、お答えください。 

 また毎年行われております食育の一環として開催されておりますねずみ大根収穫体験でご

ざいます。１千円をいただいて収穫していただく。これについても非常に人気が高いという

ことですが、これからどういうふうに、どう発展させていくのかということもお答えくださ

い。 

 それとＪＡの長野のホームページに「長野県のおいしい食べ方」というページがございま

して、そこで「もうじき完成、ねずみ大根パウダー」という記事がありました。「通年利用で

きるように、ねずみ大根のパウダーも試作している。辛味成分がしっかり残るので実用も近

そう」とありました。これは振興協議会でも研究されているんでしょうか。もし、これがで

きれば通年を通しておしぼりうどんが提供できるようになるのではと思いますが。 

 それともうひとつ、ホームページですが、今、坂城町のホームページを開きますと、大根

が出てまいります。その大根からリンクして大根振興協議会の方に行くようになっているん

ですけれども、町の９店舗でおしぼりうどんが提供されているというふうになっているんで

すけれども、そのホームページについても、もう尐し充実させていただきたいなというふう

に思います。マップですとか店舗からの景観ですとか、お客様の感想ですとか、そういうと

ころを充実を図っていくと、もう尐し集客率が上がるのではないかと思いますが、その辺に

ついてお答えください。 

産業振興課長（宮﨑君） 幾つかご質問をいただいたわけでございますが、順次ご答弁させてい

ただきます。 

 最初に、耕作放棄地の解消ということでございます。 

 坂城町農業支援センターにおきまして、今年度、農業委員会と連携する中で耕作放棄地を

減らしていきたいということでの取り組みは進めてございます。そういう中で、まず出口の

整備ということで地場産直売所あいさいを建設させていただきました。 

 そういう中で、やはり荒れている土地を一時耕作可能な、遊休農地を耕作可能な農地に戻

しても誰がやるのかという部分の中で難しさもあるわけでございますが、そういう意味の中

で、ねずみ大根というのは比較的管理もしやすいということでひとつの農産物としては大変

有益であるというふうに考えております。そんなことも含めて、どうしても解消に含めて大

根というものの栽培面積を増やしていくというのもひとつの課題であるということでござい

まして、取り組みを進めていきたいというふうに考えております。 

 次に、大根の収穫体験の今後の発展ということでございますが、毎年秋に、このところ大

根祭りとあわせて１千円で１袋つめ放題というような収穫体験をしてございます。これにつ



 －４７－ 

いては大変人気で３００人弱の方がお越しいただいているということでございます。 

 ただ、これからのあり方というふうになってまいりますと、今までは協議会の会員さんに

出ていただいて、そこで収穫をしていたんですけれども、おかげさまで知名度等も高まって

きたということで、これを大根の栽培者の皆さん、協議会のそれぞれの皆さんにどのように

還元していくのか、要はどのようにしてこれらをお金にしていくのかというようなことが課

題であると考えております。ですから、今後、直売所もできたわけですから、そこら辺につ

いて大根協議会の皆さんと協議をしながら次へのステップになるように、できれば県内でも

イチゴ狩りや何かも窓口を決めてやって収穫についてはそれぞれの圃場に行っていただくと

いう、そういうシステムがありますが、そういったことがどんな形が一番いいのかというの

をやはり協議会の中で検討していく、今までの収穫体験ではなくて、そうやっていくことが

ひとつの今が見直す時期だというふうに認識しておりますので、検討を進めてまいりたいと

思います。 

 それとパウダーでございますが、実はねずみ大根のパウダーについては平成１８年度に農

業の補助金をいただく中で開発してきたという経過もございます。そういう中で、ねずみ大

根を真空冷凍乾燥、要はフリーズドライにして処理したものというのが真空パックでそれを

水に溶くと辛味が残るということでございますが、実は製造コストがかかると。真空パック

の１袋、このくらい２０ｇ、１回分ですけれども、これが２００円ということで、この２００

円を使ってお店がそれで商売ができるのかとなったときに、もう尐しコストダウンが必要か

なというようなことで、これにはやはり量的にある程度の量がまとまらないと実は難しいと

いうようなことで、あるいは製品のつくってからのさまざまな管理の仕方ですとか、そうい

うものもございます。それらもひとつの課題ということで商品化がなかなか進まないという

ような現状で、今止まったままになってしまっているというのが実態でございます。今後い

ろいろな、もう尐し普及がしてくると、そういうところで安価に保存、供給できる方法や、

この価格でも欲しいというような、そんな動きにもなってこようかと思いますので、もう尐

し時間をかける中で商品化できるかどうか、そんなことの再検討をしていきたいというふう

に思います。 

 ホームページの関係でございますが、今、通常のどこのお店で食べられるというのが出て

いるんですけれども、そうではなくて、やはりもう尐し写真を載せるとかブログだとか、あ

るいはマップだとかというようなご提案もいただいたわけでございますが、いずれにしても

これらの方も協議会に加盟していただいている、主な方は加盟していただいていることもご

ざいますので、やはりそれぞれの店舗の皆さんと話し合いをさせていただいてご協力いただ

けるのかどうか、そこら辺も含めて検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 
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７番（安島さん） それでは３つ目の質問に入りたいと思います。 

 ３．脳脊髄液減尐症について 

 イ．周知と対忚は 

 この脳脊髄液減尐症は、交通事故やスポーツ外傷などで体に強い衝撃を受け、脳と脊髄を

循環する脳脊髄液が漏れ続け、減尐することによる病気でございます。頭痛、吐き気、めま

い、耳鳴りを初め視力低下、睡眠障害、倦怠感、さらには思考力低下、記憶喪失などさまざ

まな症状があらわれると言われております。１０年前には、この病名が認知されるまで、た

だのむち打ち症と診断されることが多かったようです。この病気はブラッドパッチ療法など

の治療法によって改善されるとされております。しかし、今、保険適用外で入院費を初め

１０万円から３０万円かかり、大きな患者負担となっております。また脳脊髄液減尐症の認

知は極めて低く、外見が健常者と変わらないことが多いため、職場や学校において周囲から

理解されず、誤解され、症状を訴えても仮病扱いをされたり精神疾患として抗うつ剤を処方

されたりすることもあるようでございます。特に子どもたちの脳脊髄液減尐症は不登校など

にもつながるとされ、複数の県教育委員会がホームページに掲載をしております。平成１９

年には文部科学省からの通達として学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への適切な対忚に

ついて事務連絡があり、教育長、また学校に届いていると思います。 

 埻玉県の教育委員会のホームページは特に力を入れておりまして、小中高校生のそれぞれ

の患者数まで載せております。「この病気で苦しんでいる児童生徒を正しく理解し、また疑わ

しいと思われる児童生徒には医療機関への受診を進めていただくようお願いします」と周知

と対忚を的確に示してございます。 

 長野県におきましても、公明党、牛山県会議員が強く県に働きかけまして県の公式ホーム

ページに「診療が可能な医療機関」というページがございまして、関連のページにリンクで

きるようになっております。 

 最近では飯山市のホームページで健康福祉課でもって脳脊髄液減尐症について掲載してお

ります。今後ますますこの動きは各自治体に広がってまいります。１２月議会でも皆さん質

問されていると思いますので。では、坂城町では、この脳脊髄液減尐症の周知、また対忚を

どうしていくのか、お伺いいたします。 

福祉健康課長（中村さん） 脳脊髄液減尐症について、イの周知と対忚はについてお答えいたし

ます。 

 脳脊髄液減尐症は、交通事故や転落事故、スポーツ外傷など頭部や全身への強い衝撃によ

って脳脊髄液が漏れ続け減尐することにより、頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感、集中力低下

などさまざまな症状が慢性的に続く疾患でございます。本疾患は原因が特定されにくいため

正確な患者数などの実態は明らかにされておらず、全国の潜在的な患者数は２０万人とも
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３０万人とも言われております。 

 治療法として硬膜外腔、脳と脊髄を保護する膜の外側の狭い空間に患者自身の血液を注入

し、脳脊髄液が漏れている隙間を圧迫してふさぐブラッドパッチという治療法がありますが、

現在は医療保険が適用されていないため、患者に大きな経済的負担を強いる結果となってお

ります。 

 国の動きといたしましては、平成１９年度から研究班を設置し、統一的な診断基準及び診

療指針、ガイドラインの設定に向けて調査研究を進めており、平成２４年の診療報酬改定の

際にはブラッドパッチの保険適用も検討するとしております。原因や治療法が確立されつつ

ある疾患であり、長年、原因不明とされたり精神的なものと診断され、苦しんでこられた

方々にとっては大きな光明となっております。しかしながら、一般的な認知度はまだまだ低

いと言わざるを得ない状況でございます。 

 町といたしましては、日々町民の健康相談に忚じる保健師がまずこの疾患について十分に

理解を深め、相談時に適切な対忚ができるよう努めてまいりたいと考えております。また保

健センターにチラシを設置するなどして、より多くの町民の皆様へ広く周知を図ってまいり

たいと考えております。以上でございます。 

７番（安島さん） ただいま課長の答弁でございますと、保健師がしっかり研修をしていく、ま

たチラシ等で周知を図っていくということでございました。町でこの病気で悩んでおられる

方がいるかどうかは、まずはわからないわけでございますが、こういうめまい、耳鳴り、頭

痛などで幾つもの病院をはしご診療されていく。カードをそれこそ何十枚と持って病院を歩

いておられる方を見ますと、そういうことが非常に医療費の増大につながっているのではな

いかと思います。そういうことを食い止めるためにも、ぜひこういう病気があるんだという

こと、一人でも、もしこの病気で悩んでおられる方がいましたら、しっかりと適切な治療を

受けていただきたいという意味で広報紙、またホームページで周知できないでしょうか。そ

れにつきまして、もう１度ご答弁ください。 

福祉健康課長（中村さん） お答えいたします。 

 まずは保健センターの方へ相談に来られた方、その方たちの対忚をしてまいりたいという

ふうに考えております。また保健センターに、こういう病気、脳脊髄液減尐症についての説

明のチラシを置きまして、それで周知を図ってまいりたいと考えております。必要であれば

機会をとらえて広報紙に掲載することも考えていきたいとは考えております。以上でござい

ます。 

７番（安島さん） 今、必要であればということでございましたけれども、非常に子どもさんが

この病気で悩んでおられる症例が非常に多いということで、もう尐し積極的に取り組みを検

討していただきたいと思います。 
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 それでは最後の締めに入りたいと思います。 

 私は、この秋２回小布施町の町立図書館、まちとしょテラソというところに視察研修させ

ていただきました。館長は公募制で選ばれておりまして、５年任期でございました。コンセ

プトは「交流と創造を楽しむ文化の拠点」という理念を掲げておりまして、昨年７月にオー

プンしていました。これまでの図書館の既成概念を払拭し、学びの場、子育ての場、交流の

場、情報発信の場として１日３００人を超える来館者を迎えるすばらしい滞在型の図書館と

なっておりました。 

 それともうひとつ私は学んできましたのは、デジタルアーカイブ化、つまりデジタル化さ

れた保存記録ということでございます。町の財産であります公文書、また１００人のインタ

ビューを通じての体験集、また古い写真、そういうものを図書館法にのっとって資料の务化、

紙などはいずれ务化してまいりますから、失われる前に収集して保存してデジタルで保存し

て公開していくという目的を持っておりました。実際見せていただきましたが、江戸時代の

１８世紀の１２枚の地図をデジタル化されていました。こういうことによって十分な形で後

世に残していけるんだなということで、これからはデジタルなんだというふうに感じて帰っ

てきました。 

 町長が定住人口より交流人口を重視していくんだというお話がありました。町内、また県

外から町に訪れる方々を増やしていくということを考えますと、町の観光資源でありますバ

ラ公園、そして今日取り上げましたねずみ大根による特産品、そういった観光資源をますま

す活用していただきまして、ますます大勢の方がこの坂城町を訪れていただくことを願いま

して私の一般質問を終わります。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後２時２６分～再開 午後２時３６分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 会議に入る前に中村会計管理者から欠席の旨の届出があり、これを許可してあります。 

 ６番 入日時子さんの質問を許します。 

６番（入日さん） 今議会の町長招集あいさつで、中沢町長は今期限りで退任すると発表されま

した。２０年の長きにわたり町政を担っており、第３次、第４次長期総合計画の策定もして

きました。中沢町政を検証するため、第４次長期総合計画の基本目標であるボランティアが

息づくやすらぎのあるまちづくり、ものづくりで誇りの持てるまちづくり、快適で安全なま

ちづくり、豊かな人間性を育むまちづくり、住民と行政の協働で築くまちづくりの５項目に

対し、それぞれの達成度をどうとらえているのか、町長の答弁を求めます。 

 第４次長期総合計画については、議員や区長、各種団体の長など１３０人にアンケート調

査し、７６名から回答があり、回答率は５６％だと聞きました。第４次長期総合計画の総括
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は第５次長期計画を立てる上でも重要だと思います。広く町民から意見を聞く必要があると

思います。第５次長期総合計画の地区別懇談会の場所でも、このような意見があったと聞き

ます。町の広報やホームページで第４次長期計画のアンケート調査をしないのか、お尋ねし

ます。 

 第５次長期総合計画の地区別懇談会の参加者は５０人、参加者が非常に尐ない原因は何だ

と思いますか。答弁をお願いいたします。 

 今回の参加者が尐なかったこともあり、もっと大勢の町民の意見を聞く必要があると思い

ます。「各団体と懇談して多くの人から意見を聞いている」と午前中、町長の答弁がありまし

た。企画政策課長は「町の広報やホームページで第５次長期計画に対する意見を集める」と

答弁しました。広報やホームページで総合計画の素案や基本計画を示して調査をするのか、

答弁を求めます。 

 長期総合計画は「基本構想、基本計画、実施計画により構成する。基本構想は１０年間を

展望した町の将来像と、それを達成するために必要な施策の大綱をもって構成する。基本計

画は、基本構想で設定した町の将来像及び施策の大綱を実現するために必要な部門別計画で、

５年ごとに見直しを行う。実施計画は、基本施策を具体的に実施するために３年間の細部計

画で毎年見直しを行う」となっています。 

 私は多摩住民自治研究所の「議員の学校」へ財政分析の勉強に行きました。資料として長

期総合計画と財政計画を持参するように言われましたが、坂城町には長期総合計画に対する

財政計画がなく、恥ずかしい思いをしました。なぜ坂城町には財政計画がないのでしょうか。

町の長期債、いわゆる借金は長いものは３０年間の返済期間です。２１年度の財政状況の町

債現在高では、最長は平成５２年３月までの返済期間になっています。当然、公債費に関す

る年度ごとの金額は出るはずです。 

 第４次長期計画では１０年後の人口を１万８千人と予想していましたが、実際には１万６

千人前後で推移し、２千人ほどの誤差がありました。平成１２年と２１年を比べると、１２

年は１万６，８３０人、２１年は１万５，９０３人で１０年間に９２７人減っています。平

成１２年に７０歳以上は２，５４０人、１０年後の２２年、８０歳以上は１，４８１人、

１，０６１人も減っています。２０歳から５９歳までの就労可能人口は８，８５３人から

７，２４８人と１，６０５人も減っています。これは大学進学などで町を離れたまま戻らな

い人が多いことを示しています。 

 第５次長期計画では１万５千人と人口を予想しています。今後は人口増は望めないと考え

てのことだと思います。今後１０年間に生まれる子ども以外の人口データはあるので、進学

や就職で転出する人数を想定すれば基礎データはつくれると思います。人口が予測でき、事

業の概要がわかれば年度ごとの予算を推定算出はできると思います。 
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 何よりも財政の原則は「出を量って入を制す」です。その考えがあれば長期財政計画は立

てられるはずです。国やほとんどの自治体は「入を量って出を制す」になっています。これ

では収入がなければ事業をやらない、忚能負担論になってしまい、住民サービスの低下にな

りかねません。町民が望み、本当に必要としている事業は何か、予算はどのくらい必要なの

か、事業と財政的裏づけが連動してこそ初めて施策となるのではないでしょうか。 

 今までの町の状況を見ると、国の政策の範囲内で施策を立てたり、補助金頼みの施策を優

先してきたように思います。鉄の展示館も名誉町民の宮入刀匠記念館とすべきところを補助

金の関係で企業展示を尐しだけして鉄の展示館というような中途半端な名称になっています。

こういう姿勢だから長期総合計画の財政計画ができないのではないでしょうか。今後の１０

年間で何を重点的に取り組むのか。例えば南条小学校の改築とか具体的な大きな柱を立てて

こそ長期総合計画と言えるのではないでしょうか。細かい実施計画は３年ごとに立てている

から問題ない、財政状況がわからないのに計画を立てられないと考えているから計画がころ

ころ変わり、１０年ごとにクリアする課題もなく、達成度が明確にならないのではないでし

ょうか。 

 第４次長期総合計画の第１章３節に「行政サービスの情報化で町のホームページの充実と

行政情報の有効で効率的な提供を図る」とあります。第５次長期総合計画も全く同じことが

書かれています。１０年たっても２０年たっても変わっていません。長期総合計画がスロー

ガンやキャッチフレーズで終わってしまっているからではないでしょうか。第５次長期総合

計画の基本計画（素々案）が議員に配付されました。第１章から第６章まで大きく区分され、

その中で節の中区分になっています。中区分の節ごとに１０年間で何を重点にするのか、具

体的な目標を決めてこそ実のある長期総合計画と言えるのではないでしょうか。尐なくとも

大きなお金がかかる事業は長期総合計画で明確にすべきだと思います。 

 例えば第１章３節では、町のホームページに例規集を載せるというような具体的な目標が

あると達成度もはっきりわかります。 

 第１章、第２章に関係する土地の有効利用と町民の健康づくりのためにチクマ精工跡地を

マレットゴルフ場にできないか。坂城大橋下の千曲川河川敷のマレットゴルフ場がなくなり、

鼠の１カ所しか町にはマレットゴルフ場がありません。マレットゴルフは子どもからお年寄

りまで楽しめるスポーツで、鼠はコースがやりやすいと好評で町外からも多くの愛好家が来

ます。そのため順番待ちがいることも多くあります。歩いていけるところにマレットゴルフ

場が欲しいと坂城地区の人たちの強い要望も聞いています。このような比較的予算のかから

ない事業は実施計画でもり込んでほしいと思います。 

 第４章５節で快適な住環境の中で公営住宅の整備が載っています。旫ヶ丘ハイツの第２棟

建設もどこかへ行ってしまいました。中之条団地も戌久保団地の住民を優先するという当初
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目的が国の補助金の関係で地域優良賃貸住宅に変更された経過があります。「老朽化した公営

住宅は長寿化計画に基づき建替、改善、修繕事業を推進し、ゆとりある良質な住宅整備を図

る」となっています。今後１０年間でどのように進めるのか、答弁を求めます。 

 第５章３節では、施策内容に「小・中学校ともに安全な教育施設環境の整備と時代の変化

に対忚した快適な教育設備環境を確保するため、校舎を含む施設整備の充実、維持管理に努

める」とあります。今年の猛暑で教室の南側は３７度にもなりました。とても勉強できる環

境ではないと思います。今後の１０年間でクーラー設置をもり込む必要があると思いますが、

計画に対する答弁を求めます。 

 第３章１節では農業振興の基本方針、施策があります。基本方針は「遊休荒廃農地の活用、

定年帰農者等の担い手づくり、観光農業への展開など生産販売システム構築により農業経営

の安定化を図り、農業振興を図る多様な需要に対忚した産地づくりと経営感覚にすぐれた農

業者の育成、確保と法人化を目指す」となっています。施策内容には、１、新しい地域農業

づくり（１）地域営農システムの構築推進（２）多様な需要に対忚した産地づくり（３）担

い手の確保、育成（４）農地流動化の促進（５）環境にやさしい農業の推進の５項目があり

ます。これだけの内容を見ても予算づけが必要だと思います。施策と財政が連動してこそ真

の総合計画と言えるのではないでしょうか。 

 「農業支援センターと連携して農業振興施策を推進する」とあります。定年帰農者や新た

な就農者を増やし、耕作放棄地の解消などの目標値の設定はあるのでしょうか。今後の１０

年間で農業従事者の高齢化により、りんごやぶどうなど特産品が維持できるか非常に危ぶま

れます。第５次計画に掲げている観光農業や第６次元化、農業団体の法人化などをどう進め

ていくのか、被害が拡大する有害鳥獣対策にどう取り組むのか、答弁を求めます。 

町長（中沢君） 入日議員の長期計画に対する提起にお答えしてまいります。 

 町では平成１３年度を初年度とした第４次長期総合計画を策定し、町の将来像を「ものづ

くりとやすらぎのまちをめざして－自然と人と産業とが共生するまちづくり－」を定めまし

て５つの基本目標を設定し、町政運営をしてまいったところでございます。 

 基本目標の達成度がどのくらいかという面でございますが、基本目標の達成度は数字とし

ては算定しておりません。 

 評価の方法といたしまして、ご質問のとおり長野大学に委託し、有識者に対するアンケー

ト調査を実施いたしました。対象の範囲は、町内の各団体の会長さんなど役職を担われてい

る方１３０名でございました。アンケートでは、後期基本計画の重点課題別に産業振興、保

健福祉、安心・安全、交流・発信、花と緑を含めた快適な暮らし、そして大学との連携、国

際交流、住民、企業、行政との連携の６項目についての施策について評価をお聞きしたとこ

ろでございます。方法は「評価できる」「やや評価できる」「あまり評価できない」「評価でき
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ない」の４つでございまして、それを選択していただく仕組みでございます。 

 評価結果につきましては「評価できる」「やや評価できる」を合わせた場合に大学との連携、

国際交流等が５６．１％、他の各施策につきましては、いずれも６０％以上でもあったわけ

でございます。そういった面で実施してまいった施策については、住民の皆さんから一定の

評価を受けていると考えております。 

 これらの評価に加え、各担当課において、これまで寄せられた議会の提案や地域住民の皆

さんのご意見を踏まえて事業の現状と課題、今後必要な取り組み等について評価検証の上、

第５次の素案を作成していきたいと、こんなふうにも考えております。 

 地区の懇談会も終了いたしましたが、加えて各団体との意見、またご提案等をお聞きして

いくこととしております。区長会、あるいは民生委員会、女と男との皆さんの協議会等々か

らも幅広くお聞きしているところでもございます。 

 ちょっと勘違いされているかと思うんですけれども、今回は長期構想について言っている

わけでございます。１０年先に。そういったものをより具体的にするために基本計画を立て

ると。そしてまた実践計画を立てるという段階的なことでございまして、長期構想は方向性

を追うわけでございまして、例規的なそういうものをインターネットに載せたらどうだとか

ということは、そのこと自身は実践計画、実施計画の中でいろいろ検討させていただくべき

ことと理解しているわけでございます。 

 大事なことは、より専門的な方々を広くいろいろ聴取して、そして将来の構想を決め、こ

れをまた審議会が中心になって、さらにまとめ、そして議会にも諮り、そうした結果を実施

に向けて、より確定した経過、あるいはそれを啓発する、あるいは実行に移していくという

ものをより大事にしていくということが求められていると私は理解しております。以上でご

ざいます。 

企画政策課長（片桐君） お答えいたします。 

 まず町内４カ所で開催した地区懇談会の参加者が尐ないという原因をどうとらえているか

というご質問でございますが、町では、取りまとめた素案につきまして、住民の皆さんから

ご意見ご提言をお聞きするために１１月に中心市街地コミュニティセンター、ＪＡちくま南

条店、村上店、中之条公民館の４カ所で開催をいたしまして、合計で５０名の方が来ていた

だきました。参加者の中からは１０年先を展望したまちづくりのあり方について熱心な意見、

ご提言がいただけました。町の将来に向けた関心の高さが感じられたところでもございます。 

 ただ、もう尐し大勢の方にお越しいただければという感じもあったわけでございますが、

町では、これまでも現在の第４次の総合計画による住民参画によるまちづくりを施策の大綱

のひとつとして住民、企業、地域との協働ということで進めてきたところでございます。尐

ない状況ということは、ひとつには具体的な施策ではなく、総体的な施策であるということ
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もあるのかなという感じは持っておりますが、加えて核家族や尐子化、高齢化の進展、また

コミュニティにおける人間関係の希薄化等のようなさまざまな要因があるのかというような

ことと考えてもおるところでございます。 

 次に、町のホームページや広報での意見募集、アンケート調査の点でございますが、素案

の概要を町のホームページに掲載をいたしまして、意見や情報を広く募集してまいりたいと

考えておりますし、それとあわせまして地区懇談会も実施をしたところでございますが、町

長からも答弁がありましたが、各種団体等々からのご意見も踏まえまして、素案に反映させ

て総合計画審議会の委員さんの皆さんのご意見を伺った上で成案としてまいりたいというこ

とでございます。 

 それぞれいろいろ財政計画あるいはマレットゴルフ場の設置ですとか、公営住宅の整備に

ついて、また学校のクーラー設置と農業振興等々の具体的なご質問をいただいたところでご

ざいますが、加えて長期総合計画の重点というのは、すべてが重点でございます。いろいろ

な範囲で行政というものを進めてきております。農業振興も大事です、学校教育も大事です、

福祉も大事ですということで、住民の要望が、議員さんもご案内のように、非常に多岐にわ

たっております。そういった面も含めまして、今後の実施計画の中へ組み込みながら個々具

体的な施策を、限られた財源の中ではございますけれども、一歩一歩進めていくということ

になってきます。 

 先ほどの財政計画につきましても、１０年先というのはなかなか至難の業でございます。

百年に１度というような経済危機があれば税収も落ちるということでございますし、また限

られた予算でありますので、国、県の補助金等も当然活用する中で住民要望に忚えていかな

ければならないと、これも行政の大事な使命というふうに考えております。いただいた個々

の点につきましては、今回の第５次長期総合計画が議会の議決をいただいた後に町政全体の

中で、どれをまず優先をしていくかというような観点から実施計画を立てていくということ

でご理解をいただきたいと思います。 

６番（入日さん） 町長の達成度に関しては有識者のアンケート結果からするとおおむね評価で

きるという結果があったと言われました。アンケートの仕方ですが、第４次の５つの目標に

対して微妙にニュアンスが違っているんですよね。例えば「ものづくりに誇りの持てるまち

づくりができているかどうか」というふうに聞くのと「ものづくり産業は評価できるか」と

聞くのとでは、ちょっととらえ方の差があると思うんですよね。それから「快適で安全なま

ちづくりができているかどうか」と聞くのと「花と緑、快適な暮らしはできているのか」と

聞くのとでは全くイメージが違ってくると思うんです。 

 そういう意味で、なぜ基本目標に忠実である５項目に対して調査しなかったのかというこ

とがちょっと私は疑問に思うんですが、その辺は、どうしてこういう調査になったんでしょ



 －５６－ 

うか、答弁をお願いします。 

 それから懇談会の中で非常に熱心な意見が出されたと。住民参画を進めてきているが、な

かなか今回は具体的な施策ではなかったために参加者が尐なかったというような答弁があり

ました。 

 しかし、私、いろいろな人に参加したかと聞いたら「町政に対して関心がないということ

ではないんだけれども、行っても無駄だ」とか「意見を取り上げてくれない」とかという諦

めとか町に対する不信感、そのことを結構言われたんですよね。そういう意味で「ＧＯＧＯ

機構のときもメンバーに選ばれたんだけれども、自分たちの意に沿わない意見は記録にも残

さない」ということを言っていた人もいました。広く町民の意見を聞いたというポーズだけ

が必要でやっているのではないかと。「本心から町民の声を聞く姿勢を持っているのか」と言

うような人もいます。町民が主人公という政治の原点を忘れたら町政の発展は望めないと思

います。謙虚に町民の意見を聞く姿勢が大事だと思います。 

 財政計画は百年に１回というような非常な事態もあったんですが、実際にはつくっている

自治体もあるわけですし、公債費などきちっと資料として出るものもあるんですよね。だか

ら、つくれないのではなくて、つくる気がないからではないかと。そのために３年ごとの見

直しがあるのですから、長期の財政計画がなければ長期の具体的な施策の展望もできてこな

いと思うんですが、そういう点では、どう考えているんでしょうか。 

 それから、これまでほとんどの自治体は「入を量って出を制す」の原則でやってきました。

国のコントロールのもとにある自治体は量入制出で財政運営をせざるを得ません。しかし、

それでは地方交付税や国庫支出金、起債などをあてにした無駄な公共事業が中心になってし

まうこともあるわけです。町は町民が安心・安全な暮らしと安定的な経済活動が行えるよう、

課題を明確にし、その担い手である住民参加で決めることが重要だと思います。そして行政

が担うべき業務と経費をはかります。これが「出を量る」です。家計や企業の収入減は賃金

や売り上げであり、利益は市場経済で決められます。そのため支出は収入の範囲内でしか行

わざるを得ません。しかし、自治体の財政は支出や経費など政治的過程で決めることができ

ます。収入や財源も市場ではなく、政治的過程で決めることができます。それだけに町民の

参加と協働が必要になってくると思います。 

 財政の役割や機能は、資源の最適配分、所得の再配分、経済の安定成長の３機能が有名で

すが、このような経済的な面だけでなく、国民の生存権や人間としての発達権という面から

財政の役割を考える見方もあります。福祉や教育など利潤が上がらないものを民間任せにす

ると格差が広がることが現実となっています。お金がなければ十分な教育を受けられないよ

うでは、その人の持っている潜在能力を開発、発展させることはできません。大きな損失に

なりかねません。不公平をなくすために資源の最適配分と人権保障機能が必要です。今のよ



 －５７－ 

うに高校や大学を卒業しても就職できなかったり、不況で仕事を失う人や病気で働けない人

の生活の維持や潜在能力の発達を実現するために、累進税率をしっかり実行し、所得再配分

と格差是正機能を働かせなければなりません。多くの人たちは長引く不況と不安定な収入の

中で生活しています。これを減税や財政支出の拡大によって経済の安定化を図るのが経済の

安定成長と接続可能性の機能です。長期財政計画には、このような視点も必要ではないでし

ょうか。 

 長期構想の段階で基本計画や実施計画は長期構想が決まってからだという答弁がありまし

たけれども、実際には実施計画はもう決まってから議員の方にも配付されてしまうんですよ

ね。そういう意味でも地区別懇談会などいろいろな意見が出されています。実施計画を一方

的に決めるのではなくて、町民要望を中心に議員の意見もしっかり聞いて策定するように強

く要望します。 

企画政策課長（片桐君） お答えいたします。 

 アンケートにつきましては、ただ重点項目そのままで聞かれてもかえって中身がどうなの

かということもございますので、そういった中で、例えばものづくり産業については技術開

発と雇用創出への支援、農工商の連携、あるいはふるさと食文化の味づくりというような、

そういったものを項目に加えてお聞きしないと、むしろお答えの方が困るのかなというよう

な観点がありましたので、アンケートではそういった聞き方をしたところでございます。 

 それから懇談会に行ってもしようがないというような諦めの声があるということでござい

ますけれども、各会場に来られた皆さん方は熱心に私どもの方の説明に耳を傾けていただき

まして、ご提言をいただいたところでございます。ある会場では、これだけ小さな坂城町で

あるので、あれもこれもということではなくて、広域に利用できるものは当然広域で利用し

ていくべきだというようなご提言もいただいたところでございます。諦めている方につきま

しては、ぜひ議員さんの方から、そういった意見を言う場があるときには出て行って意見を

述べるようにご進言をいただければというふうに思います。 

 それから財政計画につきましては、先ほども答弁したところでございます。 

 財政計画につきましては、総務課の財政担当の方で当然、起債の償還のピークは何年かと

いうようなことは１０年、２０年先まで見た中で当然あるわけでございますので、先ほども

ご答弁いたしましたけれども、今後の予算の中で十分な計画を見極めた中で、年間に使える、

いわゆる自由な一般財源はどの程度あるかというような観点から実施計画を立てていくとい

うことであります。 

 それから実施計画につきましては、もう既に決まったものが議員の方へ示されるというこ

とでございますけれども、それぞれ議員さんからご提言をいただいた中でも今まで施策の中

で取り組んできたというふうに理解しております。例えばブックスタートですとか医療費の
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子どもの無料化の拡大ですとか、議会でそれぞれ提言いただいた内容を実施計画に取り込ん

できたと。加えて、それは住民の要望でもあるということで計画に沿ってやってきたという

ふうに理解をしてきておるところであります。以上です。 

６番（入日さん） この１０年間を振り返ると、湯さん館は多くの町民に親しまれ、町外からも

喜ばれています。しかし、鉄の展示館やふるさと歴史館は町内の人も行ったことがないとい

う人が多いのではないでしょうか。町民に鉄の展示館やふるさと歴史館が必要な施設かとア

ンケート調査すれば不要と答える人が圧倒的に多いと思います。建物を建てると維持管理費

がかかり、その負担が大変になってきます。駅周辺に回遊できる施設、けやき横丁や鉄の展

示館、ふるさと歴史館、Ｂ・Ｉプラザなどつくったのですが、観光客が増え、町に活気が出

るという予想も今のところ外れているように見受けられます。 

 上田市や千曲市の病院のドクターや福祉施設の職員から坂城町は福祉が非常に遅れている

と言われています。非常に不名誉なことだと思います。第５次長期計画の基本計画（素々

案）では、第２章に「ともに生きる福祉と健康のまちづくり」とあります。スローガンだけ

でなく、中身のあるものにするには１０年ごとの現実的な目標を決めてこそ達成点が明確に

なり、達成度がわかるのではないでしょうか。自律のまちにふさわしい内容ある長期総合計

画になることを期待しています。 

 孔子の言葉に「由らしむべし。知らしむべからず」とあります。国民は法律や為政者の方

針に従えばよい。意義や理由を知らせる必要はないという意味に使われていますが、本当の

意味は国民にきちんと説明するのはほとんど不可能だということで、為政者に説明能力がな

いということを言っているのだそうです。そう言われないように気をつけたいものです。 

 次の質問に入ります。 

 ２．職員体制について 

 「広報さかき」１２月号に町職員の２１年度有給休暇平均取得が６．３日と載っていまし

た。国の行政改革を受け、町でも人件費の削減がされてきました。平成１９年には１４９人

いた職員が２２年には１３５人となり、４年間で１４人も減っています。職員が定年退職し

ても新規採用を控えてきた結果だと思います。そのため仕事が忙しくて休めないなど有休の

取得が尐ないのではないでしょうか。 

 有休の取得状況を調査したところ、１年間に全く有休をとらなかった人が２人、１日未満

が５人、１日から５日が５０人、５日から１０日が３８人、１０日から１５日が２１人です。

第４次、第５次長期総合計画で人権の尊重がうたわれています。職員が仕事にやりがいや誇

りを持って働いているでしょうか。町民への対忚は心を込めてできているでしょうか。職員

にゆとりがなければ十分な対忚ができないと思います。 

 経済同友会の品川さんの対談集に「今の経済界は教養のある人が尐ない。想像力に乏しく、
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目先の利益にとらわれ、正社員の首を切り、派遣やパートで間に合わせて景気を後退させ、

日本経済全体を見れないし、将来の展望もない」とありました。仕事だけでなく、よい音楽

を聞いたり、すばらしい絵を見たり、一流の芸術に触れることや旅行などで見聞を広め、人

間としての幅を広げることも大事なことだと思います。 

 役場の職員やＯＢはボランティア活動に消極的だ、もっと参加してほしいという声も町民

から聞いています。有休消化率を高めることは雇用者の責務だと思います。有休取得を増や

す取り組みについて答弁を求めます。 

 今年の４月から保育園の給食の人が１時間時間短縮されてしまいました。仕事が減ったわ

けでもなく、結局サービス残業になることが多いと聞きました。ある園では賄費が尐ないた

め、野菜も小さいものを買ってきています。そのため皮をむく手間がかかるという話も聞き

ました。南条保育園では０歳児から年長児まで４種類、２００食をつくるのに４人では間に

合わず、栄養士さんたちの手もかりることも多いそうです。どの園もぎりぎりの人数でとて

も苦労してつくっています。０歳児の離乳食から年長児まで年齢にあわせ、細かく刻んだり

して食べやすいように心を込めてつくっています。給食の人のパート時間を１時間削ったと

ころで１カ月１万８千円あまりです。３人としても５万６千円ぐらいです。働く人を追いつ

めるような節約ではなく、見直すべきところはたくさんあると思います。 

 保育士さんも臨時が増えています。３保育園で３１クラスありますが、そのうちの１３ク

ラスが臨時保育士です。同一労働、同一賃金の原則が全く無視され、同じクラス担任でも労

働条件は大きな差があります。しかも１年契約で３カ月休みというひどい雇用で、どんなに

仕事に意欲を持っていても、このような待遇では収入が不安定のため有能な人は他の仕事に

移ってしまいます。人権尊重を言うなら、まず役場職員の待遇改善でお手本を示すべきでは

ないでしょうか。自分たちがそんな待遇を受けたら、どんなふうに感じるでしょうか。 

 保育士もやっとここ数年採用するようになりましたが、長いこと男性保育士の採用はあり

ません。今の子どもたちは木登りや川遊びなど自然の中で遊ぶことが尐なくなっています。

そのためちょっとしたことでけがをする子が増えています。各園に１人ずつ男性保育士を入

れ、思い切り体を動かす遊びを取り入れたら丈夫な子どもに育つのではないでしょうか。男

性保育士は、また違う観点で子どもを見ることができると思います。男性保育士の採用は、

なぜ進まないのか、答弁を求めます。 

総務課長（宮下君） 職員の年次休暇、いわゆる有給休暇でありますが、これは基本的に年間２０

日間付与されまして、翌年度に限り２０日を超えない範囲で繰り越しが認められ、最高年間

４０日間休暇の取得が可能となっております。年次休暇は職員の請求する時期に与えられる

ものですが、公務の正常な運用を妨げる場合については他の時期にかえて与えることができ

るものと条例で定められています。 
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 平成２１年の年次休暇の取得平均日数が６．３日となっているのは人員削減により休暇を

取得しにくい状況にあるのではないかというご質問でありますが、町では事務の効率化と職

員の削減を進めており、平成１７年度と比べますと平成２１年は１１名の職員減となってお

ります。その間年次休暇の平均取得日数は平成１７年が６．４日、１８年が６．６日、１９

年が７．２日、２０年が７．５日、そして２１年が６．３日となっております。取得日数が

ここ５年間６日から７日で推移をしており、職員数が減ったことにより年次休暇の取得がし

にくい状況であるとは一概に言えないと考えております。 

 職員の中には、ご質問の中にもありましたが、結果として取得日数が尐ない職員がいるこ

とは事実でございます。有給休暇、年次休暇につきましては、職員の権利でもあり、強制し

てとるものではなく、必要に忚じて職員個々に取得するものです。職場ごとの取得状況では

若干のばらつきがあるものの極端に取得日数の尐ない職場は見受けられません。また町では

職員が休暇を取得しやすいよう、１時間単位での取得ができるよう規則で定めてございます。 

 また男性保育士の採用がない、見直しが必要ではというご質問であります。 

 町では行政職、保健師、保育士、すべての職種において、募集にあたりましては男女区別

することなく均等に受験をする機会を与え、公正な採用を実施しております。また国及び地

方公共団体は、これらを啓発する立場にございます。保育士につきましても男女問わず試験

により採用しており、保育に熱意のある優秀な保育士の忚募に期待をしているところでござ

います。 

子育て推進室長（中沢君） お答えします。 

 今年度から作業効率を図り、坂城村上保育園の調理員のうち１名分の勤務時間を１時間減

といたしました。給食内容を低下させないよう、午前、午後も調理時間以外の部分で効率化

を図っております。現状では３歳未満児の午前のおやつは牛乳、果物中心で、市販品等は使

用しておりません。午後のおやつについても調理員が献立会議に出席する場合などは市販品

になりますけれども、３歳以上児はむろんですが、アレルギー児、３歳未満児の子どもの成

長に必要な栄養素がとれる市販品がなかなかないことや手づくりに比べ高額になることなど

から、できる限り手づくりおやつにしております。給食内容につきましては、未満児数が多

いことで給食の調理時間以外に午前のおやつにも手がかかる状況でございますが、献立内容

の質を低下させずにさらに調理コストについても配慮しつつ効率化を図ってまいります。 

６番（入日さん） 有休取得については人員減による影響はほとんどないと。有休はあくまで本

人の申請なので本人が申請をしていないというような答弁でしたが、有休取得というのは、

やはりある程度本人任せではなくて、最低何日は消化してくださいよという、会社だったら、

そういうシステムになっていて通達があるんですよね。「あなたはこの時期は休んでくださ

い」とかというのがあるんですが、やはりそういう指導も大切ではないかと。 
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 先ほども言いましたように、地域ボランティアだとか、そういうことにもっと積極的に参

加してもらったり、あるいは今、育メンという言葉が流行っていますが、積極的に育児にも

協力して子育ての喜びだとか苦労だとかを体験させることによって職員が町民に対するいろ

いろな対忚にも非常に幅が出てくるのではないかと思います。そういう点で、やはり本人が

申請しないからもういいんだよというのではなくて、そういうところの指導をしてこそ総務

課の役割が生きてくるのではないかと思いますが、その辺再度答弁をお願いします。 

 それから２１年度の職員の時間外手当――２１年ですね、１月から１２月までということ

でしたので。広報では３，２３７万５千円となっていまして、２１年度は衆議院選挙とか定

額給付金などイレギュラーの部分を持っているので、それを除いても２，５４０万円ほどで

すよね。この金額だと初任給ベースで高卒なら１２人、大卒なら９人雇用できる金額です。

今、非常に皆さん仕事がなくて困っています。そういう意味でも残業をなくして、もっとゆ

とりのある職員対忚にして雇用を増やしたら町民にも非常に喜ばれるのではないかと思いま

す。 

 経費節減、経費節減ということで人員削減がとかくやり玉に上げられていますが、人員削

減は決して町税収入の増にはならなくて、かえって景気を悪くしている要因になってしまう

んですよね。本気で景気を回復したいなら、やはり雇用の安定を図るべきですし、そういう

意味でも、もっと雇用に対してちゃんと正職で雇うような取り組みが必要ではないかと思う

んです。今の残業代では新たに雇ってもそれだけの仕事ができないと。ある程度セミプロ的

な仕事の内容だからということもあるでしょうが、やはり仕事ができるように育てるのは職

場の責務ですし、そういう努力をしてこそ職場が今後も持続可能で発展していくのではない

かと思います。 

 保育園に関して、私、通告してあることを今回言わなかったんですが、通告してあるとお

りに答えてくれて、何といいますか、臨機忚変がきかない人だなというか、通告に関して、

やはりきちっと答えていただきたいと思うんですけれども。 

 先ほども言いましたが、給食、１時間減ってもあまり問題ないですよと。市販品が増えて

いるわけでもないですよとおっしゃいましたが、実際には午後のおやつが牛乳だとかフルー

ツで手のかからないものになったりとかしているわけですし、非常にぎりぎりの人数でやっ

ている。そして、そういう苦労がちっとも報われていないというか、役場の方でわかってく

れていないというものがあるんです。やはり現場に足を運んで、どういうところが大変なの

かとか、そういうことをもうちょっとすべきではないかと。そうすることによって、もっと

血の通った行政が生まれてくるのではないかと思いますので、その辺についてもう１度お願

いいたします。 

総務課長（宮下君） 基本的に私どもは通告をいただいたものに対してご答弁を申し上げている
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つもりです。 

 それから休日の関係でございますが、休日制度の分につきましては年次休暇だけではござ

いません。現在２人が育休中でありますし、来年産休を予定する職員の検診を特休でとって

おります。また家族の看護のための休暇も本年度取得していただいております。夏期休暇も

４日あります。取得しやすいよう夏期休暇につきましては７月から１０月までの間取得を可

能にしており、職場内での職務に支障のないよう計画され、取得されているのが現状でござ

います。 

 職場ごとの有休取得状況につきましては、平均でいきまして３．９日から１０．２日とい

う形になっております。そういった中では各職場でばらつきが若干あるけれども、基本的な

部分ではおおむねの数字ということで、この５年間の平均はクリアしているのかなというふ

うに考えております。 

 それから先ほども残業をなくすために採用しろというようなお話がございました。職員の

退職者数、早期退職等定年退職を合わせまして昨年は１０人、今年度は９人が予定されてお

ります。一方、採用につきましては、昨年度４名、本年度は、来年度４月１日採用ですが、

５名を予定しております。単純に２年間で１０名減となるわけですが、今後の退職予定とな

りますと、来年が２３年度４名、２４年度が３名、２５年度が１名、２６年度が２名という

形になっております。 

 職員の年齢構成を考えますと、単年度での多数を採用することは将来に向けて課題を残す

ことというふうになります。一時的に職員数は減となりますけれども、退職者が尐ない年に

も、ある程度の採用をしてまいりたいというふうに考えておりますので、そういった面での

採用数というふうになっております。 

 先ほど会社の方という中では、そういった指導もあるかと思います。私どもももちろん休

めるときは休んでくださいということでお話をしております。また夏休み等につきましても

職場の中での融通をとって、なるべくまとめてとっていただきたいということでお話をさせ

ていただいているところでございます。 

 また人員削減するから税収が落ちるのではなくて、そういった要件ではない部分での要件

が町の法人税等町民税含めまして、そういった要件ではないというふうにございます。 

 それから現場に運んでみろということでございます。現場に運ぶのも大事なことだという

ふうに考えております。また職場には園長を初め福祉健康課という形のもので体制がとれて

いるわけです。それらの中で今、保育園の中における臨時採用等につきましては、昨年来、

どういうような形がいいのか、現場の中で検討してくださいということで投げかけていると

ころでございます。 

６番（入日さん） 採用すれば町税収入が増えると今、答弁がありましたけれども、そういうこ
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とを言ったのではなくて、町民の方を採用すると町税収入として還元があるでしょうという

ことを言ったんです。 

 それから来年度の給食の方で案として、給食の人たちの一部を５カ月契約、３カ月休みと

いうふうにするというような話が今出されています。今でも１年間契約、３カ月休みという

ことで休みの間どうしようかとか非常に働く意欲があってもそういう細切れの形態で悩んで

いる人も多いわけですよね。 

 保育士も、先ほど言いましたように坂城町ほど細切れで契約しているところはほとんどな

いと。今年の議員の報告会でもクラス持ちの人も臨時職員なんだと。「私たち、知らなくてび

っくりしたわ」というような意見もありました。「血の通った人間のすることでしょうか」と

か「本当に冷たい行政だ」というような声もあります。中沢町政任期最後の仕事です、第５

次長期総合計画を立てるというのは。そういう中でぜひ今までの細切れ雇用をやめて安定し

た雇用形態にしてもらいたい。そして、その退任の花道を飾ってもらいたいと思います。以

上で私の一般質問を終わります。 

議長（春日君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日１４日は午前１０時から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後３時３４分） 
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１２月１４日本会議再開（第３日目） 

 

１．出 席 議 員   １３名 

１番議員  田 中 邦 義 君  ８番議員  林   春 江 君 

２ 〃  中 嶋   登 君  ９ 〃  宮 島 祐 夫 君 

３ 〃  塚 田   忠 君  10 〃  池 田 博 武 君 

４ 〃  大 森 茂 彦 君  12 〃  柳 沢 昌 雄 君 

５ 〃  山 城 賢 一 君  13 〃  柳 澤   澄 君 

６ 〃  入 日 時 子 君  14 〃  春 日   武 君 

７ 〃  安 島 ふみ子 君     

２．欠 席 議 員   11番議員   円 尾 美津子 君 

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

町 長  中 沢   一 君 

副 町 長  栁 澤   哲 君 

教 育 長  長谷川   臣 君 

会 計 管 理 者  中 村 忠比古 君 

総 務 課 長  宮 下 和 久 君 

企 画 政 策 課 長  片 桐   有 君 

まちづくり推進室長  塚 田 陽 一 君 

住 民 環 境 課 長  塩 澤 健 一 君 

福 祉 健 康 課 長  中 村 清 子 君 

子 育 て 推 進 室 長  中 沢 恵 三 君 

産 業 振 興 課 長  宮 﨑 義 也 君 

建 設 課 長  荒 川 正 朊 君 

教 育 次 長  塚 田 好 一 君 

収 納 対 策 推 進 幹  春 日 英 次 君 

総 務 課 長 補 佐  
青 木 知 之 君 

総 務 係 長  

総 務 課 長 補 佐  
柳 澤   博 君 

財 政 係 長  

企画政策課長補佐  
山 崎 金 一 君 

企 画 調 整 係 長  

４．職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  吾 妻 忠 明 君 

議 会 書 記  金 丸 惠 子 君 

５．開   議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

（１）町の前途への思いはほか                 柳 澤 澄 議員 

（２）次期町政についてほか                  山 城 賢 一 議員 

（３）葛尾組合焼却施設についてほか              中 嶋 登 議員 

（４）災害に強い町づくりほか                 大 森 茂 彦 議員 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。 

 なお、会議に入る前に１１番 円尾美津子さんから欠席の届出があり、これを許可してあ

ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
 
 

◎日程第１「一般質問」 

議長（春日君） 最初に、１３番 柳澤澄君の質問を許します。 

１３番（柳澤君） おはようございます。 

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、一般質問を行います。 

 １．町の前途への思いは 

 イ．今後の町政は 

 町長及び議員の任期があと４カ月ほどになりました。町長も今議会冒頭の招集あいさつで

来期について触れられました。今議会で、この３年８カ月過ぎた中沢町政について幾つかお

聞きをし、来期へ向けての注文を申し上げ、「おれがやらなきゃ誰がやる」というお答えもお

聞きできるかと思っていましたが、８日の『信濃毎日新聞』には、明瞭な意思が掲載されま

した。時々は頑固過ぎると思うような信念で町政を進めてこられました。この時点で過ぎて

きた中沢町政について、また今後の町政について具体的なことをいろいろ申し上げることは

いかがなものかと考えましたが、３点ほどお聞きしておきたいと思います。 

 最初に、社会や町政に特別な変化や状況が起きても、お気持ちを変えられることはないの

か。失礼かとも思いますが、明快ではなくてもお聞かせいただければと思います。 

 ２点目は、１２年間の中沢町政について、成果とやり残っていると思われることを、どの

ように自己評価されているか、お聞かせください。 
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 あわせて上水道、下水道、また国道バイパス等の現時点での見通しについても改めて触れ

ていただければと思います。 

 ３点目は、当町の今後について行政としての重要な課題、それはどんなことと感じておら

れるか、思いをお聞かせください。 

 ロ．長期計画に光輝放つ柱を 

 ２３年度以降の長期計画策定が進んでいます。素案に改めて目を通しました。ある意味当

然でもありますが、第４次計画を取捨選択し、新しいものを加え、あらゆる面にくまなく触

れており、誠に優等生的であります。が、変化の激しい現在、１０カ年を展望する構想は大

変です。基本計画は５年目に、実施計画は３年だが、毎年それぞれ見直しを行うわけですが、

絵に描いたままにならないよう願うのであります。 

 それにしてもすべて大事なことですが、それ以外に何か特別な柱が欲しいと感じました。

長期計画というものはこういうものだとは思いながらも、そう考えました。こういう計画に

は尐しなじまないのかもしれませんが、町民へ届く夢が欲しいのであります。 

 それは、我が町は、この面ではどこにも負けないのだと町民が誇れる町にする夢、それが

具体的にも色濃く見える部分が欲しいのであります。例えば福祉、子育ての充実した町、ま

たは教育文化の香り豊かな町とか、基礎的生活基盤である水道、中小道路、小さな水路等が

完璧に整備された町等々です。そんな基本的構想が欲しいのであります。計画にそうした柱

をはっきり見えるように加えませんか。考えをお聞かせください。以上で１回目の質問を終

わります。 

町長（中沢君） 柳澤澄議員のご質問、町政にかかわるご質問についてお答えいたします。 

 ３０数年、長野県職員として地方自治に携わった経験をもとに、平成３年４月、坂城町助

役として町政に参画する機会をいただきました。助役に２年、町長として来春で３期１２年

の任期を迎えるに至ったわけでございます。お話のありましたように、常におれがやらなけ

れば誰がやるんだと、常に新しい発想に挑戦しなければ職員はだめだというような叱咤激励

の日々であったなと、こんな思いがいたします。 

 まちづくりに寄せる思いは今も決して変わっておりません。気力、体力ともに、まだまだ

若い者には負けないという自負のある反面、町政を担う責任者として新たなる発想で町政を

担っていただける方に委ねるのも私の努めであるという考えに至ったわけでございます。 

 ３期１２年の町政についての総括を見ますと、この間、国や県の動向はもとより社会経済

の動向など、これまで想像もし得なかった幾多の大きな試練の都度、私が思い描くまちづく

りにいろいろと共感し、挑戦しようとしている多くの皆さんのお力添えをいただいておった

という、こんな思いに馳せているところでございまして、その出会いに感謝せずにはいられ

ないわけでございます。幸い健康にも恵まれ、精一杯頑張った日々であったなとも思ってお
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ります。 

 平成１１年からの第１期は「２１世紀に入るまちづくり、やがて実のなる種まき」を掲げ

ました。また折しも国の聖域なき構造改革と平成の大合併に揺れたときでもございました。

時同じく長野県政も大きく様変わりし、特色ある県下町村の一員として自律協働に参画する

機会を得たと、町の生い立ち、産業構造、そして税財政のシミュレーションなど、さまざま

な視点について県ともどもに見直す機会を得たなと、こんなときは全く予期しませんでした

し、意義深い取り組みであったと思っております。 

 そして「ものづくりとやすらぎのまち」を基本理念といたしまして、町の基幹産業である

工業技術集積を高める、その果実により福祉、教育、文化、生活に生かしていく、そんな坂

城の生きるべき道筋を再確認し、自律のまちづくりに至ったわけでもございます。 

 平成１５年からの２期目では、自律のまちづくりに向け、各界各層から町の思いと町政へ

の提言をいただく自律のまちづくりＧＯＧＯ機構を立ち上げました。産業、環境、教育、福

祉、行財政といった５つの分野で３年間にわたって長期にいろいろなご提言をいただきまし

た。５５人の皆さんに感謝するところでもございますが、それを指導していただいた信大の

人文学部の中嶋聞多先生のご尽力は忘れないことだなと思っております。 

 平成１７年には合併５０周年を迎えました。さかきルネッサンスの展開ということでもご

ざいます。そして大人から子どもまで小学校の校歌に歌われております村上義清をテーマに

する「信濃村上氏フォーラム」も開催いたしました。時代を超え、全国各地で活躍している

信濃村上氏、とりわけ海のない信州にとって遠く瀬戸内海から我らがルーツは信州村上とい

う思いを寄せる村上水軍の交流は、まさにロマンであり、先月の鉄の展示館でも企画展とし

て実を結んだなと思っております。そしてまた、私を葛尾城へ誘い、村上氏の足跡から足元

を見つめる、未来を見つめる、そういった歴史を学ぶことの必然性ということについて、信

州大学副学長の笹本正治先生にも学びました。 

 ２期目からですが、１９年から３期にかけて全国のばら制定都市会議、ばらサミットや地

産地消と特産物創出としての「全国辛味大根フォーラム」は思いのほか、これはという念に

とらわれました。中心市街地の活性化やものづくりの技を芸術に極めた人間国宝宮入行平刀

匠を顕彰する鉄の展示館、年間３０万人が訪れる良質な泉質と景観を誇るびんぐし湯さん館、

文字どおり薔薇人の人たちが支える千曲川バラ公園は、現在も期間中は４万人も集うという

観光拠点として広がっております。去年１０月末に中之条の国道１８号線沿いにできました

さかき地場産直売所のあいさいも、実は上信越自動車道の建設当時から１０年来温めていた

物産館の構想の一部でもあったなと思っております。就任当初、やがて実のなる種まきをと

称し、さまざまな取り組みをしてまいり、また内外から多くの人たちが集まり語り合える場

となり、３期１２年を通じ、ひとつの形ができた喜び、先人の築いた潜在力を生かし、知恵
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と工夫で常に発信、挑戦する、その先にある自律のまちの姿が思い浮かべられ、さらなる飛

躍を期待しているところでもございます。 

 湯さん館、鉄の展示館、ふれあいセンター、Ｂ・Ｉプラザ、商業インキュベーターけやき

横丁、ふるさと歴史館等々箱もの批判を甘んじて受けながらも、これはいずれもが人が集い、

語り合う、交わる場になるという確信のもとにいろいろ進めてまいりました。町の中央を流

れる千曲川、そこに流れ注ぐ河川を見立てて水と緑の回廊、見事な桜並木やウォーキングス

テーション、さかき千曲川バラ公園ということで開花したわけでもございます。 

 懸案の平成１０年１０月に一部供用開始となりました公共下水道は、千曲川流域の最上流

という地理的条件も克朋し、積極的な建設投資を進め、千曲川右岸では、いよいよ今年度か

ら南条地区の面的整備に着手し、左岸の村上地域においても網掛及び上平地区へ着手すると

いうことに至り、合併浄化槽等と相まって向こう１０年間では９０％の水洗化ができるとい

う目標も現実味を帯びてきたところでもございます。 

 上水道の整備でございますが、小網地区の上水道管については気がかりな点がございまし

たが、これもまた今年の夏に地元区の皆さんともども長野県企業局長へ直接要望書を提出し、

県として、でき得る限りの支援をする旨の確認が得られました。上下水道ともども一定の道

筋が示されたものと考えているところでもございます。 

 最大の気がかりは、何といっても国道１８号線のバイパスの先線でございます。今年３月

に鼠橋通りまで供用が開始されました。政権交代ということもあって、依然として先線の事

業化が目鼻がつきません。現在も町道鼠橋通りについては、Ｔ字型の交差と県道との接続を

容易にする改良工事が行われておりますが、それほどまでに取付道路に金をかけて、これで

終わりはしないかという不安もありますが、まずみんなで力を合わせて、その先線に努力し

なければならない、まさに忸怩の思いでございます。 

 千曲川左岸の大動脈を結びつけるひとつの路線として真ん中に残して依然として先が見え

ない状態は本当に遺憾の極みでございます。幸い長野国道事務所の所長さんが本当に心配さ

れていろいろな示唆を与えていただいております。今後も機会あるごとにいろいろご相談し

てまいりたいなと思っております。 

 もうひとつつけ加えますと、３期目にあたって、まちづくり交付金を１４億円を生かしま

して町営住宅４０戸、食育・学校給食センターの建設、坂城駅南側広場の整備とそのアクセ

ス、いろいろ先行投資してあった土地も、そのいろいろな事業にすべて利用することによっ

て土地の有効利用も図られたなと、こんな思いがするわけでございます。 

 残る任期４カ月余でございますが、いろいろと小さな課題も残っております。いろいろ目

安をつけ、新たな道筋をつけてまいりたいと考えている次第でございます。以上でございま

す。 
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企画政策課長（片桐君） ロの長期計画に光輝放つ柱をについてお答えを申し上げます。 

 議員さんから今、具体的にご提案をいただいたところでございます。長期総合計画の中で

は今後、当町はもちろんでございますが、我が国全体で尐子高齢化が進むということが予想

されております。尐子化の進展は人口減尐社会の到来を意味するということでございますの

で、坂城町に限らず、すべての自治体に共通する大きな課題であるというふうに考えており

ます。 

 こういった状況の中で、ご提案をいただきましたように、福祉、子育ての充実した町、教

育、文化の香り豊かな町、基礎的生活基盤の完備している町等の実現に向けた施策を進める

ことによりまして、町の魅力がアップし、他の市町村から移り住む人々が増えるということ

も考えられ、こういったことによりまして人口減尐を食い止め、町の活性化と発展につなが

ればというふうに考えられておりますので、住みたくなるようなまちづくりが必要であると

いうふうに考えております。 

 第５次長期計画の素案につきましては、尐子化、高齢化への対応を主要課題として掲げて

おります。他の重点施策とのバランスを考えながら、高齢化対策、尐子化対策の重点的な展

開を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 当町は、幸いにして、ものづくりのまちとして製造事業所が集積しております。他の市町

村と比較をいたしまして、まだまだ雇用の場に恵まれておるというふうにも思っておるとこ

ろでございます。 

 平成１７年の国勢調査の結果によりますと、就業者の状況でございますが、坂城から出て

いく就業者と入ってくる就業者を比較しますと、入ってくる方の方が約１千人多いわけでご

ざいます。例えば、当町の事業所に勤務しているこれらの方々が住んでいただけるような子

育て支援や福祉の充実、教育文化の振興、道路を初めとする生活基盤の整備等を、限られた

財源の中ではございますが、計画的に一歩一歩進めていくことが必要であるというふうに考

えております。 

 一方で、町単独ではなかなか難しいといいますか、効率的な運営ということを考えますと、

幾つかの市町村が連携しながら魅力あるまちづくりを行うこともひとつの手法であります。 

 ご案内のように、長野、上田両広域連合に加盟しておりますので、こういった広域的な視

点で取り組む必要がある課題については周辺市町村と連携して対応を図っていくと。また国

では３大都市圏への人口流出を食い止めるための定住自立圏構想を現在進めております。坂

城町も上田市を中心として周辺市町村５市町村と連携を図る中で定住自立圏構想を検討をし

ております。 

 こういった周辺の機能も活用しながら魅力あるまちづくりを今後とも図っていかなければ

ならないというふうに考えておりますし、ご提案をいただきました光輝放つ柱につきまして
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は、今後の計画の中で重点的な選択をする中で進めていくということで考えております。 

１３番（柳澤君） お答えをいただきました。 

 今議会は、いろいろなことが頭の中に去来する、そんな感じで議会に出ております。町長

には後日改めて違う形も含めて申し上げる機会があろうかと思いますので、お聞きだけして

おくというふうにしたいと思うのですが、２点、ひとつは多尐曖昧でも結構なんですが、私

がお聞きしたのは、特別な事情、特別な状況が起きた場合に、先ほどまだ健康も若さもとい

うお話もありました。一区切りといいますか、区切りをつけるというお考えが変わる場面も

あり得るかどうかと、そんなふうにお聞きしたつもりなんですが、どうでもと突っ込んで申

し上げるのはいかがかとも思うのですが、お答えいただけたら、その点だけお聞かせをいた

だきたいと思います。 

 もうひとつは、非常に気がかりになっています上水道であります。 

 これにつきまして、よい方向に進んできていると思うという、まだ途中でありますが、何

とか１日も早く一歩でも二歩でも前へ進むようにお考えいただいているか、とりあえず状況

を見るしかないのか、その辺お話しいただければありがたいと思います。 

町長（中沢君） 県政に携わって３０年、また町に招かれて２０年、地方行政に精一杯頑張り、

そして幸せな人生だったなと思っております。そういう中で行政は一定の区切りの中で常に

新しさを求めながら、それなりの人が頑張っていくという姿が地方自治の原点であるなとい

う思いもございます。そういった観点から、まだ約５カ月ございます。みんなで、あの人に

やってもらいたいという方をより捜し当てて、そして次なる人にバトンタッチしたいなと、

こんな思いでございます。 

 それと今、小網の上水道のお話が出ました。先ほども申し上げましたように、県の企画局

では上水道に取り組むという約束がされております。小網は水道については上水道を引きな

がら、それで一般の浄化槽で組むというお話で事業も進んでいるわけでございます。それが

あるがために町は１０カ年計画で下水道の整備も目鼻がついたという思いもございます。 

 現在、県の方で上田の水道事務所で、より具体的な計画、この前示されたのは、尐し経費

がかかり過ぎるのではないかと。もっと３分の２ぐらいに落とせないかというような提案も

しながら、近くその線に沿って、より協議が行われる運びになっております。以上でござい

ます。 

１３番（柳澤君） それでは長期計画の関係について申し上げたいと思うわけであります。 

 長期計画というものの一番のもとは、長期構想、１０年後を目指して、どういう地域、町

にしていくかというのが一番のもとであろうかと思います。それがきちんとすれば、それか

ら先への具体的なことは自然とついていく、あとは臨機応変にというようなことも含めてそ

ういうことになろうかと思うのですが、その一番もとの長期構想の部分で、これもやる、あ
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れもやる、みんな大事なことなんですが、その中で特に子どもたちのこととか、あるいは一

番基礎的なライフライン、生活基盤のこと、どこか何かに特別な夢を持った構想を町は持つ

んだと、そういうものが欲しいと、こういうふうに申し上げているわけなんですが、そうい

う意見が４地域での説明会あるいは団体との懇談会等では文章化された、それから出た、今

申し上げているような発言・意見は出なかったのかどうなのか。 

 それと先ほど、今後考えるようなお話もちょっとあったのですが、きちんと素案をまとめ

た行政当局で主体的にそういうものを、キャッチフレーズではないんですが、ある意味そん

なふうに町民に届くような、そういうものを検討してもらえないか、検討しないか、その２

点をお尋ねいたします。 

企画政策課長（片桐君） お答えを申し上げます。 

 地区別懇談会の中で出ました主な意見でございますが、住民が主体的にかかわる仕組みづ

くりですとか、それから高齢者、女性にやさしい、また医療、福祉を重視したまちづくりと

いう点、それから若い世代が住みよいまちづくり、子育て支援ということでありますが、ひ

とつの自治体ですべて備える必要はないと。周辺のいいものを利用するという、先ほどご答

弁申し上げました広域連合、あるいは定住自立圏というような、そういった関係でございま

す。 

 それから人口減尐を食い止めてほしいと。減る人口ではなくて増える人口の計画ぐらい立

てろというようなご意見もございました。それから湯さん館、バラ公園などのお客の回遊、

誘導する仕組みというようなこと、それから工業を中心としたものづくりのまちの支援とい

う、そういった主なご意見でございます。 

 それから２点目のご質問でございますが、総合計画の素案にございます将来像、案１と案

２を示してありますが、そういった中への福祉というような観点からの検討をということで

ございますので、素案の段階ですので、今後検討をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

１３番（柳澤君） 検討してみていただけるというお話でしたので、ぜひ基本構想、基本計画の

中にはすべてのところにあるのですが、その中で特に町民が、そういう町にするという、い

いなというふうに思うような形で何か文言を入れて柱にするという、その部分を増やすとい

うのか、変えていただく、つくっていただく、そんな検討をぜひお願いしたいと思います。

それだけ要望しておいて次の２問目に入りたいと思います。 

 ２．町内に眠る古文書の保存を 

 ６月の第２回の定例会で町内に残る日の当たっていない文化財の調査、保存、記録をと申

し上げました。その後一例としてですが、早速上平の阿弥陀堂にある木仏、木の像について

調査がされました。体内に天保８年云々という墨書きされたものがわかり、私が伝え聞いて
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いたとおりであったことが確認され、しかもこういう木仏が天保１０年ごろ盛んにつくられ

たんだが、その初期のものだという、そんなことがわかりました。また、その折、仏像の盗

難が増えている、仏像さもないものが近畿地方へ持っていくと、そういうルートがあって、

いかにも江戸時代のものが何か平安、鎌倉時代の木像に変わってしまうみたいな、そういう

今、ルートがあるんだというような話も出まして、今誰でも開くようになっているのですが、

扉に鍵をかけるということになりました。そのときに古文書のことも申し上げたいと思いま

したが、そのときは触れなかったのですが、今回は今申し上げた日の当たっていない文化財

という問題の続きとして町内に残る古文書についてであります。 

 イ．個人所有の古文書、保存心配ないか 

 人間社会を支えてきたのは貴族や武将、武家や学者以上に庶民であります。庶民の生活や

その心のよりどころになったものは現在にもつながる貴重なものであります。それを伝える

ひとつが古文書であります。古文書は時とともに消えつつあります。どこにあるか、どのよ

うに保存されているか、教育委員会では記録したり掌握されているか、まずお尋ねをいたし

ます。 

 また保存について、どのようにお考えか、個人所有のものはいろいろ個々の問題もあって

無理なんだというようなことなのか、多尐はそういうことがあろうかと思いますが、どのよ

うにお考えになっているか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 ロ．保存場所の設置を考えないか 

 町内に眠っている古文書を調査、記録し、可能な限り保存することに手をつけるべきだと

思います。また保存には環境のよい場所も必要です。それなりの場所が新たに用意できない

でしょうか。閲覧も可能というのは必要です。とりあえず、例えばＢ・Ｉプラザのどこかに

でもどうかなどとも思うわけであります。お考えをお聞かせください。以上で１回目の質問

を終わります。 

教育長（長谷川君） 柳澤議員さんからの古文書に関する２つのご質問にお答えを申し上げたい

と思います。 

 まず古文書の保存についてでありますが、町内にも江戸期に村役人等を勤めた家々には村

方文書という文書がたくさん残されておることはわかっております。また明治以降につきま

しても、当時の有力者の家に文書が残されておりまして、これらの文書に記された内容は、

まさに坂城町の歴史であるというふうに思います。今までの文書類は坂城町誌などの自治体

が歴史等を編纂したときに分析されたという形のものが多いわけでありまして、当時の坂城

町の様子も主に坂城町誌の編纂を通してわかった状況であります。 

 古文書の解読には専門的な知識が必要でありまして、そのために古文書を持っている方で

も、その中身が何であるかわからないというような面がありまして、その重要性にはなかな
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か気づけない状況かとも思います。その結果、家の建て替えや代がわりの際に破棄されたり

処分されたりとか、あるいはそのまま物置の奥等に眠り続けて日の目を見ないというような

文書も多数残っているであろうと推測をしているところであります。 

 目録等の整備につきましては、町史編纂の折の調査対象になりました文書については目録

ができ上がっております。しかし、それらは町に残っている文書のほんの一部でありますの

で、その後、平成１２年から目録づくりを尐しずつ進めてまいりました。主に中之条の陣屋

関係の古文書を所有している方から、その内容の調査を希望されれば期限を限って古文書を

借用して、それを解読し、有識者に見ていただいて目録化を図ると、こういう仕事をしてま

いりました。 

 できました目録は所有者と教育委員会でそれぞれ持っておりまして、古文書の内容につい

ての説明、それから末永く保存してほしい、保管してほしいというお願い等をしまして、町

内に残る文書の散逸を防ぐように努めております。 

 しかしながら、なかなか調査が進展しないのが現状であります。まずは今後、町内のどの

家に古文書が残されているかということを把握する作業を進め、所有者の理解を得る中でい

ったんお借りをしまして調査して目録化して、またお返しをして保存を依頼するというよう

なことを今後も進めていく必要があるというふうに考えております。 

 また、その間で町への寄贈とか寄託というようなことを希望されておりましたら、積極的

にそれを受け入れていく方向でいきたいなというふうに思っております。 

 次に、設置場所についてどうかということについてのご質問でありますが、これにつきま

しては、以前から何人かの方々からそういう要望もいただきましたし、場合によっては、き

ちんとした場所があれば寄託してもいいというようなお話もあったわけであります。教育委

員会としましても、それらの過去を知ることのできる貴重な資料であります文書の散逸を防

ぐという意味から、できれば公的な場所での保存を進めたいということで考えてまいりまし

た。 

 折しも今議会に町内古文書等の保存施設の設置についての陳情が出されておりますけれど

も、同様の陳情が教育委員会にも出されまして、古文書の保存施設としてどのような条件を

備えているかとか、備えていることが必要であるかとか、また町内にある施設でそういう条

件をかなえることができるものはどこであるかというようなことを今後検討して保存場所を

設置することを進められればというふうに現在考えているところであります。以上です。 

１３番（柳澤君） お話のように古文書というものがそれほど貴重なもの、大事なものという認

識がない部分も、そう言っては失礼ですが、大勢の中にはあるわけで、それだからこそ大事

なことだというふうに思うわけであります。 

 しかし、大事だと同時に、ちょっと考えただけでも、この調査というのは大変な労力と能
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力が必要になろうかと思います。それと同時に今お話がありましたように、そうは言っても

家を新改築するとか、それから仕事の都合でもう生家は空家になっていて、ほとんど数年に

１回ぐらいしか帰って来ないというような、そういうお宅なんかは調べることも大変と同時

に、どんどんなくなる可能性があるわけであります。自治区や団体でコンクリで書庫みたい

にしてきちんと保管しているというところも最近できてきましたが、そういうところはまだ

いいのですが、今のようなそういうことでなくなっていくものが大変多いような気がするわ

けであります。しかもまた保存といっても十分な保存する状況でないけれども、家の宝物だ

と。中身もわからないが、家の宝物だというふうにして大事にされている、そういうものは、

その人がかわる場合にどうなるか心配な面があるわけであります。 

 また、いろいろな形での古くからのお祭りといいますか、これは人間の祈りの気持ちから

始まったことだろうと思うのですが、そういうので１年とか２年で管理する者が箱へ入った

書類を回していくという、そういう文書もあるわけであります。これは今、教育長が言われ

ました陣屋の文書とか、わかっているものと全然見えていない、日の当たっていない、日の

目を見ていないといった部分になろうかと思うのですが、例えば神明神宮のお神明さんとい

うようなのがあります。あるいは御日待講なんていうのがあります。それから山の神さんだ

とか、庚申祭り、庚申さんとか。そういうことも毎月やっていたが、１年に１回しかやらな

くなった、そのうちにやらなくなった、さあ、その文書の入った箱があの家に最後に行って

いるはずだがというようなものを考えると、調べるだけでも大変であります。 

 なお、そんなことを考えていたときに、地域にある水帳、ご存じだと思うのですが、こん

な大事なものがわかっていたのですが、今どこへ行っているか。多分あの家だろうというよ

うな感じで、ただ、その家が大事にされていればいいのですが、そういうことを考えれば考

えるほど急いで何とかしなきゃと、こういう思いから今申し上げているわけであります。 

 個人で持っていたいというようなものはコピーしたりして、それから寄贈してもいいとい

うものはいただいて、それでその保管場所をという、こういうことになるのですが、今申し

上げたように、とても大変なことなんです。ですから何かきちんと年次計画でも立ててやっ

ていただかなければだめだろうと思うのですが、年次計画を立てて、たとえ尐しずつでも地

区別にでもというような、そんなお考えはないかどうか、お聞きをしたいと思います。 

教育長（長谷川君） 今、議員さんからお話をいただきましたように、大変難しい作業であると

思います。なぜかと申しますと、ひとつは既にあのお宅にはこういう文書があるということ

がわかっている、今まで見たことがないにしても、わかっている場合は、まだそこへ行って

お願いをして見せていただくとか、いろいろな手が打てるわけですけれども、文書自身があ

ることを意識されていないといいますか、あるらしいとか、家の宝だよと言いながら、それ

が何であるかということが家の方もご理解いただけていないような状態を発掘するというこ
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とは非常に難しいことかなというふうに思っております。 

 今ご指摘があった年次計画でということですけれども、現在の文書の整理等は町の学芸委

員さん、３人いらっしゃるわけですが、その方が仕事の合間を見ながら手がけていただいて

いるという状況でして、年次計画というほど簡単に計画的に進んでいくかということは、ち

ょっと私自身とすると検討が今つかないなという状況であります。 

 ただ、先ほどから１日でも過ぎれば、それだけ散逸してしまうということは、そのとおり

かと思いますので、今のことも含めながら今後、町内の文書の目録化ということをどういう

ふうに進めていくかも検討させていただければというふうに思います。以上です。 

１３番（柳澤君） 村上義清、義照、葛尾城といったものも大変大事なもので、これは扱いも多

尐意味は違うかもしれませんが、今まで町がさわられてきたそのことを否定するわけではあ

りませんが、今、大変難しい問題だと言われるとおり、そのことは承知しているのですが、

例えばの話、実はうちの方で、お神明さんというのがあるのですが、かろうじてその中に、

ある程度の文書が残っているんです。それを昨年、私が当番だったもので一応広げてみたの

ですが、大正から昭和へかけて、今はかろうじて神社統合の煽りでみんな自在神社のものに

なっているのですが、結構な社が建っているんです。それで１年に１回そこの回りを掃除す

るのですが、それにかかわる、そんな小さいところだったのですが、そこへ広い道から上っ

ていく両側に店が出て旗が立ってのぼりがいっぱい立って、そこでお祭りをやったと。小豆

が１合幾らだったとか、豆腐１丁幾らだったとか、そんな記録もあるわけであります。実に、

そんなことをちょっと調べれば、その当時の物価はわかるわというような部類かもしれませ

んが、そういう場所でそういうものを使ってそういうお祭りがされていた、これは貴重な記

録ではないかと、そんなふうに思うのですが、大分抜けていて、どのくらいもないみたいな、

そういう気がするわけであります。年次計画は無理だと、そういうふうにきちんとしたこと

は無理だというお話でわかるような気もするのですが、何とかそういう形で地域を決めてと

か、今年はどこまでとかいうみたいな、そういうことをぜひやるべきだと思うのですが、も

う１度その辺お答えをいただきたいと思います。 

教育長（長谷川君） 改めて文書のお話をいただきまして、そのことについて私たちは初めて実

は知ったという状況であります。そういうような形のものが今、町の中にたくさんあるわけ

で、そういうものをどういうふうにピックアップするか、あること自身がまだ明確にわかっ

ていない状況でピックアップするかという計画ということは非常に難しいなということで、

先ほど、今後そういうことも考えるけれども、大変苦しいというふうにお答えをさせていた

だいたわけであります。せめて今まである、もう既に所在がわかっている文書について、だ

んだんこういう計画でということについては今後考えていければと思いますが、今のような

形の文書については、まさにいろいろな広いところへ声をかけながら、どこかでそれに対し
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て答えをいただければ、そこへ飛んで行ってというような、場当たり的という言い方ではち

ょっとまずいかもしれませんけれども、そういう方法でしかこれからもできないのかななん

ていうふうに現在考えておりますけれども、極力そういう面では体制をとっていけるように

努力したいと思います。以上であります。 

１３番（柳澤君） 長期計画については、ぜひ町民が、長期計画はそういう夢があるんだなと思

うような色をつけていただきたいと。検討するというお話はありましたが、ぜひ言葉だけで

はない前向きの形でお考えをいただきたい。 

 それから古文書については、大変なことはわかりますけれども、そう言っている間にもな

くなっていくわけですから、たとえ尐しずつでも、慌てなくてもいいものを後回しにしても、

なくなりそうなところからというようなことも思うのですが、ぜひそんなふうに取り組んで

いくという、そういうことを要請して一般質問を終わりにいたします。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０１分～再開 午前１１時１２分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 ５番 山城賢一君の質問を許します。 

５番（山城君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質

問をさせていただきます。 

 １．次期町政について 

 本１２月定例議会初日の町長招集あいさつにおきまして、来年４月に行われます統一地方

選挙について、より若く、町の将来を的確に見定めることができ、地方自治を着実に進めら

れる方を期待していると述べられ、任期満了に伴う来春の町長選挙には立候補しない意向を

表明されました。私は万感こもごも至る英断の感にたえない心をいたすとともに託する心情

は旗幟を鮮明にされたごあいさつと心を動かされた次第であります。 

 中沢町長は平成１１年４月に町長に就任されて以来、町のリーダーとして坂城町の発展の

ために、その手腕を発揮され、今日まで多くの業績を積み上げてこられました。個性ある独

自のまちづくりを選択し、第４次長期総合計画の将来像を基調にいたしまして、平成１５年

２月には自らの身の丈を検証し、住民、行政、産業界を含めた展開をどう進めていくのか、

長野県とともにケーススタディとして自律の方策等について研究し、結果を発表いたしまし

た。 

 自律を目指す研究チームは、泰阜村、小布施町、栄村、坂城町の４町村と合同研究チーム

の構成でありましたが、調査研究活動を経る中に坂城町は、より魅力あふれるまちづくりを

推し進める町民にとって当たり前の選択とも言える自律を目指すまちづくりを進めてまいり

ました。 
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 平成の大合併の揺れ動く中で、坂城町は自律のまちづくりを推し進めるために平成１５年

１２月には町民の目線から坂城町の自律につきまして考えていただくＧＯＧＯ機構を発足し、

第１期の産業、環境、教育、第２期は福祉行政についての自律のまちづくりには、町民、企

業、行政が協働して実現していくものとして多くの勉強会や討論を重ねた内容の政策提言に

ついて反映してまいったところであります。 

 平成１３年には坂城町第４次長期総合計画を策定し、町の将来像を示していく中で計画的

に多くの事業に取り組まれました。幹線道路改良を初めとして坂城町ふれあいセンターの完

成、びんぐしの里に温泉施設を起工され、平成１４年４月にびんぐし湯さん館としてスター

ト、オープンしたわけでございますが、今年９月２７日には利用者が２４０万人を超えると

いう町の誇れる福祉、観光施設に成長いたしました。またＢ・Ｉプラザ、町の防災センター、

男女共同参画センターの完成、また、ほかに類のない鉄の展示館がオープンし、独自の企画

展が随時開催される中で内外から多くの来館者が訪れる状況になりました。 

 平成１６年４月には坂城町行財政改革推進計画を策定し、町の改革を推し進めてきたとこ

ろであります。地域活性化を直視した農産物加工センターの完成とグループ活動への支援、

中心市街地活性化に向けたけやき横丁としての駅周辺の賑わいを期待をされたところでもあ

ります。 

 平成１７年には坂城町の節目の年でもありました。合併５０周年記念式典を開催し、特に

先ほどもお話がございましたが、「信濃村上氏フォーラム」では町民が多くの坂城の歴史を学

ぶことができるよい機会でもありました。新たに南条保育園の開園、ふるさと歴史館の開館、

坂城インター工業団地の完成などいたしたところでもあります。 

 平成１９年４月には、町組織機構を１２課３４係を７課２６係に統合いたしたところでも

ありました。３年を経過をいたしましたが、住民サービスの充実、職員の負担の配慮など心

をいたしたところでございます。 

 平成２０年には「花卉栽培の歩み」の発刊、村上備蓄庫の完成、２１年にかけまして町営

住宅中之条団地が完成、６月には第１８回ばら制定都市会議（全国ばらサミット）が開催さ

れ、全国に名を広めるとともに交流人口の増加を示したところでもあります。加えて１１月

には初の「全国辛味大根フォーラム」辛味大根祭りの開催で賑わいを加速させたところでも

あります。 

 そして平成２２年３月に待望の学校給食の最先端をいく食育・学校給食センターが完成し、

４月から新しい給食になったところでもあります。 

 以上数々のハード、ソフトの業績の一端を申し上げてまいりましたが、今後、都市計画道

路、下水道、ごみ焼却施設の問題、バイパスの延伸、小学校の耐震改修など対応や定住自立

圏構想の協議の進展には勇将のもとに弱卒なしのトップリーダーとして遂行されたことに敬
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意を申し上げる次第でございます。 

 創造、協働、自律をスローガンに「ものづくりとやすらぎのまち」として産学官連携の連

携強化、町花であるばらのまちおこしを推し進めてまいりましたが、「さらに発展させていく

ために新しい人材を」と述べられました。４カ月ほど残っておりますけれども、２０年の長

きにわたり町政の発展のために尽力されてこられましたが、今日までの思いや次期町政への

嘱望について所見をお聞かせいただけたらと思うわけであります。 

 先ほども同僚議員から質問がございましたけれども、それ以外のお答えでお聞かせいただ

ければと思います。１回目の質問を終わります。 

町長（中沢君） いろいろ温かいお話をいただきまして、ありがとうございます。これからの町

政は、何度も申し上げますように、より若く、常に未来を的確に見極めること、そして真の

地方自治を着実に進める方、さらにまたひとつの例として、イベントを通じてパフォーマン

ス、地域を活性化する、これは大事でございますが、個人的なパフォーマンスは行政にとっ

て道を迷わせるという思いもございます。着実な進展と新しい発想の方々を期待していると

ころでもございます。 

 ただいまちょうど前任といいますか、前のご質問者の柳澤澄議員さんにいろいろ答えした

ので、今度は違った視点でということでございますので、２～３申し上げてみたいと思いま

す。 

 この間に私が担当した間で大きく変わったというのは、高速道の関係、上信越自動車道の

開通、あるいは長野新幹線の開通があったわけでございます。我々は大いに利用させていた

だいておりますが、その際に当時問題になったのは、残土処理でございました。国の方では

残土はうめていただく場所さえ提供していただけば、すべて国の経費でやるからという提案

があったわけでございます。私も蘇る土地をつくっていこうじゃないかということを職員と

もどもに考えまして、幾つかに対応した思いがございます。 

 まず岡の原の住宅団地、あるいは大木久保の住宅団地、テクノさかきの工業団地、あるい

は島団地ですが、宝池月影寮に今、利用されているということ。そしてまた、びんぐしの駐

車場、すべていろいろ国で対応してくれたことだったなと。そういった効果がさらに金比羅

山のうめ立てというか、そういうことに通じ、坂城高校の第２グラウンドを県に要請して、

それを受け入れていただいたと、そんな思いでございます。坂城町の発展の中で残土利用、

蘇る土地の造成は大きかったなと。また千曲川のバラ公園の造成にあたりましても、千曲市

の雤宮のところにいろいろと災害の跡がございまして、その土砂を運ぶと。その対応として

坂城の千曲川のその地域ということをいち早くつかみましてバラ公園へと発展したなと、こ

んな思いがございます。 

 また世界的な日本を代表する学者の広中先生が四度坂城町で来て数学の授業あるいは小・
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中学生にいろいろと数学を大事にする授業を展開していただいたわけでございます。その広

中先生との出会いは、創造学園大学の堀越学長さんと、これもねずみ大根の話を進める中で、

たまたま広中先生のお話が出たと。創造学園大学で１時間半にわたって先生といろいろと１

対１でお話しした、勉強もしましたが、おもしろいお話を聞く中で、ぜひ坂城へ来ていただ

きたいということを述べまして、それが実現したなと、こんなふうに思っておりますし、広

中先生も本当に坂城にいろいろな思いをしております。その４回のそういった「算数大好き

授業」の後、締めくくりとして鈴木敏文名誉町民に読書をすべきだというお話を伺って取り

まとめたなと、こんな思いもあります。 

 坂城町には、ご承知のように東大名誉教授の天文学の平林先生、あるいは森林学の大橋先

生、また常にいろいろ蝶の分野でというよりも坂城町の植生園のところにお力をかしていた

だいている中村浩志先生等いろいろございます。加えまして産業面では復旦大学、あるいは

信大繊維学部、長野大学、埼玉工業大学というように本当に多くの皆さんが坂城を見守り、

支援しておりますので、そういった先生にいかに近づけ、いかにいろいろと教訓を得るかと、

そして実践をともどもにしていくかということが大きな課題だなと、こんな思いをしており

ます。 

 先ほど話を申し上げました千曲川のバラ公園でございますが、「花と緑 ばらいっぱいのま

ち」ということで、千曲川の土砂を有効利用したと。１万㎡に２５０種、２千株のばらが咲

き誇り、何よりも薔薇人の会１１４人、あるいはまた企業オーナーの皆さんによって支えら

れておるということでもございます。ひとつの思いがこんな形で地域の皆さんのご協力でで

き上がったという思いとともに、こうした面、ひとつは花と緑の、あるいは水の回廊と申し

ましょうか、そういったものがあるなと。それと鉄の展示館に代表されますように、歴史と

匠のひとつの回廊があるなと。あるいはいろいろな味づくり、特産物づくり、そしてまた、

癒しのびんぐし湯さん館等々がひとつの回廊があるなと。こういったアクセスをより観光に

結びつける、企業の見学等を含めて、そういった対応をすべきだと、こんなふうにも考えて

いるところでもございます。 

 それとともに先ほどもお話のありました市町村合併でございます。当時、更埴地域という

ことで更埴市、戸倉、上山田、坂城が連携していたわけでございますが、上山田の町長さん

が、まず戸倉町へお話をし、それがさらに更埴市につながってひとつの合併機運があったと。

坂城もどうぞというお話があったわけでございますが、そういう中で将来、合併が必然的な

ものであるという議会と、いや、私なりに基礎的自治体で自律のまちをつくっていくんだと

いうことのひとつの考え方の違いもあったなと。「坂城町さん、後で後悔するんじゃないかと

いうお話もございますが」と。「いや、私は自信を持ってやっていきます。互いに頑張りまし

ょう」ということで気持ちよくそんな場があったなと思っておりますが、その際、関連がご
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ざいましょうか、葛尾組合では霊園と焼却炉を建設しているわけでございます。焼却炉の施

設をということでダイオキシン対策をしていた。たまたま議員さんの中から「おい、人生の

一番最後だよ。火葬場を何とかできないか」ということで国の助成を受けて、それこそ２年

のうちにそれをつくり上げるというようなウルトラＣもしたかなと、こんな思いもあるわけ

でございます。 

 それと先ほどお話もございましたように、田中前知事のころでございました。自律のまち

を標榜しておりましたので、直接私に田中知事から「これからのケーススタディとして町村

の生き方を坂城町と小布施と栄村と泰阜村でと私は考えるけれども、坂城町も先頭に立って

参加しないか」というお話もあったわけでございます。それなりに新しい発想ということと、

常にその時々の知事さんには、いろいろな面で接点を設けるということも大事なことでした

ので、そういうことに参加すると。坂城町の自律のまちということの構想そのものは、町自

身もさることながら、広い見地に立ってつくり上げたことだなと、そんな思いもあるところ

でもございます。 

 これからの方向として、長野広域あるいは上田広域と、よりいろいろな面で連携するとと

もに新たに上田市が中心となっております自立定住圏が論議されております。それは坂城町

としては１対１でいろいろな施策を組むわけでございますが、産業はつながりがあり、ある

いは医療は多くを期待し、また交通の面でも密接な関係がございますので、そんなことに生

かし得ればと考えている次第でございます。以上でございます。 

５番（山城君） ただいま町長の方から今までの人脈を生かした教育、文化、環境についてそれ

ぞれ思いをおっしゃられました。行政は常に継続されていかなければいけません。また町長

は人づくりも重要視されておられます。後継者づくりにもたけているわけでございますけれ

ども、この点申し上げにくいというか、失礼にかかるか、その辺は町長の思いで結構でござ

いますけれども、次期町政、これについての人材についての思いがおありかどうか、お聞か

せいただければと思います。 

町長（中沢君） 本議会の最初に申し上げましたように、若く、常に未来を的確に見極め、真の

地方自治を着実に進められる方を、先ほども申し上げましたように、地域のパフォーマンス

ということはうんと大事でございますが、個人のパフォーマンスということに、より気をつ

けること、これは大事だなと。それと坂城にはすばらしい潜在力がございます。また創造性

もございます。地域力もございます。そうしたことを誇りとして国や県の施策も知恵と工夫

でいろいろと効果的に取り入れて有効な施策展開につなげるということ、これは大事だなと。 

 総じて申し上げますれば、いち早く自律のまちを宣言し、対応したわけでございますが、

その道は、まさにこれからの課題を背負いながらも間違いはないなと、こんな思いがござい

ます。そういう中で町が基礎的自治体として十分なものを持っていることを誇りに感じつつ、
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新しい施策に対応していただければというふうに思いますし、また物の発想というものがご

ざいます。私はよく線の発想しかできない、あるいは面の発想しかできない、そうでなくて、

球の発想をしなければだめだと職員に言っております。そういう中でベクトルをどこへ定め

るかということ、これまた大事でございます。 

 いろいろと課題はございますが、そういう中で、できるもの、優先順位をする。それには

財政が大変でございますので、国、県のいろいろな対応の中でもいろいろと財政的な支援、

助成を得る中で頑張り得れば、よりよい町ができるなと、こんな思いを託していきたいと思

います。以上でございます。 

５番（山城君） 次に移らせていただきます。 

 ２．第５次長期総合計画について 

 イ．新たな視点と特長は 

 これにつきましても、昨日から関連の質問がございました。答弁いただける範囲でお願い

をしたいと思います。 

 平成２２年１０月２１日の議会全員協議会におきまして、平成２３年度を初年度として

３２年度を目標年次とする第５次長期総合計画の素案の内容について説明をいただきました。

総合計画は坂城町が目指す将来的な姿のビジョンを描くとともに、実現に向けて総合的に、

かつ計画的なまちづくりのあり方を示す基本的な構想であるわけであります。１０カ年の長

期にわたる基本構想をもとに、前期５カ年の目途とする基本計画により３カ年の実施計画を

立てる中で、細部にわたる基本施策につきましては実情を見極めながら毎年度において見直

しをしていくということであります。平成２３年度からスタートするわけでありますが、町

民の皆さんへの周知が大切であります。この機会におきまして坂城町の新たな方向性をどの

ように考えておられるのか、計画にもり込まれる新たな視点と特徴を住民にわかりやすくお

答えをいただければと思います。 

 ロ．地区懇談会を実施して 

 坂城町第５次長期総合計画の策定を進めるにあたりまして、計画素案を町民の皆さんに説

明をされ、内容を理解していただくとともに、ご意見やご提案をお聞きする懇談会が開催さ

れました。１１月１０日の中心市街地コミュニティセンターの会場を初めとしましてＪＡち

くま南条支所、中之条公民館、ＪＡちくま村上支所の４会場において、長期総合計画の基本

構想、素案でございますが、概略説明をされ、意見交換、質疑応答が行われました。設定時

間は２時間という中で、町の将来像を初めとして産業、保健、福祉、防災、環境、都市整備、

教育など町政の全般にわたる内容であります。 

 私も１会場に出席をして住民の皆さんのお考えなどを拝聴させていただく機会を設けまし

た。町を取り巻く社会環境の変化や経済情勢の中で、多くの皆さんのお考えに傾聴してまち
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づくりを考えていく接見方式の懇談会は、貴重なアクション・リサーチと言えます。取り組

まれた経過の中におきまして計画策定への反映を期待をいたすわけでありますが、住民の皆

さんより、また別の方向でメールとかファクスなどご意見ご要望もされたかと思います。地

区懇談会を実施しまして住民の皆さんに将来の町のビジョンについてご理解をいただけるも

のとひとつの判断をされていかれるかというお考えか、お伺いをいたします。 

 ハ．実施計画のパブリックコメントは 

 実施計画は、基本計画に示された基本施策を具体的に事業実施していくための３カ年計画

でありますが、町を取り巻く社会的・経済的状況の変化や住民の皆さんの意向に対応できる

よう計画に弾力性を持たせるとともに、必要に応じて毎年度見直しができるようローリング

方式がとられているものであります。２３年度から２５年度の３カ年の実施計画の作成に向

けまして、パブリックコメントによる意見の集約を行うことにより計画に対する意見などを

考慮され、次期予算編成への活用をしていくお考えはありましょうか、伺いまして１回目の

質問を終わります。 

町長（中沢君） 第５次長期総合計画に向けての新たな視点、特色等についてお答えしてまいり

ます。 

 私、どちらかというと、行政を携わった中で計画的なもの、長期構想あるいは基本構想、

いろいろな各部の計画に携わった経緯がございまして、どちらかというと自分なりに意見を

申し上げるというタイプでございます。素案を起草するにあたっても私なりの考え方を所々

持たせていただいたということでもございます。 

 そういう中で、例えば賑わいをする、発展させるためには、ただ定住人口を論じてもだめ

だよと。大事なことは、そうでなくてこれからは交流の時代だと。交流をよりするという交

流人口というもののとらえ方をすること、あるいはまた、大まかに今までの長野広域、ある

いは上田広域との全体のつながりでなくて、例えば上田市と産業が結びついている、医療が

結びついているということになれば、そういった面でより密接な対応をした方がいいんだよ

と。もちろん私どもの町が拠点交流をより進めていくという上に立っての話でもございます。 

 そこで計画の柱でございますが、基本的な理念を豊かな自然環境と保全を図りながら人間

の尊重を基本にするということ、工業を中核とした農業、商業など融合した産業の発展によ

って活力を生み出すと。そしてさらに住民と企業と行政が連携し、それぞれの役割を担う住

民自治による自律のまちをまず考えていこうということでもございます。中でも住民が地域

のあり方を自ら考え、行動し、責任を持つ協働のまちづくりを最重点に位置づけていくとい

うことでもございます。尐子高齢化、産業構造の変化、環境の問題、国際化、情報化の対応

など明日に向けてのものづくりに誇りを持ち、すべての人々が健康で生き生きと輝くまち、

自律のまちを目指したいと考えているところでもございます。 



 －８４－ 

 そうした中で、基本的理念は町の将来像、そのテーマを「自然と人の共生」「交流と創造」

「自律と協働」の３つを掲げ、自律、協働、創造をキーワードにしてまいりたいと考えてい

るところでもございます。 

 さらに総合計画に基づいて施策を展開するにあたりましては、６つの重要な柱、まちづく

りの主題課題を掲げております。そのひとつは、自律と協働によるまちづくりであります。

厳しい町の行財政の中で、これまで町が担ってきた役割を見直すことが必要になってきてお

ります。自律のまちづくりをさらに進めるために、住民、地域、企業、行政が一体となって

それぞれの役割を明確にして進めていくということ、これは不可欠でもございます。 

 ものづくりへのチャレンジが大事でございます。産業の振興にあたりまして、当町は中小

企業が集まったものづくりのまちとして知られています。企業を取り巻く状況は大きく変化

しており、農業、商業含め、変化に対応した産業施策が求められております。産業と雇用の

創出、これが大事でございまして、技術力、創造力を生かしながら、農工商連携も進め、子

どもたちが将来に向けて、この町で働きたいということ、いろいろ夢見る中で、ものづくり

に誇りを持てる、そういった町を進めていくことでもございます。 

 第３としては、尐子高齢化への対応です。家族形態の変化、地域におけるつながりも希薄

化しております。子育てや介護の悩みを持ち、支援を必要としている人々も尐なくありませ

ん。日常に介護を必要とせず、心身ともに健康な状態で自立して過ごせる期間、いわゆる健

康寿命を何とか伸ばしていきたいということも仕組みのひとつでございます。 

 第４には、環境の変化への取り組みです。緊急な解決をしなければ、地球的な課題である

地球温暖化対策、循環社会の構築、環境教育の推進、ごみ処理の問題、特に葛尾組合をかか

えている坂城町としては重要でもあり、将来的には太陽光発電など新エネルギーの活用につ

いても進めてまいるということでもございます。 

 そして５番目には、国際化への対応と産学官の連携であります。 

 政治、経済、学術、文化、さまざまな分野の中で国際的な相互依存関係が深まるものと考

えられます。民間のレベルの交流、産業技術交流、小学生の相互交流などをさらに進め、あ

わせてものづくりのまちである本町といたしましては、企業活動の国際化への支援も必要と

考えているところでもございます。 

 加えて本町は、中国復旦大学日本研究センター、信州大学、長野大学、埼玉大学、国、県

の研究機関、例えば産業技術総合研究機関等ともいろいろつながりを持っております。産業

振興はもちろん、国際化への対応、文化の向上など、まちづくり全体の視点から産学官連携、

大学連携をさらに進める、それがひとつの誇りになるようなまちづくりを求めていくべきだ

と考えているわけでございます。 

 総括的に明日のまちづくりを担うことは人材の育成が大事でございます。自律のまちに向
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けて住民が主体となって創造性と自律性を培い、住民や地域、企業、町が一体となって地域

づくりを実践していくためには、まちづくりを担う人材の育成が重要であることは申すまで

もありません。自律のまちづくりの推進に向けて地域課題を主体的に解決できる住民の自治

力や地域力を育成するためにも、まちづくりの各分野において人材養成を積極的に進めてい

くことが大事だと、こんな柱立てをしたところでもございます。以上でございます。 

企画政策課長（片桐君） 続きまして、地区懇談会を実施してについてお答えを申し上げます。 

 山城議員さんにもご出席をいただきました。計画の策定にあたりまして、総合計画素案に

つきまして町内４カ所で説明会を開催し、住民の皆さんからご意見ご提言をいただいたとこ

ろでございます。参加者からは１０年先を展望したまちづくりにつきまして熱心な意見や提

言が出されました。住民の皆さんの坂城町をよくしたいという思いを強く感じたところでご

ざいます。 

 出された意見の主なものを申し上げますと、協働のまちづくりに向けて住民が主体的にか

かわることができる仕組みづくり、高齢化社会に対応した高齢者が生き生きと活躍できる場

の確保、医療や福祉の充実、尐子化対策、そして若い方が住みよい、子育てのしやすいまち

づくり、工業を中心としたものづくりの支援、女性にやさしい町の実現などであります。こ

れら以外にも多くのご意見をお聞きすることができましたので、ご理解をいただき、一定の

成果を得ることができたというふうに考えております。各会場におきましても、この場だけ

でなく、後日ご意見ご提言があれば政策課の方へお申し出いただくように４会場でお願いを

してきたところであります。 

 次に、実施計画のパブリックコメントについてお答えを申し上げます。 

 政策、計画などの策定に際し、案や資料をホームページなどに公表の上、それに対する意

見や情報を広く募集し、寄せられた意見等を反映させて計画や政策を決定させる、いわゆる

パブリックコメントは、住民の皆さんなどのご意見等反映させるための手段として有効な手

続だというふうに思っております。 

 計画の策定にあたりましては、総合計画審議会の委員の皆さんからご意見をお聞きすると

ともに、有識者アンケート調査の実施、地区懇談会の開催、さらにはまちづくりにかかわる

いろいろな団体の皆さんに対する説明などを行い、意見をお聞きしてまいっているところで

ございます。さらに基本構想の案につきましては、町のホームページに掲載しながらパブリ

ックコメントを実施をしていくというふうな考えでおります。 

 ご質問の実施計画のパブリックコメントでありますが、実施計画は、基本構想及び基本計

画に示された基本施策を実施するための事業別の細部の計画であります。３年間の計画であ

りますが、住民の皆さんの意向や社会的・経済的条件等に対応するため、毎年度見直しを行

って実施をしているところであります。 
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 実施計画の見直し作業にあたりましては、事業を所管する各担当課が議会からのご提案や

地域あるいは住民の皆さんのご要望を踏まえまして計画の立案をしてきておるところであり

ます。実施計画は住民の皆さんのご意見等を反映させた上で見直しを行ってきていると、こ

れまでもそういう考えでおりまして、今後もそのように考えております。実施計画のパブリ

ックコメントにつきましては、いろいろな条件等もございますので、今後の研究課題とさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

５番（山城君） それぞれ答弁いただきました。 

 地区懇談会でございますが、これは私も行ったのですが、直接資料を会場でいただいて住

民の皆さんがどの程度理解できるかということが私も心配になったわけなんですけれども、

その点もう尐し前段階で、そういう配慮をお考えになったのか。お話を聞いてわかってくだ

さる住民の皆さんもいるかと思いますけれども、そんなことを感じたのですが、時間もなく

なりましたので、その思い、どんなふうに考えておられたか。 

 また実施計画のパブコメは、またこれは今後、ある市でも長野県内でも実際１１月に期間

限定でやっている、今、課長がおっしゃられたホームページとかそういうので、それをいっ

たん集約して、それをたたき台にして、採用するか、しないかは別として意見を多く取り入

れたいという、そういう姿勢を持っている市町村は長野県にもありますので、研究されると

いうことですから、前向きにお願いをしたいと思いますけれども、その点、今、資料が直接

当日配布されて、本当にいいのかなと私は感じたのですが、その辺はどういうふうにお考え

になっているのでしょうか。 

企画政策課長（片桐君） お答えいたします。 

 ご質問の趣旨は十分理解できます。ただ、資料的には事前に言われましても、ちょっと膨

大な感じもあるわけであります。それと事前に配るというよりも私どもが一定の案、いわゆ

る素案ですね、それをまとめた上で住民の皆さんにご意見をお聞きする方がより意見が出や

すいのではないかという考え方で今回の手法をとらせていただいたわけであります。 

 議員さんのご心配する点もございましたので、先ほどもご答弁申し上げましたが、会場だ

けでなくて、お持ち帰りいただいて後日もう１度目を通したら、こういった点もいいのでは

ないか、あるいはこういう表現の方がいいのではないかというような、そういう意見やご提

言があったら、ぜひ企画政策課の方へお出しいただくように、その場だけで終わりという形

にはとってございませんので、考える時間も町民の皆さんにとっていただくような配慮もし

てきたことでありますので、そんなような手法をとらせていただいたことをご理解いただき

たいと、こんなふうに思っております。 

５番（山城君） その件については私もそういうふうに思いましたので、多分また課長の方もそ

ういうふうにおっしゃっておりましたから、あまり心配ないなとは思っていましたけれども。
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以上です。 

 次に入らせていただきます。 

 ３．建設業振興について 

 イ．住宅リフォーム助成について 

 世界的な景気変動の長期化により日本経済の低迷が続いておりますが、円高動向による企

業業績の問題や雇用環境の改善が進んでいない状況下の中で、建築業界におきましても仕事

量や雇用の確保、技能後継者の養成など厳しい中で地場産業として努力をされておられるこ

とは周知のとおりと思います。 

 県内企業の平成２２年度の設備投資実績見込額、これは県外、海外も含んでおりますけれ

ども、全産業で前年度実績比プラス１８．７％、製造業でプラス３０．５％となる一方、非

製造業ではマイナス１８．５％の見込みでありまして、依然低水準ということであります。 

 平成２２年１０月の県内の新築建築は前年同月に比べ、貸家が３４．９％減と大きく落ち

込み、さらに持家もマイナスに転じたことからマイナス１３．１％ということであります。

今日壊してつくるよりリフォームできればという志向も高まっていることも事実であり、住

宅の耐震補強ですとか、現在町でも下水道が計画的に進められている宅内の接続にはリフォ

ームが必要であります。需要の喚起による接続率向上への誘引にもなるものと考えるもので

あります。 

 今年５月現在で全国で３２都道府県、１県１５８市町村において住宅リフォーム助成に取

り組まれているということでありまして、本定例会におきましても住宅リフォーム助成制度

の創設について陳情がなされております。地域経済や雇用の確保の観点から制度の創設につ

いて町の考えをお伺いしたいと思います。以上です。 

建設課長（荒川君） 私からイの住宅リフォーム助成についてご答弁申し上げます。 

 住宅リフォーム助成制度については、昨今の情勢の中で、壊して新築するよりも改修し、

活用するという考え方にあわせて住宅のリフォームが他の業種にも及び、関連産業への波及

効果が期待されるといったことから、制度の創設について要望をいただいておるところでご

ざいます。 

 今、町にある住宅改修に関する助成制度等につきましては、寝たきり老人世帯のバリアフ

リー化改修等を対象とする事業、また勤労者の生活安定を図る住宅建築資金等の利子補給制

度、住宅建築物の耐震診断とそれに基づく耐震改修工事の助成制度、また本年４月から施行

の太陽光発電システムについての助成制度、そして下水道、宅内排水設備工事資金の利子補

給、そういった事業がございまして、いずれも福祉、勤労者支援、安心・安全、環境などそ

れぞれの事業目的に沿って設けられ、ご利用をいただいているところでございます。 

 なお、県下の市町村についても、ほぼ同様な福祉、災害対策、エコ改修等の事業が主流で
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もございまして、地域経済の活性化対策としてリフォーム制度の創設という要望をいただい

てはおりますが、当面は現状の助成要綱の中で取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

５番（山城君） 住宅リフォームについては現状でいくということでございます。今後これにつ

いての検討をされるかどうか、現状ということですが、そういうお考えがあるかどうか。 

 それでひとつ通告しましたが、落としましたので言わせていただきますけれども、ロとし

まして、公共建築物木材利用促進法についてであります。 

 公共建築物等による木材の利用の促進に関する法律がこの１０月１日に施行されました。

これにより長野県は県産材の利用方針の改定案を、つい最近ですが、まとめたところでござ

います。木造化を促進する公共建築物として教育施設や住宅施設など８施設において具体的

に長野県は挙げており、さらに同法に鑑みまして高さ１３ｍ、かつ軒高９ｍ以下の延べ床面

積３千㎡以下の低層の公共建築物については、原則木造による整備を定めるということに進

めていることであります。 

 これは国、県の方針に沿って市町村の役割として、今後、学校教育や社会福祉教育関連等

施設との調和、連携、広域的な視点に立った木材の効率的・安定的供給体制の整備、森林の

適正な整備の推進、民間事業者に対する公共建築物への木材利用の呼びかけなど目標を具体

的に方針を定めて町は運用しなさいということですが、これについての町の今後のお考えに

ついてお伺いいたします。 

建設課長（荒川君） まず住宅リフォーム制度の取り組みについての考えでございますけれども、

基本的には個人資産に公費投入という問題も、この中にはあろうかと思います。地域経済の

活性化施策という部分ではございますが、町といたしますと、違う部分で政策的な判断の中

で、地域経済の活性化であったり雇用という部分は取り組んでいる状況になろうかと思いま

す。現状において住宅のリフォームをそれに考えていくというところではなく、現状のある

仕組みの中で取り組んでまいりたい、そのように考えております。 

 それから続きまして、ロの公共建築物木材利用促進法についてでございますが、この法律

は、本年施行されました公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律、これは現在、

公共建築物の木造率が大変低いということ、今後の需要が期待できる公共建築物にターゲッ

トを絞って国が率先をして木材利用に取り組むとともに、地方公共団体も主体的な取り組み

を促して木材全体の需要拡大を図ろうとするというものでございます。 

 県では平成１５年に長野県県産材利用指針を定め、長野県産の木材の建築物や公共土木工

事のほか、暮らしの中での積極的な利用拡大に努めてきたところでありますが、このたびの

法施行に伴い、当たり前に木のある暮らしの実現に向けて現在、改正案の作成を進めており

ます。 
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 この法律においては「県及び市町村が整備する公共建築物について木材利用の目標等の利

用方針を定めることができる」とございまして、県の取り組みは、先ほど申し上げたとおり

ですが、まだ市町村レベルでこの策定には至っていない状況で伺っております。 

 町といたしましても、公共建築物の木材利用に努め、この秋オープンいたしましたさかき

地場産直売所も県の元気づくり支援金事業により県産材の活用に取り組み、現在、建築の準

備を進めております直売所敷地併設のトイレも森林・林業・木材産業づくり交付事業として、

信州の木を利用したぬくもりある環境創出として国と県の助成を得ながら事業化を図ろうと

するものです。財源確保という観点も踏まえながら、これからも公共建築物等の木材の利用

については、その都度配慮し、検討してまいりたいというふうに思います。 

５番（山城君） 時間がなくなりました。それぞれ答弁をいただきました。 

 ある出版社に「日本まちづくり事典」というのがあります。ここでテーマを１４のジャン

ルに分けまして全国１００市町村の実例が紹介されていました。その中に「産業・地域経済

とまちづくり」ということで坂城町が「草の根ハイテクタウンの坂城町」というテーマで掲

載されておりました。これはテクノタウンとして脚光を浴びる町として千曲川に沿ったばら

とかりんごとかぶどう、あるいは住宅街の中に大小工場がありながら人口１人当たりの製造

品出荷額は県内トップということで独自の製品とか自前の技術を持った国際派企業もあると

いうことであります。 

 しかしながら、リーマン・ショックから産業構造の変化により工業製品出荷額は、昨日、

同僚議員から言われたとおり半分になっております。今年はいろいろと政治、経済、国内と

も錯乱した状況がありましたけれども、迎えるうさぎ年は鼓腹撃壌を願い、私の一般質問を

終わります。 

議長（春日君） ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後１２時１２分～再開 午後１時３０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 ２番 中嶋登君の質問を許します。 

２番（中嶋君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問を

させていただきます。 

 私は今議会においては町長に敬意を表するからこそ議会人として是々非々で行いたいと思

います。３月議会ではうんと褒めて花道をおつくりしたいと思っておりますが、立つ鳥跡を

濁さずという言葉もあります。心あるご答弁をお願いをするものであります。 

 さて、今議会、町長の招集あいさつの中で「ごみ処理手数料の有料化を４月からスタート

いたしました。１１月末までの家庭系可燃ごみの排出量は前年比マイナス５％の９０ｔの減

となっており、町民の皆様のご協力により一定の成果と感謝申し上げますが、他市町村の
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１０％以上の減尐状況と比べますと決して高い数値ではありません。長野広域連合のごみ処

理施設にかかわる計画の見直し作業も進められております。施設建設の負担増にもつながり

ますので、さらなる減量化、資源化の推進にご協力をお願いするものです」と、このように

町長はご報告をなされましたが、私は全く同意見でございます。 

 １．葛尾組合焼却施設について 

 イ．千曲市への移設は 

 この事案に関する話は、私も葛尾組合の議員でもあるし、隣町の千曲市にお願いをする件

でもあり、微妙な問題であるので発言を控えさせていただいておりましたが、去る１１月

１８日、中之条公民館において坂城町第５次長期総合計画地区懇談会の折、町長より突然、

あと４年延びて平成３０年になると言われました。計算をしてみますと、何と８年も先に延

びてしまったということであります。当然、会場内は大多数が中之条区長、公民館長を初め

中之条区民の皆様でありましたので騒然となったのは言うまでもありません。 

 私も再確認と検証のため、長野広域連合ごみ処理施設の移設問題を尐し前に遡って調査を

してみました。平成１１年３月のごみ処理広域化計画によると、焼却施設２カ所、南部地域、

これは平成２１年度稼働、と北部地域、平成２６年度稼働となっております。南部は千曲市、

我が坂城町など、北部は長野市周辺でございます。 

 平成１２年におきましては、葛尾組合がストックヤード建設受入条件に対する回答を１２

項目にわたって中之条区に提出しております。 

 全部報告すればいいのですが、時間がありませんので大事なところを抜粋しますと、例え

ば４番目の条件でございます。国、県が推進する長野広域によるごみ処理量については、平

成２１年度までに中之条地区以外に設置すると、その際、現在使用している焼却炉は撤去す

ること。これに対しての回答文でございます。「長野広域連合により計画が進められている平

成２１年度稼働を目途としている新施設の建設場所については、計画に沿って中之条区以外

に設置するものと理解しており、そのように働きかけてまいります。なお、新施設へ移行後

は計画的に現施設の撤去を行ってまいります」。１１番目の条件でございます。平成２１年度

への移設については、行政の動きや情報を中之条区に提供をすること。回答といたしまして

「長野広域連合の新施設計画の推移についての情報については、中之条区に提供してまいり

ます」。ほか１０項目にわたって回答しております。 

 なお、当時組合長の中沢町長、そしてまた、あの当時でございますから合併前でございま

すね、千曲市が。ですから、更埴市の宮坂市長、戸倉町の滝沢町長、先ほども傍聴席におら

れました上山田町の小山町長、現県議でございますが、１市３町の首長の大きなサインがし

てあり、中之条区と約束しております。 

 参考までに、町長、ご覧ください。これがそのときの約束事でございます。もちろんここ
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には各市、それから町の大きな印鑑も全部ここには押されております。ただ、これはコピー

でございますから、ちょっと黒くなっておりますが、こういう約束を中之条区とあの当時交

わしております。 

 さて、平成１４年３月のごみ処理広域化基本計画では、南部、北部という名前がどういう

わけか消えております。（Ａ施設）括弧してありました。平成２１年度稼働、（Ｂ施設）平成

２６年度稼働ということになっております。 

 なお、平成１５年には新たにごみ処理施設建設及び管理運営計画策定委員会並びにごみ処

理施設建設及び管理運営計画策定委員会専門部会、この２つを発足させて建設及び管理運営

計画の提言をいただいております。 

 ちなみに委員名簿も私、調べてまいりました。その当時の委員は、ちょっとこうやっても

見えませんので全部は読みませんが、どんな委員の皆様がいたかというと、例えば学識経験

者、これは信州大学工学部の教授であります大石さん、それから同じく信州大学の松本さん、

それから同じく信州大学でありますが、工学部ではなくて教育学部の、これは女性でありま

す、松岡教授というあんばいでございます。それから広域的には議員も３名ほど出ておりま

す。例えば長野市では平瀬さん、須坂市の北澤さん、前千曲市の西沢さん。あと農業関係の

方々も１２名ほどおります。そこへ一般公募の方が３名ということでございます。それから

専門部会の委員でございますが、これも立派な方々ばかりでございます。例えば社団法人全

国都市清掃会議技術部担当部長であります寺嶋さん、それから元玉川大学の工学部の教授で

ございます鍋島さん、それから東京大学の名誉教授でございます藤田さんというような方々

が集まりまして、これからどうしていくんだということに対してご議論をいただいたメンバ

ーの皆様でございます。 

 このときに幾つか提言をいただいている中で、Ａ施設、これは先ほども言いました平成

２１年度稼働、及びＢ施設、平成２６年度稼働の地域割の提言という項目もこの中には入っ

ておりました。 

 さて明けまして翌年の平成１６年でございます。３月４日に長野広域連合ごみ処理計画に

伴う建設候補地の選定について町では中之条区に説明会を開いております。今度はＡとＢ施

設という名称が消えておりました。１施設、２施設になっております。施設と設置場所の長

野広域連合事務局（案）ということで、そういうことが載っておりました。１施設は長野市

内というふうになっているんです。２施設は更埴ブロック内、これは千曲市、坂城町という

ことですが、というふうになっておるんです。 

 ここからが問題でありまして、ＡとＢがすり変わってしまったような不思議な話になって

いるのでございます。説明資料によりますと、焼却施設１施設目を長野市内とする理由、こ

こには括弧がありますが、（平成２３年度稼働予定）となっているが、本当は平成２１年度で
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あったが、１年前の平成１５年の１１月２６日付の、これも私、調べてまいりました。ここ

にございます。これもちょっと見えないわけでございますから、この新聞記事の重要な部分

を抜粋してありますので、ご報告をさせていただきます。 

 「長野市の鷲澤市長は、同連合会議定例会で焼却施設の建設について現時点で建設場所が

決定しておらず、計画より尐なくとも２年以上遅れるとの見通しを示しました」という記事

でありました。そして、びっくりするようなことも書かれております。「葛尾組合焼却施設は

平成１２年、１３年度のダイオキシン類対策工事にあわせて焼却炉本体の改修を済ませてお

り、その耐用年数は１５年程度と見込まれ、多尐の補修的工事は必要としても稼働できる見

込みであること」と、こんなようなことも書いてございました。そして、ここではっきり記

されているのは「焼却施設２施設目を更埴ブロック内とする。」この後に括弧で（平成２６年

度稼働予定）と記されておるわけであります。 

 平成１２年の葛尾組合ストックヤード建設条件の回答では、平成２１年度には千曲市で稼

働を目途としていると言っていたのが、平成１６年には平成２６年に先延ばしにされ、まさ

に先ほど申し上げましたように今年、平成２２年の本年に、またここで言われたことは、平

成３０年に延びてしまいましたと、こういうことです。結局、中之条区との約束を放棄し、

１０年も遅くなってしまったのが実情であります。 

 ロ．地元中之条区への対応は 

 これはペナルティも含めて中之条区民に誠意ある対応をとってほしいと思うのでございま

すが、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

町長（中沢君） 中嶋登議員の質問にお答えしてまいります。 

 葛尾組合議員もやられておられる中嶋議員でございますし、また各地の先進地も主に調査

されているというような観点から、焼却施設に対していろいろ造詣あるお話も伺ったところ

でもございます。 

 そうした中で、葛尾組合焼却施設が千曲市へどのように移転するかということ、これはお

話のように長野広域連合のごみ処理広域化基本計画によって進められていると。新しい焼却

施設については、お話のように更埴ブロックに建設するということで、一応Ｂ焼却施設と位

置づけております。千曲市に設置することは決定しておりますが、平成２６年度中の稼働を

目指し、千曲市がいろいろ中心になって工事を選定しているということは、ご承知のとおり

でありますが、今なお候補地の決定という段階には至っておりません。 

 長野広域連合では、本年度において学識経験者、広域議会議員、住民代表、公募委員で組

織するごみ処理基本計画検討委員会や、施設や技術的な事項について専門的な見地から意見

を求めるために設置するごみ処理施設整備計画等専門委員会などにおいて基本的計画を見直

し作業を進めているところでもございます。新しい施設の稼働時期や将来のごみのいろいろ
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な予想、こういったものは、それに基づきまして施設規模の検討あるいは焼却灰の有効利用、

焼却施設の運営に係る事業手法等について議論されるわけで、こういった中から基本計画の

見直しの素案も１、２出てきているところでもございます。 

 町といたしましても、将来を見通した適正な施設規模の見直し、既設施設の老朽化に伴う

新施設の早期着工、要するに葛尾施設が老朽化もしておりますので、新しい施設への移行と

いったことをいろいろ広域の理事会においても申し上げ、意見具申もしているところでもあ

るわけでございます。Ｂ施設につきましては、長野市に建設される予定のＡ施設同様に県条

例に基づく環境影響調査、いわゆる環境アセスメントを実施しなければなりません。より厳

しい公害防止規制値が適用される施設規模を考慮いたしまして、処理能力は１日１００ｔと

決められていると。来年度から環境アセスメントを実施いたす、そうした同意を得て整備計

画や計画決定諸手続を進めますと、お話のように建設工事に着手するまでには相当の時間が

かかるということ、これまた事実でございます。 

 千曲市への移設、稼働開始時期につきましては、前計画で設定した平成２６年度中の稼働

を目指しているとはいうものの、今後、環境アセスメントに係る現状調査、それに伴う評価

書の作成、工事期間等を考慮した場合には、遅れるということが事実となってきているとこ

ろでもございます。まず建設予定地である屋代中島地区の同意を得て早期に建設着手できる

よう、千曲市の関係者の皆さんに頑張っていただかなければ、どうにも前へ進まないという

ことでもございます。 

 地元中之条区への対応でございますが、現在、葛尾組合の焼却施設は、昭和５４年に運転

を開始し、既に３１年を経過しております。この間ダイオキシン対策として焼却炉の大規模

改修も行い、またプラスチックのストックヤードを設置するなど地元の皆さんのいろいろご

理解いただき、坂城町及び千曲市の一部事務組合として廃棄物行政をいろいろ担ってきたと

ころでもあるわけでございます。早期の移転については、町としてもいろいろ関係機関にお

話をしているわけでございますが、新たな施設が千曲市に完成するまでは現在の葛尾組合の

焼却施設を維持していかなければならない、これまた事実でございます。 

 本年度ごみ処理基本計画の見直しが進められております。最終的な見直し計画がまとまっ

た段階で、現在こうなるんだということをより詳しく地元にも説明しなければならない義務

を負っているということは、けだし当然でございます。今、長野広域そのものの計画を進め、

一応の現在のところ２６年ということは申してはおりますが、実際に環境アセスメントの調

査をしているという段階を見ると、それなりに遅れるなと。また更埴ブロックのＢ施設、こ

のものがまだ建設地が確定しないということ、しかし、環境アセスメント調査をともに実施

するといたしましても、今後いろいろな環境影響調査、あるいは現況調査、そしてまた整備

計画等の調査等がございます。それらを考えますと、それができて建設ということになると、
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早くも２７年から２９年と考えると、実際のお話として、私は中之条の皆さんには、こんな

状況だよということをお話ししておく機会として申し述べたわけでございます。いまだ長野

広域においては２６年の建設という仕組みの中ではございますが、実際上としては、そんな

動きがあるということでご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

２番（中嶋君） 町長から苦心のご答弁をいただきました。 

 実は、またこれも話がちょっと過去に遡るわけでございますが、平成１６年３月４日に、

先ほど申し上げたように、中之条区説明会において平成２１年度と言っていたのが突然２６

年度に千曲市で稼働予定であると言われていたものであります。それを踏まえて中之条区で

は（名称）中之条区葛尾組合焼却施設対策委員会を発足させております。 

 規約は８条にわたっておりますが、ここにもあるわけですが、これもちょっと見えないか

ら大事なところをご報告申し上げますが、８条にわたっておりますが、第２条の目的には

「本会は快適な生活環境を守るため、葛尾組合焼却場施設を早期に他地区へ移設することを

目的に活動する」と記されております。そして４条でありますが、組織には「本会は地元出

身町会議員、中之条正副区長、同じく正副議長、小組合会長、前区長、前々区長をもって組

織する」となっており、私も委員になっております。こういう委員会があるのに、まずはこ

こに相談をするべきだったと私は、町長、思うんです。第５次長期計画の説明会を中之条公

民館でやったときに、町長は、いい意味で中之条の皆さんがお集まりになっているから、ち

ょっと困ってはおるが、ちょっと延びてしまったよというようなご報告をそこでは述べられ

たという、私は了としてとっております。でも逆に言うと、このような委員会があるのに、

残念なことは、言うなれば区長さんのところでも行って、こんな状況ですよと。そうすると、

この委員会でも開かれた中で、またお話がということになれば、皆さんがあの場では騒然と

はなさらなかったように私たちは思うわけです。その辺のところがちょっと私に言わせれば

まずかったと思っております。 

 ですから、先ほども申し上げましたが、微妙な問題であるので、慎重に、さらに速やかに

対処をしていかなければいけないものだと思います。再質問、町長、お立ちになってしなく

てもよろしゅうございます。ただ、町長にお願いしておきたいのは、また早目に中之条区の

区長さんを通じて区会議員の皆様に、今ちょっと町長そこで報告申し上げていただきました

が、そのような明細を中之条区のこの対策委員のところへ行って、やはりご報告を申し上げ

ておくべきだと私は思います。ぜひお願いをしておきまして、再質問は時間の関係もござい

ますので、よろしゅうございます。できれば、きちっとした検証を私はまたしていくつもり

ではございます。 

 さて、次の質問に入ります。 

 ２．尐子化対策の根幹について その３ 
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 イ．子宮頸がん、ヒブワクチンの集団接種を 

 この質問は今年３回目でありますが、尐しおさらいをいたしますと、夢のワクチンができ

て注射をすれば、がんにならないということであります。日本では年間１万５千人の女性が

子宮頸がんを発症し、そのうち３，５００人が命を落としております。命は落とさなくとも、

子宮を摘出したり一部切除、放射線治療などで子どもができなくなる人が６千人近くおりま

す。まさに尐子化対策の根幹を揺るがすものであると思います。早く解決しなければと思う

ものであります。 

 また大切な赤ちゃんが生まれたらヒブワクチン、通告はしてありませんでしたが、小児用

肺炎球菌ワクチンのこの３点セットは公費負担で無料として町民の命を守るべきだと私は思

うのであります。 

 全国的には栃木県大田原市から始まって、今１４２の自治体に公費助成が始まっておりま

す。県内でも松川町、南牧村、根羽村、飯島町、阿智村、阿南町、長和町、塩尻市、東御市、

高森町、青木村などであります。最近では、新聞に載りましたから皆さんもご確認したかと

は思いますが、駒ヶ根市と箕輪町が国、県の基金を利用し、市が２分の１助成をして無料に

するように、この１２月議会に上程をしたとのお話も伺っておるわけであります。 

 町長も前回の答弁の中で「国と県の動向を見ながら考えたい」と、これは町長もいい話だ

なと思っていたと私は思っています。だから国、県がやればというようなお答えをあのとき

にいただいておりますので、具体的なふうになってきているように思いますので、この部分

を町長にご答弁を願いたいと思います。 

 ロは次にやります。ロも入れてやった方がいいのですか。だったら全部やりますけれども、

私は十答一問だから。イを片づけてからロをと思いましたが、ご希望でありますれば、私は

今、ロの方をやりたいと思いますが、議長、そんなことでよろしゅうございますか。 

議長（春日君） はい。ロもやってください。 

２番（中嶋君） それでは議長のお許しを得ましたので、そのようにさせていただきます。 

 ロ．小・中学生に性教育を 

 ウィミンズ・ウェルネス銀座クリニック院長であり、産婦人科医学博士の対馬ルリ子院長

の話では、尐女たちへのワクチン接種と教育が予防のかぎであると言っております。例えば

小学生にはどういうふうに説明をするのかと、また中学生や高校生にはというふうに、それ

ぞれの年代や理解力に合った説明の方法があると思いますが、正しいことを知って予防意識

を持つことが大事だし、正しい知識を持つ権利が子どもにもあると言っております。権利が

あるようです、子どもたちに。 

 また、こんなショッキングな話もしておりますので、ご報告をいたします。なぜ小学校６

年生から中学３年生に集団接種を早くする方がよいかというと、今の高校３年生で４割から
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５割、大学生では８割から９割がセックスを経験するなど、今の時代、性行動が早くなって

いる実情があるとのことであります。ですから性行動を開始前に接種を受けた方が当然よい

わけであります。 

 ですから前回も質問いたしましたが、子宮の大切さを教えるよい機会であります。子宮頸

がんの恐ろしさと予防を小・中学生の性教育に取り入れたかを、これは教育長にお尋ねをい

たします。以上であります。 

教育長（長谷川君） 中嶋議員さんからの小・中学生に性教育をというご質問にお答えをさせて

いただきます。 

 中学校での性教育の教材として子宮頸がんを取り上げるべきではないかというご意見は既

に頂だいをいたしております。６月議会でお答えを申し上げましたように、これにつきまし

て中学校へは教材として取り上げるかどうかを検討していただくようにお願いをしました。

また教育委員会でも７月定例会で、これについて検討をいたしました。 

 現在、中学校での性教育のカリキュラムの性感染症に関する学習の部分ですが、この中心

的な教材は後天性免疫不全症候群の、いわゆるエイズで、これを取り上げております。エイ

ズに加えて子宮頸がんを教材として入れることができるかどうか、あるいは中心教材のエイ

ズをやめて子宮頸がんを取り入れることができるかどうかを検討していただきました。 

 結果としましては、エイズと子宮頸がんの両方を教材として扱うことは配当時間から考え

ると無理であると。さらにエイズにかわって子宮頸がんを教材化するということはどうかと

いうことですけれども、性感染症としましては、エイズの方が国際的にも、その対策が大変

急がれておりますし、その撲滅運動は国際的に展開されているわけでありますので、そちら

の方を選ぶことの方が適切ではないかという結論でありました。今年もエイズを性感染症の

学習の中心教材として学習を進めていただいております。 

 中学校の結果につきましては、７月の教育委員会で協議をしましたけれども、性感染症の

学習の教材としては、もちろん子宮頸がん防止も重要な課題ではありますが、エイズの方が、

国際的な取り組みの状況等を見ますと、適切な教材であるという中学校の判断は尊重してい

いのではないかという結論であります。 

 教育委員会といたしますと、学習内容はともかく何を教材として取り上げるかという点に

至るところでは、学校で先生方が十分お考えをいただき、校長先生が校長の責任のもとに決

定していただくことで、それがよほど偏っていない限り学校の判断で任せていくということ

でよろしいのではないかというふうに考えております。 

 ただ、今ご指摘をいただきました子宮頸がん予防ワクチンの接種が行われるというような

お話も伺っておりますし、もし、そういう段階になりますと、集団接種という形で学校で行

うことが当然予想されるといいますか、想定しなければならないと思います。その場合には、
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子宮頸がんに関する指導というものをしないで接種ということはちょっと考えられないと思

いますので、その辺の状況を見ながら適切に中学校で判断をしていただくようにお願いをし

たいというふうに考えております。以上です。 

福祉健康課長（中村さん） お答えいたします。 

 子宮頸がんヒブワクチンの予防接種につきましては、今までに何度かご質問をいただいて

いるところでございます。 

 ご存じのとおり国におきまして、これらの予防接種を促進するため、子宮頸がん等ワクチ

ン接種緊急促進臨時特例交付金の予算が先月２６日、成立したところでございます。この臨

時特例交付金は、市町村がワクチン接種のために支出する医療機関への委託料等の費用に対

して国から２分の１の負担割合で交付されるもので、平成２２年度と２３年度の２年間に限

定されております。国の動向といたしまして、これらの予防接種は平成２３年度までは接種

希望者だけを対象として接種する任意予防接種とし、平成２４年度からは予防接種法を改正

して市町村の責任において接種することを定めた定期予防接種として位置づけられていく予

定でございます。 

 この臨時特例交付金の接種対象者につきましては、子宮頸がん予防ワクチン接種では中学

１年生から高校１年生の女子とされており、ヒブワクチン接種につきましては、生後２カ月

から４歳の乳幼児とされております。 

 それぞれの接種回数につきましては、子宮頸がん予防ワクチン接種は３回の接種が必要で、

１回目から２回目の接種間隔が１カ月、３回目は１回目から６カ月後に接種することと定め

られております。またヒブワクチン接種につきましては、生後２カ月から６カ月時では４回、

生後７カ月から１歳未満の乳幼児では３回、定められた一定の間隔を置きながら接種するこ

ととされております。徐々に発症率が低下する１歳から５歳未満児では１回だけの接種で予

防が可能とされております。 

 町といたしましては、ご質問にあります子宮頸がん予防接種、ヒブワクチン接種のほかに

先ほど議員さんもおっしゃられましたが、小児用肺炎球菌ワクチンの接種も含め、それぞれ

検討してまいります。以上でございます。 

２番（中嶋君） それぞれご答弁が返ってきたわけでありますが、課長からは私がわからないよ

うなところまでいろいろご説明があったり、また、いろいろ国、県の関係のご報告もあった

わけでありますが、いよいよいい傾向には動いてきたかなという感じは今しているところで

あります。先ほども、途中のような話で申し訳ないのですが、町長にも、今、課長が答弁な

された、その辺のところを町長としてのお気持ちを一言でよろしいです、やるぞという、そ

んなようなお言葉をいただければ私はうれしいわけですね。ちょっとお願いいたします。 

町長（中沢君） 先ほど子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金が先月の２６日によ
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うやく成立したというお話があったわけでございます。議員さんもお話のあったように、今

までの議会の中では、こういった課題が出たときに、そういった医療というものは国がまず

主体的にやるべきだということ、国の責任でやるべきだということを常々申し上げてきたわ

けでございます。それは医療ミスもございましょうし、いろいろリスクがございます。しか

し、国もそれを認めて国が今回、助成する道を開いたということでもございます。今、県の

説明会を受けて検討しているところではございますが、子宮頸がんワクチン接種、それとヒ

ブワクチン接種、小児用肺炎球菌ワクチンについては、この議会の最終日に追加予算として

対応していきたいと、こんなふうに考えております。 

 こういう中で、その助成の道というのが期間が２２年から２３年ということで、２４年以

降は市町村の責任だよということでもあるわけで苦慮するところではございますが、２３年、

２４年に対しては町も負担をすると。そして２４年以降については国の動向等を見定めなが

ら対応していくということにいたしたいなと、こんなふうに今、検討の中身はその方向に向

かっているということでご理解いただきたいと思います。 

２番（中嶋君） 立つ鳥跡を濁さず、いいご答弁ありがとうございました。立派です。ただ、

２４年以降というところは、町長お話に何度か出てきておりまして、またこの次、町長の後

を継ぐ後継ぎが出て、その彼が本気でやるでしょう。だから町長は、彼女かもしれませんね、

すみません。女性議員がいますので、彼っきりじゃ怒られてしまいます。彼女かもしれませ

ん。これはご期待をするところであります。 

 とにかくそれぞれ皆さんからご答弁をいただきましたが、教育長も同じ答弁でしたね、私

のこの間と。ということは、エイズも大事だと。私も言いました。私、ここでエイズやって

います、一般質問で。エイズ大変だよと。でも、やはり子宮頸がんをやったということは冒

頭を見ていただければわかるのですが、尐子化対策なんです、これ、私、言っているのは。

これは大変だぞと。尐子化対策の一環として私は子宮頸がんを取り上げて、そういうご報告

をしたのです。当然世界的に見たらエイズは大変です。それから日本も今、エイズはじわじ

わ潜行しておるようです。また、いつか私はここでやらせていただかなければいけないので

すが、そういう質問をします。 

 ただ、私は、教育長に言いたいのは、尐子化がうんと進んだ日本なんですよ。世界的に文

明国と言われているようなところは大分尐子化が進んでおるようですが、逆に言うと、また

うんと爆発的に人口が増えている場所もありますから、世界ではやはりエイズでしょうな。

でも、やはり日本では私は子宮頸がん、エイズ両方とも大事にしなければいけないと思うも

のであります。 

 これは時間もありませんし、もうひとつございますので、教育長にお願いしておきたいの

ですが、できますればエイズの今の教材というお話でございますが、手づくりの子宮頸がん
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の教材をおつくりになったらどうでしょうか。私、ここで３回やっただけですよ。皆さん、

子宮頸がんの恐ろしさ、子宮頸がんに注射を打てばがんにならないということ、よく勉強し

ましたでしょう、ここで。３回やったきりですよ。今の子どもはそんなばかじゃないですよ。

ですから手づくりの教材をおつくりになって、エイズはきちっとした教材があるんでしょう

けれども、手づくりのやつをおつくりになってやっていただければありがたいと思います。 

 それから町長のさっきのお話の中でいけば、教育長、じき取り組むようですから、町長の

お考えは。そうすると、やらざるを得ませんでしょう。ですから、そういうことをお考えに

なれば、できれば、私が申し上げたようなこともご検討なされていただきたいと思います。

ご答弁は結構です。 

 それでは次の項目に移らせていただきます。 

 ３．町を元気に 

 イ．ゆるキャラで町のＰＲを 

 ひこにゃん、せんとくん、地デジカ、なーむくん、むすび丸、ななみちゃん、なーのちゃ

ん、ライポくん、ひこちゅう、くらわんこ、このぐらいにしておきます。全部ゆるキャラの

名前であります。ベストテンでございました。最近、ねずみ大根のキャラクターとロゴマー

クが作成されましたが、ぜひこの延長線上のゆるキャラも私はつくるべきだと思います。 

 どんどんいきます。 

 ロ．小・中学生にデザインを 

 ゆるキャラのデザインを小学校、中学校、高校生にお願いをすればいいなと思います。例

えば南条小学校には、ねずみ大根太郎ですとか、坂城小学校はバラ姫ちゃんとか、村上小学

校は村上義清にちなんで村ポンとか、坂城中学校におきましては、大峰次郎であるとか、坂

城高校では葛尾三太郎とか、そんなような、これは私の考えですから、もっと子どもたちは

すばらしいアイデアがあると思います。各学校で競い合わせて、こういうものをつくらせて、

また例のイベントのときに出演したりするようなことをすれば、子どもも大人も元気がもら

えるのかなというふうに思うようなものでございます。このような企画を考えてみないかを

お尋ねいたします。短目にお願いいたします。 

まちづくり推進室長（塚田君） ご質問の町を元気についてをまちづくりの立場からお答えした

いと思います。 

 現在、先ほど議員さんのおっしゃったように全国各地のイベントで活躍いたしますご当地

キャラクターの数は大変多いと聞いております。ほのぼのとして、ちょっと脱力感を感じさ

せるゆるい姿や形からゆるキャラと呼ばれ、テレビやインターネットで紹介されて人気を集

めているものもございます。 

 一説では、ゆるキャラとして認められる条件というものがあるそうで、まず第一に、郷土
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愛に満ち、強いメッセージ性があるということ。その２といたしまして、たち振る舞いが不

安定、かつユニークであること。３番目といたしまして、愛すべきゆるさを持ち合わせてい

ること。これに加えて原則として着ぐるみ化されている、そういうことだそうです。 

 ちなみにゆるキャラという言葉は商標登録されておりまして、社団法人ゆるキャラさみっ

と協会に名称の使用許諾権がありまして、この協会の会員になりますと、イベントを開催す

る際に協会の後援事業という条件付きで、ゆるキャラという名称の使用が認められていると

いうことであります。ゆるキャラの世界はそれほどゆるくないということでございます。 

 長野県内におきましても、自治体を初め公共機関、観光、商工団体等がイベントや各種キ

ャンペーン、まちおこし、むらおこし、名産品の紹介などでさまざまなマスコットキャラク

ター、イメージキャラクターを生み出しております。役場玄関におきましても、信州デステ

ィネーションキャンペーンのマスコットキャラクターのアルクマのマスコットがございます

が、やはりこうしたキャラクターは見るものに強いメッセージ性と、また安心感のようなも

のを感じさせてくれるのではないかと思います。また、お話にありましたように、一緒に玄

関には町内関係団体が作成いたしましたねずみ大根キャラクター、それとねずみ大根ロゴマ

ークも飾ってございますが、これにつきましては、ねずみ大根にかかわる方々の気持ちと坂

城町の特産品ということを広くＰＲしていただきまして、そして、思わずにっこりとしてし

まうキャラになっていると感じます。 

 以前、新聞に県内のある町で町商工会や観光連盟などにより町応援キャラクター開発運営

委員会というものを立ち上げまして、町の知名度のイメージアップ、観光客の増加、特産品

の販売向上につなげることを目的に美術専門学校の学生さんに、そのキャラクターの開発を

依頼したというようなことが記事になっておりました。 

 また最近では、上田地域の商工業者の団体が真田幸村を題材にしたキャラをつくりまして、

愛称を募集しているという記事がございました。この団体は真田氏発祥の地であるこの地域

が元気になる起爆剤にしたいという熱い気持ちで地域で行う真田氏関連のイベント等での利

用を考えているということであります。 

 このようにゆるキャラを生み出すのもひとつのイベントであります。キャラクターの開発

を依頼することや名前を公募するといった、そんなような製作過程そのものが宣伝になりま

す。まちおこし、地域おこしのきっかけにつながっていくわけですので、ゆるキャラづくり

に取り組む場合には、その製作過程も重要になると思います。 

 従いまして、ロの質問にありました小・中学生にデザインをというご質問ですが、小・中

学生にゆるキャラを考えてもらうということ自体が十分話題づくりになるかと思います。そ

のとき大切なのは、やはり行政が主になるのではなく、やはり子どもたちが自主的に町のイ

メージキャラクターのデザインを考えること、そのこと自体が対外的にも注目されますし、
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自分の住んでいる町の何がすばらしいのか、どういうものが誇れるものなのかなどを自ら学

習するということが地域を知るよいきっかけにもなろうかと存じます。子どもたちが一生懸

命考え、デザインしたキャラクターが町民の皆さんの共感を得て、町内や町外でイベント等

をもり上げてくれれば、それこそ子どもたちが発信した熱意と努力が地域の元気、町の元気

につながったと言えると思います。 

 町といたしましては、このように子どもたちによるキャラクターづくりや先ほど申し上げ

ましたが、ねずみ大根関係者の活動、さらに商工団体、観光団体、さらには地域などの自主

的な活動を積極的に応援して協力していくことが現時点では重要であり、それが地域の活性

化、そして元気な自律のまちづくりにつながるものと考えております。 

２番（中嶋君） さすが若いまちづくり推進室長だけありますね。いろいろいい発想をお持ちで

す。 

 最後にまとめといたしまして、今の時代、日本はすべてのことに閉塞感が溢れております。

我が町も落ち込んで暗くなっております。そんなときだからこそ、先ほど室長の方からいろ

いろ事細かなゆるキャラのお話があったわけでございますが、まさに２等身から３等身の、

誰が見ても笑ってしまうような、また、かわいいゆるキャラをつくり、町をもり上げていけ

たらなと思います。 

 つい最近の話ではありますが、滋賀県の彦根市で、ひこにゃんのふるさとです。これもひ

こにゃんと言えば、もう皆さんよくご存じだと思いますが、このふるさとでございます。こ

こでゆるキャラまつりが２日間にわたり行われ、訪れたお客さんが何と７万５千人でありま

す。期間中、約１，９００人が宿泊して経済効果は２日間で約４億３千万円であったとのこ

とです。ぜひ坂城町でばらが咲くころに、先ほど室長からありましたように、そのときには

協会の会員になって、ゆるキャラさみっとを坂城町で開こうではありませんか。 

 最後に一句添えます。「ゆるキャラで元気出そうよ、坂城町」。 

 以上で私の一般質問を終わりとさせていただきます。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後２時２６分～再開 午後２時３６分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 ４番 大森茂彦君の質問を許します。 

４番（大森君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問を

行ってまいります。 

 １．災害に強い町づくり 

 イ．内水被害対策について 

 近年、地球の温暖化や異常気象と言われるように、ほとんど見られなかった竜巻の発生な
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ど異常な気象が出てきております。集中豪雤よりも狭い範囲で局地的に滝のような雤、ある

いはまたバケツをひっくり返したような雤などと言われていましたけれども、わずかな時間

の降雤で局地的な災害が多く発生してきております。いわゆるゲリラ豪雤と言われるように

なってまいりました。 

 今年の夏は近隣の上田市や青木村でも土砂災害が発生しております。災害の被害の尐ない

我が坂城町でありますけれども、よく調査すれば被害状況がわかってくるのではないかと思

います。これまで田畑が雤水の吸収はできていましたけれども、宅地化や道路の舗装等で都

市化が進み、一気に雤水が流れやすくなっています。上部からの水路が下流になるに従い、

合流し、一気に水量が増加することで下流の住宅地に被害をもたらす、このような状況が心

配されております。例えば四ツ屋団地の上部にあります側溝から団地へ急降下する水路があ

ります。下ではそれを受け止めるために壁がつくられているわけでありますけれども、８月

３１日のゲリラ豪雤の際、ここに住んでいるある方は「あと数分雤が続けば、側溝が溢れて

道路が冠水するのではないか」と心配されておられました。 

 そこでお尋ねするわけですが、内水被害を防ぐために水路マップを作成し、消防団や各公

民館にもわかるように水路マップを配布し、そのための作成はできないか、答弁を求めます。 

 ロ．８月３１日ゲリラ豪雤について 

 まず入田川について質問いたします。 

 会社の敷地を挟んで流れている入田川が氾濫いたしました。この箇所は町の洪水・土砂災

害ハザードマップで入田川水防危険箇所として記載されているところでもあります。 

 私はこの情報を聞き、会社を訪問し、担当者にお話を伺ってきました。８月３１日当日は

１６時２０分から４０分のわずか２０分ほどで降水量が３２㎜、あっという間に水位が上が

ったということであります。１カ所は会社上部の上流部の入田川の水位と堤防上部との差は

約１５㎝ほどになっていました。もう数分降り続けば溢れるのではないかと、このように思

われます。同時に、すぐ下にある工場東側のぶどう畑の区間は氾濫し、これにより溢れた水

が堤防道路を下って会社の敷地に流入いたしました。氾濫した水が工場内に浸入した場合、

設備そのものの被害、そしてまた、これら加工不能による取引先への迷惑も非常に甚大であ

るということで心配されておられるわけであります。訪れたときには工場内を案内していた

だいて土嚢が２００袋用意されておりました。 

 これはそのときの写真でありますが、ビニールシートに包まれて袋は役場の方で提供しま

したが、この土を入れて用意されたのは会社の方であるそうであります。そして、今後のた

めに土嚢を積む印として会社の敷地に白線を引いて対応を機敏に行うように、新たに今回の

被害でこういう対応もされているということであります。工場内に浸水すれば操業停止して

水防対策にあたらなければいけない、そういう緊急事態になるということで、今後の入田川
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の改修と畑からの出水を防ぐ対策について、どう対応されるのか、答弁を求めます。 

 次に、前田川用水の件ですが、長年懸案でありました立町を流れる前田川の用水の越水対

策でバイパス路ができました。流域の皆さんは、これで安心と思った矢先、また同じように

氾濫をしたわけであります。バイパス路ができたので、この程度で済んだというふうにも思

えますが、しかし、あと尐しの時間、または雤量が多ければ被害も広がったのではないかと

も心配するところであります。バイパス路が十分機能できる設計になっていたのかどうか、

なぜ溢れたのか、その原因は何か。また入田川に落としているわけでありますが、そこでの

排水能力は十分なのかどうか気になるところであります。どんな見解なのか、お尋ねいたし

ます。 

 ハ．災害見舞金について 

 ９月議会で円尾議員の災害見舞金の質問がありまして、そのとき町長は「できれば本年度

の中でいろいろと決めていきたい」と、このように答えられておられます。どんな視点で見

直すのかが大事ではないかというふうに思います。 

 国は阪神淡路大震災では個人の住宅改修には支援をしませんでした。住宅ローンをかかえ

たまま住めなくなった家を取り壊し、再度新築するのに再びローンを組まざるを得なくなる

など二重の負担がのしかかりました。その後に被害者の運動の中で被災者生活再建支援法が

つくられました。その後、中越地震や能登半島沖地震など、そのほかの地震などの被災者の

要望で、２００７年の第２次改定で、ついに住宅本体の再建に国は支援が認められるという

ふうにしました。つまり個人の財産に税金投入はできないとこれまでしてきた考えが、それ

を乗り越えて実施することになったわけであります。 

 災害見舞金について生活基盤の大もとである住宅再建を視野に入れたものに見直していた

だきたいというふうに思うわけですが、どんなご見解か、お尋ねいたします。 

 次に、洪水土砂災害について、この１０年間は見舞金は出せないと、出していないとのご

答弁もありました。特に直近の災害について確認のできる写真や町職員の情報等でわかるも

のについては、今のこの見舞金制度の範囲内ででも被災された皆さんに見舞金は出せないの

かどうか、ぜひ出していただく方向で検討していただきたいというように思うわけですが、

答弁を求めます。以上で１回目の質問を終わります。 

町長（中沢君） 大森議員のご質問にお答えしてまいります。 

 災害に強いまちづくり、その中で特に８月３１日のゲリラ豪雤についてでございます。 

 近年、地球温暖化の影響と考えられる局地的なゲリラ豪雤が全国各地で発生し、観測史上

にもない降雤量により浸水被害等が生じている状況でもございます。 

 坂城町は周囲を１千ｍ級の山々から小盆地を形成する地勢と晴天率が高く、年間降雤量も

８００㎜内外と比較的尐なく、風雤を受けにくい比較的災害に強い町でもございます。それ
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も坂城が誇るべき特色のひとつかなとも考えております。 

 さて、今年の夏はことのほか厳しく、激しい暑さにより大気が不安定となり、積乱雲が発

生しやすく、局地的な降雤となったところですが、８月３１日のゲリラ豪雤については、役

場の雤量計によると３０分間で２０㎜を超える、これまでにない短時間での降雤量となった

わけでございます。その豪雤によりまして各地で水路が溢れ、水が敷地に流入する事態が発

生し、水防用の土嚢を届ける等の対応も図ったところであります。 

 ご指摘の入田川につきましても、急激な出水により水かさが増し、一部で越水による敷地

内への浸入があった状態を踏まえますと、当面の対策として浸水防止の土嚢積みを実施した

ところでもあります。 

 今後、床断面が特に不足している区間についてコンクリートの嵩上げ工等を実施したらと

検討しているところでもございます。 

 今期これまでの入田川の改修工事やまちづくり交付金による前田バイパス水路の新設など

一連の浸水対策を施したところでもありますが、想定を超える短時間での集中豪雤によりま

して越水、浸水等の事態を招いてしまったわけでございます。 

 入田川の流末となる千曲川への樋管の改修は千曲川の堤防部から国道１８号線の下を暗渠

で結び、しかも埴科用水の取水路と交差する複雑な条件があります。まず関係機関と方法的

に可能であるか協議が必要となってくるところでもございます。 

 都市化の進展に伴い、土地の保水機能が低下し、雤水が集まりやすい状況に加え、温暖化

傾向による局地的豪雤の影響も危惧されるところでもございます。短期間に集中豪雤をもた

らすゲリラ豪雤に対しては、浸水被害の想定される箇所の把握に努めるとともに、気象台等

から発表される気象情報を活用する中で敏速な水防活動により浸水被害の防止を図っていく

ということが大切であろうと考えておるところでございます。以上でございます。 

建設課長（荒川君） 私からは、イの内水被害対策についてお答え申し上げます。 

 近年、短時間で多くの降水量を記録する集中豪雤の発生や水田の減尐や宅地の増加等によ

り水路への流出時間が短くなってきており、降雤時には水路から溢れた水が路面を流れる事

象が発生しております。道路の路面排水が宅地に浸水しやすい箇所について、宅地沿いに側

溝がある場合にはコンクリートの蓋をグレーチングという編み目の蓋に交換をしたり、側溝

がなくても別の宅地に流入してしまう恐れがない箇所についてはアスファルトの縁をもり上

げるアスカーブと申しますが、そういった工法により雤水の浸水防止に努めております。 

 また昨年８月に全戸配布をいたしました洪水・土砂災害ハザードマップでは、重要水防箇

所として用水路や河川で流下能力が不足し、豪雤時に越水の可能性がある箇所や護岸の老朽

化等により決壊の可能性がある箇所を表示しております。重要水防箇所の表示にあたっては、

沢や用水路、河川の現地調査を実施し、地点ごとに流下断面を測定し、能力の調査も行って
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いるところであります。 

 ご質問の水路につきましては、道路側溝も含め、膨大な延長になることから直ちに全町の

水路マップの作成は困難な状況ではございますが、今年の夏の集中豪雤時に水路の越水を心

配され、ご相談いただいた地区につきまして、後日、地元区長さんにご依頼を申し上げなが

ら水路の流下方向等の調査もあわせていただきました。 

 今後におきましても、町単補助事業の要望や現地調査の折など機会をとらえながら各区長

さん方から情報をお教えいただきながら住宅への浸水予防箇所を把握し、常習的に越水の恐

れがある箇所の雤水対策や水路改修に努めてまいりたいと考えております。 

福祉健康課長（中村さん） 災害見舞金についてお答えいたします。 

 現在の災害見舞金支給要綱は、昭和５７年４月からの施行であります。最近はゲリラ豪雤

と称される突発的に起こる局地的な大雤など災害の状況も変わってきております。また９月

の議会にもご質問があったわけでございます。このような状況を踏まえまして、庁内関係課

の職員により坂城町災害見舞金支給要綱見直し検討会を組織し、先月、検討会を開催いたし

ました。 

 検討会におきまして、過去の支給状況、また上田市、千曲市、東御市などの近隣の支給状

況を参考に、損害面積にあわせた支給要件、支給額、支給の基準等を明確にしながら現要綱

の見直しを検討しております。 

 水害に関しましては、特に床下浸水の場合、被害の状況判断が大変難しい部分がございま

す。検討会においても一番その点について議論されております。床下浸水の被害の状況につ

いて、どのようにしたらよいか、今後十分検討し、支給基準を定めてまいりたいと考えてお

ります。 

 見舞金の支給につきましては、要綱の見直しをした上で支給してまいりたいと考えており

ます。以上でございます。 

４番（大森君） 入田川と前田用水についてでありますけれども、前田用水は、入田川へ落とし

て千曲川という水路になっているわけでありますけれども、いずれにしても入田川の水の越

水対策をきちっと行わなければ前田川の水もきちっと処理できないという方向になってくる

と思います。鉄道や国道の下を抜けていくということでありますので、すぐ簡単に手をつけ

るというふうにいかないかもしれませんが、これは国や県等ともきちっと交渉して、いち早

く対応していくということは必要ではないかというふうに思います。 

 特に入田川の工場付近の改修についてでありますけれども、コンクリートでの嵩上げした

りということの方法であるわけですが、これも来期の雤期までにはきちっと対応すべきであ

るというふうに考えるわけですが、その対応についていかがか、答弁を求めます。 

建設課長（荒川君） ご質問の入田川の越水箇所につきましては、今年の９月、取水工事の後ご
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要望をいただき、ちょうど折しも台風が近づいている２日前ぐらいの状況でございました。

直ちに土嚢積みを行って急場の対策をとったところでございます。 

 その後、現地の調査をいたしまして、河川の掘り下げというのはなかなか厳しい状況には

あるわけなんですが、当面、越水のしやすい箇所の嵩上げ工ということで、今、事業の計画

を策定をしているところでございます。ご指摘のとおり、できることであれば水のない時期

に施工ができるようにということで今後、検討を進めてまいりたい、そのように考えており

ます。 

４番（大森君） それでは、それについて早急な工事への取り組みをぜひ行っていっていただき

たいというふうに思います。 

 内水対策の件ですけれども、例えば四ツ屋団地の水路でありますが、これは最後はどこへ

どういうふうに流れ落ちているんでしょうか。これについて私も最初、担当課でいろいろと

お聞きしましたが、入田川へ落ちているというようなお話もあったのですが、実際は、その

後調べられて、どういうふうになっているのか。そのことは確認できたのかどうか、ご答弁

願いたいと思います。 

建設課長（荒川君） 四ツ屋団地の流末についてでございますけれども、団地内の道路を通り、

線路沿いに北の方にいきまして、途中から線路を横断、そして日赤の敷地の中を暗渠で最終

的には、土の中のお話でございますけれども、埴科用水に抜けている、そのような流末にな

っているということで、後日確認をいたしてございます。 

４番（大森君） 今の四ツ屋団地の水路の件についても、最初の説明でははっきりしなかったわ

けであります。これがほかのところはすべてわかっているのかどうか、そういう点では水路

の総点検をして、最終的にはどこにこの水は落とされているのかということを明確にはっき

りさせておくということでなければ対応ができないのではないかというふうに考えます。 

 そういう意味では、例えば、ここの水路についてはどこから流れて、どこで一緒になって

きているか、ほぼ側溝は同じ深さと幅です。下へ来るほど水量は増えてくるわけです。そう

いう点で、やはりそこのところはきちっとマップをつくっていくということ。膨大な距離と

いうことになるわけですけれども、とりあえずはそれぞれの区の区長さん、あるいは住民の

皆さんから、どこが大雤が降ったときに側溝から溢れるのかということだけでも赤丸でチェ

ックしていただいて、そこのところは把握しておくということは緊急にやるべきことではな

いかというふうに思うわけですが、そのことについて水路のマップ化への第一歩としてそれ

はできるかどうか、その方向はぜひやっていただきたいと思うのですが、その決意をお聞か

せ願いたいと思います。 

建設課長（荒川君） 先ほどのご答弁でも申し上げましたが、昨年の８月に配布をいたしました

町の洪水・土砂災害のハザードマップ、その中で一定規模以上の水路、河川等については調
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査はしてございますが、道路側溝等の関係についての把握までは現状まだし切れていない状

況にございます。今年の夏のように本当に短時間で局地的な雤が降って水路が越水するとい

うような事象も今年もございました。従前にも危ない箇所、事前にチェックを行ったり土嚢

を配布をしたりという対応をとっておりますけれども、今後も地域の状況都度、区長さん方

にお教えをいただきながら危険箇所の把握対策に努めてまいりたい、そのように考えます。 

４番（大森君） そのように対応をぜひ行っていっていただきたいというふうに思います。 

 災害見舞金についてでありますけれども、上田市や千曲市等近隣のところのものも参考に

しながらということで、細かく検討されているということであるわけですけれども、被害が

わからないということであるわけですけれども、これまでいろいろな被害あるいは職員の皆

さんが指導したりした点で、そういう写真なんかというのはきちっと撮られて保存されてい

るのかどうか。そういう点で被害状況についてはっきりするわけでありまして、その点はい

かがなんでしょうかね。どなたにお答えいただければ。その点について明確にしていただき

たいというふうに思いますが。 

議長（春日君） 大森君。 

４番（大森君） 時間がありませんので。 

 いずれにしても、災害見舞金を出すにあたっても写真をきちっと撮る、そして職員から事

情をきちっと聞いておく、こういうものはやられているかどうかです、今まで。例えば、こ

の間の８月３１日のゲリラ豪雤のときに、そういう災害があったというところについては職

員は行っているわけですから、そこで写真を撮られたのか、そして地元の人、被害を受けた

人の聴取をきちっととっているかどうか。まずここのところを明確にしていただきたいと思

います。 

福祉健康課長（中村さん） お答えいたします。 

 福祉健康課の方では、このごろの８月３１日のゲリラ豪雤の災害につきましては、事情聴

取、事情をお聞きしたり写真を撮ったりということはしておりません。前田川の状況につき

ましては消防担当の方に確認をいたしましたり、それぞれの担当のところでお聞きはしてお

りますけれども、福祉健康課の方では実際にやっておりません。以上でございます。 

４番（大森君） それでは全く危機管理がなっていないということじゃないですかね。どこにど

ういう災害、水害があったのか、これが写真できちんと保存されて、毎回チェックされてい

かなければ対応は全くできないじゃないですか。これはやはり危機管理として今後きちっと

それはやっていくべきだというふうに思いますが、町長、いかがでしょうか。町長の見解を

求めます。 

町長（中沢君） 危機管理にまず対応するということ、起きた場合、どのように行動するか。そ

してまた、被害に対してどのように調査し、対応するか、諸々の対応があるわけでございま



 －１０８－ 

す。いろいろ災害につきましては、一貫性のものでございますので、町としてそれぞれの部

署はございますけれども、具体的な対応を求めてまいりたいと思います。以上でございます。 

４番（大森君） 町長のご決意で早急にその対応をとっていただいて、担当者もやはりきちっと

明確にしていくということで保存を行っていくというふうにして災害対策をきちっとやって

いっていただきたいというふうに思います。 

 先ほど見舞金の件で８月３１日の豪雤でも被害を受けているわけですね。例えば新聞では

１件というふうに、床下ですか、１件だという報道がありましたけれども、円尾議員の質問

の中では２件というふうに出ていましたけれども、調査されたんでしょうか。調査をきちっ

として、その中でどういう災害、どういう被害があったのかということをやはりぜひやるべ

きではないかと。やったか、やらないかだけで結構ですので、答弁願いたいと思います。 

福祉健康課長（中村さん） お答えいたします。 

 災害見舞金につきましては、建物に被害があったという状況で見舞金を支給をいたすわけ

でございます。その状況につきまして長い年月で何回か床下浸水とか起きた場合、柱とか腐

食してということもございますけれども、実際に床下浸水になった場合、一時の大雤でなっ

た場合、水が引けた場合等、それによって建物に被害があったという判断が大変難しくて、

その状況で今まで支給されていないような状況でございます。実際にそんな状況でご理解い

ただきたいと思いますが。 

４番（大森君） 理解するもしないも、やらないということで、結局調査もしていないわけだか

ら何もできないわけであります。そういう情報が全然つかもうとしていないという、ここの

ところはやはり問題だと思います。町長の先ほどのご決意を信頼いたしまして、そのことを

きちっとやっていっていただきたい。 

 被害の状況、わからないと言いますが、床下でも何でも水が流れれば、ごみとか何か柱と

か、あるいはコンクリだとかブロックだとか全部付着して筋ができますよ。だから終わった

後行っても、どこまで水がきたかとわかりますよ。だから、そういう調査をきちっとやって

保存していくということをぜひお願いしたいというふうに思います。 

 先ほど見舞金について近隣のところも参考にしながらということですので、生活再建をで

きる基準で見舞金の見直しをぜひやっていっていただきたいということを要望して次の質問

にいきます。 

 ２．町内経済の活性化のために 

 イ．町内経済の現況は 

 財務省長野財務事務所では１０日にまとめた１０月から１２月の県内の法人企業の景気状

況は調査されました。７月から９月の期と比べまして自社の景況が上昇と答えた企業は割合

から、下降と答えた企業の割合を引いた景況判断指数は全産業でマイナス１２．７％という
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判断であります。また前期から１６．９ポイントの低下でもあります。特に製造業は３２．８

ポイント低下のマイナスで、マイナス１３．４と大幅に落ち込んでおります。１年半ぶりの

マイナスとなっているわけですけれども、これはエコカー補助金の終了などによる国内需要

の減尐ではないかというふうに分析しております。また来年の１月から３月の見通しについ

ても全産業でマイナス１２．０ポイントという状況で、まだまだ先行き不安の状況があると

思います。 

 町内の経済状況では、昨日の一般質問の中でも相当議論されておりましたので、全体的に

は申しませんが、一部の企業では残業や土曜出勤というものがありまして、回復傾向という

ような企業も見られるわけですが、一方では大変な状況だというふうに中小企業の経営者の

方は言っていらっしゃいます。また、ある金型の経営者は「昨年、運転資金を借り入れをし

た。経営が改善してもいないのに返済が始まってきた。また借り入れをしないとやっていけ

ない。従業員には自宅待機もお願いしている」と元気をなくしておられます。借りたくても

借りられない中小の零細企業の皆さんです。制度資金の利用状況や雇用の面でどんな状況に

なっているのか、お尋ねいたします。 

 ロ．住宅リフォーム助成制度の創設を 

 施主である町民が町内に本店のある業者に依頼してリフォームを行った場合、一定の金額

を施主に助成するという住宅リフォーム助成制度であります。私は平成１６年３月の議会で

初めてこれを取り上げた一般質問を行いました。以来、何回か提案してまいりました。今で

は秋田県を初め全国で１７５自治体が実施しております。また山形県では来年度実施で現在、

準備をしております。今議会では千曲民主商工会と長埴建設労働組合の２団体から陳情書も

出されております。雇用の７割を支える中小企業や業者の危機は、地域の雇用や地域経済そ

のものの危機に直結する重大な問題であります。民需が低迷している今だからこそ、自治体

が発注する官公需を地域の中小業者の仕事おこしに活用し、自治体自らが地域に仕事をつく

り出す、このことが強く求められております。 

 自治体が地域で集めたお金を地域で使うことで、まず仕事、需要をつくり出します。そし

て２番目には、その仕事が地域の中小企業や業者に回り、３番目には地域に雇用と所得が生

まれてきます。４番目には、その所得が地域で消費され、地域を潤します。５番目には、自

治体の財政も潤い、さらに地域への仕事を生み出せる、こういう地域経済循環の輪ができる

わけであります。 

 ひとつの例で、宮古市では今年４月から助成を開始しました。総工事費２０万円以上の工

事に一律１０万円を補助します。当初予算は５千万円でしたが、申請が１１月１５日現在、

２，３９７件に達し、３億５千万円の増額をいたしました。宮古市では、その結果、２４億

円の経済波及効果を見込んでおります。 
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 私は、ただ建設業をどうこうというだけでなく、地域の経済対策として、特に緊急経済対

策として住宅リフォーム助成制度の創設を再度求めるものであります。答弁を求めます。 

 ハ．小規模事業者登録制の導入を 

 町発注工事の入札に参加できない小規模事業者を登録し、随意契約の工事や修繕を行う制

度を導入いたしまして、希望者に順次発注していくというやり方であります。これは町内の

小規模事業者を町が支援する、このことにより地域経済の活性化に貢献するのではないかと、

こう考えるものであります。そういう点で２１年度の随意契約の件数、金額、これらについ

て、どのようになっているのか、答弁を求めるものであります。以上で１回目の質問を終わ

ります。 

産業振興課長（宮﨑君） 私からは町内経済の活性化のためにのうち、町内経済の現況について

ご答弁させていただきます。 

 県内の経済状況については、ただいま議員さんの方からお話が出ましたので省略させてい

ただきますが、いずれにしても国の内閣府の月例経済報告でも日銀松本支店の中でも景気そ

のものが足踏み状態と。あと雇用等について厳しさが残るというような国、県の状況でござ

います。 

 町内の状況ということでございますけれども、これにつきましては二極化しているという

部分の中で、１１月１６日に開催された地域経済振興懇話会、大手企業さんとの懇談会にお

いては、これについては経営者の皆さん、リーマン・ショックの後遺症からは脱しつつある

けれども、ここにきての、いわゆる為替、為替戦争という言い方をされている皆さんもいら

っしゃいましたが、円高の影響を口にされる経営者が多数おられたということでございます。 

 地域の製造業においても受注につきましては、もはや国内にとどまらず海外企業との価格

競争を行わなければならないということで、競争相手は海外のローカル企業というような、

講演内容でもそんな話がありましたが、だんだん残念ながら現実味を帯びてきている感だと

いうことで、町内企業においても、すべてではないんですけれども、社長さんのお話を聞く

と、５０％以下の単価を示されたというところもありまして、厳しい競争に置かれていると

いうことでございます。町内企業の中にも国内大手企業との連携を強化する動きが進みまし

て、親会社が中国、東南アジアなどといった海外から低コストの部品を輸入して町内企業が

組み立てを行う傾向が見受けられ、町内の中小小規模企業に仕事が循環しにくくなっている

のではないかということで懸念しております。 

 こういった中で最近の制度資金の状況でございますが、直近のデータがまとまっておりま

すが、今年度の４月から９月の上半期の融資状況を申し上げますと、首都圏の融資全体では

５５件、５億３，２６２万円の融資を行いました。これは前年同期比で３７件、６，４６１

万円の減額でございます。また県と町の合計の運転資金と設備資金の利用状況で申し上げま
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すと、運転資金は４１件、４億１，９８４万円、前年同期比では４４件、６，９０６万円の

減額でございます。設備資金につきましては１４件、これは１億１，２７８万円で、前年同

期と比べますと、７件、４，４４８万円の増額ということで、設備資金が多くなってきたと。

融資全体でいたしますと、前年上半期と比較して利用は低調でございますが、設備資金の需

要は件数で昨年同期の倍、融資額も６割以上伸びておりまして、本年上半期は町内企業にお

いても設備投資が動いてまいりました。ただ、これは上半期の話でございまして、円高等が

顕著になってきた今後は懸念されるところでもございます。 

 次に、雇用の状況でございますが、県商工労働部が実施いたしました中小企業経営実態調

査において、先ほどもお話のありました県内５０１事業所ということで、労働力不足という

事業所は３３．５％、前年同期より８．８％増えているということでございます。篠ノ井の

公共職業安定所による有効求人倍率を見ますと、２１年度前半に底がございまして、徐々に

ではありますが、回復してきておりまして、直近の篠ノ井管内の有効求人倍率は０．６５％

と全国平均の０．５６％や県平均の０．６３％を上回る状況とはなってきております。 

 このような状況の中で労働力が不足気味と判断する事業所も出てきておりますが、政府の

各種優遇措置の、先ほども議員さんも言われましたけれども、この終了、あるいは縮小、ま

た円高の影響による業況の先行きの不透明感から、なかなか従業員の採用に踏み切れないと

いう状況になっておりまして、各事業所の個別の要因というよりは外部からの影響による先

行きの不安感や業況の悪化を予測する企業が数多く見受けられております。以上でございま

す。 

建設課長（荒川君） 私からは、ロの住宅リフォーム助成制度の創設についてお答え申し上げま

す。 

 この制度につきましては、町民の皆さんの安心・安全や住生活の改善と地域経済活性化の

ため、その制度の創設について陳情要請をいただいているところでございます。この制度に

よって潜在的な需要の掘り起こしや消費の喚起を促し、また住宅のリフォームが他の多くの

業種に及ぶこと、関連産業への波及効果等々、また住宅産業の担い手の雇用確保や育成など、

いろいろな面からこの事業に期待がされ、制度の創設が要望されているところでもございま

す。 

 長引く景気の不況により先行きが見えない情勢の中で住宅を壊して新しくつくるというよ

りも改修により活用するという考え方ともあわせて地域経済の活性化という施策からも有効

というふうに報じられておるところでございますが、本年８月現在で３２都道府県１６９の

自治体で実施をされているという報道もございますが、まだまだ先駆的な状況ではなかろう

かなというふうに考えております。 

 町の住宅改修に関する助成制度については、寝たきり老人等の福祉の増進と日常生活の利
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便を図ることを目的とした住宅等の整備に係る事業、勤労者の生活安定のため、住宅建築等

資金の融資利子補給の制度、町民生活の基盤であります住民の安心・安全の観点から建築基

準法が改正される昭和５６年５月以前に建築された木造住宅、建築物の耐震診断や、その結

果による耐震改修工事の補助を行う住宅建築物耐震改修等事業、町の生活環境の保全と環境

にやさしいまちづくりを推進するため、住宅用太陽光発電システムの設置に要する経費に対

して補助を行う事業、また公共下水道が供用開始された地域の接続率の向上を図るため、宅

内排水設備工事の資金にかかる利子補給の制度、こういった事業がございまして、いずれも

福祉、勤労者支援、安心・安全、環境などそれぞれの事業目的に沿って制度を定め、ご利用

いただいているところでございます。 

 また県下の他の市町村についても、ほぼ同様な福祉や災害対策、エコ改修など事業の内容

や対象を絞った助成制度が主流であり、当面は現状の仕組みの中で取り組んでまいりたいと

考えております。 

企画政策課長（片桐君） 小規模事業者登録制度の導入について、お答えを申し上げます。 

 まず平成２１年度の工事請負にかかわる随意契約の件数でございますが、全体で８９件で

あります。契約金額は約３，２００万円、請け負った業者数につきましては、全体で３４社、

このうち町内業者が２２社で、件数では６５件、金額にして約２，０８０万円であります。

町外業者が１２社で２４件、約１，１６０万円という状況であります。町内業者のうち件数

では７３％が受注がありました。金額では６４％という状況でございます。 

 続きまして、小規模事業者の登録制度についてお答えを申し上げます。 

 先般、入札参加資格を有しない、いわゆる小規模な建設業者さんから町の小規模修繕や随

意契約による工事について受注機会の拡大を図ってほしいということでご要望もいただいた

ところでございます。 

 ご案内のとおり、町の建設工事につきましては、事前に入札参加資格の審査申請をしてい

ただき、登録をされた業者さんを基本に発注をしてきているところであります。公共工事に

つきましては、現下の財政状況を考えますと、町のみでなく、国、県においても大変厳しい

状況であるというふうに思っております。尐額の随意契約による工事も前年度に比べると受

注件数、金額とも大幅に減尐しておりますし、修繕費についても基本的には削減がされる中

であります。町といたしましては、地域で頑張っていただいている建設業の皆様方に、なる

べく仕事をしていただきたいという考えで、小規模な修繕などについては地元業者を考慮し

た発注を各課に呼びかけてきているところであります。 

 しかしながら、厳しい状況が続く地元の小規模な業者さんへのさらなる受注機会の確保と

いう観点から、今後、町業者等選定委員会におきまして小規模事業者登録制度の内容や発注

の条件、実施時期等実施の方向で検討してまいりたいと考えております。 
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４番（大森君） 時間が大分押してきておりまして、町内経済の現況についてちょっともう尐し

と思ったのですが、時間がありませんので、これはまた次に移すといたしまして、特に住宅

リフォーム助成制度、これについてもう尐しお話ししたいというふうに思うわけですが、先

ほど午前のときの質問でも、ほかの補助制度で住宅改修等が行われているということである

わけですが、今の答弁でも経済的波及効果は非常に大きいものだということは認めていらっ

しゃるわけですよね。だから経済対策には非常にいいということを逆におっしゃっているわ

けで、今の企画政策課長の答弁では、今のこういう非常に厳しい建設業の皆さんのことで登

録制でもっと受注機会を広げてあげようということでやっているわけです。矛盾しているじ

ゃないですか、これは。 

 そういう意味で、今の助成制度いろいろとあるわけですけれども、じゃあ、寝たきり老人

の世帯では何件、実際には行われたのですか。あるいは勤労者住宅設備資金が一体何件使わ

れたのですか。ここのところをきちっと分析していただくということと、もうひとつは、経

済対策ということで、この制度をなくせということではなくて、この制度に網をかけて、こ

れを利用する方はこれを利用していただけばいいですし、住宅リフォーム制度を利用するな

らしてもいいという選択がいくらでもできるじゃないですか。そういう点で、あまりにも安

易な否定的な断り方というふうに思います。その辺をもう尐し明確にご答弁願いたいと思い

ます。時間もありませんので、課長がやりますとは言えないと思うのですが、課長、ちょっ

と答えてください。 

建設課長（荒川君） 先ほど申し上げました他の地域での取り組みは、地域の経済波及効果が認

められるということで実施をされている、そのことをご案内申し上げたわけでございまして、

町といたしますと、やはり国、県の動向でございましたり、行政が行う助成の制度として個

人資産へ公費を投入することの是非、また目的性が特定ができないのではなかろうかと。そ

れぞれの地域での経済波及効果や雇用の創出など個別の取り組みがあろうかと思いますが、

坂城町といたしましては、全体的に技術を高めて雇用を創出するであったり、賑わいを創出

するという施策の中で優先順位をつけながら取り組んでいる、そんな状況にあろうかと思い

ます。 

 また加えて新たな制度の創設は財源問題からも慎重に対応しなければならない問題ではな

かろうかなと、こんなようにも考えるところでございまして、当面は現状の仕組みの中で取

り組んでまいりたい、そのようなご答弁を申し上げた次第でございます。 

４番（大森君） 企画政策課長が登録制度を実施する方向で進めていくということですので、評

価したいというふうに思います。 

 住宅リフォーム制度でありますけれども、全部個人に補助しているんでしょう、利子補給

から何から。寝たきり老人だって介護保険等のかかわりでやっているわけですけれども、全
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部これは個人に直接やっているわけですよ。理由はどうであれ。その点で一番は緊急経済対

策としてどうするかというところですよ。これは町内の皆さんが仕事を発注することによっ

て業者に潤いと、そしてほかの産業へも波及してくる、最終的には町民税や確定申告の中で

プラスアルファで戻ってくるということははっきりしているじゃないですか。その点で、も

っと検討をきちっとやっていただきたいということと、財源問題でもあるわけですが、先ほ

どの前回の答弁でヒブワクチンとか子宮頸がん等のお話があって、そちらの方へ補正予算が

出るような感じを今、受けたのですが、これだって出ているわけですから、こういうことも

よく考えてやっていっていただきたいというふうに思います。以上で一般質問を終わります。 

議長（春日君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日１５日は午前１０時から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後３時３６分） 
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１２月１５日本会議再開（第４日目） 

 

１．出 席 議 員   １３名 

１番議員  田 中 邦 義 君  ９番議員  宮 島 祐 夫 君 

２ 〃  中 嶋   登 君  10 〃  池 田 博 武 君 

４ 〃  大 森 茂 彦 君  11 〃  円 尾 美津子 君 

５ 〃  山 城 賢 一 君  12 〃  柳 沢 昌 雄 君 

６ 〃  入 日 時 子 君  13 〃  柳 澤   澄 君 

７ 〃  安 島 ふみ子 君  14 〃  春 日   武 君 

８ 〃  林   春 江 君     

２．欠 席 議 員   ３番議員   塚 田   忠 君 

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

町 長  中 沢   一 君 

教 育 長  長谷川   臣 君 

会 計 管 理 者  中 村 忠比古 君 

総 務 課 長  宮 下 和 久 君 

企 画 政 策 課 長  片 桐   有 君 

まちづくり推進室長  塚 田 陽 一 君 

住 民 環 境 課 長  塩 澤 健 一 君 

福 祉 健 康 課 長  中 村 清 子 君 

子 育 て 推 進 室 長  中 沢 恵 三 君 

産 業 振 興 課 長  宮 﨑 義 也 君 

教 育 次 長  塚 田 好 一 君 

収 納 対 策 推 進 幹  春 日 英 次 君 

総 務 課 長 補 佐  
青 木 知 之 君 

総 務 係 長  

総 務 課 長 補 佐  
柳 澤   博 君 

財 政 係 長  

企画政策課長補佐  
山 崎 金 一 君 

企 画 調 整 係 長  

４．職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  吾 妻 忠 明 君 

議 会 書 記  金 丸 惠 子 君 

５．開   議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

（１）工業振興と国際交流についてほか             柳 沢 昌 雄 議員 

（２）子ども達の健やかな成長を願ってほか           円尾美津子 議員 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。 

 なお、会議に入る前に３番、塚田忠君から欠席の届出がなされており、これを許可してあ

ります。 

 また、栁澤副町長、荒川建設課長から出張のため欠席する旨の届出があり、これを許可し

てあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
 
 

◎日程第１「一般質問」 

議長（春日君） 最初に、１２番 柳沢昌雄君の質問を許します。 

１２番（柳沢君） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問をい

たします。よろしくご答弁のほどをお願いいたします。 

 １．工業振興と国際交流について 

 イ．意義と成果は 

 町は、去る９月２５日の上海市復旦大学日本研究センター創立２０周年記念式典に国際産

業研究推進協議会、議会代表等により交流を深めてくるということで訪中をされました。し

かし、折しも沖縄県尖閣諸島周辺で発生した中国漁船衝突事件直後の訪中であり、大変にご

心労があったこととお察しいたします。 

 当町と復旦大学とは長く深い信頼関係を築き、保たれてきた経過があります。その中での

訪中の意義は格別なものがあると思います。そのような関係での訪中計画であったわけです

ので、その交流成果はあったのか、その意義は果たされたのか、お伺いをいたします。 

 ロ．シフト企業の実情把握は 

 厳しい世界経済の不透明の中で町内企業者は生き残りをかけ、中国にシフト操業を展開さ

れていることはご周知のことであります。しかも当町の大手企業の国外操業であり、昨今の

不穏な状況の当事国でのシフト操業であるので、誰しも憂慮し、楽観をしている状況はない
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と考えられていますが、実情はどうでしょうか。企業の実態について、どのように分析把握

されてこられたのか、お伺いをいたします。 

 ハ．住工混在は解消されているか 

 町は、町内企業の発展振興と住工混在の解消を目的として、昭和３２年５月、工場誘致条

例を制定し、工業立町の体制を整え、昭和３６年６月、工場適地として通産省の指定を受け、

以後、誘致条例の廃止、工業振興条例の制定をし、昭和５９年、坂城都市計画特別用途地区、

特別工業地区を決定し、平成元年、金井中之条工業団地金井工区を完成、同２年、中之条工

区が完成し、平成６年、塚田工業団地竣工となり、工業振興と住工混在解消を図ってきまし

た。それにより住居地内の住民は平穏状態を保たれてきたと認識していますが、いまだ住居

地内付近での操業社はありますか、お伺いいたします。 

 あるとすれば、その対応をどのようにお考えか、お伺いをいたします。 

町長（中沢君） 柳沢昌雄議員さんの質問にお答えしていきます。 

 去る９月２５日から２８日にかけまして、私は春日議長さんら議会、企業関係者ら、坂城

国際産業研究推進協議会の皆さんともども竹内製作所社長を団長に復旦大学日本研究センタ

ー及び町内中国に進出している２企業の視察研修に参加いたしました。 

 当町と復旦大学日本研究センターは、２０００年、平成１２年ですが、１１月に経済、科

学技術、文化、教育、体育などの分野において友好交流議定書を締結し、これまでも積極的

に交流を図ってきたところでございます。昨年１０月には郭定平所長さんが坂城にお越しい

ただき、企業関係者を対象に中国の政治経済と外交、あるいは東单アジアとの合同研究とい

うことが講演されました。歴代の日本研究センターの所長さんは、必ず坂城へ来ていろいろ

お話ししていただくということが慣例にもなっているわけでございます。 

 今回、復旦大学日本研究センターが創立されて２０周年ということに伴い、坂城町も当初

からいろいろおつき合いをしているというようなこともあって、自治体として全国で唯一招

待状が届き、中国訪問の運びとなったわけでございますが、９月７日に、ご承知のように尖

閣諸島沖における中国漁船と日本の巡視船の衝突事件があったということで、視察研修出発

の２日前の深夜に同センターから停止命令によって式典延期というご連絡を受けたところで

もございます。 

 今回、坂城町から上海地区へ進出している企業の操業状態も見るんだと、あるいは視察す

るテーマのそれがひとつでもございましたし、また世界の万博も開かれているということで、

それでは、そういった記念行事そのものはなくなっても、視察研修は実行するという運びに

したところでもございます。 

 式典は延期になったわけでございますが、今回の中国訪問は参加した企業の皆さんととも

に、これまでお世話になった復旦大学日本研究センターの初代所長である鄭励志さん、二代
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目の所長の陳建安さん、そしてまた現在の沈浩副研究員との特別な交流、懇談会を開き、自

主的ないろいろな面での話し合いもしてきたわけでございます。また視察の３日目の２７日

には、現地との調整の結果、復旦大学日本研究センター、今度新しく２０年を記念して新築

されたわけでございますが、そこへも伺うことができると相なりまして、現所長である郭定

平さんに直接お会いし、懇談したと。この際２０周年を記念して日本人形もお贈りしたとい

うことで、和やかな懇談がなされたと、こんなことで、十分意義は果たされた、成果はあっ

たと理解しているところでもございます。 

 先ほども申しましたように、今回、万博からいろいろ企業の状況等を学びとるということ、

さらに上海地区に進出しております宮後工業、あるいは日精樹脂さんの現地企業の視察とい

うこと等もあり、さらにまた長年お世話いただいている長野県のジェトロのスタッフとも交

流があったわけですし、また現地をつぶさに研究することができたなと、こんな思いでござ

います。 

 今後につきましても、復旦大学日本研究センターのノウハウを得る中で、これまで培って

きました人的ネットワークをより大切にし、それを財産として、さらに町内企業の中国、特

に上海地区への支援という体制を、より努めてまいりたいと考えておるところでございます。

以上でございます。 

産業振興課長（宮﨑君） 私からはロとハの項目について順次ご答弁させていただきます。 

 最初に、当町から進出している企業の実情把握ということでございますが、現在、当町か

ら中国に進出して生産を行っている事業所は全部で３社ございます。今回の視察では、上海

地区に進出している企業２社について視察研修をさせていただきました。 

 両社とも新しく近代的な工場の中で、平均年齢２０代後半の若い社員たちのそういう皆さ

んが意欲的に働いていたというのが大変印象的でございます。 

 中国に進出した動機等については、重要市場である中国で生産し、原価低減を図りながら

販売増と適正利益確保を両立していくんだということで、現地調達を順次増やす中で継続的

な原価低減を図り、価格競争を維持していくと。それと中国税制に対応できる体制をつくる

などを目的として操業をしたということでございます。 

 特に中国税制につきましては、完成品、半製品、部品等の区分による関税、増値税制度の

優遇措置や輸出入手続上のメリットを最大限に活用し、出荷から港の倉庫を経て輸出入する

ことで中国国内への再輸出入、そんな仕組みを随所で工夫しているということでございます。 

 また製品品質の精度を高めるとともに省力化を進めるため世界一コンパクトで早い組み立

てラインを整備し、工程の細分化による熟練を必要としない工程設計、目で見て理解できる

電子化された作業手順書など至るところで工夫をされておりました。 

 人事管理面では、大勢の中国人社員を数名の日本人が指導しているという状況の中で、言
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葉や文化が違うので教育していくために大変な労力を要しているということでございまして、

また仕事に慣れてくると、他の企業へ移籍したりヘッドハンティングされるなど、人だけで

なく、会社の技術まで流出してしまうと、そういう懸念もあるということで、人事管理面で

のあり方や、やはり日本以外で操業する難しさもあるというお話もお聞きしています。 

 坂城町からは中国以外にもタイやインドネシアに進出し、工場を操業している企業もござ

います。海外進出された企業の皆さんからは、おおむね現地工場の業績については堅調であ

るというふうにお聞きしておりますが、今後進出先での競争も厳しくなってくることも予想

されております。 

 町といたしましては、国際産業研究推進協議会を中心にジェトロとの連携を密にしながら、

今後も企業の海外展開を支援していきたいと考えているところでございます。 

 次に、ハの住工混在は解消されているかというご質問でございますが、この問題につきま

しては全国各地で問題となっておりまして、地理的特性や背景により、その状況は地域ごと

にさまざまでございますが、都市部における最近の傾向としては、工業地域内の工場跡地に

マンションなど新興住宅が建設されることが多く、新たな住民と近隣工場との間でトラブル

になるケースが多いというふうにお聞きしてございます。 

 当町における住工混在の背景は、これまでの工業集積による過程に深く関係するものでご

ざいまして、住居地域内の中で、居住地域内の中で近所の方々に働いていただき、さらには

地域の皆さんに支えられて工場が操業されてきました。しかしながら、工業の発展により住

工混在も進み、生産が高まるにつれ、騒音や振動などに起因する諸問題も発生するなど、そ

の対応に企業の皆さん、地域の皆さんともに苦慮してきたところでございます。 

 一方、住環境の向上や、それぞれの分野による土地利用を図るという観点によりまして、

昭和５２年に都市計画による用途地域を指定し、工業系地域や住居系地域などを区分し、法

的に建築物の用途を規制するということによりまして住工混在の解消と住環境の改善に努め

てまいりました。 

 加えて議員さんも言われましたように、テクノさかき工業団地、坂城インター工業団地を

造成する中で、新たな企業誘致とともに町内企業の住居系地域からの移転や事業拡大に伴う

用地確保に対応してまいりました。 

 これまでの取り組みにおいて住工混在がなくなったというところまではまいりませんが、

住居系地域における工場の新設や増設が規制され、まことに残念でございますが、ピークか

らすれば１００社近くが廃業したということで、それだけでも３割の工場が減ってしまって

いるということでございます。大手企業さんは住居系地域以外に立地されておりますので、

住工混在も改善されてきているものと考えております。 

 ただ、今後の対策を考えたときに、これまで同様に工業系地域や工業団地への工場移転、
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誘導を図ってまいりましても、中小小規模企業においては負担が多く、事業拡大ということ

以外での工場移転は現実的には難しくなっているというふうに考えております。 

 町商工業振興補助金による工場適地への誘導や工場を工業団地などへ集積させるには、そ

ういうこともひとつの方策であり、進めているわけでございますが、私の立場からすると、

当町の現状、歴史等踏まえる中で工場を住宅地から郊外へ移転させるということだけではな

く、今までのように住民と企業がうまく調和した形の中でお互いに理解し、共存できるよう

な地域社会における行動や活動がそれぞれの地域の中で見出していければと、そういうふう

にも思うところでもございます。以上でございます。 

１２番（柳沢君） 平成１２年坂城町日中友好訪問団による中国満城県上海復旦大学との経済、

文化、産業交流促進締結を行った経過があります。そのように同大学との友好関係を築き、

保たれてきたのも、町長の県職時代に国外勤務で得た世界観、特に中国観を洞察されていた

ものというふうに理解するわけでございます。 

 また以前、国際交流員であった陳俊英先生、当時、復旦大学日本研究センター所長の陳建

安博士の多大な協力と長野大学の安井教授のご助力もあり、今日に至ったことは私も認識し

ておるわけでございます。町長が退任をというような考えである中では、今後この国との当

町との関係をどのように保たれていくのか、町長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

町長（中沢君） 中国復旦大学を通じての坂城町との交流は２０年近くに及ぶわけでございます。

この間、初代の鄭励志さんを初めいろいろな関係の皆さんにもお世話になったわけです。先

ほども申し上げましたように、この間私が中国を訪問した際には、８０歳過ぎの鄭励志さん、

あるいは先ほどお話がございました陳建安先生等喜んでご参加いただき、２時間にわたって

交流したと。そういう先生には、また育てられた何人かの坂城思いの先生方もいるわけでご

ざいます。ここにすばらしい坂城を応援するネットワークができているなと、こんな思いが

いたします。 

 あわせて今、中国に進出した宮後さん、あるいは竹内さん等々の企業もいろいろと復旦大

学日本研究センターともども連絡をとりながら頑張っていると。日精さんでございますが、

いろいろと頑張っているということでもあります。さらにまた、日本研究センターの計らい

で嘉定区の実験小学校と坂城の小学校等の交流も進んでいると。 

 そういう中で、坂城なりにはいろいろ積み重ねているなと。そこにすばらしいネットワー

クもできているなと。それは人とのつながりでございますが、それを思う多くの人たちの人

材が育成されておりますので、今後ともテクノセンター、あるいは商工会、あるいはいろい

ろな皆さんに担っていただければ、より効果が上がってくるんだろうと、こんなふうに思っ

ております。心から期待しているところでございます。以上でございます。 

１２番（柳沢君） シフト企業の実態についてお伺いいたしますけれども、中日関係の不穏な状
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況の中で事態を考えた場合には、これからいろいろと進出されている企業に対して町もどう

いうふうになっているか、その状況を常に把握していかなければいけないというふうに思う

わけでありますけれども、それについて企業の連絡を密にするという意味もあるわけですけ

れども、どのように連携を取り合っていくのか、その辺についてお伺いをいたします。 

産業振興課長（宮﨑君） 中国進出企業３社ございますが、それらの皆さんとの連携ということ

でございますが、今回の視察研修でもそうでございましたが、坂城国際産業研究推進協議会、

この組織に皆さん加盟していただいてございます。そういう中で、これらの会社の皆さんと

は常に連携をとって進めていける状態にあるということでございまして、私ども中国進出に

ついては特に復旦大学日本研究センターに大変お世話になっている部分もあります。これら

大学を含める中で連携を密にして対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

１２番（柳沢君） 住工混在の解消について再質問させていただきます。 

 第４次長期総合計画では、工業立地対策の推進について工業団地の整備の重要目的には

「工業立地の促進と住工混在の解消を図るため、工業適地の選定を進め、工業団地などの整

備を推進する」と明記されています。今度は第５次の素々案につきましては、企業立地の推

進にということで一歩前進したなという感じの立地基盤の整備で「住工混在の解消を図ると

ともに、町内企業の事業拡大や工場移転への対応を図り、操業環境の整備に努めます」とあ

ります。大変この考え方を進めていっていただきたいと思います。というのは、深夜の騒音

に悩まされない快適な住環境とともに生活できることを望んでいるわけでありますけれども、

混在解消を机上の玉条でなく、実行性を伴うものにすべきだと思いますが、それについてど

のようにお考えか、お聞きをしたいと思います。 

産業振興課長（宮﨑君） お答え申し上げます。 

 工業の立地ということの中で、住工混在、これについては、工場は本来は工業系の地域の

中で操業するということが基本でございます。住環境のことを考えますと、都市計画の趣旨

に沿って進めていくというようなことが原則でございますし、そうしていかなければならな

いという中で、先ほど申し上げましたが、私どもは住工混在の中で工業が発展してきた経緯

もございます。トータル的に考えて、やはりそれぞれの用途を純化していくために、私ども

は工業振興条例の中で補助金の誘導のための補助金の交付、さらには工業適地、まだあいて

ございますが、整備もしていることでもございますので、そこら辺については、今日、明日

すぐにというのはなかなか経済状況の問題もございます。しかし、将来にわたっては純化の

方向に向って進めていければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

１２番（柳沢君） 次に移ります。 

 ２．ＴＰＰ問題について 
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 イ．ＴＰＰ問題をどう判断されているか 

 今多くの難問題が山積する中で、我が国においても、地方自治体においても最も論議がさ

れなければならない課題は環太平洋戦略的経済連携協定、ＴＰＰ、トランス・パシフィッ

ク・パートナーシップをめぐり、論議されていることは周知のことであります。 

 この問題は、我が国の盛衰にかかわる問題と言っても過言ではないと思います。なぜなら

ば、完全な関税撤廃が求められる日本が交渉に参加して協定がまとまれば、競争力の強い工

業製品などの輸出産業には有利に働くとされ、一方、反対に安い農作物が大量に輸入されれ

ば国内農業が大きな打撃を受け、日本の農業が崩壊するとも言われているわけであります。

それがゆえに農業団体、地方自治体の全国町村会においては参加への反対活動を展開されて

いるわけであります。 

 当町は製造業を中心とした企業のまちであります。製造輸出を主たる企業が多い町である

と同時に、農業のまちでもあります。いずれかの選択肢は厳しい判断とは思いますが、自律

のまちの将来を考えた場合、この論議についてどのようにお考えか、ご所見をお伺いいたし

ます。 

産業振興課長（宮﨑君） ＴＰＰ問題についてご答弁申し上げます。 

 ご質問のとおり昨今、工業製品、農産物を問わず関税の完全撤廃を原則とするＴＰＰ環太

平洋戦略的経済連携協定への交渉参加について、政府を初め産業界、農業界においても賛否

が繰り広げられているところでございます。 

 ＴＰＰ参加による影響について関係省庁からも試算されているところですけれども、農林

水産省の試算では、主要農産物１９品目についての関税撤廃を行い、何らかの対策を講じな

い場合は、国の農業生産は４．１兆円の減、食料自給率は４０％から１４％まで低下、農業

及び関連産業への影響としては、ＧＤＰは７．９兆円の減などが試算されております。 

 一方、経済産業省の試算では、日本がＴＰＰ、ＥＵ、中国とのＥＰＡ、経済連携協定です

が、いずれも締結せずに韓国が米国、中国、ＥＵとのＦＴＡ、自由貿易協定を締結した場合、

基幹産業である自動車、電気、電子、機械産業の３業種については、当地域での市場シェア

を失うという影響が想定されておりまして、ＧＤＰで１．５３％、１０．５兆円の減と試算

がされているところでもございます。 

 また内閣府のマクロ経済効果分析では、ＴＰＰに参加することにより実質ＧＤＰは０．４８％

から０．６％増と試算されております。 

 国の試算に基づいて県農政部がまとめた県内の影響ですが、その影響が大きい米、畜産関

係を中心に県内農業生産額は約７００億円減尐するという試算がされておりまして、ＪＡ初

め県農業会議、県農業委員会協議会など農業関係団体は大会・集会を開催する中でＴＰＰの

交渉参加に反対し、食料や農業、農村政策の確立を求める決議を採択しているところでもあ
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ります。 

 このようにＴＰＰ参加による影響は産業界、農業界、また各分野によりメリット・デメリ

ットがあるわけでございまして、産業振興課という双方を担当する課長としては大変苦慮す

るところでもございますけれども、大局的なところから判断すると、ＴＰＰ参加の如何によ

り当町の工業、農業関係はもとより関連業種、ひいては町の行財政にも大きな影響があると

予想されるところでございます。 

 先ほど申し上げましたが、ＴＰＰ交渉参加につきましては、政府内においても賛否両論で、

先般も農業改革推進本部を設置したところでありますが、参加の判断も来年６月とも１０月

とも言われておりまして、まだ具体的な道筋が見えない状況でございます。 

 県においては、関係団体などからの要請を受けて国に対して慎重な対応を求めるとともに、

商工業、農林水産業、建設業、観光業などさまざまな分野の関係者や有識者で構成する信州

経済戦略会議を設置し、中長期的な観点から幅広い議論を行う中で取り組んでいきたいとい

う知事の方針も出されたところでございます。 

 いずれにいたしましても、ＴＰＰ問題はグローバル的な国策ではございますが、ものづく

りのまち坂城といたしましても、大きな問題でございます。仮に国政が参加した場合、ある

いはこれに参加しなかった場合、具体的にどういう政策が出てくるか、それからでないと評

価はなかなか難しいだろうと考えてございます。日本を取り巻く国際経済情勢や国内産業の

現状、見通しを踏まえ、また町の影響も勘案する中で国の動向を注視していくということで

ございます。今、大きな形の中で、それぞれの業界で賛否両論言われていますけれども、具

体的に片方になった場合、どういうふうに国は対応してくれるのか、いくのか、そういう論

議がまだ見えてきませんので、現在の中では本当に国の動向を注視せざるを得ないというの

が実態でございます。以上であります。 

１２番（柳沢君） このような国レベルの大きな課題を取り上げたということは、国民が無関心

でいられないことであります。当町は企業のまちにより自律を保たれてきているわけであり

ます。 

 ここで平成２１年の坂城町の統計表の状況によれば、工業製造出荷額は１，９１７億

７，５１９万円、これは平成１９年１２月３１日の状況でございます。商業の年間商品の販

売額は１１６億３，８４６万円であります。また農業総額にすれば１４億７千万円、りんご

５億円、ぶどう４億３千万円、米１億９千万円、花等は、ばらが９千万円、トルコギキョウ

が５千万円と、こういうわけなんですけれども、県内の就農者で今、現実において減ってき

ているというようなことなので１０万２６６人、１０年の２月の調査、県内農地３０ａ以上

耕作するが、年間の農作物の５０万円以上ある農家、法人を含め、農業就農の人口は１０万

２６６人となり、５年前の調査から３万２８６人減尐しているということで、離農が進んで
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いることは明白であります。 

 当町の耕作放棄地は１３２．２haであり、農業従事者の高齢化と後継者がいなくなってき

ていること、荒廃地解消とか休耕地の再利用の喚起と、かけ声だけの響きはよいが、対策が

とられていない。農業団体のＴＰＰ反対と地方町村の反対運動をどうとらえていますか。そ

の辺についてお答えをいただきたいと思います。 

町長（中沢君） 過日、長野県の町村会の役員、町村議長会の役員と民主党の国会議員で懇談会

を持った次第でございます。その第一は、ＴＰＰに対する対応、これを何とか措置してほし

いという町村全体の流れの中で、そういう要請もしたところでもございます。関係の国会議

員の皆さんも、そういった立場の人が要請するので、いろいろのニュアンスはございました

けれども、その中で農政のベテランの方が「私は国会議員であるけれども、この際は本当に

ＴＰＰのことについては何よりも大事にしていかなければならない」と、こういうご発言も

されたわけでございます。 

 坂城町も、お話のように工業はもとより農業等がともにあることによって産業振興が図ら

れている町でもあることも事実でございますし、その対応をということになりますと、なか

なか問題があるなと。またＪＡちくまからもいろいろと要請を受けております。言うなれば、

こういった世界の趨勢にどういうふうに対応するかということの中で、政府が、ある日突然

ＴＰＰに参加するよということの流れ、これはいかがなものかと。そうでなくて、農業の皆

さんとも話したり、工業、産業の皆さんとも事前に十分いろいろ話し合いをした中でそれを

進めていくということが国政のイロハではないかと、こんなふうに思う次第でございます。 

 坂城町としては、工業はもとより農業も守れるんだと、そういった観点で政府が処理され

んことを心から期待しているところでございます。以上でございます。 

１２番（柳沢君） 次に移ります。 

 ３．定住自立圏構想推進について 

 イ．構想の進捗の実情は 

 定住自立圏構想は、ご承知のとおり、今後我が国の総人口の減尐と尐子高齢化が進行され

ると見込まれています。特に地方圏においては大幅な人口減尐と急速な尐子高齢化となると

予測されております。そのような状況を踏まえ、地方圏において安心して暮らせる地域を各

地につくり、地方圏から三大都市への人口の流出を食い止めるとともに、三大都市圏から住

民の生活設計に応じた居住の選択肢を提供し、地方へ人の流れを創出するということで、総

務省は平成２１年４月、定住自立圏構想推進要綱が施行されました。 

 以後それを受け、中心市と周辺市町村が協定により役割分担する定住自立圏構想実現推進

に向けて進められているのでありますが、当町は上田市を中心とした構想圏域の中で取り組

まれていかれるということでありますが、経過と進捗状況についてお伺いをいたします。 
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 ロ．町民に理解を得る説明を 

 定住自立圏構想協定の締結にあたっては、地域圏における合意形成の経過を重視し、特に

住民に対しては各種の方法により十分な説明をし、理解を得る中で、定住自立圏形成協定の

趣旨及び具体的内容を周知していただくことこそが、この構想が円滑に推進実現に歩を進め

ていくと思いますが、どのような対応をお考えか、お伺いいたします。 

企画政策課長（片桐君） お答え申し上げます。 

 まず最初に、構想の進捗の実情についてお答えを申し上げてまいります。 

 議員さん、ご案内のように、尐子高齢化社会の進展ということで地方を取り巻く環境は厳

しさを増してきております。市町村には地域の実情に応じた自主的・自立的な地域づくりが

求められているところでもございます。国におきましては、中心市と周辺市町村の連携、役

割分担により地方に必要な生活機能を確保し、圏域全体の活性化及び人口の定住促進をする

ことを目的とした定住自立圏構想推進要綱が平成２１年４月１日に施行されました。 

 定住自立圏形成に向けた手順は、まず中心市が中心的な役割を担う意思を明らかにする中

心市宣言をするということでございます。次に中心市と周辺市町村が、それぞれの議会の議

決を経て１対１の協定を締結をいたします。その上で定住自立圏の将来像や具体的な事業内

容、役割分担等を記載した共生ビジョンの作成をし、それに基づいて連携して取り組みを進

めていくことになります。 

 現在、上田市が中心市となり、当町、東御市、長和町、青木村、立科町の５市町村が周辺

市町村となる定住自立圏構想の検討が行われております。当町を含めたこれら６市町村は、

従来から住民が行き来し、相互に恩恵を受けながら地域を形成してきました。市町村域を超

えた連携がますます重要となる中、定住自立圏構想は個別の連携による新たな地域の活性化

策であります。共同事務を行う広域連合とともに圏域の発展に必要な施策だろうととらえて

おるところであります。 

 上田市では来年２月を目途に中心市宣言を行いたいという意向であります。その後、参加

する６市町村において、それぞれ議会の議決をいただき、連携内容を定めた協定を締結した

いと考えております。 

 協定の具体的な内容等につきましては、今後、関係市町村長の協議を行うなど、当町を含

む６市町村において、さらに検討を行い、相互の調整を図った上で案を作成してまいる予定

であります。 

 町では、これまでも産業、医療、交通等の面におきまして上田市を初め上田地域の市町村

と連携をして施策を実施してきております。現時点では、これら産業、医療、交通など、こ

れまで連携を図ってきた分野を中心に検討を進めてまいる考えであります。 

 次に、町民に理解を得る説明をについてお答えいたします。 
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 先ほどもご答弁申し上げましたが、当面の予定といたしますと、上田市では定住自立圏の

形成において最初のステップとなる中心市宣言の公表に向け、５つの市町村と取り組み項目

等についての調整を行い、２月を目途に宣言を行うという予定であります。その後、当町を

初め参加する６つの市町村においてそれぞれの議会の議決を経て連携内容を定めた定住自立

圏協定を締結したいと考えております。 

 しかしながら、関係する６市町村による本格的な協議はこれからでありますので、作業工

程や協定案にもり込む内容の細部は今後の協議によります。中心市となる上田市と周辺市町

村が１対１の協定を締結するわけでありますが、定住自立圏の圏域全体の魅力ある地域づく

りを目指すものでございますので、上田市以外の他の市町村とも十分連携調整を図る必要も

あるわけでございます。 

 上田地域との定住自立圏の形成に向けて、町民の皆さんに、どのような工程で、いかに理

解をいただくかというご質問でありますが、上田市を初めとする他の市町村と十分協議を行

った上で時期を逃すことのないよう、町民の皆さんに公表をし、ご理解いただけるよう努め

てまいりたいと考えております。 

１２番（柳沢君） 説明をいただきましたので、再質問をいたしたいと思います。 

 上田市を中心とした構想枞内の市町村、上田市、東御市、長和町、立科町等は全協で今ま

で説明されていたということですが、青木村は初日一般質問で話されたということでありま

す。当町は、まだ始まったばかりなので会議を持つに至らないということなのか、そのよう

な判断で今まで全協等にお話をされなかったのかどうか、その辺についてお伺いをいたしま

す。 

企画政策課長（片桐君） お答えいたします。 

 上田市では１１月末に全協でお話ししたと、それを受けまして私どもの方も全協でという

考えでおりましたので、若干上田市の動きもございますので、全協にお話をしてまいりたい

という考えを持っておりますので、１月ぐらいには議会の全員協議会の中で、これまでの経

過を踏まえた中でご説明をしていきたいというふうに考えております。 

１２番（柳沢君） これは非常に大事なことであるわけなんです。これからの尐子化に対応して

いく大事な構想というふうに私は認識しておるわけなんですけれども、こういうことは早目

に全議員に周知するようなことを図られていくことを望むわけでございます。 

 それから国の支援についてですけれども、構成市町村が議会の議決を経て医療や交通、産

業振興などの分野で協定を結ぶと国の特別交付税の算定が優遇されるということのようです

けれども、そのような措置について、どのようにお考えをされてきているのか、ご説明をお

願いしたいと思います。内容でございます。 

企画政策課長（片桐君） お答えいたします。 
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 国の方の財政措置でございますが、包括的な国の財政支援といたしまして、共生ビジョン

に基づき、実施される事業に対して、人口、面積等を勘案して中心市は約４千万円、周辺市

町村は約１千万円を上限とした特別交付税措置が講じられるということでございますので、

具体的な共生ビジョンの事業を進める中の財源として考えております。 

１２番（柳沢君） 国の支援としては、私もそのようにいろいろと調査をさせていただいたわけ

なんですけれども、そのような状況のようであります。 

 そこで当町は長野市が広域連合の中に入っているわけなんですけれども、長野市からその

ような枞内にというような要請、お話があった場合には、どのようなぐあいにお考えか、そ

の点についてお伺いいたします。 

企画政策課長（片桐君） 現時点では上田市との協定ということで考えておりますので、長野市

ということは現在、考えておりませんが、仮に長野市から要請があった場合には、その内容

を十分検討しなければいけないということであります。 

 ただ、定住自立圏構想につきましては、上田市の圏域、長野市の圏域両方と協定を結ぶこ

とも可能でありますので、内容によっては、そういう可能性もあるかもしれませんが、現在

は上田市ということで進めております。 

１２番（柳沢君） これは私もそのような想定論に対してのお答えは明確でないことは承知をし

ておるわけですけれども、いずれにしても上田市中心の定住圏については推進を円滑に進め

られることを望んでいるわけでございます。 

 次に移ります。 

 ４．広域ごみ焼却場について 

 イ．広域ごみ焼却場建設の実情の説明を 

 長野広域連合における広域ごみ焼却施設建設計画では、千曲市に建設をするということで

進められて、当初遅くも平成２１年を目途に考えていたようですが、それが延び、２６年ご

ろにはと言われてきた経過がありますが、いまだに遅々として進展していない実情で、真剣

に努力されているのかとさえ疑念を抱かずにはいられません。 

 昨日、この問題について同僚議員からの質問がされましたが、葛尾施設にかかわる当町と

して、また地元区民の思いを考えれば、安閑としていられません。住民は、ごみ減量化に一

生懸命に協力していただいております。しかし、葛尾組合焼却施設も耐用に限度があります。

毎年多額の費用を費やし、補修しています。早期移転建設を願う周辺住民に的確な根拠をも

とに情報説明をすべきであると考えますが、地元住民に説得ある対応をどのようにされてい

かれるのか、ご所見をお伺いいたします。 

議長（春日君） 住民環境課長、簡明にお答えください。 

住民環境課長（塩澤君） 広域ごみ焼却場についてお答えをいたします。 
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 現在、長野広域連合では、ごみ焼却施設の整備計画を含むごみ処理広域化基本計画の見直

しを行っております。この計画については、今年度中には理事会等を経まして決定される見

込みでございます。 

 ３施設ございますけれども、建設候補地については、それぞれ決定をしておりますが、当

町に建設候補地がないわけですが、老朽化している葛尾組合の焼却場の状況等も踏まえる中

で町として率直な意見を申し上げ、新しいごみ焼却施設の早期建設を目指しているというこ

とでございます。 

 これまでの建設候補地の選定経過、あるいは現在の進捗状況を見る中で、昨日の一般質問

の中でも町長からお答えを申し上げましたけれども、今後の環境アセスメントに係る現況調

査、それに伴う評価書の作成、工事期間、こういったものを勘案した場合に、必ずしも計画

どおり進展しているかというと、若干の遅れは事実としてあるわけでございます。 

 関係住民に情報と説明をということでございますが、最終的な見直し計画がまとまり、決

定した段階で広域の事務局とも相談する中で地元説明会を計画していきたいというふうに考

えております。 

１２番（柳沢君） 常に変動する世情に対応できる英知と先見性が求められています。当町の確

たる将来像を見据え、誤りのない町政と町民に貢献的精神で施策の遂行を願い、私の一般質

問といたします。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０２分～再開 午前１１時１３分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 １１番 円尾美津子さんの質問を許します。 

１１番（円尾さん） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、質問をしたいと思い

ます。 

 その前に一言お断りしておきたいんですけれども、年甲斐もなく、声変わりの病気にかか

りまして、なかなか聞きづらいところもあるかと思いますが、ご容赦いただきたいと思いま

す。 

 それでは質問に入ります。 

 １．子どもたちの健やかな成長を願って 

 イ．児童・生徒の現状は 

 突然襲ったアメリカ初の世界同時不況に追い打ちをかけるような円高、先日閉会した国会

は、労働者派遣法や障害者自立支援法の改正など国民生活に直接影響する多くの法案を先送

りしました。混沌とした政治状況など社会的な閉塞感に将来を展望できない状況が続いてい

ます。 
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 ここ１０年は個人所得が減尐し続けています。そんな中で子どもの貧困がマスメディアで

取り上げられる状況が大変気がかりです。昨年の９月に厚生労働省は初めて子どもの貧困率

が１４．２％であることを明らかにしました。数字の大きさにも驚きますが、子どもの貧困

が存在するという事実を国が認めたことは初めてのことであり、尐子化が進む中で将来が大

変心配になります。国は存在を認めただけで、それらに対する対応策にはなかなか手をつけ

られていません。子どもの虐待のニュースが後を絶たないことに心が凍る思いです。 

 子どもの虐待の根っこには貧困があることを多くの研究者が指摘しています。貧困に対し

て個人の努力が足りないせいだと自己責任に見られがちですが、個人の努力だけではどうす

ることもできない社会状況があります。個人の責任ではなく、社会問題として解決していか

なければならない問題だと認識する必要がありましょう。貧困は社会的に再生産されている

ことを知る必要があると思います。 

 厚生労働省が発表した貧困率は、貧困ライン以下の人の割合を出したもので、相対的貧困

と言われます。大体４人家族で年間所得が２５０万円というのが今回の調査の貧困ラインで

す。大人１人子ども１人の２人世帯では１９５万円です。この貧困ライン以下の所得で暮ら

す子どもたちが１４．２％を占めるわけです。子ども７人に１人、３０人の学級なら総体的

に貧困な子どもが４～５人いるという計算になります。保護者の収入減、働き方の不安定さ

や母子世帯の増加傾向など経済的な厳しさが伺えます。 

 坂城町における児童生徒の現状はどうでしょうか。表面化しづらい問題だと思いますが、

教育委員会として子どもたちの状況をどのようにとらえているでしょうか。まずお聞きしま

す。 

 また、学校へ納めるお金からも事情が酌み取れると思います。収納状況はどうでしょうか。

給食費に関しては、職員の努力に負うところが多いのですが、決算時に滞納がなかったので

すが、今年度は払いづらい状況、遅れがちな状況があると聞いています。収納状況をお尋ね

いたします。 

 食育基本法が導入されて朝食をとらずに登校する児童生徒が問題になり、改善に向けて努

力がなされました。基本法は２０１２年、つまり来年には朝御飯を食べずに登校する児童生

徒を０％にすることを目指すとされてきました。現状はどこまで改善されてきたでしょうか。 

 言うまでもなく、食生活の確保は体力づくりの基本でありますし、精神力や知力にも大き

く影響することは誰も否定できません。食事をしてこないことに貧困との関連はないでしょ

うか、お尋ねいたします。 

 ロ．食を通じた健康づくりのネットワークについて 

 保健センターが中心になって食育・給食センターの栄養士さん、学校の養護教諭を初め食

に関係ある立場の人たちが連携して、食育基本法、健康増進法に基づいた食を通じた健康づ
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くりのネットワーク、名前はともかくとして、を立ち上げたと聞きます。これまでそれぞれ

の立場で子どもたちを中心とした健康や食育の推進などの仕事が進められてきましたが、あ

る意味ではばらばらに対応されてきただろうと思います。連携することで全体的に見ること

ができる子どもたちの心身ともに健やかな成長の保障になっていくのではないかと大いに期

待するところです。 

 実は４年前、食育について一般質問したときに、当時の担当課長は「食生活や健康につい

て全町的に把握している保健師、幼尐期を把握している保育園関係者、児童生徒の個々の生

活習慣を把握している学校の養護教諭、食習慣や食生活をケアできる栄養士などが総合的に

問題点を検討し、坂城町全体の子どもたちの食生活や健康を考えていくことが必要です」と

答弁しています。それらがたたき台となってネットワークが実現したのだろうと思い、大変

うれしく思います。事業内容と取り組みについてお聞きいたします。 

 ハ．食育・学校給食センターの役割について 

 食育を標榜した給食センターは、全国でも珍しい存在であります。名前をつけるにあたっ

ては、建設時の補助金などが大きく左右したと思いますが、給食センターとしてだけでなく、

ほかでは考えられない事業展開も期待してよいのではないかと思います。 

 食育基本法では、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らせ

るようにすることが大切で、そのためには食が重要であり、食育が生きる上での基本である。

知育、徳育、体育の基礎になるものと位置づけられ、健全な食生活を実践できる人間を育て

ることを目的にしています。特に子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に

大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間性を育んでいく基礎

となるものであると位置づけられています。地産地消や自給率の向上も食育のひとつであり

ます。もっと広く食育の取り組みが展開されることを期待したいと思いますが、現状と今後

の展望についてお尋ねいたします。 

町長（中沢君） 円尾美津子議員さんの質問にお答えいたします。 

 お話のように、質問全般が子どもに係る話ということで、主として教育長、担当課長に答

弁させますが、私の方からは町の一般的施策等についてお話ししたいと思います。 

 ご指摘のように、世界的な不況が尐なからず私たちの経済活動あるいは家庭生活を脅かし

ていると、これも事実でございます。町民が等しく文化的な生活をする、教育が受けられる

ということは、すべてのものの基本でもあるわけでございます。母子・父子家庭の経済負担

を軽減するために児童扶養手当や母子・父子資金などを積極的に活用して家庭生活に支援を

していくということもしているところでもございます。 

 低所得者世帯、生活困窮世帯につきましては、準要保護の就学援助等を支給し、児童生徒

が学校生活を本当に平等に享受できるという施策展開もしているところでもございます。子
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ども手当、高等学校の授業料無料化、経済支援の一助となり、義務家庭の経済の安定にもつ

ながっているなと考えております。 

 学校における子どもたちの健康と保健予防につきましてでございますが、スポーツ活動の

推進、健康診断、精神衛生、各種予防接種等を行っており、子どもたちの健康増進にも努め

ております。 

 この４月からは、お話のように食育・学校給食センターもオープンし、生活の基本となる

健全な食生活、食文化、それと地産地消の推進という立場から児童生徒に安全な学校給食を

提供するということを大きな課題ともしているわけでございます。さらに保健センターを中

心に食育を通じた健康づくりのネットワーク、そういうものの中で食育・学校給食センター、

学校、保育園、あるいは産業振興課等々がいろいろと連携し、全体の健康づくりに努めてい

るところでもございます。 

 また先月の２６日に成立した子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特別交付金を受けて

の子宮頸がんワクチンの接種、ヒブワクチンの接種、それと小児の肺炎球菌ワクチンの接種

等につきましても、議会の最終日、１７日に追加提案し、早急に対応したいと考えておると

ころでもございます。 

 いずれにいたしましても、ご指摘のように社会経済状況が不安な状況にございますが、未

来の子どもたちにまず生きる力をつけて、そして自然と地域とのふれあいの中で人間形成を

図って、さらにまた家庭での教育力を進めるということなど、子どもの成長にあわせた教育

学習活動を推進することが何よりも大切だと実感しているところでございます。そのように

いろいろ進めてまいりたいと考えています。以上でございます。 

教育長（長谷川君） 円尾議員さんからの児童生徒の現状はというご質問についてお答えをさせ

ていただきます。 

 まず最初に、学校納付金、給食費等の納入状況はどうかということでありますが、まず学

校納付金について申し上げますと、現在、小・中学校とも修学旅行の積み立てでありますと

か、あるいは校外学習への旅費でありますとか、その他教材等の購入費等で学校納付金を徴

収しております。 

 現在の状況ですが、小学校につきましては、現在すべて完納されているというふうに報告

をいただきました。中学校におきましては、４家庭が未納ということであります。そのうち

の３家庭につきましては、既に就学援助費の申請が出されておりまして、今後、就学援助費

を支給する方向で対応できる見通しが立っておりますが、１家庭につきましては、就学援助

費の申請を勧めたんですけれども、現在のところ、まだ申請が出されていない状況でありま

す。 

 また給食費の方の納入状況でありますが、１２月３日現在での報告ですけれども、１世帯
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が未納であると。児童生徒の数でいいますと、２人でありますが、１カ月分未納になってい

るということであります。 

 これらの未納の家庭につきましては、現在、学校と給食センターとで連携をとりながら未

納解消に努めております。 

 昨年度との比較をしてみますと、給食費の納入状況につきましては、未納が若干多いかな

と思いますし、未納の場合に家庭の方から就学援助で対応していただけないかという申し出

がある家庭がやや増えているかなというふうに思います。現在のところ申し出があった家庭

については、すべて支給する方向で対応ができております。 

 いずれにしましても、去年よりは若干未納家庭が増えておりまして、経済状況の厳しさと

いうことも原因のひとつであるということができるように感じておる状況です。以上です。 

 次に、朝食の件であります。朝食を食べないで登校している児童は、その後改善されたか

ということでございますが、十分ご存じかと思いますけれども、朝食をとらないで登校して

くる子どもの心身面での影響というのは非常に大きゅうございまして、特に朝の食事が欠け

ている場合には、午前中の活動力が非常に落ちるということ、これは脳も筋肉もそうであり

ますが、そういうことは今までも科学的にも証明されてきているわけであります。そのため

に尐し前から、数年前から朝食の大切さは機会があるたびに学校から保護者にご理解をいた

だくよう働きかけてまいりました。昨年度の町のＰＴＡの研究集会も食事の大切さというこ

とで、これをテーマに取り上げていただきまして、食事を大切にしてこなかったために体を

壊された方の体験の発表であるとか、あるいは町の栄養士さん、給食センターの栄養士さん

による食育の実施等をしていただいたわけであります。 

 長野県の、これは学校保健会の栄養部会の統計でありますけれども、中学２年生の状況に

ついて朝食をとってくるかの状況について、あるいはそのほか健康状態も含めてですが、３

年に１度アンケート調査をしておりまして、その結果のまとめが実態調査報告書という形で

出されております。 

 それによりますと、坂城中学校での２年生の場合ですが、朝食を必ず食べているという子

どもの数は、平成１６年度が６８％、１９年度が８４％、２２年度は８９％というふうに、

どんどん朝食をしっかり食べるような状況が生まれつつあります。２１年の学習状況調査の

中でも中学３年生は８５％の朝食をきちんととってきているというデータがありまして、こ

れは県の平均とほぼ同じでありますし、全国平均よりはやや上かなというふうにデータ的に

は出ております。 

 このように改善されてきたということは、望ましい生活習慣ができ上がっているというこ

とが一番の理由かなと思います。家庭の皆さん方が朝食の大切さというようなこと、あるい

は食事の大切さということについて理解をいただき、児童生徒の健康方面に気を配っていた
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だけるようになった、実践していただけるようになったという努力の結果であると思い、感

謝をしているものであります。 

 朝食をとらない児童生徒の原因を推し量ってみますと、貧困との関連はちょっと見受けら

れないかなというようなふうにも思います。ただ、就労状況は厳しくなってまいりましたの

で、それによって家族の皆さん方の労働時間が不安定になることによって朝飯がきちんと出

ないというような状況も考えられますし、また生活習慣が確立していないということに理由

があるかなというようなケースも見受けられております。 

 学校でそういうことに気がついた場合には、まず保護者に学校に来ていただきまして生活

習慣の改善をお願いしたり、さらにそれによって改善が進まないような場合には、福祉健康

課と相談しながらケース会議を開いて、保健センターからの支援等いただくような形をとり

ながら、家庭生活の立て直しといいますか、それを図っていただいているところであります。

以上です。 

福祉健康課長（中村さん） 食を通じた健康づくりのネットワークについてお答えいたします。 

 食育は健全な食生活を実践することができる人間を育てるために、あらゆる世代の方にと

って必要なものでありますが、特に体づくりの基礎となる子どもたちについては、食の重要

性を認識することが必要であり、家庭、学校、保育園、地域などがともに取り組むことが求

められております。 

 町といたしましても、生涯にわたる健康づくりにおける食の重要性を認識し、総合的な推

進に向け、取り組みを進めているところでございます。現在、保健センター、食育・学校給

食センター、小・中学校、保育園、子育て支援センター、教育文化課、産業振興課の食育推

進の担当者が連携して食に関する情報交換、実態把握及び現状分析を進めているところでご

ざいます。 

 ご質問にあります食を通じた子どもたちへの健康づくりのネットワークでございますが、

具体的な連携といたしまして、保健センターで実施しています乳児家庭訪問、４カ月児から

３歳児の乳幼児健診時に実施しています栄養士による栄養相談、栄養指導の実態が保育園、

子育て支援センター、学校などの食育推進事業のもとにもなっております。 

 この実態を参考にして、保育園では離乳食の実施や栄養相談、給食やおやつの実施、献立

などを作成しており、個別の栄養指導にも健康実態を役立てて実施しているところでござい

ます。子育て支援センターにおきましても、保健センターと健診の実態を双方向でやりとり

する中、１歳までの子育て講座や未就学園児の給食試食会、離乳食教室、子育て自主サーク

ルの料理教室などを開催しております。 

 小・中学校の児童生徒に対しましては、保健センターと保育園、学校が連携し、食生活の

予防と早期にかかわりを持つために、０歳から１５歳までの身体計測状況を一元化して実態
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を把握する中で子どもの肥満ややせの予防の推進に努めているところでございます。また保

健センターにおいて学校と連携をとる中で、小学生向きに親と子の楽しい料理教室や夏休み

には小学生食育健康教室を開催しているところでございます。 

 このほかにも保健センター、食育・学校給食センター、保育園、学校、教育文化課、産業

振興課において食の大切さや食品の選択力を身につけていただくための各種教室や講座、体

験なども開催しているところでございます。 

 保育園におきましては、郷土料理や地元伝統食を給食に取り入れたり、調理体験、畑づく

りと収穫といった農業体験、ねずみ大根の収穫など産業振興課と連携をとる中で取り組んで

おります。 

 今後におきましても、関係各課が情報交換をする中で結びつきをさらに強くして取り組ん

でまいりたいと考えております。現在、町では平成１４年度に策定いたしました坂城町健康

づくり計画を見直しする中で、平成３３年度を目標年度とした計画の策定作業に取り組んで

おりますが、この計画の中に食育推進計画も含めまして関係課等と連携をとりながら策定に

あたってまいりたいと考えております。以上でございます。 

教育次長（塚田君） 食育・学校給食センターの役割について、現状と展望はについてお答えを

いたします。 

 現在、食育・学校給食センターでは、地域の方々のご理解ご協力をいただきながら地元の

食材をできるだけ多くとり入れた献立作成に努めているところです。協力団体も６団体から

現在は１５団体となり、納品される食材の種類も年々増加をしているということでございま

す。今後も地域の方々の協力を得ながら「地域食材の活用は郷土愛につながる」という言葉

を合い言葉に地域産の食材の活用をさらに推進していきたいというふうに考えております。 

 現在行っている食育推進の現状でございますが、先般新しくなりまして、児童生徒及び保

護者の方々を中心に大勢の方が見学に訪れてきております。見学においては、児童生徒につ

きましては調理風景の説明、給食センターの１日の調理の流れ、残飯が堆肥となって、また

その堆肥から野菜が収穫され、またその野菜が給食センターに戻ってくるといったリサイク

ルというようなことを含めての食物の大切さの説明を行っております。また保護者の方につ

きましても、同様な内容に加え、子どもたちの成長段階にあわせた食に関する講座、それか

ら特徴としましては、坂城幼稚園の保護者、坂城高校のフードデザインを選択している３年

生、町の婦人会等の方々にも調理内容、施設等の説明、栄養士による食育講座を実施し、行

っているところでございます。 

 さらに給食センターの栄養士の活動ですが、町内の小・中学校４校全クラスをすべての給

食の時間に訪問し、各学年に応じて食べ物に興味を持つこと、持ってもらうお話、それから、

いろいろな食べ物を満遍なく食べる健康的な食事のとり方、小学校高学年から中学生にかけ
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ましては、カルシウムの重要性を認識をしていただく活動、特に中学生には朝食の有効性の

ほか食品表示の見方、成長期のカルシウムの必要性、これらを３年間で習得する食育講座を

行っております。また学校全体といたしましても「子どもたちの健やかな成長を願って」と

いうことを題としまして、食育講話を全学校の教職員、保護者を対象に説明会を実施してい

ます。 

 このようにセンター及び学校での食育活動を通じまして、子どもたち、それから保護者、

町民の方々に食の重要さ、大切さを伝えながら食に関心を持っていただく中で健康づくりに

つながる食育推進活動を現在、推進している状況にあります。 

 今後の活動としましては、現在行っていますセンターの見学、試食会、食育の推進活動が

一過性にならないようにということの中で、幼稚園、小・中学校、高校、保護者等とさらに

連携を深めながら、継続性のある食育推進活動を推進していきたいというふうに考えており

ます。そして坂城町の未来を担う子どもたち、その保護者の方々が将来、自分自身の食のあ

り方、食を選択する力などの自己管理能力を身につけまして、自らの健康は自ら守ること、

さらに食育の基本が家庭の食卓にあること、そういった重要性を認識されるような活動をし

ていくことが大切であるというふうに思います。 

 さまざまな食育活動が規則正しい食事、栄養面でのバランス、安全・安心で楽しい食事、

食の望ましい姿の健全な食生活、これに通じればということであります。家庭での教育、朝

食問題、健康の自己管理など多くの問題が、このような活動を通じて解決されていくと思う

ところであります。以上です。 

１１番（円尾さん） それぞれ答弁をいただきました。町長からは、今、町がやっている子ども

たちへの施策、援助をしていく施策について、るるお話をいただきました。教育長からは御

飯を食べてこない子たちが、朝食をとらない子どもたちが随分減ってきたんだというお話が

ありましたけれども、あくまで中学２年生が基本になっていますので、じゃあ、小学校はど

うなんだろうなというところが非常に心配なわけですよね。そういう意味で、今大変子ども

の貧困というようなことが言われて、厚生労働省からこういう数字を示されたということに

対して、今後子どもたちの様子をどうやってつかんでいったらいいのかというようなことを

考えられるかと思うんですけれども、それらに対して教育長はどういうお考えをお持ちでし

ょうか。まずお尋ねしたいと思います。 

教育長（長谷川君） 小学校での実態についてということでご質問をいただいているわけですが、

数字を持ち合わせませんでしたので、小学校については触れませんでしたが、そういう家庭

状況の変化につきましては、今、月に１度、校長会、教頭会を持っておりまして、主に校長

会の方で子どもたちの実態がどうであるか、不登校の問題、いじめの問題、健康的な問題、

家庭的に急におかしくなってきたとか、そういう状況をいつも報告をいただいてつかんでお
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ります。 

 その中で小学校でも朝食を食べない子どもが今年２例話題になりまして、やはり先ほどち

ょっと申し上げましたが、一番の原因としますと、家庭生活の不規則になってしまったとい

うことかと思います。一例の場合には、お母さんが入院をしたというようなことで、そうい

う状況が生まれましたが、退院されてからはきちんとした食事ができるようになって、子ど

もも元気に学校にちゃんと来れるようになったという。ですから朝飯を食べない月が３カ月、

もっと５カ月ぐらい続いたですか、そういう例もありますけれども、そういう状況は常につ

かむように努力をしております。 

 主に対応としますと、用務の先生がこの子たちの対応を進めてくださっていますが、朝ち

ょっと遅い場合には家庭訪問をして様子を見るとか、朝食を食べたかどうかを確認して、な

い場合にはちょっとそこの学校で準備できるものを食べさせるとか、そんなような方法もと

っているようであります。 

 いずれにしても食事がきちんととれていないということは子どもにとっては非常に深刻な

問題でありますし、将来的にも響くことですので、十分そういう実態をつかむと同時に適切

な対応ができるように、それからもうひとつは、学校だけではどうしてもできないことがあ

りますので、多くの方々のご援助をいただきながら進めていくことが必要だというふうに考

え、努力しているところであります。 

１１番（円尾さん） なかなか大変な状況も見えてくるわけですけれども、それらに対してしっ

かりとした対応をぜひやっていただきたい。取りこぼしがないようにということを常にお願

いしたいと思います。 

 もうひとつは、やはり学校納入金の話なんですけれども、これは今のところちょっと遅れ

気味でというお話がありましたけれども、県の教育委員会が公表している納入金の一覧表と

いうのがございまして、坂城町の場合は給食費を除いて中学校は１年間に９万７，５３７円、

小学校は２万９，５９１円を負担しているという一覧表が出ています。義務教育でもあって

も、かなりの保護者負担があるわけですよね。これを見ますと、市町村によっては、ばらつ

きがあります。その辺でやはり公費でもっと負担していってもいいのではないかと思うんで

すけれども、その辺の内容の見直しをぜひしていただきたいと思うんですけれども、それに

ついてどうお考えなのか、お尋ねしたいのと、費用の点ですから、もうひとつついでに就学

援助金の話が出まして、今、就学援助するように、そちらの方向をとっていくんだというお

話がありましたけれども、実際には学校納入金とか、こういうことに対して減免措置が全く

ないわけですよね。だから、そういう意味では就学援助というのを大いに利用していく、こ

の制度だと思うんです。 

 坂城町は比較的、就学援助の率をちょっと調べてみましたところ、県の平均よりもかなり
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尐ないんですよね。２１年度を比較してみますと、県の平均が９％です。長野市の平均など

は１１％ですね。そういうことを見るときに、まだまだもっと対応していく必要があるんだ

ろうなということがわかるわけですけれども、この就学援助を決めていくときに生活保護費

の１．１倍から１．３倍というような基準が示されています。坂城はどのような基準でなさ

っているのか、その辺をお尋ねします。 

教育長（長谷川君） 学校納付金の今、金額等についてお示しをいただきましたけれども、これ

につきまして、どういうところで幾らということ、すみませんが、細かいことはつかんでお

りません。 

 ただ、これは去年から学校へもお願いをしてまいりました。リーマン・ショック以来、坂

城の情勢というのは非常に厳しくなっていると。多くの親が坂城町で就労している中で収入

が相当減ってきている状況があるから、学校の納付金をいただく中で、それを有効に使うこ

と、それから、どうやれば減らすことができるかということは考えてほしいということを昨

年、校長会でお願いをしました。 

 そういう面で言いますと、家の方々の負担がどうであるかというようなことについては常

に状況を見ながら学校納付金についても考えていく必要があるかと思いますし、実際には町

でその中の一部を負担できるかということはちょっと難しいことであります。状況もちょっ

と十分につかんでいませんので、今後見てみたいとは思いますが、そういう努力はしていき

たいなというふうに思います。 

 それから準要保護の基準はどうかということでありますけれども、細かい数字について、

ちょっとどういう基準でということを手元に資料がなくて申し訳ありませんけれども、一応

ほぼ学校で使っている学用品、それから修学旅行等に行く費用、それから宿泊を伴う活動の

費用とか、さらには入学にあたって準備する費用等は出されているわけであります。私の記

憶では、今年１０４件の審査をいたしまして、ひとつだけ家の収入がここまであれば、ちょ

っとご遠慮いただかなければいけないのではないかという例がありましたが、あとは皆さん

それぞれ理由等が町で定めました基準の中に入りましたので、支給をする方向で進めてまい

りました。 

 そういう面で率が低い、でも９％ぐらいは支給されているような気がするんですけれども、

ちょっと数字が、すみません、あれですが、特に要望があったものを一生懸命こちらで審査

して落としているというような印象は全く持っていない状況であります。 

１１番（円尾さん） 審査の基準というのが、なかなか大事になってくるわけですけれども、そ

の前にやはり就学援助制度があるんだということを、どのように伝えていくかということな

んですよね。 

 まず、こういうものが伝えていますよというチラシをいただきましたが、これは全く要綱
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を要約しただけのものなんですけれども、長野市の就学援助という形のは、こういうのが出

されていまして、もっと大きいのが出されているわけですけれども、「保護者の皆さんへ」と

いうような形で世帯数３人の場合は２０９万円程度、４人の場合は２４８万円程度、５人の

場合は２９４万円程度と、そこまで示しているんですよね。だから実際に保護者の皆さんが

それを受け取ったときに「あ、これは私のところでも適用になるんだ」という感覚を持てる

かどうかということが大事なことなんですよ。しかも、こういう制度を有効に使っていくと

いうことが大変重要だと思います。 

 坂城は、やはり９年度は、資料はいただきましたので、全体で７．９％です。だから、そ

ういう意味では県の平均を下回っているということがありますので、その辺基準もはっきり

させてくださいということなんですよね。そういう中で対応していっていただきたいと思い

ます。 

 ネットワークについては、取り組みが始まって、これからいろいろなところでの食育、健

康増進法や食育基本法で始まっていくと思いますので、これはひとつはやはりちゃんとした

健康増進計画に位置づけて、職員がかわられても、異動ということが結構あるものですから、

県の職員ももちろんそうですし、異動があっても、こういう計画でやっていくんだよという

のをちゃんと位置づけていただきたい。そのことを要望しておきます。 

 給食センターについては、それぞれ頑張っておいでになりますし、まだ始まったばかりで

すので、ただ、食育を冠につけたのに恥じないような事業をぜひ進めていただきたいことを

要望しておきます。 

 それでは２番目の質問に入ります。 

 ２．ゴミ減量への取り組み 

 イ．減量化への取り組みと効果は 

 ４月に、ごみの処理手数料が有料化され、ごみ袋が２０円が上乗せされました。町長の招

集あいさつでは、５％が減になった。けれども、ほかの市町村は１０％以上の削減になって

いるとの話がありました。段ボール箱による生ごみの堆肥化が始まっていますが、まだ始ま

ったばかりです。どの程度まで進み、効果があったでしょうか、お聞きします。 

 ロ．今後の方策は 

 生ごみの減量だけではなくて、ごみ全体を対象に減らしていく必要があると思いますが、

今後どのような対応を考えておいきでしょうか。 

 「混ぜればごみ、分ければ資源」を合い言葉に瓶や缶の分別から始まり、容器包装リサイ

クル法による分別収集は町民の協力によってかなり定着してきたと思います。リサイクルに

対しても意識する人が多くなりました。しかし、広報でごみの減量を伝えていくだけでは、

ごみは減らないんですよね。そのことをどうすれば減っていくのかということを、もっと考
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えていただきたい。 

 そして私は、特に思うんですけれども、草や庭の剪定枝をごみステーションに出している

人が多く、私もその一人ですけれども、畑などを持たない家庭では、そうせざるを得ないん

です。専門に剪定に入った人に聞いたんですけれども、やはり処理は葛尾へ持っていくんだ

というお話でした。「何とかならないかね。草までステーションに出すのは忍びない。ごみの

量がどんと増えるよね」こんな会話が聞かれています。町民が利用しやすい処理方法を検討

していただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか、お聞きいたします。 

住民環境課長（塩澤君） ごみ減量への取り組みについて、最初に減量化への取り組みと効果は

についてお答えをいたします。 

 町では、これまで長野広域連合のごみ処理基本計画に基づき、可燃ごみの減量化に取り組

んでまいりました。 

 減量目標の設定といたしましては、平成１５年度のごみ排出量を基準としまして、平成

２６年度までに家庭系可燃ごみについては１１％の削減、事業系については２０％の削減を

目標といたしてきたところです。住民各位のご協力等にもより、家庭系可燃ごみについては

平成２１年度の実績が３，１８６ｔに減尐をいたし、平成１５年度排出量３，５７６ｔか

らの削減目標３９４ｔに対しまして、あと４ｔの削減で目標が達成できるという状況にな

っております。平成２１年度末の削減率ということで見ますと、１５年度に対してマイナ

ス１０．９％ということになっております。 

 しかしながら、限られた資源を有効に活用するとともに今後、長野広域連合において建設

される新しいごみ処理施設建設の負担割合、これが人口割１０％に対し、ごみ排出量割が

９０％となっていることなどもありまして、さらなるごみ減量化への取り組みを推進する必

要があるというふうに考えております。 

 減量化のひとつの施策としまして、本年４月からごみ処理手数料の有料化を開始をいたし

ました。家庭から排出されるごみについて、排出量に応じてごみ処理費用の一部を負担いた

だくということで、ごみの排出抑制、資源物の分別の徹底、リサイクルの促進などを目的に

導入をいたしたものでございます。町民の皆さんのご努力もありまして、４月から１１月ま

での可燃ごみの排出実績については家庭系可燃ごみ１，８０８ｔということで、前年度対比

でマイナス約５％という削減となっております。 

 ごみの減量化の有効な方策としまして、生ごみについてでございますけれども、生ごみ処

理機等の購入に対する補助金を今年度より４万円に増額をいたしました。昨年１年間の申請

件数が１７件の実績に対しまして今年度においては１１月末で既に４７件の申請をいただい

ております。 

 また６月に、ごみ減量化推進員といたしまして、段ボールコンポストによる生ごみの堆肥
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化を実践しております９名の皆さんを委嘱をし、各区長さんや環境衛生委員さん等と協力を

する中で、各区において、ごみ減量の必要性や生ごみの堆肥化についての出前講座を開催を

いたしております。１２月現在で１０区２団体の説明をさせていただいておりますけれども、

今後においても引き続き各区へ出向いての講習会の開催を実施していきたいという計画でご

ざいます。 

 効果といたしましては、葛尾組合で実施しております可燃ごみの成分分析結果では、厨芥

類、いわゆる生ごみでございますけれども、ごみ有料化前の調査で２３．９％でありました

が、直近の３回の調査平均では１８．５％ということで、５．４ポイント下がっております。

全量調査ではなく、抽出調査でありますので不確定な要素もあるわけですが、可燃ごみ全体

の排出量が５％減尐しておるということでありますので、生ごみの排出量自体も減尐してき

ているものというふうに思われます。 

 段ボールコンポストの問題点、今後の課題ということでありますが、自然発酵させるため

冬場は温度が上がりにくい、あるいは毎日かき混ぜるという手間の問題がひとつございます。

また非農家につきましては、ぬかの確保とでき上がった堆肥の処理方法等が挙げられます。

研究課題も幾つかあるわけですけれども、個々の課題を解決した後の導入となりますと、後

手後手の対応となってしまいますので、既に実施をしております町民の皆さん、あるいは推

進員の皆さんと検討を重ねる中で、坂城方式ということで研究していかれればというふうに

考えているところでございます。 

 次に、今後の方策についてでありますが、生ごみだけでなく、あわせてごみ全体を減らし

ていく方法についても検討していく必要がございます。資源物のうちプラスチック製容器包

装につきましては、処理を行うリサイクル協会等と協議をいたし、町民の皆さんが出しやす

くすることで、より多くの資源として回収できますように、この１１月からはプラスチック

ごみの値札等をできるだけ剥がしていただければ回収するという、そういった取り扱いにも

させていただいております。 

 また布、紙類でございますが、葛尾組合の分析によりますと、有料化前５２．３％に対し、

最近の調査平均では５８．７％ということで、若干増加傾向にございます。特にこういった

点からも紙類のさらなる分別が必要かと考えているところであります。 

 紙製容器包装に関しましては、町民１人当たりの資源としての回収量が葛尾組合管内平均

の７７％、ペットボトルに関しては同５０％ということで尐ない状況にあるというデータも

出ております。 

 また成分分析では１．２％ということで比較的尐ない庭木の枝とか草の、いわゆる剪定枝

の類でございますけれども、他市町村の動向、あるいは町民の皆さんの声をお聞きする中で

処理等について検討していきたいというふうに考えております。当面は生ごみの資源化、堆



 －１４１－ 

肥化と紙類、プラスチック類の分別にポイントを絞って減量化を推進してまいりたいという

ふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、地球温暖化防止対策、ＣＯ２削減の観点からも限られた資源をた

だ灰にするということではなく、有効に活用し、町民の皆さんが利用しやすく、あわせてご

みの減量につながる処理方法、こういったことを引き続き研究、検討をしていきたいという

ふうに考えております。 

１１番（円尾さん） 答弁いただいたわけですけれども、今、ごみのあり方とか処理のあり方と

いうのは大きくこれから変わってくるだろうなという気はしています。長野広域にあっても、

今見直しが始まっていまして、しかし、まだ今の状況を続けていくとなっていますけれども、

焼却していかない、あるいはごみを減らして再利用していく、ごみを尐なくするというよう

な方向に変わってくるし、経済状況がこういう状況でありますし、人口も減ってくるという

中で、ごみのあり方というのが変わってくるだろうなというふうに私は思います。たまたま

長野広域の議員をしていまして、そんなことが論戦のまだ中心にはなっていませんけれども、

やはりそういうことも提起していく必要があるんだろうなと、今痛切に考えているところで

す。 

 先ほど、ごみは２１年度は随分減りましたよというお話がありました。２２年度の搬入状

況を見せていただきますと、千曲市は１０．何％減っていて、坂城町は５．何％という形な

んですけれども、その中で特に気がついたのは、葛尾へ搬入する中で事業系ごみ、坂城の事

業系ごみというのが減っていないんですよね。だから、その中でそういう事業系の方に対す

る節約、今、紙がうんと多いんだよというお話がありました。そういうことを考えたときに

も事業系の方に協力を求めていくということが今後大きな課題になってくるかと思いますけ

れども、今、事業系の方にはどんな協力を求めておいでになるか、その辺についてお尋ねし

ます。 

住民環境課長（塩澤君） お答えをいたします。 

 事業系ごみの関係ということで、事業者等への協力というご質問でありますけれども、事

業系ごみにつきましては、先ほど長野広域の目標ということで２０％の削減ということをご

答弁申し上げましたけれども、坂城の事業系ごみについては、一応数字としますと２０％の

減量という目標は平成２１年度でクリアをしていますけれども、事業所が非常に多いという

関係もございますので、そういったところで事業所から出る紙類のごみが多いということは

事実でございます。一部の事業所においては、指定袋をお使いをいただいて、町の窓口で販

売をして１枚１００円の指定袋をお使いいただいているところも幾つかございます。そうい

った事業所については、窓口でお求めになる際に減量化ということで一般の町民の皆さんと

同じように分別収集のお願い、あるいは減量化への取り組み、そういったこともお話をさせ
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ている状況でございます。 

１１番（円尾さん） 事業系ごみの目標に対して目標はクリアしたからというお話がありました

けれども、私が言ったのはそうではなくて、葛尾へ搬入されている、今年度で全然減る様子

がないんだよということをお尋ねしたかったんですよね。だから実際には事業系ごみを出し

ていらっしゃる方に対しても、今こういうごみを減らしていく状況があるんだというような

ことをＰＲしていくことがうんと大事だろうと思うんです。その辺が尐し足りないのかなと

いう気がしています。 

 それから先ほど生ごみの堆肥化については、できた堆肥の処理についてもやっていくんだ

という話は、これは私は何年も前からお願いしているわけですけれども、実際に私も生ごみ

の減量ということについては７～８年取り組んできていますけれども、できた堆肥の処理に

困っています。だから、そういう中身をやはり、こっちをやればこれでいいというのではな

くて、同時並行していかないとなかなかごみは減らないと思うんです。そんなことをぜひや

っていただきたいと思います。 

 尐子高齢化が進む中で子どもたちが健やかに育ってほしいと子どもたちの貧困について今

日は触れました。本来なら保育園の子どもの様子も取り組みたかったんですけれども、今回

は時間の関係で児童生徒に絞りました。保育料の滞納の状況を見ますと、昨年より増加して

います。…… 

議長（春日君） 終わりました。 

１１番（円尾さん） じゃあ、終わります。 

議長（春日君） 以上で通告のありました１０名の一般質問は終了いたしました。 

 本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいまから明日１６日までの２日間は委員会審査等のため休会にいたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいまから明日１６日までの２日間は委員会審査等のため休会とすることに決

定いたしました。 

 次回は１２月１７日、午前１０時より会議を開き、補正予算案等の審議を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後１２時１４分） 
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１２月１７日本会議再開（第５日目） 

 

１．出 席 議 員   １４名 

１番議員  田 中 邦 義 君  ８番議員  林   春 江 君 

２ 〃  中 嶋   登 君  ９ 〃  宮 島 祐 夫 君 

３ 〃  塚 田   忠 君  10 〃  池 田 博 武 君 

４ 〃  大 森 茂 彦 君  11 〃  円 尾 美津子 君 

５ 〃  山 城 賢 一 君  12 〃  柳 沢 昌 雄 君 

６ 〃  入 日 時 子 君  13 〃  柳 澤   澄 君 

７ 〃  安 島 ふみ子 君  14 〃  春 日   武 君 

２．欠 席 議 員   なし 

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

町 長  中 沢   一 君 

副 町 長  栁 澤   哲 君 

教 育 長  長谷川   臣 君 

会 計 管 理 者  中 村 忠比古 君 

総 務 課 長  宮 下 和 久 君 

企 画 政 策 課 長  片 桐   有 君 

まちづくり推進室長  塚 田 陽 一 君 

住 民 環 境 課 長  塩 澤 健 一 君 

福 祉 健 康 課 長  中 村 清 子 君 

子 育 て 推 進 室 長  中 沢 恵 三 君 

産 業 振 興 課 長  宮 﨑 義 也 君 

建 設 課 長  荒 川 正 朊 君 

教 育 次 長  塚 田 好 一 君 

収 納 対 策 推 進 幹  春 日 英 次 君 

総 務 課 長 補 佐  
青 木 知 之 君 

総 務 係 長  

総 務 課 長 補 佐  
柳 澤   博 君 

財 政 係 長  

企画政策課長補佐  
山 崎 金 一 君 

企 画 調 整 係 長  

４．職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  吾 妻 忠 明 君 

議 会 書 記  金 丸 惠 子 君 

５．開   議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 請願・陳情について 

第 ２ 議案第５４号 上田地域広域連合規約の変更について 

第 ３ 議案第５５号 上田地域広域連合上田勤労者福祉センター運営移管に伴う財産処分

について 

第 ４ 議案第５６号 坂城町公の施設の指定管理者の指定について 

第 ５ 議案第５７号 平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について 

第 ６ 議案第５８号 平成２２年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

第 ７ 議案第５９号 平成２２年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

第 ８ 議案第６０号 平成２２年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 

追加第 １ 議案第６１号 平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第４号）について 

追加第 ２ 発委第 ７号 「義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める意見書について 

追加第 ３ 発委第 ８号 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定に関する意見書につ

いて 

追加第 ４ 発委第 ９号 ＩＬＯ看護条約・夜業条約に基づき、医療・介護労働者の大幅

増員と夜勤改善を求める意見書について 

追加第 ５ 発委第１０号 保育制度改革に関する意見書提出について 

追加第 ６ 閉会中の委員会継続審査申し出について 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、お手元に追加議案の提出がありました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま提出された議案を日程に追加いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認め、日程に追加することに決定いたしました。 
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◎日程第１「請願・陳情について」 

議長（春日君） 各常任委員会に審査を付託いたしました請願及び陳情について、各委員長から

審査結果の報告がなされております。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 「請願第７号 『義務教育費国庫負担制度の堅持』を求めることについて」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

 「陳情第３号 ＩＬＯ看護条約・夜業条約に基づき、医療・介護労働者の大幅増員と夜勤

改善を求めることについて」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手多数により）採択」 

 「陳情第４号 保育制度改革に関することについて」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

 「陳情第５号 町内古文書等の保存施設の設置について」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

 「陳情第６号 住宅リフォーム助成制度の創設に関することについて」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

 「陳情第７号 住宅新築リフォーム助成制度の制定に関することについて」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 
 
 

議長（春日君） 日程第２「議案第５４号」以下日程に掲げた議案につきましては、すべて去る

１２月７日の会議において提案理由の説明を終えております。 

◎日程第２「議案第５４号 上田地域広域連合規約の変更について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第３「議案第５５号 上田地域広域連合上田勤労者福祉センター運営移管に伴う財産

処分について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第４「議案第５６号 坂城町公の施設の指定管理者の指定について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第５「議案第５７号 平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について」 
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議長（春日君） これより質疑に入ります。 

１番（田中君） それでは３点ほど質問をします。 

 まず、ちょっと順番が前後するかもしれませんが、１１ページでございます。１１ページ

から１２ページで道路橋梁費の関係、土木費の関係でございますけれども、目の３に０３の

職員手当の関係があるんですけれども、時間外手当が１８万円増加しています。それから次

のページ、１２ページでも都市計画総務費で２４万円、職員の時間外勤務手当、これはまず

どういう理由なのか、ちょっと。なぜ、ここで補正で増加したかの理由説明をお願いします。 

 それから次に、同じ１１ページ、１２ページですけれども、道路改良工事で用地代が４３０

万円計上されております。これはどこなのかということと、それから次の１２ページでも同

じ用地代２，４１３万円がありますけれども、これがどこなのかということを説明をちょっ

とお願いします。 

 それから歳入の関係でございますけれども、４ページでよろしいかと思うんですけれども、

財産収入、不動産売払収入で２，１５２万２千円を計上されているんですけれども、これは

どこなのか。そして、その価格の算定の基準は、根拠について、以上３点をお願いします。 

総務課長（宮下君） １１ページにおけます道路新設改良の時間外勤務手当１８万円につきまし

ては、土木総務費の組み替えでございます。 

 それと街路事業におきまして、都市計画総務費の２４万円につきましては、異動に伴った

ときに移動させていなかったと、金額的にですね。ということで足りなくなるということで

増にいたしたものでございます。 

建設課長（荒川君） １１ページ、歳出の用地費の関係でございますが、これは今、現在工事を

しております南条小学校東側、Ａ０１の事業化におきまして、これから用地のお願いを進め

てまいりたい、その案件が１件でございます。 

 それから１２ページについての用地代でございますが、これは坂都１号線、それから県で

進めております県事業、田町線、坂都２号線になりますが、それぞれの土地の代替用地の取

得を町の土地開発公社から行うものでございます。先ほど歳入４ページにございました土地

の売払収入、これは先ほどの歳出用地費で土地開発公社から用地を取得、代替地ご購入の方

に土地売払収入で見ているものでございまして、単価につきましては、今の実勢価格を算定

をいたして、その価格での売買というお話になってございます。 

７番（安島さん） １４ページですが、款１０教育費、目４文化財保護費の中の説明の１３００４

和算資料製作展示委託ということで５８万１千円あります。これにつきましては、新聞でも

大きく取り上げられましたし、町長のお話の中でも何度も出てきているんですけれども、こ

れはふるさと歴史館の中で常設展示とされて、ずっとされるわけでしょうか。その辺わかる

範囲でお願いします。 
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教育次長（塚田君） 和算資料の製作の展示の委託ということでございますが、新聞紙上、また

町長の方から議会のあいさつの中にもありましたように、新町の市川さんの方から和算に関

する貴重な資料を寄託いただきました。和算以外にもいろいろな資料があるんですが、今回、

和算に関する２０点ほどの寄託をいただき、また資料としてあるものをまた順次見せていた

だくようなお話になっております。今回ふるさと歴史館の２階のひとつの間に北日名の天幕

社の和算の資料が展示してあります。そこの同じフロアの中に今回いただいた和算に関する

ものを、２月中には、この予算を活用いたしまして展示をし、町民の皆さんに見ていただく

と。資料がいろいろありますので、当面その２階の１室は和算に関する資料を今後常設的に、

中身の方もいろいろありますので、時期を変えて展示をさせていただくと、そんなような計

画でおります。以上です。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第６「議案第５８号 平成２２年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第７「議案第５９号 平成２２年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて」 

議長（春日君） これより質疑に入ります。 

１番（田中君） ５ページをお願いします。 

 ５ページの目の公共下水道事業費の関係でございますけれども、まず委託料の実施設計等

委託４，２００万円あるんですけれども、これはどこかということと、なぜ、この時期にな

るのかという、これで設計の仕上がりがいつになるのかの説明をお願いします。 

 それから、その下の工事請負費の関係、１，４１２万７千円を減額しているんですけれど

も、これはどういうことなのか、なぜなのか。入札差金なのか、ちょっと説明をお願いしま

す。その２点お願いします。 

建設課長（荒川君） まず１３、１５の関係でございますけれども、今年度の公共下水道事業に

つきまして、実は２１年度の繰越予算の関係で、大分、事業の方、前倒しで進めております。

そんな関係がございまして、設計のストックがほぼ使い切ってしまった、そのような状況の

中で、今年度の事業費といたしますと工事費から設計の方を先行させていく、そんなような

形で予算の組み替えを行ってございます。 

 委託の実施設計を進めていく箇所でございますが、村上では上平地域、そして南条地区そ

れぞれ約４０ha、合わせまして４０haの実施設計を行っていく、そんな予定でございます。 
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 失礼いたしました。これで発注をいたしまして、一応２月末までには実施設計を上げさせ

ていただいて、まだ実は今年度の工事、未発注の予算がございます。そこから工事発注とい

うことも進めてまいりたい、そのように考えております。 

議長（春日君） ございますか。 

 これにて質疑を終結いたします。 

１番（田中君） もうひとつ、管渠工事の１，４１２万７千円の減額の理由というか、説明を求

めていたんです。質問したんですけれども。 

建設課長（荒川君） 本年度まだ工事費を減額しても２２年度の予算では工事費がもってござい

ます。先ほども申し上げましたが、２１年度の繰越事業の関係で設計のストックがほぼ使い

切ってしまった状況でございますので、工事費を減額をして委託に組み替えを行い、委託の

作業を、実施設計を先行させていく、そんな形での予算の組み替えでございます。 

１番（田中君） そこにいてもらってもいいですけれども。ということは、工事請負費の減額は

ストックのあった２１年度の中の予算で行うから当面要らなくなった、２２年度はその分尐

なくなるという考えなんですか。入札差金やそれとは関係ないということでいいんかね。組

み替えだということで。 

建設課長（荒川君） この補正の中では工事費を減額をいたしますけれども、まだ予算といたし

まして工事費、予算をもってございます。その執行が設計を進めないと工事発注ができない、

そんな状況にまで工事が進んでいるということで、取り急ぎ実施設計４，２００万円を先行

発注をいたしたい。工事をする場所の設計を仕上げて、でき上がった２月末、３月に入って

今年度の工事を発注していきたい、そんな予定でございます。 

１番（田中君） 今、声が出たとおり、ちょっと、なぜそういうことでストックがなくなって設

計が品切れになったから、設計に重点するから工事費を減額するのか、その辺の説明がもっ

とわかりやすく説明をお願いします。 

建設課長（荒川君） すみません、説明がちょっと滞っておりまして。 

 予算といたしますと、まだ１億５千万円強が予算としての工事分の予算をもってございま

す。この補正を減額補正１，４００万円を減額しても約１億５千万円からのまだ工事をもっ

ているということで、この工事を施工するためにも設計を先行させないと工事をする実施設

計がまだ組めていない、そんな状況ということでございます。 

 そういう事態に陥ったのは、２１年度の繰越予算で約４億円、経済対策の事業をもってご

ざいまして、今までもっていた実施設計のボリュームですね、工事発注できる箇所を２１年

度の繰越予算で先行して進めてきていると、そんな状況でございます。 

議長（春日君） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時２３分～再開 午前１０時２４分） 
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議長（春日君） 再開いたします。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第８「議案第６０号 平成２２年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

議長（春日君） 次に、追加議案の審議に入ります。 

 追加日程第１「議案第６１号 平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第４号）につい

て」から追加日程第５「発委第１０号 保育制度改革に関する意見書提出について」までの

５件を一括議題とし、議決の運びまでいたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（春日君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明及び趣旨説明を求めます。 

町長（中沢君） 議案第６１号「平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第４号）について」説

明いたします。 

 本案は、国の経済対策を受けて事業を進めるもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１億５，５５３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を５８億８，５８１万７千円といた

すものでございます。 

 歳入の主な内容でございますが、国庫支出金の安全・安心な学校づくり交付金７，５８０

万円、地域活性化交付金２，３９１万７千円、保健支出の子宮頸がん等ワクチン接種促進事

業補助６３０万円、地方交付税の再算定によるもの２，６５８万９千円、学校施設整備事業

に係る地方債３，２７０万円をそれぞれ増額するものであります。また、これに関連いたし

まして、財政調整基金の繰入金については、１，５１７万６千円を減額するものであります。 

 一方、歳出の主な内容ですが、南条小学校体育館の耐震改修事業で１億３千万円、子宮頸

がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業が１，２６０万円、

農業活性化緊急基盤整備事業８０３万円、入田川の河川改修事業３００万円、図書館の図書

購入１００万円でございます。よろしくご審議を賜り、ご決定いただくようお願い申し上げ

ます。 

２番（中嶋君） 私からは発委第７号以下３件の発委がございますが、一括して趣旨説明を行い

ます。 

 最初に、発委第７号「『義務教育費国庫負担制度の堅持』を求める意見書について」。 
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 意見書の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 義務教育費国庫負担制度については、昭和６０年度予算において、旅費、教材費が国庫負

担から除外されて以来、平成元年度までの５年間に恩給費の除外、地方交付税不交付団体へ

の退職手当の補助率の大幅削減、共済費追加費用の負担率の引き下げが行われた。さらに平

成５年度、共済費追加費用については、１年前倒しして一般財源化され、平成１５年度は共

済費長期給付と公務災害補償基金負担金が、平成１６年度は退職手当と児童手当が一般財源

化された。そして平成１７年度、１８年度は約８，５００億円が一般財源化されました。 

 しかも平成１８年度から義務教育費国庫負担率が２分の１から３分の１に引き下げられ、

教育の地方格差を拡大するものになっております。 

 そこで平成２３年度予算編成においては、義務教育の水準の維持向上と機会均等及び地方

財政の安定を図るため、次の事項を実現するよう強く要望をいたします。 

 記。１、国の責務である教育水準の最低保障を担保するために必要不可欠な義務教育費国

庫負担制度を堅持し、負担率を２分の１に復元すること。 

 ２、国庫負担金から既に除外した教材費、旅費、共済費、退職手当、児童手当などを復元

すること。 

 次に、発委第９号「ＩＬＯ看護条約・夜業条約に基づき、医療・介護労働者の大幅増員と

夜勤改善を求める意見書について」。 

 意見書の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 長寿世界一を誇る日本の医療は、長年にわたる社会保障費抑制政策のもとでも医師、看護

師などの懸命な努力で支えられてきました。 

 しかし、医療現場は長時間・過密労働に加え、医療技術の進歩や医療安全への期待の高ま

りなどで看護職員などの労働環境は厳しさを増し、離職者も多く、深刻な人手不足になって

おります。医療現場の実態は、かつてなく過酷になっており、全国各地で医師や看護師等の

不足が深刻化しております。 

 看護師など夜勤交替制労働者の労働条件をＩＬＯ看護条約・夜業条約に基づき、抜本的に

改善し、人手を大幅に増やして安全・安心の医療・介護を実現することが大切になっており

ます。 

 医療・社会保障予算を先進国並みに増やすとともに、国民が安心して暮らしていける制度

が求められています。看護師等の大幅増員を実現し、安全で行き届いた医療・看護・介護の

拡充を図るための対策を講じられるよう、下記の事項について要望をいたします。 

 記。１、ＩＬＯ看護職員条約に基づき、看護師など夜勤交替制労働者の労働時間を１日８

時間、週３２時間以内、勤務間隔を１２時間以上とすること。 

 ２、日本政府は、ＩＬＯ看護職員条約（１４９号条約）及びＩＬＯ夜業条約（１７１号条
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約）を批准すること。 

 次に、発委第１０号「保育制度改革に関する意見書提出について」。 

 意見書の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 現在、国は地域主権と称して国が定める保育所最低基準を地方条例に委ね、地方自治体が

保育所を増やさなくても乳幼児をつめ込むことによって待機児童解消を可能にする方針を明

らかにしている。さらに幼保一体化と称して、直接契約・直接補助方式の導入など介護保険

制度をモデルにした保育制度改革を行い、福祉としての保育制度を根本から変える検討を進

めております。 

 この改革案は、児童福祉法第２４条に基づく市町村の保育実施責任を大幅に後退させるも

のであり、規制緩和による保育の市場化を進めるためのものであります。このような改革が

行われると、保育の地域格差が広がるだけでなく、家庭の経済状況により子どもが受ける保

育のレベルにも格差が生ずることになりかねません。あわせてそれぞれ成り立ちも運営形態

も異なる幼稚園と保育園の制度を一体化することを、わずか３カ月の短期間の検討で結論を

出すことは、社会に大きな混乱を引き起こしかねません。 

 この間、都市部では保育所の待機児童が急増し、過疎地では保育の場の確保が困難になっ

ています。国の保育制度改革に反対し、下記の事項について要望をいたします。 

 記。１、国が定める最低基準を廃止・緩和するのではなく、国の責任において改善し、財

源を保障すること。 

 ２、国と地方自治体の責任を明記した現行保育制度を基本に保育予算を大幅に増額し、地

方自治体による保育施策の拡充を保障すること。 

 以上よろしくご審議の上ご協賛賜りますようお願いを申し上げまして、趣旨説明といたし

ます。 

７番（安島さん） 発委第８号「環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定に関する意見書につ

いて」。 

 意見書の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 政府は、１１月９日に「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決定し、同月、横浜市

で開催されたアジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）首脳会議において環太平洋パートナーシッ

プ（ＴＰＰ）協定に関し、国内の環境整備を早急に進めるとともに関係国との協議を開始す

ることを表明いたしました。 

 ＴＰＰ協定は、関税撤廃の例外を認めない完全な自由貿易化を目指しており、物品貿易だ

けでなく、サービス貿易、政府調達、競争、知的財産や人の移動等を含む包括的な交渉が行

われることとなります。 

 県内でも有数の工業集積地である坂城町にとりましては、成長著しいアジア・太平洋地域
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と経済連携を推進することは世界市場を視野に入れた経済発展につながり、プラスと考えま

す。 

 しかし一方、食料・農業・農村をめぐる状況を見ますと、食料自給率の低迷、農業生産や

農業所得の減尐、農業人口の減尐・高齢化・後継者不足と危機的状況の中、さらに甚大なマ

イナスの影響を与えかねません。 

 よって国においては次の事項について適切に対応するよう強く要請いたします。 

 記。１、全品目についての関税撤廃が原則であるＴＰＰ協定については、国会において十

分に審議するなど国民的合意が得られるまで参加しないこと。 

 ２、国際貿易交渉にあたっては、各分野において適切な国内対策を先行的に実施すること。 

 特に農業分野に関しては「多様な農業の共存」を理念とする我が国のこれまでの基本方針

を堅持し、食の安全と安定的な供給、食料自給率の向上、国内農業・農村の振興等を損なう

ことのないよう対応すること。 

 以上よろしくご審議の上ご協賛賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたしま

す。 

議長（春日君） 提案理由の説明及び趣旨説明が終わりました。 

 議案調査のため暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時４４分～再開 午前１０時５５分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

◎追加日程第１「議案第６１号 平成２２年度坂城町一般会計補正予算（第４号）につい

て」 

議長（春日君） これより質疑に入ります。 

６番（入日さん） ６ページの歳出の方ですが、民生費の目４心身障害者福祉費で福祉施設自主

製品販路拡大等補助金９０万円がもってありますが、５ページ、すみません。その具体的、

これからどんなふうに取り組むのかという内容をお願いします。 

 それから、その下の款４衛生費で予防費、子宮頸がん等予防接種、３種類のワクチン接種

にやっと補助が出るんですが、２２年度ということで来年の３月までなんですが、今後の日

程だとか、あるいは中学生の対象学年、そういうものについて、どの程度の対象範囲なのか、

お願いいたします。 

福祉健康課長（中村さん） お答えいたします。 

 まず心身障害者福祉一般経費の福祉施設自主製品販路拡大等補助金についてでございます

が、これにつきましては、けやき横丁に障害者の就労継続支援の事業所が出店する予定でご

ざいます。その事業所において千曲・坂城地域の自立支援協議会に所属する福祉施設でつく

りました自主製品の展示販売をするということでございまして、その展示販売をする整備に
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対して補助をするというものでございます。 

 それから次に、子宮頸がん等予防接種なんですが、２２年度につきましては、子宮頸がん

につきましては現在の高校１年生を対象に実施をしたいと考えております。ヒブワクチンに

つきましては、２カ月児から４歳児まで、肺炎球菌については２カ月児から４歳児まで、そ

れぞれ年齢にあった接種、２２年度に接種をしていただく時期の方に接種をしていただくと

いうことで考えております。 

 細かいことにつきましては、２０日に県の説明会がございます。それを受けまして１月に

それぞれ個人に通知を差し上げまして対象とする方に通知を差し上げまして２月、３月で実

施をしていきたいと考えております。以上でございます。 

９番（宮島君） １点質問させていただきます。 

 ６ページの款１０教育費の関係の節の小学校耐震化工事の１億３千万円、この工事内容に

ついて最初にひとつお答えいただきたいと思います。 

教育次長（塚田君） 工事内容というご質問でございますが、今まで各小学校等進めていました

ように、これにつきましては耐震補強工事というものと、それから大規模改修工事という２

本立てでの工事を実施しております。耐震につきましては、耐震診断をやった中で耐震基準

の低いものについて、その施設の補強、それから大規模改修におきましては、長年経過して

おります施設の老朽化の部分に対する補修という事業内容で進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 それで、この事業につきます補正予算につきましては、南条小学校の体育館を予定してお

ります。以上です。 

９番（宮島君） 内容の大まかなことはわかりましたけれども、具体的に耐震はこういう部分で

こうだと、いわゆる順番はこうなっていると、大規模改修については、私は体育館だから、

そんなに派手な工事ではないというふうに理解をしているわけですが、具体的にちょっとお

答えいただきたいと思います。今の内容ではちょっとわかりませんので。 

教育次長（塚田君） お答えをいたします。 

 建築家の専門ではございませんので、どこまで詳しくお話しできるかということがありま

すが、通常今まで小学校等の耐震につきましては、桁、要するに一番の支えにあります桁の

補強、それから、つっかい棒といいますか、支え、鉄骨の支え、それから基礎工事におきま

しては基礎の布基礎のやり替え、今の耐震については、やはり震度６というのが基準になっ

ておりますので、その震度６に対して、その建物が維持できる補強工事ということで、それ

ぞれの桁とか基礎とか、そういうものについて耐震の状況を見ております。それについての

補強工事が主体になっております。 

 また大規模改修という中では、先ほども申しましたが、例えばトイレとか洗面所とか通常
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家庭で言われる天井の雤漏りだとか、そういった耐震補強以外に係る修理、整備、きれいに

していくという、そういう工事が大規模改修というふうになっております。こういうご答弁

でよろしいでしょうか。以上でございます。 

９番（宮島君） 時間との関連もあるから、あまりくどい話は失礼になりますが、今ちょっと次

長さんの答弁の中では、耐震は、いわゆるそういう桁とか震度６というような基準、大改修

にはトイレが中心だという。それでは、実際の金額の１億３千万円の内容は、どこへどうい

うふうに使われているか、もう尐し具体的に。 

 それとちょっと気になったのは、専門家じゃないからというような発言があったが、これ

は私どもは次長さんに期待をしているから、専門家以上の知識があっての入札が済んでいる

というふうに理解しているんですが、その辺を含めてひとつお答えいただきたいと思います。

以上です。 

教育次長（塚田君） もう尐し詳しいお答えということでございますが、実際には、この見積に

対する設計書ができております。構造補強工事、それから直接耐震に係る工事につきまして

は、補強工事、それから仮設費、それから現場管理費、そういうものを含めて約９，８００

万円。それから先ほどの大規模改修につきましては、例えばトイレの改修、それから廊下の

一部改修、それから電灯設備、火災報知機、それから衛生施設、排水・給水施設、そういっ

たものが大規模改修の中に入っております。 

 １億３千万円ということですので、これだけの中身の資料がありますので、これを詳しく

説明するとひとつずつ内容的なものはありますけれども、先ほど申しましたように、基本的

には地震に対する強度の補給と、それから今まで何年も使ってきた施設の老朽化になってい

る箇所の修理と、そういう２点について対応していくというふうにご理解いただければとい

うふうに思います。以上です。 

議長（春日君） 質問の回数は２回でありますので、効率よくご質問いたしてください。 

４番（大森君） ６ページの款６農業水産費、農業費のところの説明で、用水路の工事と、それ

から測量設計と。これは場所について、どこなのかをお示しください。 

産業振興課長（宮﨑君） お答えいたします。 

 場所については、今考えているのは、入横尾の上原地区、南日名の扇田、上五明、下西花

卉団地の南、上平島、計で４６８ｍの用水路工事を予定してございます。以上です。 

４番（大森君） これらの改修だということですよね。これは今まで水路としてあったけれども、

何らかの理由で流れたとか、うまったとか、何かそういうようなことでのことでしょうか。

その辺について。 

産業振興課長（宮﨑君） お答えいたします。 

 この事業につきましては、緊急の経済対策ということで、事業の選定につきましては基本
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的には水路改修ということでございます。 

 そういう中で、私どもとすると町単補助工事の中で各区から要望が上がってきた中で、何

年も何年もかけてちょっとずつやる、そういう長期的なところで、しかもそれぞれの地区の

中で要望順位を挙げて取り組んでおられるようなこの４カ所について選定させて、先行的に

工事をするというようなことでの対応ということで、よろしくお願いします。 

１番（田中君） ６ページの先ほど出ました南条小学校の耐震化の関係でございますけれども、

一応これから卒業式、入学式に向かうんですけれども、設計して、それから工事に入るとい

うことなんですけれども、そういう期間中、工期は大体いつまで予定しているか、期間中の

使用はどうなっているか。特に大きな卒業式、入学式等も控えているわけです。 

 その中でもうひとつ、毎日あそこは、私ちょっと知らないんですけれども、外を通ると、

いつも電気がついて、夜、ママさんバレーか何か毎日ぐらいにやっていらっしゃるんですけ

れども、そういう人たちは工事中の使用はどうなるのか、その辺の説明をしていただきたい

と思います。 

教育次長（塚田君） お答えをいたします。 

 工期につきましては、この事業、実は緊急経済対策に係る事業というようなことで２３年

度に実施を当面予定をしていたということですが、県の方からの通知によりまして、２２年

度中に前倒しでできるもの、要するに実施計画が済んでいて、その事業に着手していけるも

のについては取り入れてほしいということで今回補正をお願いしておるものであります。 

 ２２年度までについての経済対策の中では、補助率も耐震補強について３分の２というよ

うなこと、それから大規模改修についても３分の１というようなことで補助率もいいという

中で、２３年度以降についてはちょっと不明な点がございますので、取り入れられるという

状況ですので今回取り入れていくということです。ですから、期限につきましては、今回こ

こで取り入れて３月前に完成というわけにはいきません。それは県の方も承知しております

ので、今後、業者選定委員会、それから議会へもまた入札の結果等のご承諾をいただくよう

な方法をとり、繰り越しを対応していくような状況になるんだろうというふうに考えており

ます。 

 ですから、今期については坂城小学校が本年度対応したように、来年の夏休み、主には休

み等子どもたちの授業に差し支えないような状況をとる中で夏休み終了までには完成をさせ

たいというふうに考えています。 

 それから体育館、今使われておりますが、こういう事業をやっていけるようになるよとい

うようなことで、学校の方、それからＰＴＡの方にもお話はしております。中学校、それか

ら文化センターの方も夜の会合をしておりますので、その中で使っているところもございま

すが、ほかとの計画の状況をとりながら、そちらの方を利用されるような方法で進めていき
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たいというふうに思っております。以上です。 

１番（田中君） わかりました。 

 特に一般の人たちがあそこはほとんど１年中、毎日ぐらいに夜になると電気がついて何か

やっているようなので、そういう人たちが文化センターや中学校の体育館を使いやすいよう

に、同じような条件で使えるような配慮をひとつ考えておいて取り組んでいただきたいとい

うことを要望しておきます。 

１０番（池田君） ちょっと２点ほどお伺いいたします。 

 歳入で款１３項２目９、この中で説明で００７の地域活性化ということで１９０万円入っ

ているわけですね。歳出を見ると、款３項１目４の１９０５１へ９０万円、それから款１０

項４目３、当初１００万円ということで振り分けているわけですね。国庫補助をいただくに

は当然、申請をしないともらえないと思うんですが、これはどういう理由でこの２点の申請

をされたのか。また、この活性化というのは、どういうところへ使われるのか。使われる用

途がいろいろあると思うんですが、それもちょっとお聞かせをいただければありがたいなと

思います。 

 それから款１０項２、議論になっています小学校の耐震化であります。財源でお聞きした

いわけでありますが、国庫補助、それから地方債、基金の繰り入れ、一般財源と分かれてお

ります。一般財源の方は１０万円しか出ておりません。繰入金の１４０万円は備考を見ると、

恐らく設計管理の１４０万円に充当したのかなという解釈をいたします。そこで起債が

３，２７０万円、一般財源が１０万円しか出していないですね。やはり後世に負担を減らす

ために起債の方はできるだけ私は尐なくした方がいいのではないかということを考えるわけ

でありますが、今回このように財源を組んだ説明をお願いしたいと思います。２点お願いし

ます。 

財政係長（柳澤君） ただいまご質問いただきました歳入の部分についてご説明を申し上げてま

いります。 

 １点目の地域活性化の住民生活に光を注ぐ交付金という部分でございます。この部分につ

きましては、国の補正予算にかかわります地方財政対策というような状況になっております。

この部分につきましては、現在、配分がまだ一次配分というような状況でしか来てまいらな

い状況で、二次配分はこれからというような状況になっております。そういう中でも残り３

カ月で事業展開をするというようなところにあてられる事業につきましては、計上していか

なければいけないというような状況でございまして、今回の補正予算の計上というような状

況とさせていただいたところになっております。 

 あてられる分野でございますけれども、いわゆる弱い立場の方々の自立支援や対策、ある

いは知的な分野への対応というようなところでの充当が可能というような状況となっている
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ところでございます。 

 それから学校の耐震化への財源充当という部分でございます。 

ご指摘のとおり、極力起債の残高につきましては減尐をさせてまいりたい、適切な財政運営

をというご意見でございます。そういう中でございまして、今回につきましては、国庫補助

金が入ります。それから、そのほかの地方負担ということであてられますきめ細かな交付金

を入れて極力、一般財源等々を持ち出さないというような部分で想定をしたところでありま

す。 

 一方、この地方債、今回起こしてあります学校施設等の整備事業債でありますけれども、

この部分につきましては、極力、新発債を抑えたいという状況ではあるんですけれども、地

方債の種類なんですが、補正予算債という部分でございまして、耐震補強分につきましても

交付税算入率がおおむね６０％、それから大規模改修分につきましても４５％というような

ところで、公債費方式による交付税算入が可能というような状況となっております。また残

りの部分につきましても、単位費用で交付税算入が措置されるというような情報が届いてい

るところであります。 

 そのような部分でございますので、交付税算入率が高い部分につきましては、起債の対応

が適切なのではという判断をいたしまして、今回のところは国庫の補助金、きめ細かな交付

金、起債、それから設計管理料の文教基金からの繰入金、そして残りの部分につきまして、

起債のところで端数の処理が出てまいりますので、１０万円の一般財源というような組み立

てをさせていただいたところでございます。 

１０番（池田君） 再質問させていただきます。 

 まず福祉施設、これはあそこが空き部屋になってから民間の方も申し込みがあったという

ような話も聞きながら推移を見ていたわけですが、結果的に福祉施設に入居していただくと

いうことが決まったようであります。そこらの辺の経過をちょっとお聞きしたいと思うわけ

ですね。福祉施設にどういった理由でお願いができたのか、そこらの辺をちょっとお聞きし

たいと思います。 

 それから福祉施設が入居していただいて家賃の方はどういうふうになるのか。例えば減免

の措置をされるのか、そこらの辺もあわせてお伺いをいたします。 

 それから図書を選定したということでありますが、図書はどういう図書を買うのか。図書

館では毎年４００万円ばかり一般会計から予算を組んで出しているわけですけれども、あえ

てここで１００万円を図書に充当するという理由をお聞かせいただきたいと思います。 

 それから小学校の耐震化事業でありますが、起債、交付税対象がいろいろ有利になるとい

う今、説明があったわけであります。３，２７０万円を返済するにあたって後年度どのくら

いの交付金の算定が見込まれるのか。それと利率はどのぐらいでお借りになれるのか、この
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点をお伺いいたします。 

産業振興課長（宮﨑君） 私からは、けやき横丁に関する経過というご質問についてご答弁させ

ていただきます。 

 けやき横丁につきましては、商業インキュベーター施設というようなことの中で立ち上が

ってきているわけでございますが、設立当初の中でもいろいろ検討をして進めてきたと。入

居についても、それぞれまちづくり坂城と商工会、そして私どもで審査会等を持って進めて

きた、そういう施設でございます。 

 そういう中で、当時も福祉施設からの要望もある中で社会福祉協議会との連携でこれにつ

いておりていただいたという経過もある中で、福祉施設、社協が撤退ということの中で結果

的にはほかのところさんに入っていただいたんですけれども、そういう中で福祉施設という

ものについても地域の方からの要望もいただいていたというような状況でございます。 

 そういう中で、やはり賑わいを創出という観点からすると、それらの施設についてもいい

のではないかというような判断を私ども理事者あるいは商工会、まちづくり坂城等とさせて

いただいて福祉施設にご利用いただくというようなことになっております。 

 それともう１点は家賃の関係でございますが、これにつきましては、現状の中では私ども

とすると通常にいただいていきたいと。それについては福祉施策の中で補助されるかどうか

というのはちょっと、すみません、細かくはあれですが、対応ということで家賃そのものに

ついては、私どもとすれば、いただいて入居をしていただくというふうに考えてございます。 

教育次長（塚田君） １００万円の図書の購入ということでございますが、先ほど財政係長の方

からも申し上げましたが、今回、国庫補助の１０分の１０ということで対応していきたいと

いうことであります。通常一般財源でほとんどの図書は購入しておるんですが、今回この事

業が取り入れられるということで、一部来年度の事業の削減というようなことも考えあわせ

て１００万円入れていきたいということです。 

 ですから、図書の購入の内容につきましては、通常、一般図書、児童図書、共同図書、参考

図書といったたぐいのものを図書館の司書を中心に選定をして、例年３，４００～３，５００

冊購入しております。ですので、通常４００万円ぐらいあるんですが、そのうちの１００万

円分ぐらい、１千冊ぐらいをここで来年度考えている図書の中から選定をして購入をしてい

きたいと、そのように考えております。以上です。 

財政係長（柳澤君） 後年度負担と、それから利率ということでございます。後年度負担につき

ましては、先ほどちょっと触れましたけれども、交付税算入におきます公債費方式、それか

ら単位費用による措置ということで考えますれば、ほぼ全額につきまして交付税算入がなさ

れるという考え方でございます。 

 それから利率につきましては、現在１．３％から１．５％を予定をしているところでござ
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います。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎追加日程第２「発委第７号 『義務教育費国庫負担制度の堅持』を求める意見書につい

て」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎追加日程第３「発委第８号 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定に関する意見書に

ついて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎追加日程第４「発委第９号 ＩＬＯ看護条約・夜業条約に基づき、医療・介護労働者の大

幅増員と夜勤改善を求める意見書について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎追加日程第５「発委第１０号 保育制度改革に関する意見書提出について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎追加日程第６「閉会中の委員会継続審査申し出について」 

議長（春日君） 各委員長から会議規則第７５条の規定による閉会中の委員会継続審査調査の申

し出がありました。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査調査とすることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査調査とすることに決定いたしま

した。 
 
 

議長（春日君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 ここで町長から閉会のあいさつがあります。 

町長（中沢君） 平成２２年第４回坂城町議会定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上

げます。 
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 １２月７日に開催いたしました本議会は、本日までの１１日間にわたりご審議をいただき

ました。提案いたしました専決処分事項の報告、上田広域連合に係る規約の改正並びに財産

処分、町の公の施設の指定管理者の指定、一般会計及び特別会計補正予算４件、そして本日

の最終日に追加提案いたしました一般会計補正予算について原案どおりご決定をいただき、

ありがとうございました。 

 １２月１５日、日銀が企業短期経済観測調査を発表いたしました。エコカー補助金の打ち

切りや家電エコポイントの縮小、円相場の高止まりなど日本経済の緩やかな回復傾向に対し

て、一般的には景気の踊り場、あるいは景気回復の一朋感と表現されております。踊り場か

ら回復の階段へ、ぜひ上っていただくことを願っております。 

 年末を迎え、町内企業の皆さんにおきましては資金需要が高まってまいります。町及び商

工会では国の緊急保証制度や県、町の制度資金、セーフティネットの認定業務などに対応す

るために１２月２９日、３０日の２日間、午前９時から午後５時までに窓口を開設して利用

者にお答えしてまいりたいと思っております。 

 この１５日の新国道上田篠ノ井間建設促進期成同盟会の中央要望活動につきましては、議

会中であるということもあって副町長と建設課長、また議会では塚田高速交通対策委員長さ

んに参加していただきまして、千曲市長を初め上田市、長野市の関係者と民主党陳情要請対

策本部、それと国土交通省に早期事業化について要望したところでもございます。道路はつ

ながらないと道路とは言えない。省としても重要路線として考えているというような意向も

ございましたけれども、今後皆さんと一体となって、あらゆる場を通じ、早期の事業化に努

めてまいりたいと思っております。 

 この２２日には、民主党県連の倉田幹事長らに鼠橋から力石バイパスまでいろいろ視察し

ていただいて、そのような意向を民主党県連からも、また別のコースで要請してまいりたい

と、こんなふうにも考えているところでもございます。 

 ２月４日には経済の将来展望、経営戦略を俯瞰工学の専門家、松島克守東大名誉教授を講

師にお迎えして恒例の新春経済講演会が開催されることにもなっております。 

 ２月２６日には、また町民一人一人がかけがえのない存在として尊重されるとともに、福

祉に対する理解を深め、明るい住みよい人権尊重のまちづくりの実現を目指しまして、人権

を尊重し、豊かな福祉の心を育む町民集会を開催いたします。 

 県下でもハイレベルの和算資料の寄託をいただいたので、この一部の展示や講演も企画し

ております。坂城町の新たな文化の核として和算もひとつの柱になればと期待しているとこ

ろでもございます。 

 今年も何件かの火事があり、大切な財産が失われました。また国道では２件の死亡事故も

発生いたしました。事件や事故が多発しやすい時期にもなっております。２６日からは消防



 －１６１－ 

団による歳末警戒が実施されます。 

 ノロウイルスやインフルエンザなどの文字が新聞を賑わす昨今でございます。まず安心・

安全なまちづくりに、ますます皆さんのお力をかり、また皆さんにもご活躍されんことを心

からお願い申し上げまして閉会のごあいさつといたします。どうもありがとうございました。 

議長（春日君） これにて平成２２年第４回坂城町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（閉会 午前１１時３６分） 



 －１６２－ 



 －１６３－ 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する 

 

   坂城町議会議長 

 

 

   坂城町議会議員 

 

 

   坂城町議会議員 

 

 

   坂城町議会議員 

 



「義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める意見書について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条第７項及び坂城町議会会議規則第１４条第

３項の規定により提出する。 

 

（別紙） 

「義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める意見書 

 

 義務教育費国庫負担制度については、昭和６０年度予算において、旅費・教材費が国庫負担か

ら除外されて以来、平成元年度までの５年間に恩給費の除外、地方交付税不交付団体への退職手

当の補助率の大幅削減、共済費追加費用の負担率の引き下げが行われた。更に平成５年度、共済

費追加費用については一年前倒しして一般財源化され、平成１５年度は共済費長期給付と公務災

害補償基金負担金が、平成１６年度は退職手当と児童手当が一般財源化された。そして平成１７

年度・１８年度は約８５００億円が一般財源化された。 

 しかも、平成１８年度から義務教育費国庫負担率が２分の１から３分の１に引き下げられ、教

育の地方格差を拡大するものになっている。 

 そこで、平成２３年度予算編成においては、義務教育の水準の維持向上と機会均等及び地方財

政の安定を図るため、次の事項を実現するよう強く要望する。 

 

記 

１ 国の責務である教育水準の最低保障を担保するために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度

を堅持し、負担率を２分の１に復元すること。 

２ 国庫負担金から既に除外した教材費、旅費、共済費、退職手当、児童手当などを復元するこ

と。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２２年１２月  日 

 

衆 議 院 議 長  横 路 孝 弘 

参 議 院 議 長  西 岡 武 夫 

内閣総理大臣  菅 直 人 

総 務 大 臣  片 山 善 博  殿 



財 務 大 臣  野 田 佳 彦 

文部科学大臣  高 木 義 明 

 

長野県埴科郡 

坂城町議会議長  春 日   武 



環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定に関する意見書について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条第７項及び坂城町議会会議規則第１４条第

３項の規定により提出する。 

 

（別紙） 

環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定に関する意見書 

 

 政府は、１１月９日に「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決定し、同月横浜市で開催

されたアジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）首脳会議において、環太平洋パートナーシップ（ＴＰ

Ｐ）協定に関し、国内の環境整備を早急に進めるとともに関係国との協議を開始することを表明

した。 

 ＴＰＰ協定は、関税撤廃の例外を認めない完全な自由貿易化を目指しており、物品貿易だけで

なくサービス貿易、政府調達、競争、知的財産や人の移動等を含む包括的な交渉が行われること

となる。 

 県内でも有数の工業集積地である坂城町にとっては、成長著しいアジア・太平洋地域と経済連

携を推進することは、世界市場を視野に入れた経済発展につながりプラスと考える。 

 しかし、一方食料・農業・農村をめぐる状況をみると、食料自給率の低迷、農業生産や農業所

得の減少、農業人口の減少・高齢化・後継者不足と危機的状況のなか、さらに甚大なマイナスの

影響を与えかねない。 

 よって、国においては、次の事項について適切に対応するよう強く要請する。 

記 

１ 全品目についての関税撤廃が原則であるＴＰＰ協定については、国会において十分に審議す

るなど、国民的合意が得られるまで参加しないこと。 

２ 国際貿易交渉に当たっては、各分野において適切な国内対策を先行的に実施すること。特に

農業分野に関しては「多様な農業の共存」を理念とする我が国のこれまでの基本方針を堅持

し、食の安全と安定的な供給、食料自給率の向上、国内農業・農村の振興等を損なうことの

ないよう対応すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２２年１２月  日 

衆 議 院 議 長  横 路 孝 弘 

参 議 院 議 長  西 岡 武 夫 

内閣総理大臣  菅 直 人 



外 務 大 臣  前 原 誠 司  殿 

農林水産大臣  鹿 野 道 彦 

経済産業大臣  大 畠 章 宏 

国家戦略担当大臣  玄 葉 光 一 郎 

 

長野県埴科郡 

坂城町議会議長  春 日   武 



ＩＬＯ看護条約・夜業条約に基づき、医療・介護労働者の 

大幅増員と夜勤改善を求める意見書について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条第７項及び坂城町議会会議規則第１４条第

３項の規定により提出する。 

 

（別紙） 

ＩＬＯ看護条約・夜業条約に基づき、医療・介護労働者の 

大幅増員と夜勤改善を求める意見書 

 

 長寿世界一を誇る日本の医療は、長年にわたる社会保障費抑制政策の下でも、医師、看護師な

どの懸命な努力で支えられてきた。 

 しかし、医療現場は、長時間・過密労働に加え、医療技術の進歩や医療安全への期待の高まり

などで、看護職員などの労働環境は厳しさを増し、離職者も多く深刻な人手不足になっている。

医療現場の実態はかつてなく過酷になっており、全国各地で医師や看護師等の不足が深刻化して

いる。 

 看護師など夜勤交替制労働者の労働条件をＩＬＯ看護条約・夜業条約に基づき抜本的に改善し、

人手を大幅に増やして、安全・安心の医療・介護を実現することが大切になっている。 

 医療・社会保障予算を先進国並みに増やすとともに、国民が安心して暮らしていける制度が求

められている。 

 看護師等の大幅増員を実現し、安全でゆきとどいた医療・看護・介護の拡充を図るための対策

を講じられるよう、下記の事項について要望する。 

 

記 

 

１ ＩＬＯ看護職員条約に基づき、看護師など夜勤交替制労働者の労働時間を１日８時間、週３

２時間以内、勤務間隔を１２時間以上とすること。 

２ 日本政府は、ＩＬ０看護職員条約（１４９号条約）およびＩＬＯ夜業条約（１７１号条約）

を批准すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２２年１２月  日 



 

内閣総理大臣  菅 直 人 

総 務 大 臣  片 山 善 博 

財 務 大 臣  野 田 佳 彦  殿 

文部科学大臣  高 木 義 明 

厚生労働大臣  細 川 律 夫 

 

長野県埴科郡 

坂城町議会議長  春 日   武 



保育制度改革に関する意見書提出について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条第７項及び坂城町議会会議規則第１４条第

３項の規定により提出する。 

 

（別紙） 

保育制度改革に関する意見書 

 

 現在、国は地域主権と称して国が定める保育所最低基準を地方条例に委ね、地方自治体が保育

所を増やさなくても、乳幼児を詰め込むことによって待機児童解消を可能にする方針を明らかに

している。さらに「幼保一体化」と称して、直接契約・直接補助方式の導入など介護保険制度を

モデルにした保育制度改革を行い、福祉としての保育制度を根本から変える検討をすすめている。

この改革案は、児童福祉法第２４条にもとづく市町村の保育実施責任を大幅に後退させるもので

あり、規制緩和による保育の市場化をすすめるものである。このような改革が行われると、保育

の地域格差が広がるだけでなく、家庭の経済状況により子どもが受ける保育のレベルにも格差が

生じることになりかねない。あわせてそれぞれ成り立ちも運営形態も異なる幼稚園と保育園の制

度を一体化することを、わずか３ケ月の短期間の検討で結論を出すことは、社会に大きな混乱を

引き起こしかねない。 

 この間、都市部では保育所の待機児童が急増し、過疎地では保育の場の確保が困難になってい

る。国の保育制度改革に反対し、下記の事項について要望する。 

 

記 

 

１ 国が定める最低基準を廃止・緩和するのでなく、国の責任において改善し、財源を保障する

こと。 

２ 国と地方自治体の責任を明記した現行保育制度を基本に保育予算を大幅に増額し、地方自治

体による保育施策の拡充を保障すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２２年１２月  日 

 

内閣総理大臣  菅 直 人 

厚生労働大臣  細 川 律 夫  殿 

 

長野県埴科郡 

坂城町議会議長  春 日   武 



一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

 

発言順位 要        旨 通 告 者 答弁を求める者 

１ 

１．町製造業の活性化対策の取り組みについて 

イ．２１年県工業統計（速報値）に対する町の所見は 

ロ．製造品出荷額や粗付加価値等の分析調査の検討は 

ハ．活性化対策の取り組みをすべきであるが 

２．第５次長期総合計画の住民参画について 

イ．地区懇談会の開催状況と住民の関心と反応は 

ロ．住民参画のあり方は十分か 

１ 番 

田 中 邦 義 

町    長 

 

産業振興課長 

 

企画政策課長 

２ 

１．小中学校教育の新たなる方向について 

イ．行政と教育委員会の連携による施策の推進について 

ロ．新たなる学力向上施策の方針は 

ハ．小中学校の不登校・いじめの問題の対応について 

ニ．教員免許更新制について 

２．屋代高校付属中高一貫校開校について 

イ．受験低年齢化と大学受験重視の懸念は 

９ 番 

宮 島 祐 夫 

町    長 

 

教 育 長 

３ 

１．坂城高校について 

イ．創立１００周年を迎えて 

ロ．『ものづくり講座』の新設について 

２．産業観光について 

イ．ねずみ大根による振興策は 

ロ．おしぼりうどんで集客を 

３．脳脊髄液減尐症について 

イ．周知と対応は 

７ 番 

安島ふみ子 

町    長 

 

産業振興課長 

 

福祉健康課長 

４ 

１．長期総合計画について 

イ．第４次長期総合計画の評価は 

ロ．第５次長期総合計画と具体的施策について 

２．職員体制について 

６ 番 

入 日 時 子 

町    長 

企画政策課長 

総 務 課 長 

子育て推進室長 

５ 

１．町の前途への思いは 

イ．今後の町政は 

ロ．長期計画に光輝放つ柱を 

２．町内に眠る古文書の保存を 

イ．個人所有の古文書、保存心配ないか 

ロ．保存場所の設置を考えないか 

１３番 

柳 澤  澄 

町    長 

教 育 長 

企画政策課長 



 

発言順位 要        旨 通 告 者 答弁を求める者 

６ 

１．次期町政について 

２．第５次長期総合計画について 

イ．新たな視点と特長は 

ロ．地区懇談会を実施して 

ハ．実施計画のパブリックコメントは 

３．建設業振興について 

イ．住宅リフォーム助成について 

ロ．公共建築物木材利用促進法について 

５ 番 

山 城 賢 一 

町    長 

 

企画政策課長 

 

建 設 課 長 

７ 

１．葛尾組合焼却施設について 

イ．千曲市への移設は 

ロ．地元中之条区への対応は 

２．尐子化対策の根幹について その３ 

イ．子宮頸ガン、ヒブワクチンの集団接種を 

ロ．小・中学生に性教育を 

３．町を元気に 

イ．ゆるキャラで町のＰＲ 

ロ．小・中学生にデザインを 

２ 番 

中 嶋  登 

町    長 

教 育 長 

福祉健康課長

まちづくり推進室長 

８ 

１．災害に強い町づくり 

イ．内水被害対策について 

ロ．８月３１日ゲリラ豪雨について 

ハ．災害見舞金について 

２．町内経済の活性化のために 

イ．町内経済の現況は 

ロ．住宅リフォーム助成制度の創設を 

ハ．小規模事業者登録制の導入を 

４ 番 

大 森 茂 彦 

町    長 

建 設 課 長 

福祉健康課長 

産業振興課長 

企画政策課長 



 

発言順位 要        旨 通 告 者 答弁を求める者 

９ 

１．工業振興と国際交流について 

イ．意義と成果は 

ロ．シフト企業の実状把握は 

ハ．住工混在は解消されているか 

２．ＴＰＰ問題について 

イ．ＴＰＰ問題をどう判断されているか 

３．定住自立圏構想推進について 

イ．構想の進捗の実状は 

ロ．町民に理解を得る説明を 

４．広域ごみ焼却場について 

イ．広域ごみ焼却場建設の実状の説明を 

１２番 

柳 沢 昌 雄 

町    長 

 

産業振興課長 

 

企画政策課長 

 

住民環境課長 

１０ 

１．子ども達の健やかな成長を願って 

イ．児童・生徒の現状は 

ロ．食を通じた健康づくりのネットワークについて 

ハ．食育・学校給食センターの役割について 

２．ゴミ減量への取り組み 

イ．減量化への取り組みと効果は 

ロ．今後の方策は 

１１番 

円尾美津子 

町    長 

教 育 長 

福祉健康課長 

教 育 次 長 

住民環境課長 

 


